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 ロ．再処理施設の一般構造 

再処理施設は，「核原料物質，核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律」（以下「原子炉等規制法」という｡）等の関係法令の要求を満

足するよう，以下の基本方針に基づく構造とする。 

再処理施設は，安全性を確保するために，異常の発生を防止するこ

と，仮に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さ

らに，異常が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする

「深層防護」の考え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等が発生した場合において，重大

事故等の発生を防止し，その拡大を防止し，並びに，その影響を緩和

するための必要な措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の一般公衆

の線量及び放射線業務従事者の線量が「原子炉等規制法」に基づき定

められている線量限度を超えないように設計する。さらに，一般公衆

の線量については，合理的に達成できる限り低くなるように設計する。 

 

  (７) その他の主要な構造 

   (ⅰ) 安全機能を有する施設 

   (ａ) 外部からの衝撃による損傷の防止 

    また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施設

に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて

使用済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するた

めの措置を講ずるよう手順を整備する。 
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   (ｇ) 安全機能を有する施設 

   (イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

     再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安

全機能を有する施設とする。 

     また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆

又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事

故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止する

ため，放射性物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等外へ放

出されることを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成

される施設を，安全上重要な施設とする。 

     安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その

機能が確保されたものとするとともに，以下の設計を満足するもの

とする。 

   １） 安全機能を有する施設のうち，安全上重要な系統及び機器につ

いては，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定

の安全機能を果たし得るように多重性又は多様性を有する設計とす

る。 

     ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期間内に運転

員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又は多

様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

   ２） 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に

至るまでの間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条

件において，その安全機能を発揮することができる設計とする。 

   ３） 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，

その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検
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査又は試験ができる設計とする。 

   ４） 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するため

の適切な保守及び修理ができる設計とする。 

   ５） 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他

の機器又は配管の損壊に伴う飛散物によって，その安全機能を損な

わない設計とする。 

     内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機器の落下等によって発生

する飛散物をいう。なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的

損傷，配管の損傷，機器の故障等の二次的影響も考慮するものとす

る。 

     安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防護する施設

としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を

漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を

抽出し，内部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，

臨界の防止等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物の発生を

防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

     その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対

して機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮

して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

   ６） 安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加

工施設等と共用するものは，共用によって再処理施設の安全性を損

なうことのない設計とする。 
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1. 安全設計 

1.1  安全設計の基本方針 

1.1.1  安全機能を有する施設に関する基本方針 

  再処理施設の安全性を確保するために，異常の発生を防止すること，仮

に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さらに，異常

が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする「深層防護」の考

え方を適切に採用した設計とする。 

  また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線量及

び放射線業務従事者の線量が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）」に基づき定められてい

る線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量については，

合理的に達成できる限り低くなるように設計する。すなわち，施設設計の

実現可能性を考慮しつつ，周辺環境に放出する放射性物質に起因する線量

については，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針

（昭和50年５月13日原子力委員会決定）」において定める線量目標値が実

効線量で年間50μＳｖであることを踏まえて，年間50μＳｖを超えないよ

う設計する。 

(１) 再処理施設のうち，「再処理施設の安全性を確保するために必要な構

築物，系統及び機器」を「安全機能を有する施設」とし，「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「事業指定基準規

則」という。）」に適合した設計とする。 

(２) 安全上重要な施設については，機能喪失時の公衆への線量影響等を

考慮して安全機能を有する施設から選定し，事業指定基準規則に適合

した設計とする。 

(３) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機
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能を確保するものとする。 

(４) 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障が発生した場合にお

いてもその機能が失われることのない設計とする。 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される全ての環境条件において，その安全機能を発揮

できる設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に試験又

は検査ができる設計とする。 

(７) 安全機能を有する施設は，安全機能を健全に維持するための適切な

保守及び修理ができる設計とする。 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水又は化学薬品

の漏えい及びポンプその他の機器の損壊に伴う飛散物により，安全機

能を損なわない設計とする。 

 (９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

(10) 安全機能を有する施設は，臨界事故を防止するため技術的に見て想

定されるいかなる場合でも臨界とならない設計とする。また，万一の

臨界事故に備え，必要に応じて臨界警報装置及び可溶性中性子吸収材

を注入する設備を設置する。 

(11) 安全機能を有する施設は，運転時及び停止時において再処理施設か

らの直接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の空間線量率を十

分に低減する設計とする。 

また，安全機能を有する施設は，事業所内における外部放射線によ

る放射線障害を防止する必要がある場合には，管理区域その他事業所
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内の人の立ち入る場所における線量を低減できるよう，遮蔽その他適

切な措置を講ずる設計とし，放射線業務従事者が運転時の異常な過渡

変化時及び設計基準事故時において，迅速に対応するために必要な操

作ができる設計とする。 

(12) 安全機能を有する施設は，周辺環境への放射性物質の過度の放出を

防ぐため，多重性を考慮した放射性物質の閉じ込め設備を設け，万一

事故が起こった場合でも敷地周辺の公衆の安全を確保できる設計とす

る。 

(13) 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性

が損なわれないよう，可能な限り不燃性又は難燃性材料の使用，可燃

性物質を使用する系統及び機器における着火源の排除等，火災及び爆

発の発生を防止することができ，かつ，消火設備及び火災感知設備並

びに火災及び爆発の影響を軽減する機能を有する設計とする。消火設

備は，破損，誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な

施設の安全機能を損なわない設計とする。 

(14) 安全機能を有する施設は，地震力が作用した場合においても当該安

全機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置すると

ともに，地震力に十分に耐えることができる設計とする。この地震力

は，地震の発生により生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安

全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算

定する。 

また，地震（津波を含む。）の発生により，再処理施設に重大な影響

を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて再処理施設へ

の影響を軽減するための措置を講ずるよう手順を整備する。 

(15) 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除
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く。）が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 

安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼす

おそれがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮した設計と

する。さらに，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺におい

て想定される再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがあ

る事象であって人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人

為事象」という。）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施設

に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて

使用済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するた

めの措置を講ずるよう手順を整備する。 

(16) 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設 

計とする。また，安全上重要な施設は，容易に操作することができる

設計とする。 

(17) 安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱等を適

切に除去する設計とする。 

(18) 再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要

となる電力を当該安全上重要な施設に供給するため，電力系統に連係

した設計とする。非常用電源設備及びその附属設備は，多重性及び独

立性を確保し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生し

た場合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時に

おいて安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がそ

の機能を確保するために十分な容量を有する設計とする。 

(19) 再処理施設は，設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査を通
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じ，原則として現行国内法規に基づく規格及び基準により，信頼性の

高いものとする。ただし，外国の規格及び基準による場合又は規格及

び基準で一般的でないものを適用する場合には，それらの規格及び基

準の適用の根拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用

の妥当性を明らかにするものとする。 

(20) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，再処理設備本体の運転

開始に先立ち使用できる設計とする。 

(21) 再処理施設における放射性物質の移動は，配管，容器等によるもの

とし，閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措置等適切な安全対策を講

ずる設計とする。 
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1.7.7 安全機能を有する施設の設計 

1.7.7.1 安全機能を有する施設の設計方針 

  安全設計の基本方針の下に以下の安全設計を行う。 

 (１) 再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全

機能を有する施設とし，事業指定基準規則に適合した設計とする。 

 (２) 安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は従事

者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性

物質又は放射線が工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構

築物，系統及び機器を，安全上重要な施設とする。 

   安全上重要な施設については，機能喪失時の公衆への線量影響等を考

慮して安全機能を有する施設から選定し，事業指定基準規則に適合し

た設計とする。    

 (３) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機

能を確保するものとする。 

 (４) 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障が発生した場合にお

いてもその機能が失われることのない設計とする。 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件にお

いて，その安全機能を発揮できる設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又

は試験ができる設計とする。なお，安全上重要な機器等の健全性を確

認するため，セル壁に貫通口を設ける設計とする。 

(７) 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するための適
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切な保守及び修理ができる設計とする。なお、安全上重要な機器等の

安全機能を維持するために，必要に応じて保守セル等を設ける設計と

する。 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機

器の損壊に伴う飛散物により，安全機能を損なわない設計とする。 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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1.7.7.2 安全上重要な施設の分類 

  安全機能を有する施設とは，再処理施設のうち，安全機能を有する構

築物，系統及び機器をいい，安全上重要な施設とは，安全機能を有する

施設のうち，その機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線障害を及

ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすお

それがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線が再処理

施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構築物，

系統及び機器をいう。 

  安全機能を有する施設のうち，下記の分類に属する施設を安全上重要

な施設とする。 

 (１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器 

 (２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器 

 (３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気系統及びオフガス処理系統 

 (４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びにせん断工程を収納するセル等 

 (５) 上記(４)の換気系統 

 (６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及びその換気系統 

 (７) ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統 

 (８) 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧

縮空気等の主要な動力源 

 (９) 熱的，化学的又は核的制限値を維持するための系統及び機器 

 (10) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

 (11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設 

 (12) 安全保護回路 

 (13) 排気筒 

 (14) 制御室等及びその換気系統 
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 (15) その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系

統，冷却水系統等 

 

  ただし，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者に過度な放射線

被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかな場合は，安全上重要な施設

から除外する。 
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1.7.7.3 安全機能を有する施設の選定 

  選定の具体化に当たっての主要な考え方を以下に示す。 

 (１) 再処理の工程の特徴は，放射性物質を使用済燃料集合体から開放

（溶解）して処理するため，平常時は廃ガス処理設備を有した機器内

（一次閉じ込め）で処理が進み，何らかの異常で機器から放射性物質

が漏れ出た場合でも独立した換気設備を有したセル又はグローブボッ

クス（二次閉じ込め）で閉じ込めることにより，可能な限り公衆はも

とより，従事者への放射線影響を排除するよう設計する。さらに，二

次閉じ込めが損傷するような事故に発展した場合に備え，独立した換

気設備を有した建屋が三次閉じ込めの機能を果たすよう設計する。 

 (２) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(１)及び(２)については，

プロセス設計を基に公衆影響の観点から，以下のように設定する。 

 ａ．プルトニウム溶液又は高レベル廃液を処理又は貯蔵する以下の主要

な系統を安全上重要な施設とする。 

 (ａ) 溶解設備の溶解槽からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の

混合酸化物貯蔵容器まで 

 (ｂ) 清澄・計量設備の清澄機から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス

溶融炉まで 

 (ｃ) 分離設備の抽出塔から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉

まで 

 ｂ．その他の塔槽類（一時貯留処理槽等）については，その閉じ込め機

能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とす

る。 

 (３) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(３)，(５)及び(６)のオフガ

ス処理系統及び換気系統については，気体廃棄物の主要な流れを構成
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している施設及びその閉じ込め機能を維持するために必要なしゃ断弁

等で隔離できる範囲の施設を，放出経路の維持の観点で安全上重要な

施設とする。また，これらの施設のうち，捕集・浄化機能又は排気機

能を有する機器については，その機能の必要性を工学的に判断し，不

可欠な場合はそれぞれの機能維持の観点でも安全上重要な施設とする。

(7)の換気系統については，その閉じ込め機能の必要性を工学的に判断し，

不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 (４) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(４)のセル及び(６)の洞道

のうち，高レベル廃液の閉じ込め機能の観点で安全上重要な施設とし

たものは，しゃへい機能の観点でも安全上重要な施設とする。 

 (５) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(10)については，使用済

燃料集合体等の遮蔽及び崩壊熱除去のために不可欠なプール水を保持

する施設を安全上重要な施設とする。また，使用済燃料集合体及びバ

スケットの落下・転倒防止機能を有する施設については，その機能の

必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 (６) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(11)については，高レベ

ル放射性固体廃棄物の遮蔽及び崩壊熱除去の観点で不可欠な施設を安

全上重要な施設とする。 

 (７) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(12)については，事業指

定基準規則の要求事項を踏まえて，運転時の異常な過渡変化及び設計

基準事故の事象のうち，拡大防止対策又は影響緩和対策として期待す

る安全上重要な施設のインターロックである以下の15回路を安全保護

回路とする。 

 ａ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による

加熱停止回路 

20



 

 ｂ．精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

 ｃ．分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 ｄ．精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 ｅ．酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

 ｆ．溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断処

理施設のせん断機のせん断停止回路 

 ｇ．脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

 ｈ．分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

 ｉ．液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高

による加熱停止回路 

 ｊ．脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

 ｋ．脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

 ｌ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの

閉止回路（分離建屋） 

 ｍ．気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの

閉止回路（精製建屋） 

 ｎ．固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラス

流下停止回路 

 ｏ．気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパ

の閉止回路 

 (８) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(13)については，設計基

準事故の評価において，不可欠な影響緩和機能を有する施設を安全上

重要な施設とする。 

 (９) 「1.7.7.2 安全上重要な施設の分類」に示す(15)については，計測制
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御系統及び冷却水系統の他に，その施設が有する安全機能の必要性を

工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とする。 

 

  以上の考え方に基づき選定した安全上重要な施設を第1.7.7－１表に示

す。また，第1.7.7－１表中には，各安全上重要な施設に要求される安全

機能を，第1.7.7－２表に示す安全機能の分類に従って記載する。 

  なお，下記(１)から(６)は，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者

に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかであることか

ら，安全上重要な施設として選定しないが，これらの施設については，

安全上重要な施設への波及的影響防止及び旧申請書の設計を維持する観

点から，安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とする。 

 (１) 補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及び遮断弁 

 (２) 抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁 

 (３) 抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断弁 

 (４) 第１洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁 

 (５) プルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報 

 (６) 注水槽 
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第 1.7.7－１表 安全上重要な施設 

  

   分  類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

 (1) プルトニウムを含む溶液又は粉末  

   を内蔵する系統及び機器  

      

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め   溶解施設            プルトニウム精製設備（つづき） 

         機能（放射性物質の保    溶解設備            プルトニウム濃縮缶供給槽 

         持機能）     溶解槽            プルトニウム濃縮缶 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放     第１よう素追出し槽      プルトニウム溶液一時貯槽 

         出防止機能（放射性物     第２よう素追出し槽      プルトニウム濃縮液受槽 

         質の保持機能）     中間ポット          プルトニウム濃縮液計量槽 

               清澄・計量設備         プルトニウム濃縮液中間貯槽 

     中継槽            プルトニウム濃縮液一時貯槽 

     清澄機            リサイクル槽 

     リサイクル槽         希釈槽 

     計量前中間貯槽       精製建屋一時貯留処理設備 

     計量・調整槽         第１一時貯留処理槽 

     計量補助槽          第２一時貯留処理槽 

     計量後中間貯槽        第３一時貯留処理槽 

                     第７一時貯留処理槽 

   分離施設 

    分離設備          脱硝施設 

     溶解液中間貯槽       ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

     溶解液供給槽         硝酸プルトニウム貯槽 

     抽出塔            混合槽 

     第１洗浄塔          一時貯槽 

     第２洗浄塔          定量ポット 

    分配設備            中間ポット 

     プルトニウム分配塔      脱硝装置 

     ウラン洗浄塔         焙焼炉 

     プルトニウム溶液        還元炉 

      ＴＢＰ洗浄器        固気分離器 

     プルトニウム溶液受槽     粉末ホッパ 

     プルトニウム溶液中間貯槽   粉砕機 

    分離建屋一時貯留処理設備    保管容器 

     第１一時貯留処理槽      混合機 

     第２一時貯留処理槽      粉末充てん機 

     第３一時貯留処理槽 

     第７一時貯留処理槽    製品貯蔵施設 

     第８一時貯留処理槽     ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

                    粉末缶 

   精製施設             混合酸化物貯蔵容器 

    プルトニウム精製設備 

     プルトニウム溶液供給槽 

     第１酸化塔 

     第１脱ガス塔       プルトニウムを含む溶液又は粉末の主要な流 

     抽出塔          れを構成する配管 

     核分裂生成物洗浄塔 

     逆抽出塔 

     ウラン洗浄塔 

     補助油水分離槽 

     ＴＢＰ洗浄器 

     第２酸化塔 

     第２脱ガス塔 

     プルトニウム溶液受槽 

     油水分離槽 

  

安全機能  
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

  (2) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵  

   する系統及び機器  

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め   溶解施設            液体廃棄物の廃棄施設（つづき） 

         機能（放射性物質の保    清澄・計量設備          高レベル廃液貯蔵設備 

         持機能）     清澄機              高レベル濃縮廃液貯槽 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放     不溶解残渣回収槽         不溶解残渣廃液貯槽 

         出防止機能（放射性物                      高レベル廃液共用貯槽 

         質の保持機能）   分離施設               高レベル濃縮廃液一時貯槽 

               分離設備              不溶解残渣廃液一時貯槽 

     抽出塔 

     ＴＢＰ洗浄塔        固体廃棄物の廃棄施設 

     抽出廃液受槽         高レベル廃液ガラス固化設備 

     抽出廃液中間貯槽        高レベル廃液混合槽 

     抽出廃液供給槽         供給液槽 

    分離建屋一時貯留処理設備     供給槽 

     第１一時貯留処理槽       ガラス溶融炉 

     第３一時貯留処理槽 

     第４一時貯留処理槽 

     第６一時貯留処理槽     高レベル廃液の主要な流れを構成する配管 

     第７一時貯留処理槽 

  

   液体廃棄物の廃棄施設 

    高レベル廃液処理設備 

     高レベル廃液濃縮設備 

      高レベル廃液供給槽 

      高レベル廃液濃縮缶 

  (3) 上記(1)及び(2)の系統及び機器の換  

   気系統及びオフガス処理系統   気体廃棄物の廃棄施設 

    せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め     塔槽類廃ガス処理設備 

         機能（放出経路の維持     前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

         機能）     分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放      塔槽類廃ガス処理系 

         出防止機能（放出経路      パルセータ廃ガス処理系 

         の維持機能）     精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系） 

      パルセータ廃ガス処理系 

     ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

     高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

      不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

    高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

  

   液体廃棄物の廃棄施設 

    高レベル廃液処理設備 

     高レベル廃液濃縮設備 

      高レベル廃液濃縮缶凝縮器 

      減衰器 

   脱硝施設 

    安全上重要な施設の固気分離器からウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気 

    設備のグローブボックス・セル排気系統への接続部までの系統 

安全機能  
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設               

               

  (3) 上記(1)及び(2)の系統及び機器の換  

   気系統及びオフガス処理系統  

              （つづき）  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め 

         機能（放射性物質の捕 

         集・浄化機能） 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放 

         出防止機能（放射性物 

         質の捕集・浄化機能） 

 

   脱硝施設 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝設備 

     高性能粒子フィルタ（空気輸送） 

   ７.２節に粒子除去効率を記載した上記の気体廃棄物の廃棄施設の高性能粒 

    子フィルタ 

   せん断処理・溶解廃ガス処理設備のよう素フィルタ 

   高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の廃ガス洗浄器，吸収塔及びルテ 

              ニウム吸着塔 

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め     上記の気体廃棄物の廃棄施設の排風機 

         機能（排気機能）  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放  

          出防止機能（排気機能）  

          

  

上記(1)及び(2)の安全上重要な施  

設からの廃ガスに対する閉じ込め  

機能（PS）は，本欄に掲げる設備と  

(5)に掲げる安全上重要な施設を収  

納するセル等の換気系統により確  

保し，これらを安全上重要な施設  

とする。  

  

  

  (4) 上記(1)及び(2)の系統及び機器並び  

   にせん断工程を収納するセル等  

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め    上記(1)及び(2)の系統及び機器を収納するセル及びグローブボックス並びにせ 

         機能（放出経路の維持    ん断セル 

         機能）    プルトニウム精製設備及びウラン・プルトニウム混合脱硝設備の安全上重要 

         体系の維持機能（遮蔽    な施設の配管を収納する二重配管の外管 

         機能）＊  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放    下記の洞道に設置する配管収納容器のうち，上記(1)及び(2)の配管を収納する 

         出防止機能(放出経路    配管収納容器 

          の維持機能)  

         体系の維持機能（遮蔽     分離建屋と精製建屋を接続する洞道 

         機能）     精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道 

     分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞道 

  

    ＊上記(1)及び(2)のうち核分裂生  

         成物の閉じ込めの観点から不  

         可欠な機能を有する系統及び  

     機器を収納するセルのみ     

  

安全機能  
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

  (5) 上記(4)の換気系統  

  

       ＰＳ／放射性物質の閉じ込   気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

          め機能（放出経路の    前処理建屋換気設備 

          維持機能）     中継槽セル等からの排気系 

     及びＭＳ／放射性物質の過度の     溶解槽セル等からのＡ排気系 

          放出防止機能（放出     溶解槽セル等からのＢ排気系 

          経路の維持機能）    分離建屋換気設備 

     プルトニウム溶液中間貯槽セル等からの排気系 

    精製建屋換気設備 

     プルトニウム濃縮缶セル等からの排気系 

     グローブボックス等からの排気系 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

     硝酸プルトニウム貯槽セル等及びグローブボックス等からの排気系 

    高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

     高レベル濃縮廃液貯槽セル等からの排気系 

     固化セル圧力放出系 

     固化セル換気系 

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め     ７.２節に粒子除去効率を記載した上記の気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

         機能（放射性物質の捕    の高性能粒子フィルタ 

         集・浄化機能）    高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放     固化セル換気系の洗浄塔及びルテニウム吸着塔 

         出防止機能  

         （放射性物質の捕集・  

         浄化機能）  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め    上記の気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の排風機 

         機能（排気機能）  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放  

         出防止機能（排気機能）  

           

  (6) 上記(4)のセル等を収納する構築物  

   及びその換気系統  

  

      ＭＳ／放射性物質の過度の放    前処理建屋 

         出防止機能（放出経路    分離建屋 

         の維持機能）    精製建屋 

    ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

     高レベル廃液ガラス固化建屋 

  

   気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

    前処理建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 

    分離建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 

    精製建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 

     ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 

     高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

     汚染のおそれのある区域からの排気系 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

  (6) 上記(4)のセル等を収納する構築物  

   及びその換気系統（つづき）  

  

      ＭＳ／放射性物質の過度の放     ７.２節に粒子除去効率を記載した上記の気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

         出防止機能（放射性物    の高性能粒子フィルタ 

          質の捕集・浄化機能）  

      ＭＳ／放射性物質の過度の放    上記の気体廃棄物の廃棄施設の換気設備の排風機 

         出防止機能（排気機能）  

          

  

      ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽    下記の洞道のうち，上記(1)及び(2)の配管を収納する洞道 

         機能）＊    分離建屋と精製建屋を接続する洞道 

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放     精製建屋とウラン・プルトニウム混合脱硝建屋を接続する洞道 

         出防止機能（放出経路     分離建屋と高レベル廃液ガラス固化建屋を接続する洞道 

         の維持機能）  

   ＊上記(1)及び(2)のうち核分裂生  

        成物の閉じ込めの観点から不  

        可欠な機能を有する系統及び  

    機器を収納する洞道のみ    

  

  (7) ウランを非密封で大量に取り扱う  

   系統及び機器の換気系統  

  

      ＰＳ／放射性物質の閉じ込め   本事項について安全上重要な施設に該当する施設はない。 

         機能  

    及びＭＳ／放射性物質の過度の放  

         出防止機能  

  

  

  (8) 非常用所内電源系統及び安全上重  

   要な施設の機能の確保に必要な圧縮  

   空気等の主要な動力源  

  

  ＰＳ及びＭＳ／安全上重要な施設の安   その他再処理設備の附属施設 

         全機能確保のための支    電気設備 

         援機能     非常用所内電源系統 

    蒸気供給設備 

     安全蒸気系 

    圧縮空気設備 

     安全圧縮空気系（かくはん等のために圧縮空気を供給する系統は除く。） 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

  (9) 熱的，化学的又は核的制限値を維  

   持するための系統及び機器  

   ① 核的制限値 

   ＰＳ／体系の維持機能（核的制限値    形状寸法管理の機器 

      （寸法）の維持機能）     各施設の臨界安全管理表に寸法が記載されている機器 

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維    核的制限値を維持する計測制御設備及び動作機器 

      持機能（火災，爆発，臨界等     使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設に係る計測制御設備 

      に係るプロセス量等の維持機      燃焼度計測装置 

      能）  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維     せん断処理施設及び溶解施設に係る計測制御設備 

      持機能（熱的，化学的，核的      燃料せん断長位置異常によるせん断停止回路 

      制限値等の維持機能）      エンドピースせん断位置異常によるせん断停止回路 

      溶解槽溶解液密度高によるせん断停止回路 

      第１よう素追出し槽及び第２よう素追出し槽の溶解液密度高による警報 

      エンドピース酸洗浄槽洗浄液密度高によるせん断停止回路 

       

      分離施設に係る計測制御設備 

       プルトニウム洗浄器アルファ線検出器の計数率高による警報 

  

     精製施設に係る計測制御設備 

      プルトニウム洗浄器アルファ線検出器の計数率高による警報 

  

      脱硝施設に係る計測制御設備 

      粉末缶ＭＯＸ粉末重量確認による粉末缶払出装置の起動回路 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

  (10) 使用済燃料を貯蔵するための施設  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

      持機能（崩壊熱除去機能）    燃料取出しピット 

   ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽機能）    燃料仮置きピット 

        燃料貯蔵プール 

    チャンネルボックス・バ－ナブルポイズン取扱ピット 

     燃料移送水路 

    燃料送出しピット 

  

   ＰＳ／安全上必須なその他の機能（    使用済燃料受入れ・貯蔵建屋天井クレーン 

      落下・転倒防止機能）    バスケット仮置き架台 

  (11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管  

   廃棄するための施設  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維      高レベル廃液ガラス固化建屋の収納管及び通風管 

      持機能(崩壊熱等の除去機能)      第１ガラス固化体貯蔵建屋の収納管及び通風管 

  

  ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽機能）      高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化体除染室の遮蔽設備 

             高レベル廃液ガラス固化建屋のガラス固化体検査室の遮蔽設備 

      高レベル廃液ガラス固化建屋の貯蔵区域の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋の貯蔵区域の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋の受入れ室の遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋床面走行クレーンの遮蔽設備 

      第１ガラス固化体貯蔵建屋のトレンチ移送台車の遮蔽設備 

  (12) 安全保護回路  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維   計測制御系統施設 

      持機能（熱的，化学的，核的    高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

      制限値等の維持機能）    逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

 第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 

  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止    可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断停止回路＊ 

      機能（ソースターム制限機 [＊せん断停止系含む] 

      能）    固化セル移送台車上の質量高によるガラス流下停止回路 

  

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維    還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路 

      持機能（火災，爆発，臨界等    プルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路 

      に係るプロセス量等の維持機    高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路 

      能）    焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

    還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路 

    外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（分離建屋） 

    外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパの閉止回路（精製建屋） 

    固化セル圧力高による固化セル隔離ダンパの閉止回路 

  (13) 排気筒 

  気体廃棄物の廃棄施設 

   主排気筒 

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止 

      機能（放出経路の維持機能） 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

  (14) 制御室等及びその換気系統  

  

   ＭＳ／安全上必須なその他の機能（   計測制御系統施設 

      事故時の対応操作に必要な居    中央制御室 

      住性等の維持機能＊ ）    制御建屋中央制御室換気設備 

     （＊遮蔽機能は含まず）  

  
  

  (15) その他上記各系統等の安全機能を 

    維持するために必要な計測制御系統 

    ，冷却水系統等 

 

 

 

    ①  計測制御設備 

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維      せん断処理施設及び溶解施設に係る計測制御設備 

      持機能（火災，爆発，臨界等        せん断刃位置異常によるせん断停止回路 

      に係るプロセス量等の維持機        溶解槽溶解液温度低によるせん断停止回路 

      能）        硝酸供給槽硝酸密度低によるせん断停止回路 

 又はＭＳ／安全に係るプロセス量等の維         溶解槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路 

      持機能（熱的，化学的，核的        可溶性中性子吸収材緊急供給槽液位低によるせん断停止回路 

      制限値等の維持機能）        エンドピース酸洗浄槽洗浄液温度低によるせん断停止回路 

        エンドピース酸洗浄槽供給硝酸密度低によるせん断停止回路 

        エンドピース酸洗浄槽供給硝酸流量低によるせん断停止回路 

        溶解槽セル，中継槽セル，清澄機セル，計量・調整槽セル，計量後中間貯 

        槽セル，放射性配管分岐第１セル及び放射性配管分岐第４セルの漏えい 

        液受皿の集液溝の液位警報 

  

      分離施設に係る計測制御設備 

        溶解液中間貯槽セル，溶解液供給槽セル，抽出塔セル，プルトニウム洗浄 

        器セル，抽出廃液受槽セル，抽出廃液供給槽セル，分離建屋一時貯留処理 

        槽第１セル，分離建屋一時貯留処理槽第２セル及び放射性配管分岐第２セ 

        ルの漏えい液受皿の集液溝の液位警報 

  

      精製施設に係る計測制御設備 

        プルトニウム濃縮液受槽セル，プルトニウム濃縮液一時貯槽セル及びプル 

        トニウム濃縮液計量槽セルの漏えい液受皿の集液溝の液位警報 

        プルトニウム精製塔セル，プルトニウム濃縮缶供給槽セル，油水分離槽セ 

        ル及び放射性配管分岐第１セルの漏えい液受皿の集液溝の液位警報（臨界） 

         

      脱硝施設に係る計測制御設備 

        ウラン脱硝設備に係る計測制御設備 

          脱硝塔内部の温度低による硝酸ウラニル濃縮液の供給停止回路 

          ウラン酸化物貯蔵容器充てん定位置の検知によるＵＯ３粉末の充てん起 

          動回路 

        ウラン・プルトニウム混合脱硝設備に係る計測制御設備 

 
         脱硝装置の温度計による脱硝皿取扱装置の起動回路及び照度計による 

シャッタの起動回路 

          空気輸送終了検知及び脱硝皿の重量確認による脱硝皿取扱装置の起動回路 

          保管容器充てん定位置の検知によるＭＯＸ粉末の充てん起動回路 

          粉末缶充てん定位置の検知によるＭＯＸ粉末の充てん起動回路 

          硝酸プルトニウム貯槽セル，混合槽セル及び一時貯槽セルの漏えい液受 

          皿の集液溝の液位警報 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

               

  (15) その他上記各系統等の安全機能を 

    維持するために必要な計測制御系統 

    ，冷却水系統等（つづき） 

 

 

 

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   ① 計測制御設備（つづき） 

      持機能（火災，爆発，臨界等    気体廃棄物の廃棄施設に係る計測制御設備 

    せん断処理・溶解廃ガス処理設備の系統の圧力警報 

     塔槽類廃ガス処理設備のうち，下記の系統の圧力警報 

     前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

     分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      塔槽類廃ガス処理系 

     精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      塔槽類廃ガス処理系（Ｐｕ系） 

     ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処理設備 

      高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設備 

     高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備の系統の圧力警報 

 

      に係るプロセス量等の維持機 

      能） 

 又はＭＳ／安全に係るプロセス量等の維 

      持機能（熱的，化学的，核的 

      制限値等の維持機能） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    液体廃棄物の廃棄施設に係る計測制御設備 

    高レベル廃液処理設備に係る計測制御設備 

    高レベル廃液供給槽セル，高レベル濃縮廃液貯槽セル，高レベル濃縮廃 

    液一時貯槽セル，不溶解残渣廃液貯槽セル，不溶解残渣廃液一時貯槽セ 

    ル及び高レベル廃液共用貯槽セルの漏えい液受皿の集液溝等の液位警報 

 

   固体廃棄物の廃棄施設に係る計測制御設備 

    高レベル廃液ガラス固化設備に係る計測制御設備 

     結合装置圧力信号による流下ノズル加熱停止回路 

     固化セル及び高レベル廃液混合槽セルの漏えい液受皿の集液溝等の液位 

     警報 

      

    ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   ② 冷却設備 

     持機能（崩壊熱等の除去機能）    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

     プール水冷却系 

  

     その他再処理設備の附属施設 

     安全冷却水系 

  

     安全冷却水系から第９.５－２表に記載の崩壊熱除去用冷却水を必要とする 

     機器までの配管 

  

    気体廃棄物の廃棄施設 

     ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 

      貯蔵室からの排気系 

  

    液体廃棄物の廃棄施設 

     高レベル廃液濃縮缶の加熱蒸気と冷却水の切替弁 

  

    安全圧縮空気系から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融炉の流下 

    停止系までの冷却用空気を供給する配管 

  

ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

持機能（崩壊熱等の除去機能）     補給水設備 

  又はＭＳ／影響緩和機能に係る支援  

    機能（燃料貯蔵プール等の水位  

    の維持機能） 
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（つづき） 

  

   分   類              安 全 上 重 要 な 施 設             

               

 

  (15) その他上記各系統等の安全機能を 

    維持するために必要な計測制御系統 

    ，冷却水系統等（つづき） 

 

 ＰＳ／体系の維持機能（遮蔽機能） 

 

 

 

 

 

  ③ 上記(4)，(6)，(10)及び(11)以外で遮蔽機能を有する設備 

固体廃棄物の廃棄施設 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の貯蔵室の遮蔽設備 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の貯蔵プールの遮蔽設備 

 

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維   ④ 水素掃気用空気を供給する安全圧縮空気系から第９.３－２表に 

      持機能（掃気機能）     記載の水素掃気を必要とする機器までの水素掃気用の配管 

  

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止   ⑤ 下記のセルの漏えい液受皿から漏えい液を回収するための系統 

      機能（ソ－スタ－ム制限機    前処理建屋             精製建屋 

      能）     溶解槽セル プルトニウム濃縮液受槽セル 

     中継槽セル プルトニウム濃縮液一時貯槽セル 

     清澄機セル プルトニウム濃縮液計量槽セル 

     計量・調整槽セル ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋 

     計量後中間貯槽セル 硝酸プルトニウム貯槽セル 

     放射性配管分岐第１セル 混合槽セル 

     放射性配管分岐第４セル 一時貯槽セル 

    分離建屋 高レベル廃液ガラス固化建屋 

     溶解液中間貯槽セル 高レベル濃縮廃液貯槽セル 

     溶解液供給槽セル 不溶解残渣廃液貯槽セル 

     抽出塔セル 高レベル廃液共用貯槽セル 

     プルトニウム洗浄器セル 高レベル濃縮廃液一時貯槽セル 

     抽出廃液受槽セル 不溶解残渣廃液一時貯槽セル 

     抽出廃液供給槽セル 高レベル廃液混合槽セル 

     分離建屋一時貯留処理槽第１セル 固化セル 

     分離建屋一時貯留処理槽第２セル  

     放射性配管分岐第２セル 

    高レベル廃液供給槽セル 
 

 

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維 

      持機能（熱的，化学的，核的 

      制限値等の維持機能） 

  ⑥ 上記(12)の安全保護回路により保護動作を行う機器及び系統 

   高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路及び 

高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

   逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

プルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路に係る遮断弁 

      

   可溶性中性子吸収材緊急供給系 

ガラス溶融炉の流下停止系 

 

 

   ＭＳ／放射性物質の過度の放出防止 

      機能（ソ－スタ－ム制限機 

      能） 

 

   ＭＳ／安全に係るプロセス量等の維 

      持機能（火災，爆発，臨界等 

      に係るプロセス量等の維持機 

      能） 

   還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路に係る遮断弁 

   プルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回路に係る遮断弁    

   建屋給気閉止ダンパ（分離建屋換気設備） 

   建屋給気閉止ダンパ（精製建屋換気設備） 

   固化セル隔離ダンパ 

 

 

 ⑦ 主排気筒の排気筒モニタ 

 

 

   ＭＳ／安全上必須なその他の機能（ 

      事故時の放射性物質の放出量 

      の監視機能） 
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（つづき） 

  

   分   類 安 全 上 重 要 な 施 設             

              

 (15) その他上記各系統等の安全機能を 

    維持するために必要な計測制御系統 

    ，冷却水系統等（つづき） 

 

 

 

  

   ＰＳ及びＭＳ／安全上重要な施設の  ⑧ 計装用空気を供給する安全圧縮空気系から上記(9) ，(12)及び(15)項記載の 

          安全機能確保のため    計装用空気を必要とする計測制御設備までの配管 

          の支援機能  

  

   ＰＳ／安全に係るプロセス量等の維  ⑨ 上記(15)項①記載の計測制御設備に係る動作機器 

      持機能（火災，爆発，臨界等   脱硝施設 

      に係るプロセス量等の維持機    ウラン脱硝設備 

      能）     脱硝塔内部の温度低による硝酸ウラニル濃縮液の供給停止回路に係る遮断 

 又はＭＳ／安全に係るプロセス量等の維     弁 

      持機能（熱的，化学的，核的  

      制限値等の維持機能）  

  

   ＰＳ及びＭＳ／安全上重要な施設の 

          安全機能確保のため 

          の支援機能 

 

 

 ⑩ 上記(3)，(5)及び(6)項記載の放射性物質の閉じ込め機能を支援する施設 

  せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

   加熱器 

  高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

   吸収塔の純水系 

    廃ガス洗浄器，吸収塔及び凝縮器の冷水系 

   分離建屋換気設備 

    建屋給気閉止ダンパ 

   精製建屋換気設備 

    建屋給気閉止ダンパ 

   高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

    セル内クーラ 

    固化セル隔離ダンパ 

  

   ＰＳ／安全上必須なその他の機能（  ⑪ 高レベル廃液ガラス固化設備 

      落下・転倒防止機能）     固化セル移送台車 
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第

1.
7
.
7
－
２
表
 
安
全
上
重
要
な
施
設
に
係
る
安
全
機
能
の
分
類
 

 

 
 
 
 
 
大

分
類

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
中

分
類

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
小

分
類

 
 
 
 
 
 
 

 
異
常
の
発
生
防
止
機
能
 

 
放
射
性
物
質
の
閉
じ
込
め
機
能
 

 
・
静
的
な
閉
じ
込
め
機
能
（
放
射
性
物
質
の
保
持
及
び
放
出
経
路
の
維
持
機
能
）
 

 
 
（
Ｐ
Ｓ
）
 

  
・
動
的
な
閉
じ
込
め
機
能
（
放
射
性
物
質
の
捕
集
・
浄
化
及
び
排
気
機
能
）
 

  
安
全
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
量
等
の
維
持
機
能
 
 
・
火
災
，
爆
発
，
臨
界
等
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
量
等
の
維
持
機
能
 

 
  
・
掃
気
機
能
 

 
  
・
崩
壊
熱
等
の
除
去
機
能
 

  
体
系
の
維
持
機
能
 

 
・
核
的
制
限
値
（
寸
法
）
の
維
持
機
能
 

 
  
・
遮
蔽
機
能
 

  
安
全
上
必
須
な
そ
の
他
の
機
能
 

 
・
落
下
・
転
倒
防
止
機
能
 

  
異
常
の
発
生
防
止
機
能
に
係
る
支
援
機
能
 

 

 
異
常
の
拡
大
防
止
機
能
 

 
安
全
に
係
る
プ
ロ
セ
ス
量
等
の
維
持
機
能
 
 
・
熱
的
，
化
学
的
又
は
核
的
制
限
値
等
の
維
持
機
能
 

 
 
（
Ｍ
Ｓ
）
 

 
異
常
の
拡
大
防
止
機
能
に
係
る
支
援
機
能
 

 

 
影
響
緩
和
機
能
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・
静
的
な
閉
じ
込
め
機
能
（
放
射
性
物
質
の
保
持
及
び
放
出
経
路
の
維
持
機
能
）
 

 
 
（
Ｍ
Ｓ
）
 

 
放
射
性
物
質
の
過
度
 
 
 
 

 
・
動
的
な
閉
じ
込
め
機
能
（
放
射
性
物
質
の
捕
集
・
浄
化
及
び
排
気
機
能
）
 

  
 
 
の
放
出
防
止
機
能
 

 
・
ソ
ー
ス
タ
ー
ム
制
限
機
能
 

  
体
系
の
維
持
機
能
 

 
・
遮
蔽
機
能
 

  
安
全
上
必
須
な
そ
の
他
の
機
能
 

 
・
事
故
時
の
放
射
性
物
質
の
放
出
量
の
監
視
機
能
 

 
  
・
事
故
時
の
対
応
操
作
に
必
要
な
居
住
性
等
の
維
持
機
能
 

  
影
響
緩
和
機
能
に
係
る
支
援
機
能
 

 

放
射
性
物
質
の
 

閉
じ
込
め
機
能
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第
1
.
7
.
7
－
３
表
 
安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
に
係
る
施
設
の
管
理

 

旧
申
請

書
等
で
の
 

安
全

機
能
 

安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
 

安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
と
す
る
妥
当
性
 

継
続
的
に
実
施
す
る
施
設
の
管
理
 

備
 
 
考
 

(
9
)
 
熱
的
，
化
学
的
又

は
核

的
制

限
値

を
維

持

す
る

た
め

の
系

統
及

び

機
器
 

計
測
制
御
設
備
 

分
離
施
設
に
係
る
計
測
制
御
設
備
及
び
動
作
機
器
 

・
補

助
抽

出
器

中
性

子
検

出
器

の
計

数
率

高
に

よ
る

工
程

停
止

回
路
及
び
遮
断

弁
 

(
1
)
 
 
添
付
書
類
八
「
第

1
.
3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備

の
第
２
洗
浄
塔
で
の
洗
浄
用
液
の
酸
濃
度
低
下
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も
，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け

る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
は
最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
，
「
補
助
抽
出
廃
液
受
槽
に
お

け
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
よ
り
も
常
に
高
い
補
助
抽
出
器
第
７
段
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
が
，
補
助
抽

出
廃
液
受
槽
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
の
最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
補
助
抽
出
器
中
性
子
検
出
器
の
計
数
率
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分

離
設
備
の
第
２
洗
浄
塔
で
の
洗
浄
用
液
の
酸
濃
度
低
下
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能

で
は
な
い
。
 

(
1
)
 
 
「
補
助
抽
出
器
中
性
子
検
出
器
の
計
数
率
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及

び
遮
断
弁
」
に

つ
い
て
は
，
定

期
的
な
イ
ン
タ

ー
ロ
ッ
ク
の
作

動
確
認
，

計
器
の
点
検
及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
 
 
前
項
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
が
作
動
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
，
第

２
洗
浄
塔
へ
供

給
す
る
洗
浄
用

硝
酸
の
濃
度
は

濃
度
計
又
は
流

量
計
の
指

示
値
及
び
警
報

を
監
視
す
る
こ

と
に
よ
り
，
流

量
は
流
量
計
の

指
示
値
及

び
警
報
を
監
視

す
る
こ
と
に
よ

り
，
補
助
抽
出

器
内
の
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
濃

度
の
上
昇
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
3
)
 
 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
補
助
抽
出
器
中
性
子
検
出
器
の
計
数
率
高

に
よ
る
工
程
停

止
回
路
及
び
遮

断
弁
」
の
う
ち

，
１
系
統
が
機

能
喪
失
し

所
定
時
間
内
に

復
旧
で
き
な
い

場
合
及
び
２
系

統
が
機
能
喪
失

し
た
場
合

に
は
分
離
施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

添
付

書
類

六
の

下

記
項
目
参
照
 

 
 

4
.
4
 
分
離
施
設
 

6
.
 

計
測

制
御

系

統
施
設
 

(
1
5
)
 

そ
の

他
上

記
各

系
統

等
の

安
全

機
能

を

維
持

す
る

た
め

に
必

要

な
計

測
制

御
系

統
，

冷

却
水
系
統
等
 

計 測 制 御 設 備 

分 離 施 設 に 係 る 計 測 制 御 設 備 及 び 動 作 機 器 

・
抽
出
塔
供
給
有
機
溶
媒
液
流
量
低
に
よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
)
 
 
添
付
書
類
八
「
第

1
.
3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備
の

抽
出
塔
で
の
有
機
溶
媒
の
流
量
低
下
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も
，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け
る
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
度
は
最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
抽
出
塔
供
給
有
機
溶
媒
液
流
量
低
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分
離
設
備
の

抽
出
塔
で
の
有
機
溶
媒
の
流
量
低
下
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
)
 
 
「
抽
出
塔
供
給
有
機
溶
媒
液
流
量
低
に
よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び
遮
断

弁
」
に
つ
い
て

は
，
定
期
的
な

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ

ク
の
作
動
確
認

，
計
器
の

点
検
及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
 
 
前
項
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
が
作
動
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
，「

第

１
洗
浄
塔
洗
浄

廃
液
密
度
高
に

よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び
遮
断

弁
」
に
よ

り
，
抽
出
廃
液

中
の
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
度
の
上

昇
を
防
止
す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

(
3
)
 
 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
抽
出
塔
供
給
有
機
溶
媒
液

流
量
低
に
よ
る

工
程
停
止
回
路

及
び
遮
断
弁
」

の
う
ち
，
１
系

統
が
機
能
喪
失

し
所
定
時

間
内
に
復
旧
で

き
な
い
場
合
及

び
２
系
統
が
機

能
喪
失
し
た
場

合
に
は
分

離
施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

・
抽
出
塔
供
給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液
停
止
回
路

及
び
遮
断
弁
 

(
1
)
  

添
付
書
類
八
「
第

1
.
3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備
の

抽
出
塔
で
の
溶
解
液

の
流
量
増
加
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も
，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け
る
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
度
は
最
大
許
容

限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
抽
出
塔
供
給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分
離
設
備
の
抽
出

塔
で
の
溶
解
液
の
流

量
増
加
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
)
 
 
「
抽
出
塔
供
給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
」

に
つ
い
て
は
，

定
期
的
な
イ
ン

タ
ー
ロ
ッ
ク
の

作
動
確
認

，
計

器
の
点
検

及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
 
 
前
項
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
が
作
動
し
な
い
場
合
に

お
い
て
も
，「

第

1
洗
浄
塔
洗
浄

廃
液
密
度
高
に

よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び

遮
断

弁
」
に
よ

り
，
抽
出
廃
液

中
の
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
度
の
上

昇
を
防
止

す
る

こ
と
が
で

き
る
。
 

(
3
)
 
 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
抽
出
塔
供
給
溶
解
液
流
量
高
に
よ
る
送
液

停
止
回
路
及
び

遮
断
弁
」
の
う

ち
，
１
系
統
が

機
能
喪
失

し
所

定
時
間
内

に
復
旧
で
き
な

い
場
合
及
び
２

系
統
が
機
能
喪

失
し
た
場

合
に

は
分
離
施

設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

・
第

1
洗
浄
塔
洗

浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回

路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
)
  

添
付
書
類
八
「
第

1
.
3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備
の

第
１
洗
浄
塔
で
の
洗

浄
用
液
の
酸
濃
度
低
下
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も
，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け
る
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
は

最
大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分
離
設
備
の

第
１

洗
浄

塔
で

の
洗

浄
用

液
の

酸
濃

度
低

下
に

対
す

る
臨

界
防

止
機

能
と

し
て

必
須

な
機

能
で

は
な

い
。
 

(
1
)
 
 
「
第

1
洗

浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
」

に
つ
い
て
は
，

定
期
的
な
イ
ン

タ
ー
ロ
ッ
ク
の

作
動
確
認

，
計

器
の
点
検

及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
 
 
前
項
の
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
機
能
が
作
動
し
な
い
場
合
に

お
い
て
も
，「

抽

出
塔
供
給
有
機

溶
媒
液
流
量
低

に
よ
る
工
程
停

止
回
路
及

び
遮

断
弁
」
及

び
「
抽
出
塔
供

給
溶
解
液
流
量

高
に
よ
る
送
液

停
止
回
路

及
び

遮
断
弁
」

に
よ
り
，
抽
出

廃
液
中
の
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
濃
度

の
上
昇
を

防
止

す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

(
3
)
 
 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
第

1
洗
浄

塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工

程
停
止
回
路
及

び
遮
断
弁
」
の

う
ち
，
１
系
統

が
機
能
喪

失
し

所
定
時
間

内
に
復
旧
で
き

な
い
場
合
及
び

２
系
統
が
機
能

喪
失
し
た

場
合

に
は
分
離

施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

(
1
5
)
 

そ
の

他
上

記
各

系
統

等
の

安
全

機
能

を

維
持

す
る

た
め

に
必

要

な
計

測
制

御
系

統
，

冷

却
水
系
統
等
 

  

計
測
制
御
設
備
 

精
製
施
設
に
係
る
計
測
制
御
設
備
 

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

に
係

る
注

水
槽

の
液

位
低

に
よ

る
警

報
 

冷
却
設
備
 

 
精
製
施
設
 

・
注
水
槽
 

 

(
1
)
  

旧
申

請
書

等
に

お
い

て
，

注
水

槽
は

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
凝

縮
器

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

沸
騰

を
停

止
す

る
た

め
の

機
能

を
持

つ
機

器
と

し
て

，
安

全
上

重
要

な
施

設
と

し

た
。
 

(
2
)
 
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
凝

縮
器

の
機

能
喪

失
を

想
定

し
た

場
合

で
も

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
加

熱
停
止
後
，
高
性
能
粒
子
フ
ィ
ル
タ
の
除
染
性
能
が
維
持
可
能
な
時
間
（
約

1
4
時
間
）
よ
り
も
短
い
時

間
（
約

4
5
分
）
で
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
沸
騰
は
自
然
に
停
止
す
る
こ
と
を
解
析
に
よ
り
確
認
し
た
。
 

こ
の
た
め
，
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
に
係
る
注
水
槽
の
液
位
低
に
よ
る
警
報
及
び
注
水
槽
は
，
プ
ル
ト

ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の
沸
騰
を
停
止
す
る
た
め
に
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
)
  

「
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
縮
缶
に

係
る
注
水
槽
の

液
位
低
に
よ
る

警
報
」
及

び
「
注
水
槽
」

に
つ
い
て
は
，

注
水
槽
の
水
位

確
認
，
定
期
的

な
警
報
装

置
の
作
動
確
認

，
計
器
及
び
機

器
の
点
検
並
び

に
保
守
に
よ
り

，
機
能
及

び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
  

２
系
統
を
設

置
し
て
い
る
「

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

濃
縮
缶
に
係
る

注
水
槽
の

液
位
低
に
よ
る

警
報
」
の
う
ち

，
１
系
統
が
機

能
喪
失
し
た
場

合
に
は
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

添
付

書
類

六
の

下

記
項
目
参
照
 

 
 

4
.
5
 
精
製
施
設
 

6
.
 

計
測

制
御

系

統
施
設
 

 

 
 

注
）
：
本
表
は

「
1
.
7
.
7
.
3
 
安
全
機
能
を
有
す
る
施
設
の
選
定
」
に
お
い
て
，
安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
と
し
た
施
設
の
管
理
に
適
用
す
る
。
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第 1.7.7－４表(1) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（1/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

計測制御設備 

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 [ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 [ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

電気設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

地下 

２階 
(９) 

回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

冷却水設備 安全冷却水系 

補給水設備 

計測制御設備 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－１図及び第 1.7.7－２図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(2) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（2/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 
(10) 

回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

計測制御設備 

電気設備 

地上 

１階 

(11) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料取出し設備 [燃料取出しピット，燃

料仮置きピット，燃料仮置きラック] 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

電気設備 

計測制御設備 

(12) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

燃料貯蔵設備 [燃料貯蔵プール，チャン

ネル ボックス・バーナブル ポイズン取扱

ピット，燃料貯蔵ラック] 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－２図及び第 1.7.7－３図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(3) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（3/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(13) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

燃料送出し設備 [燃料送出しピット，バス

ケット，バスケット仮置き架台] 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

地上 

２階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

地上 

３階 
(21) 

回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－３図～第 1.7.7－５図に示す内部発生飛散物防護対

象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(4) 内部発生飛散物防護対象設備 

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

       安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎     

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－６図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(5) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（1/7） 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 
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第 1.7.7－４表(6) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（2/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

前処理建屋の遮蔽設備 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

前処理建屋の遮蔽設備 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [計量・調整槽，計量補助

槽] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 

41



第 1.7.7－４表(7) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（3/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

溶解設備 

清澄・計量設備 [計量後中間貯槽] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [凝縮器

，ＮＯｘ吸収塔，よう素追出し塔] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [廃ガス

洗浄塔，凝縮器，デミスタ] 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [清澄機，リサイクル槽，

不溶解残渣回収槽，計量前中間貯槽] 

溶解設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [清澄機，リサイクル槽，

不溶解残渣回収槽，計量前中間貯槽] 

溶解設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(8) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（4/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 [建屋排風機，セル排

風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

溶解設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

前処理建屋の遮蔽設備 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

計測制御設備 

前処理建屋の遮蔽設備 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－８図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(9) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（5/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 
(24) 

回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地下 

２階 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

前処理建屋の遮蔽設備 

地下 

１階 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

溶解設備 

前処理建屋の遮蔽設備 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 

１階 
(29) 

回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

溶解設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－８図～第 1.7.7－11 図に示す内部発生飛散物防護対

象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(10) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（6/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 [ボイラ] 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 [ボイラ] 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 
溶解設備 

地上 

２階 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 
前処理建屋換気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－11 図及び第 1.7.7－12 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(11) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（7/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(38) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

(39) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

(40) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

電気設備 

前処理建屋の遮蔽設備 

地上 

３階 

(41) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(42) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(43) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(44) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(45) 
回転機器の損壊

による飛散物 
圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 

４階 
(46) 

回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 [溶解槽セルＡ排風機

，溶解槽セルＢ排風機] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－12 図～第 1.7.7－14 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(12) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（1/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

安全保護回路 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 
安全保護回路 

地下 

２階 
(６) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

分離設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－15 図及び第 1.7.7－16 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(13) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（2/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

高レベル廃液濃縮設備 

計測制御設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

安全保護回路 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分配設備 

安全保護回路 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－16 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 

48



第1.7.7－４表(14) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（3/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

分離設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

地上 

１階 
(15) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

分離設備 

分配設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－17 図及び第 1.7.7－18 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(15) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（4/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備 

地上 

１階 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分離建屋一時貯留処理設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分配設備 

溶媒再生系 分離・分配系 

計測制御設備 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

（19） 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液濃縮設備 

分離建屋の遮蔽設備 

地上 

２階 
(20) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

分離設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

分離建屋の遮蔽設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－18 図及び第 1.7.7－19 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 
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第1.7.7－４表(16) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（5/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 [排風機] 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 [排風機] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分離設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

地上 

３階 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

地上 

４階 
(27) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 [建屋排風機，グローブ 

ボックス・セル排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液濃縮設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－19 図～第 1.7.7－21 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(17) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（1/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋一時貯留処理設備 

電気設備 

精製建屋換気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

プルトニウム精製設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

地下 

２階 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

精製建屋一時貯留処理設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋換気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－22 図及び第 1.7.7－23 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(18) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（2/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

プルトニウム精製設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－23 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(19) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（3/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

精製建屋一時貯留処理設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋換気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

電気設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

プルトニウム精製設備 [ＴＢＰ洗浄器，プ

ルトニウム洗浄器] 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

地上 

１階 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－24 図及び第 1.7.7－25 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(20) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（4/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(29) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

２階 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－25 図及び第 1.7.7－26 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(21) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（5/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋の遮蔽設備 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

地上 

３階 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(38) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋の遮蔽設備 

地上 

４階 

(39) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(40) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(41) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－26 図～第 1.7.7－28 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(22) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（6/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

４階 

(42) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 [建屋排風機，グローブ 

ボックス・セル排風機] 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(43) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(44) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

精製建屋換気設備 

(45) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(46) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋換気設備 

(47) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋換気設備 

(48) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

５階 

(49) 
回転機器の損壊

による飛散物 
圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(50) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） [排風機] 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 [排風機] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－28 図及び第 1.7.7－29 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(23) 内部発生飛散物防護対象設備 ウラン脱硝建屋 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

２階 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン脱硝設備 ウラン脱硝系 [脱硝塔] 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン脱硝設備 ウラン脱硝系 [脱硝塔] 

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－30 図及び第 1.7.7－31 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(24) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（1/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
冷却水設備 安全冷却水系 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 
冷却水設備 安全冷却水系 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

[建屋排気フィルタ ユニット，グローブ ボ

ックス・セル排気フィルタ ユニット，建屋

排風機，グローブ ボックス・セル排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

[粉砕機，保管容器，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－32 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(25) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（2/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

[粉砕機，保管容器，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

計測制御設備 

(８) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

[粉末充てん機] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

計測制御設備 

(９) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器] 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備 [高性能粒子フィルタ，排風

機] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－32 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(26) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（3/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 溶液系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋の遮蔽

設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [還元炉，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 還元ガ

ス供給系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

安全保護回路 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(27) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（4/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [焙焼炉，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

安全保護回路 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [還元炉，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 還元ガ

ス供給系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

安全保護回路 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(28) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（5/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [焙焼炉，固気分離器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

安全保護回路 

(18) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

[保管容器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(29) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（6/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(19) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系 

[保管容器] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[混合機] 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 溶液系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備 

地上 

１階 
(22) 

回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系  

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

 

地上 

２階 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備［廃ガス洗浄塔，高性能粒子

フィルタ，排風機］ 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－33 図～第 1.7.7－35 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(30) 内部発生飛散物防護対象設備  

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（1/2） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 
(１) 

回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 [貯蔵室排風機] 

電気設備 

地下 

３階 

(２) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール] 

(３) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール] 

地下 

２階 
(４) 

回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 [貯蔵室排風機，貯蔵室排気フィ

ルタ ユニット] 

電気設備 

地下 

１階 

(５) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール] 

(６) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール] 

(７) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

[混合酸化物貯蔵容器] 

電気設備 

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－36 図～第 1.7.7－39 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(31) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（2/2） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備 

地上 

１階 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－40 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 
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第1.7.7－４表(32) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（1/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
４階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備  

[排風機] 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [固

化セル換気系排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備  

[排風機] 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [固

化セル換気系排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－41 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(33) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（2/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
４階 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 [ガラス溶融

炉，固化セル移送台車] 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備  

[廃ガス洗浄器，ミスト フィルタ，ルテニ

ウム吸着塔，高性能粒子フィルタ，加熱器

，よう素フィルタ] 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [ミ

スト フィルタ，セル内クーラ] 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

地下 
３階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－41 図及び第 1.7.7－42 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(34) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（3/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
３階 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯蔵

系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－42 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(35) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（4/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 
(11) 

回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液ガラス固化設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

地下 

２階 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

電気設備 

計測制御設備 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－42 図及び第 1.7.7－43 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(36) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（5/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－43 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(37) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（6/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 
(21) 

回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋の遮蔽設備 

地下 

１階 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [セ

ル排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－43 図及び第 1.7.7－44 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第 1.7.7－４表(38) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（7/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 
１階 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [建

屋排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

[排風機] 

電気設備 

(29) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系  

[排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－45 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(39) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（8/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 
１階 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 
２階 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

電気設備 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

計測制御設備 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－45 図及び第 1.7.7－46 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(40) 内部発生飛散物防護対象設備 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
第１ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽設備 

（２） 
回転機器の損壊

による飛散物 
第１ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽設備 

地下 

１階 
(３) 

重量物の落下に

よる飛散物 
第１ガラス固化体貯蔵建屋の遮蔽設備 

地上 
１階 

(４) 
重量物の落下に

よる飛散物 
ガラス固化体貯蔵設備 [貯蔵ピット] 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－47 図～第 1.7.7－49 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 
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第1.7.7－４表(41) 内部発生飛散物防護対象設備 制御建屋 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－50 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

制御室換気設備 [中央制御室送風機，中央

制御室フィルタ ユニット] 
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第1.7.7－４表(42) 内部発生飛散物防護対象設備 非常用電源建屋 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－51 図及び第 1.7.7－52 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。 

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ] 

電気設備 

地上 
１階 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 
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1.9.15 安全機能を有する施設 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて，

その機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障（単一の原因によっ

て一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による

多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合においても

その機能を損なわないものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される全ての環境条件において，その安全機能を発揮

することができるものでなければならない。 

４ 安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又

は試験ができるものでなければならない。 

５ 安全機能を有する施設は、安全機能を健全に維持するための適切な

保守及び修理ができるものでなければならない。 

６ 安全機能を有する施設は、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴

う飛散物により、その安全機能を損なわないものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用する場合には、

再処理施設の安全性を損なわないものでなければならない。 

適合のための設計方針 

第１項について 

再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全
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機能を有する施設とする。 

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又

は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時

に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，

放射性物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等外へ放出される

ことを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成される施設

を，安全上重要な施設とする。 

安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作及び検査に当たっ

ては，原則として現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとす

る。また，これらに規定がない場合においては，必要に応じて，十分

実績があり，信頼性の高い国外の規格，基準等に準拠する。 

第２項について 

（１） 安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機器

に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果たし得るように多重性

又は多様性を有する設計とする。 

再処理施設の所内動力用電源は，外部電源として電力系統に接続さ

れる154ｋＶ送電線２回線の他に，非常用所内電源として第１非常用デ

ィーゼル発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台を設け，安

全上重要な系統が要求される機能を果たすために必要な容量を持つ設

計とする。 

安全保護回路を含む安全上重要な施設の安全機能を維持するために

必要な計測制御設備は，動的機器に単一故障を仮定しても，所定の安

全機能を果たし得るよう多重化又は多様化によって対応するとともに，

電気的・物理的な独立性を有する設計とする。 
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 （２） 安全上重要な系統は，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期

間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重

化又は多様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件にお

いて，その安全機能を発揮できる設計とする。 

なお，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析に当たって

は，工程の運転状態を考慮して解析条件を設定するとともに，その間

にさらされると考えられる圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件

について，事象が発生してから収束するまでの間の計測制御系，安全

保護回路，安全上重要な施設等の作動状況及び当直（運転員）の操作

を考慮する。また，使用するモデル及び温度，圧力，流量その他の再

処理施設の状態を示す事項は，評価の結果が，より厳しい評価になる

よう選定する。 

 

第４項について 

   安全機能を有する施設は，必要に応じ，それらの安全機能が健全に

維持されていることを確認するために，再処理施設の運転中又は定期

点検等停止時に安全機能を損なうことなく適切な方法により試験及び

検査ができる設計とする。 
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第５項について 

   安全機能を有する施設は，それらの安全機能を健全に維持するため

の適切な保守及び修理ができる設計とする。 

   また，多量の放射性物質を内包する機器については，必要に応じて

ブロック閉止壁を設置する等により，それらへの接近可能性も配慮し

た設計とする。 

 

第６項について 

   安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機

器又は配管の損壊に伴う飛散物によって，その安全機能を損なわない

設計とする。 

内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機器の落下等によって発生す

る飛散物をいう。なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損傷，

配管の損傷，機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物防護対象設備として

は，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく

抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内

部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止

等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物の発生を防止すること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対し

て機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間で

の修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。 
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第７項について 

   安全機能を有する施設は，原子力施設間での共用によって安全性を

損なうことのない設計とする。 

 

 

添付書類六の下記項目参照 

1. 安全設計 

3. 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設 

4. 再処理設備本体 

5. 製品貯蔵施設 

6. 計測制御系統施設 

7. 放射性廃棄物の廃棄施設 

9. その他再処理設備の附属施設 

添付書類八の下記項目参照 

2. 運転時の異常な過渡変化 

3. 設計基準事故 
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本文、添付書類 

（共用部分） 
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目次 

本文 

イ．再処理施設の位置

ロ．再処理施設の一般構造

ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備

ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備

チ．放射線管理施設の設備

リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備

添付書類 

1.1 敷 地 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基本方針 

1.5.1 安全機能を有する施設に対する火災及び爆発の防止に関する設計 

1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計 

2.3.12 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

2.3.25 分析建屋 

2.3.28 緊急時対策建屋 

2.3.31 その他 

5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

7.2.1.5 換気設備 

7.3.3 低レベル廃液処理設備 

7.4 固体廃棄物の廃棄施設 

8. 放射線管理施設

9.2 電気設備 
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9.3 圧縮空気設備 

9.4 給水処理設備 

9.5 冷却水設備 

9.6 蒸気供給設備 

9.10 火災防護設備 

9.16 緊急時対策所 

9.17 通信連絡設備 
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四、再処理施設の位置，構造及び設備並びに再処理の方法 

 Ａ．再処理施設の位置，構造及び設備 

 イ．再処理施設の位置 

  (２) 敷地内における主要な再処理施設の位置 

 主要な再処理施設を収納する建物及び構築物は，敷地の西側部分を

標高約55ｍに整地造成して，設置する。 

 敷地のほぼ中央に主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離

建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋を，主排気筒の北西側には使用済燃料輸送容器管理建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋

及びハル・エンド ピース貯蔵建屋を，主排気筒の北側には第１低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋を，主排気筒の北東側には第４低レベル廃棄物貯

蔵建屋を，南東側には緊急時対策建屋，第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所を設置する。主排気筒の南西側には制御建屋，分析建

屋，低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネル 

ボックス・バーナブル ポイズン処理建屋及び第２低レベル廃棄物貯

蔵建屋を，主排気筒の南側には精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・

プルトニウム混合脱硝建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋及び主排気筒管理建屋を設置する。建物間

には，放射性物質の移送等のため洞道を設置する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下階において，そ

の南側に隣接する形で設置される加工事業に係るウラン・プルトニウ

ム混合酸化物燃料加工施設（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）

の貯蔵容器搬送用洞道と接続する。 

 海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵

138



管理建屋から導かれ，敷地南側にて合流後概ね運搬専用道路に沿い，

汀線部から沖合約３ｋｍまで敷設する。 

なお，主排気筒から敷地境界までの最短距離は，北東方向で約600ｍ

である。 

再処理施設一般配置図（その２）及び再処理施設一般配置図（その

３）を第３図及び第４図に示す。
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 ロ．再処理施設の一般構造 

  (７) その他の主要な構造 

  (ⅰ) 安全機能を有する施設 

   (ｂ) 再処理施設への人の不法な侵入等の防止 

     再処理施設への人の不法な侵入等並びに核燃料物質等の不法な移

動又は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，区域の

設定，人の容易な侵入を防止できる柵，鉄筋コンクリート造りの壁

等の障壁による防護，巡視，監視，出入口での身分確認及び施錠管

理を行うことができる設計とする。 

     核物質防護上の措置が必要な区域については，接近管理及び出入

管理を効果的に行うため，探知施設を設け，警報，映像等を集中監

視することができる設計とするとともに，核物質防護措置に係る関

係機関との通信及び連絡を行うことができる設計とする。 

     また，再処理施設に不正に爆発性又は易燃性を有する物件その他

人に危害を与え，又は他の物件を損傷するおそれがある物件の持込

み（郵便物等による敷地外からの爆発物及び有害物質の持込みを含

む。）を核物質防護対策として防止するため，持込み点検を行うこ

とができる設計とする。 

     さらに，不正アクセス行為（サイバーテロを含む。）を核物質防

護対策として防止するため，再処理施設及び特定核燃料物質の防

護のために必要な設備又は装置の操作に係る情報システム（以下

「情報システム」という。）が電気通信回線を通じた不正アクセ

ス行為（サイバーテロを含む。）を受けることがないように，当該

情報システムに対する外部からの不正アクセスを遮断することがで

きる設計とする。 
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     人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共用する場合は，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

   (ｇ) 安全機能を有する施設 

   (イ) 安全機能を有する施設の設計方針 

   ６） 安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加

工施設等と共用するものは，共用によって再処理施設の安全性を損

なうことのない設計とする。 
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  ホ．製品貯蔵施設の構造及び設備 

  (１) 構    造 

 製品貯蔵施設は，脱硝施設のウラン脱硝設備で処理したＵＯ３を受

け入れ貯蔵するウラン酸化物貯蔵設備，及び脱硝施設のウラン・プル

トニウム混合脱硝設備で処理したＭＯＸを受け入れ，貯蔵するウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で構成し，ウラン酸化物貯蔵設

備は，ウラン酸化物貯蔵建屋に収納し，ウラン・プルトニウム混合酸

化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋に収納す

る。 

ウラン酸化物貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄

骨鉄筋コンクリート造）で，地上２階，地下２階，建築面積約2,700

ｍ２の建物である。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋コン

クリート造で，地上１階，地下４階，建築面積約2,700ｍ２の建物であ

る。 

ウラン酸化物貯蔵建屋機器配置概要図を第110図から第114図に，ウ

ラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置概要図を第115図から

第120図に示す。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下４階において貯

蔵容器搬送用洞道と接続し，ＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を収納し

た混合酸化物貯蔵容器をＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車を用いて

搬送し，ＭＯＸ燃料加工施設へ払い出す。このため，粉末缶及び混合

酸化物貯蔵容器を，ＭＯＸ燃料加工施設と共用するとともに，ＭＯＸ

燃料加工施設の洞道搬送台車を再処理施設と共用する。 

 ＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用洞道（以下「貯蔵容器搬送用
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洞道」という。）との接続に伴い，貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建

屋の一部は，負圧管理の境界として共用する。 

 共用の範囲には，再処理施設境界の扉及びＭＯＸ燃料加工施設境界

の扉を含み，再処理施設境界の扉は，火災影響軽減設備の防火戸とす

る。 

 粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器並びにＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬

送台車，貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部は，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

  (２) 主要な設備及び機器の種類 

  (ⅱ) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

    混合酸化物貯蔵容器    １式（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

     材  料             ステンレス鋼 

     容  量        粉末缶３缶／貯蔵容器 

                 （粉末缶容量は約12ｋｇ･（（Ｕ＋Ｐｕ）） 

    貯蔵ホール 

     構    成           ホール   1,680本 

                （混合酸化物貯蔵容器１本／ホール） 

    貯蔵台車         ４台 
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 ト．放射性廃棄物の廃棄施設の構造及び設備 

  (１) 気体廃棄物の廃棄施設 

  (ⅰ) 構  造 

   (ａ) 設計基準対象の施設 

 気体廃棄物の廃棄施設は，せん断処理施設のせん断処理設備及び溶

解施設の溶解設備から発生する放射性気体廃棄物を処理するせん断処

理・溶解廃ガス処理設備，各施設の放射性物質を収納する塔槽類から

発生する放射性気体廃棄物を処理する塔槽類廃ガス処理設備，高レベ

ル廃液ガラス固化設備から発生する放射性気体廃棄物を処理する高レ

ベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備，汚染のおそれのある区域を換気

する換気設備並びに主排気筒で構成する。 

 せん断処理・溶解廃ガス処理設備は，前処理建屋に収納する。 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備は，高レベル廃液ガラス固

化建屋に収納する。 

前処理建屋の主要構造は，「ニ． (１) せん断処理施設 (ⅰ) 構造」

に示す。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階，地下４階，

建築面積約5,100ｍ２の建物である。 

 主排気筒は，高さ約150ｍ，面積約1,600ｍ２の構築物である。 

 高レベル廃液ガラス固化建屋機器配置概要図を第121図から第129

図に示す。 

 なお，塔槽類廃ガス処理設備及び換気設備は，各建屋に収納する。 

気体廃棄物の廃棄施設の排気は，放射性物質の濃度を監視しながら

主排気筒，北換気筒（使用済燃料輸送容器管理建屋換気筒，使用済燃
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料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及び第１ガラス

固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口

から排出する。 

北換気筒は，再処理施設と廃棄物管理施設の合計４本の筒身から形

成され，それらの支持構造物は，鉄塔支持形であり，再処理施設の筒

身とともに廃棄物管理施設の筒身も支持する構造である。よって，支

持構造物は廃棄物管理施設と共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備系統概要図を第35図に，塔槽類廃

ガス処理設備系統概要図を第36図及び第37図に，高レベル廃液ガラ

ス固化廃ガス処理設備系統概要図を第38図に，換気設備排気系系統概

要図を第39図及び第40図に示す。 

 

  (２) 液体廃棄物の廃棄施設 

  (ⅰ) 構  造 

 液体廃棄物の廃棄施設は，分離施設等から発生する高レベル廃液を

濃縮して貯蔵する高レベル廃液処理設備（一部２系列）及び再処理施

設の各施設から発生する低レベル放射性廃液（以下「低レベル廃液」

という。）を処理する低レベル廃液処理設備１系列で構成する。 

高レベル廃液処理設備を収納する主要な建屋は，分離建屋及び高レ

ベル廃液ガラス固化建屋である。 

低レベル廃液処理設備を収納する主要な建屋は，使用済燃料受入

れ・貯蔵管理建屋及び低レベル廃液処理建屋である。 

分離建屋の主要構造は，「ニ．再処理設備本体の構造及び設備  (３) 

分離施設 (ⅰ) 構造」に示す。 
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高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造は，「(１) 気体廃棄物の廃

棄施設 (ⅰ) 構造」に示す。 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート

造で，地上２階，地下３階，建築面積約1,800ｍ２の建物である。 

低レベル廃液処理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上

３階，地下２階，建築面積約2,600ｍ２の建物である。 

使用済燃料受入れ・貯蔵管理建屋機器配置概要図を第59図から第

64図に，低レベル廃液処理建屋機器配置概要図を第134図から第139

図に示す。 

低レベル廃液は，適切に処理し，放射性物質の量及び濃度を確認後，

海洋放出管の海洋放出口から海洋に放出する。 

ＭＯＸ燃料加工施設の排水は，再処理施設の低レベル廃液処理設備

の第１放出前貯槽に受け入れ，海洋放出管を経て海洋に放出する設計

とする。ＭＯＸ燃料加工施設の排水が通過する経路を，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

高レベル廃液濃縮設備系統概要図を第41図に，高レベル廃液貯蔵設

備系統概要図を第42図に，低レベル廃液処理設備系統概要図を第43

図に示す。 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

(ｂ) 低レベル廃液処理設備 

低レベル廃液蒸発缶 ４基 

第１低レベル廃液蒸発缶 １基 

材  料 ステンレス鋼
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      第２低レベル廃液蒸発缶       １基 

       材  料             ステンレス鋼 

      第５低レベル廃液蒸発缶       １基 

       材  料             ステンレス鋼 

      第６低レベル廃液蒸発缶       １基 

       材  料             ニッケル基合金 

     放出前貯槽              ６基 

      第１放出前貯槽           ４基 

      （ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

       材  料             ステンレス鋼 

       容  量             約600ｍ３／基 

      第２放出前貯槽           ２基 

       材  料             ステンレス鋼 

       容  量             約100ｍ３／基 

     第１海洋放出ポンプ          ２台 

     （ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

      材  料              ステンレス鋼 

       容  量              約100ｍ３／ｈ 

                        （１台当たり） 

     第２海洋放出ポンプ          ２台 

      材  料              ステンレス鋼 

       容  量              約100ｍ３／ｈ 

                        （１台当たり） 

     海洋放出管              １式 

     （ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 
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      海洋放出口             １個 

                        海底から約３ｍ立上げ 

                        ノズル径約75ｍｍ 

 

  (３) 固体廃棄物の廃棄施設 

  (ⅰ) 構  造 

    固体廃棄物の廃棄施設は，高レベル廃液をガラス固化体に処理する

高レベル廃液ガラス固化設備２系列（一部１系列），ガラス固化体を

貯蔵するガラス固化体貯蔵設備，低レベル濃縮廃液，廃棄する有機

溶媒（以下「廃溶媒」という。），チャンネルボックス（以下「Ｃ

Ｂ」という。），バーナブルポイズン（以下「ＢＰ」という。）及び

雑固体を処理する低レベル固体廃棄物処理設備，及び低レベル固体廃

棄物を貯蔵する低レベル固体廃棄物貯蔵設備で構成する。 

    高レベル廃液ガラス固化設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋に，

ガラス固化体貯蔵設備は，高レベル廃液ガラス固化建屋及び第１ガラ

ス固化体貯蔵建屋に，低レベル固体廃棄物処理設備は，低レベル廃棄

物処理建屋及びチャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋に，

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋，ハル・エンドピース貯蔵建屋，第１低レベル廃棄物

貯蔵建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋及び第４低レベル廃棄物貯蔵

建屋に収納する。 

高レベル廃液ガラス固化建屋の主要構造は，「(１) 気体廃棄物の廃

棄施設 (ⅰ) 構造」に示す。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一

部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上１階，地下２階，建
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築面積約5,700ｍ２（東棟約2,900ｍ２及び西棟約2,800ｍ２の一体構

造）の建物である。 

低レベル廃棄物処理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地

上４階，地下２階，建築面積約9,500ｍ２の建物である。 

チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋の主要構造は，

鉄筋コンクリート造で，地上２階，地下１階，建築面積約3,500ｍ２

の建物である。 

ハル・エンドピース貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造

（一部鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造）で，地上２階，地下４階，

建築面積約2,200ｍ２の建物である。 

    第１低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階，建築面積約2,700ｍ２の建物である。 

    第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上２階，地下３階，建築面積約4,400ｍ２の建物である。 

    第４低レベル廃棄物貯蔵建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，

地上１階，建築面積約2,700ｍ２の建物である。 

第１ガラス固化体貯蔵建屋機器配置概要図を第130図から第133図

に，低レベル廃棄物処理建屋機器配置概要図を第140図から第146図

に，チャンネルボックス・バーナブルポイズン処理建屋機器配置概要

図を第147図から第150図に，ハル・エンドピース貯蔵建屋機器配置

概要図を第151図から第157図に，第１低レベル廃棄物貯蔵建屋機器

配置概要図を第158図に，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置概要

図を第159図から第164図に，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋機器配置

概要図を第165図にそれぞれ示す。 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，再処理施設から発生する低レベル

149



廃棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設から発生し容器に詰

められた雑個体を貯蔵する設計とする。そのため，低レベル固体廃棄

物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系を，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用し，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

また，ガラス固化体貯蔵設備にはガラス固化体の冷却のため冷却空

気の流路及び十分な高さの高レベル廃液ガラス固化建屋及びガラス固

化体貯蔵建屋の冷却空気出口シャフト（以下「冷却空気出口シャフ

ト」という。）を設け，ガラス固化体の崩壊熱により生じる通風力に

よって流れる冷却空気により崩壊熱を除去する構造とする。 

高レベル廃液ガラス固化設備系統概要図を第44図に，低レベル固体

廃棄物処理設備系統概要図を第45図に示す。 

 

  (ⅱ) 主要な設備及び機器の種類 

   (ｄ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備      １式 

     廃樹脂貯蔵系 

     ハル・エンドピース貯蔵系 

     チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系 

     第１低レベル廃棄物貯蔵系 

     使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系 

     第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

      第１貯蔵系 

      第２貯蔵系 

      第４低レベル廃棄物貯蔵系 

 

 

150



  (ⅳ) 保管廃棄施設の最大保管廃棄能力 

   (ｂ) 低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

     廃樹脂貯蔵系     約850ｍ３ 

     ハル・エンドピース貯蔵系 

                約2,000本（1,000ℓドラム換算） 

     チャンネルボックス・バーナブルポイズン貯蔵系 

                約7,000本（200ℓドラム缶換算） 

     第１低レベル廃棄物貯蔵系 

                約13,500本（200ℓドラム缶換算） 

     使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系 

                約430本（200ℓドラム缶換算） 

     第２低レベル廃棄物貯蔵系（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

      第１貯蔵系 

                約12,700本（200ℓドラム缶換算） 

      第２貯蔵系                  

                約42,500本（200ℓドラム缶換算） 

     第４低レベル廃棄物貯蔵系 

                約13,500本（200ℓドラム缶換算） 

固体廃棄物の廃棄施設の貯蔵設備は，必要がある場合には増設を

考慮する。 
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 チ．放射線管理施設の設備 

  (１) 屋内管理用の主要な設備の種類 

  (ⅰ) 出入管理関係設備 

放射線業務従事者等の管理区域の出入管理のための出入管理設備並

びに汚染管理及び除染のための汚染管理設備を設ける。 

北換気筒管理建屋は，再処理施設用と廃棄物管理施設用の排気モニ

タリング設備をそれぞれ設置する設計とするため，再処理規則及び廃

棄物管理規則に基づき管理区域を設定する。管理区域への出入管理に

用いる出入管理設備は廃棄物管理施設と共用し，共用によって再処理

施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

(ⅳ) 個人管理用設備 

 放射線業務従事者等の線量評価のため，個人線量計及びホールボ

ディカウンタを備える。 

個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設，ＭＯＸ燃

料加工施設及び廃棄物管理施設の放射線業務従事者等の線量評価の

ための設備であり，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用

し，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

  (２) 屋外管理用の主要な設備の種類 

   (ⅰ)  試料分析関係設備 

     気体廃棄物及び液体廃棄物の放出に係る試料の分析及び放射能測

定を行うため，放出管理分析設備を備える。また，周辺監視区域境

界付近で採取した試料の放射能測定を行うため，環境試料測定設備

を備える。 

環境試料測定設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の周辺
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監視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うための設備で

あり，周辺監視区域が同一の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工

施設と環境試料測定設備の一部を共用し，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない設計とする。 

重大事故等時において，再処理施設外へ放出する放射性物質の濃

度及び周辺監視区域境界付近の空気中の放射性物質の濃度を測定す

るため，試料分析関係設備を常設重大事故等対処設備として位置付

ける。 

試料分析関係設備は，放出管理分析設備及び環境試料測定設備で

構成し，重大事故等時において，捕集した試料の放射性よう素，粒

子状放射性物質，炭素-14及びトリチウムの濃度を測定できる設計と

する。 

重大事故等時において，試料分析関係設備が機能喪失した場合に，

その機能を代替する代替試料分析関係設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

代替試料分析関係設備は，可搬型試料分析設備で構成する。 

重大事故等時においても環境試料測定設備は，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。 

共用する環境試料測定設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施

設における重大事故等対処を考慮し，共用によって重大事故時の対

処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

   (ⅱ) 放射線監視設備 

再処理施設外へ放出する放射性物質の濃度並びに周辺監視区域境

界付近の空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を監視するため
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の屋外モニタリング設備として，排気モニタリング設備，排水モニ

タリング設備及び環境モニタリング設備を設ける。 

     排気モニタリング設備のうち，主排気筒の排気筒モニタ及び排気

サンプリング設備は，主排気筒管理建屋に収納する。 

     主排気筒管理建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１

階，建築面積約300ｍ２の建物である。 

     主排気筒管理建屋機器配置概要図を第183図に示す。 

     環境モニタリング設備は，モニタリングポスト，ダストモニタ及

び積算線量計で構成し，周辺監視区域境界付近に設ける。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，再処理施設及びＭＯＸ

燃料加工施設の周辺監視区域境界付近の空間線量率及び空気中の放

射性物質の濃度の測定を行うための設備であり，周辺監視区域が同

一の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によ

って再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

また，積算線量計は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄

物管理施設の周辺監視区域付近の空間線量測定のための設備であり，

周辺監視区域が同一の区域であることからＭＯＸ燃料加工施設及び

廃棄物管理施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

重大事故等時において，再処理施設から大気中へ放出される放射

性物質の濃度並びに周辺監視区域における放射性物質の濃度及び線

量を監視し，及び測定し，並びにその結果を記録するため，放射線

監視設備を常設重大事故等対処設備として位置付ける。また，環境

モニタリング設備への給電が喪失した場合に，専用の無停電電源装

置を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 
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放射線監視設備は，排気モニタリング設備，環境モニタリング設

備及び無停電電源装置で構成する。 

重大事故等時において，放射性気体廃棄物の廃棄施設からの放出

が想定される主排気筒及び北換気筒（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気筒）をモニタリング対象とする。 

重大事故等時において，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の周

辺監視区域境界付近の空間線量率及び空気中の放射性物質の濃度を

モニタリング対象とする。 

重大事故等時において，放射線監視設備が機能喪失した場合に，

その機能を代替する代替モニタリング設備を可搬型重大事故等対処

設備として配備する。 

代替モニタリング設備は，可搬型排気モニタリング設備，可搬型

排気モニタリング用データ伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬

型排気モニタリング用可搬型発電機，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

換気設備のダクトの一部，可搬型環境モニタリング設備，可搬型環

境モニタリング用データ伝送装置，可搬型環境モニタリング用発電

機，可搬型建屋周辺モニタリング設備及び監視測定用運搬車で構成

する。 

代替モニタリング設備は，常設モニタリング設備（モニタリング

ポスト等）が機能喪失しても代替し得る十分な台数を配備する設計

とする。 

重大事故等時においても，環境モニタリング設備の一部及び無停

電電源装置は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

共用する環境モニタリング設備及び無停電電源装置は，再処理施

設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処を考慮し，共用
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によって重大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

 

   (ⅲ) 環境管理設備 

     敷地内に気象を観測する気象観測設備を設ける。また，敷地周辺

の放射線モニタリングを行う放射能観測車を備える。 

     放射能観測車は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の平常時及

び事故時に敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射性物質濃度を迅

速に測定するための設備であり，敷地が同一であることから，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

     また，気象観測設備は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設の敷地内において気象を観測するための設備であり，

敷地が同一であることから，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施

設と気象観測設備の一部を共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

重大事故等時において，敷地周辺の空間線量率及び空気中の放射

性物質の濃度を迅速に測定するため，放射能観測車を可搬型重大事

故等対処設備として位置付ける。 

重大事故等時において，敷地内の風向，風速，日射量，放射収支

量及び雨量を測定し，及びその結果を記録するため，気象観測設備

を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

環境管理設備は，放射能観測車及び気象観測設備で構成する。 

重大事故等時において，敷地内の気象条件，敷地周辺の空間線量

率及び空気中の放射性物質の濃度をモニタリング対象とする。 

重大事故等時において，放射能観測車が機能喪失した場合に，そ
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の機能を代替する代替放射能観測設備を可搬型重大事故等対処設備

として配備する。 

代替放射能観測設備は，可搬型放射能観測設備で構成する。 

重大事故等時において，気象観測設備が機能喪失した場合に，そ

の機能を代替する代替気象観測設備を可搬型重大事故等対処設備と

して配備する。 

代替気象観測設備は，可搬型気象観測設備，可搬型気象観測用デ

ータ伝送装置，可搬型データ表示装置，可搬型気象観測用発電機，

可搬型風向風速計及び監視測定用運搬車で構成する。 

重大事故等時においても，環境管理設備は，ＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。 

共用する環境管理設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設に

おける重大事故等対処を考慮し，共用によって重大事故時の対処に

影響を及ぼさない設計とする。 
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 リ．その他再処理設備の附属施設の構造及び設備 

  (１) 動力装置及び非常用動力装置の構造及び設備 

  (ⅰ) 電気設備 

   (ａ) 構  造 

   (イ) 設計基準対象の施設 

再処理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社から154ｋＶ

送電線２回線で受電し，所要の電圧に降圧し再処理施設へ給電する

設計とする。 

送電線２回線の停止時に備えて，非常用ディーゼル発電機，非常

用蓄電池，燃料貯蔵設備等で構成する非常用電源設備及びその附属

設備を設置する。 

非常用ディーゼル発電機として，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋に第

１非常用ディーゼル発電機を，非常用電源建屋に第２非常用ディーゼ

ル発電機を設置する。また，非常用蓄電池として，使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋に第１非常用蓄電池を，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施

設以外の建屋で非常用電源を必要とする建屋に第２非常用蓄電池を

設置する。さらに，燃料貯蔵設備として，第１非常用ディーゼル発電

機用に重油タンクを，第２非常用ディーゼル発電機用に燃料油貯蔵タ

ンクを設置する。 

重油タンク及び燃料油貯蔵タンクは，７日間の外部電源喪失を仮定

しても，設計基準事故に対処するために必要な第１非常用ディーゼル

発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台をそれぞれ７日間

運転することにより必要とする電力を供給できる容量以上の燃料を

事業所内に貯蔵する設計とする。 

非常用電源設備及びその附属設備は，多重性を確保し，及び独立性
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を確保し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場

合であっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時におい

て安全上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその

機能を確保するために７日間の外部電源喪失を仮定しても，非常用デ

ィーゼル発電機の連続運転により電力を供給できる設計とする。 

非常用所内電源系統を構成する第１非常用ディーゼル発電機は，

電源復旧までの期間，モニタリングポスト及びダストモニタに，給

電できる設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，「チ．放射線管理施設

の設備」に記載する。 

電気設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

し，再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋の機器配置概要図を第52図～第58図に

示す。 

非常用電源建屋の機器配置概要図を第179図～第182図に示す。 

   (ｂ) 主要な設備 

   (イ) 設計基準対象の施設 

    １） 受電開閉設備（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

回  線   ２回線 

電  圧   154ｋＶ 

    ２） 受電変圧器（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

容  量   約90,000ｋＶＡ（１号，２号）（廃棄物管 

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

約36,000ｋＶＡ（３号，４号）（ＭＯＸ燃 

料加工施設と共用） 
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電  圧   154ｋＶ／6.9ｋＶ 

台  数   ４台 

    ３） 第１非常用ディーゼル発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

台  数   ２台 

出  力   約4,400ｋＷ／台 

起動時間     約15秒 

電源容量は，外部電源が完全に喪失した場合でも，第１非

常用ディーゼル発電機１台で使用済燃料の受入れ及び貯蔵に

必要な施設の安全を確保するための負荷に対して給電可能な

ものとする。 

    ５） 重油タンク（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

        基  数   ４基 

        容  量   約130ｍ３／基 

第１非常用ディーゼル発電機が７日間以上連続運転できる

燃料を貯蔵する。 

 

  (ⅱ) 圧縮空気設備 

   (ａ) 構  造 

 圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系で構成し，

再処理施設内の各施設に圧縮空気を供給する。 

圧縮空気設備の一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用し，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 

  (２) 給水施設及び蒸気供給施設の構造及び設備 

  (ⅰ) 給水施設 
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   (ａ) 構  造 

   (イ) 設計基準対象の施設 

     給水施設は，再処理施設の運転に必要なろ過水，純水等を確保， 

    供給する給水処理設備及び再処理施設内の各施設で発生する熱を 

    除去し，冷却塔から大気に放熱する冷却水設備で構成する。 

     冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成する。 

     給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設備は，廃棄物管理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設へろ過水を供給するため，廃棄物管理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

     また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設

備である第１非常用ディーゼル発電機の熱を除去するため，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用し，共用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，

Ｂは，高さ約10ｍ，面積約1,100ｍ２の構築物である。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔

Ｂ基礎 機器配置概要図を第46図に示す。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ａは，前処理建屋北側の

地上に設置する高さ約11ｍ，面積約830ｍ２の構築物である。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔Ｂは，高さ約11ｍ，面積

約830ｍ２の構築物である。 

第２非常用ディーゼル発電機用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂは，

高さ約８ｍ，面積約140ｍ２の構築物である。 
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   (ｂ) 主要な設備 

   (イ) 設計基準対象の施設 

   ２） 冷却水設備 

   ⅰ） 安全冷却水系          

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用  

安全冷却水系冷却塔 

数  量   １式 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

再処理設備本体用 

 安全冷却水系冷却塔 

数  量   １式 

第２非常用ディーゼル発電機用 

 安全冷却水系冷却塔 

数  量   １式 

 

  (ⅱ) 蒸気供給施設（蒸気供給設備） 

   (ａ) 構  造 

 蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系で構成し，再処理施

設の機器の加熱，液移送等に使用する蒸気を供給する。 

 一般蒸気系は廃棄物管理施設へ蒸気を供給し，ＭＯＸ燃料加工施

設へ燃料を供給する。このため，蒸気供給設備のうち，一般蒸気系

を廃棄物管理施設と共用し，一般蒸気系の一部は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

他施設と共用する蒸気供給設備は，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない設計とする。 
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  (４) その他の主要な事項 

  (ⅲ) 火災防護設備 

火災防護設備は，安全機能を有する施設に対する火災防護設備と重

大事故等対処施設に対する火災防護設備で構成する。 

安全機能を有する施設を火災から防護するための火災防護設備は，

火災発生防止設備，火災感知設備，消火設備及び火災影響軽減設備で

構成する。 

また，重大事故等対処施設を火災から防護するための火災防護設備

は，火災発生防止設備，火災感知設備及び消火設備で構成する。 

火災感知設備は，固有の信号を発するアナログ式の煙感知器及びア

ナログ式の熱感知器を組み合わせて設置することを基本とするが，各

火災区域又は火災区画における放射線，取付面高さ，温度，湿度，空

気流等の環境条件や火災の性質を考慮し，上記の設置が適切でない場

合においては，非アナログ式の炎感知器（熱感知カメラ含む），非アナ

ログ式の熱感知器等の火災感知器も含めた中から２つの異なる種類の

感知器を設置する。また，中央制御室又は使用済燃料の受入れ施設及

び貯蔵施設の制御室で常時監視可能な火災受信器盤を設置する。 

消火設備は，破損，誤作動又は誤操作により，安全上重要な施設の

安全機能を損なわない設計とし，火災発生時の煙の充満又は放射線の

影響により消火活動が困難である火災区域又は火災区画であるかを考

慮し，固定式消火設備等を設置する。 

消火設備のうち，消火用水を供給する消火水供給設備は，廃棄物管

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，消火設備のうち，消火栓設

備の一部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

また，再処理施設境界の扉については，火災区域設定のため，火災
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影響軽減設備とする設計とし，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

他施設と共用する火災防護設備は，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

火災及び爆発の影響軽減の機能を有するものとして，安重機能を有

する機器等及び放射性物質貯蔵等の機器等を設置する火災区域又は

火災区画及び隣接する火災区域又は火災区画の火災及び爆発による

影響を軽減するため，火災耐久試験で確認した３時間以上の耐火能力

を有する耐火壁又は１時間以上の耐火能力を有する隔壁等を設置する。 

 

  (ⅸ) 緊急時対策所 

再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切な措置を

とるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設ける設計とする。 

緊急時対策所は，対策本部室，待機室及び全社対策室から構成さ

れ，緊急時対策建屋に設置する設計とする。 

緊急時対策建屋の主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄

筋コンクリート造）で，地上１階（一部地上２階建て），地下１階，

建築面積約4,900ｍ２の建物である。 

緊急時対策建屋機器配置概要図を第184図及び第185図に示す。 

緊急時対策所は，所内データ伝送設備が伝送する事故状態等の把

握に必要なデータ並びに環境モニタリング設備のモニタリングポス

ト及びダストモニタのデータを把握できる設計とする。 

所内データ伝送設備は，「(ⅹ) 通信連絡設備」に，モニタリング

ポスト及びダストモニタは，「チ．放射線管理施設の設備」に記載

する。 

緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重
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大事故等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることが

できるよう，居住性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及

び換気設備を設ける等の措置を講じた設計とするとともに，重大事

故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び再処理施設

内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要

な設備を設置又は配備する。また，重大事故等に対処するために必

要な数の非常時対策組織の要員を収容できる設計とする。 

緊急時対策所は，基準地震動による地震力に対し，耐震構造とす

る緊急時対策建屋内に設けることにより，その機能を喪失しない設

計とする。また，緊急時対策建屋は，標高約 55ｍ及び海岸からの距

離約５ｋｍの地点に設置することで津波が到達する可能性はない。 

緊急時対策所は，独立性を有することにより，共通要因によって

制御室と同時に機能喪失しない設計とする。 

緊急時対策建屋は，建屋の外側が放射性物質により汚染したよう

な状況下において，現場作業に従事した要員による緊急時対策所へ

の汚染の持ち込みを防止するため，作業服の着替え，防護具の着装

及び脱装，身体汚染検査並びに除染作業ができる区画を有する設計

とする。 

緊急時対策所は，想定される重大事故等に対して十分な保守性を

見込み，冷却機能の喪失による蒸発乾固及び放射線分解により発生

する水素による爆発の同時発生において，多段の重大事故等の拡大

防止対策が機能しないことを仮定した場合においても，緊急時対策

建屋の遮蔽設備及び緊急時対策建屋換気設備の機能があいまって，

緊急時対策所にとどまる非常時対策組織の要員の実効線量が，７日

間で 100ｍＳｖを超えない設計とする。 
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緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって重

大事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

通信連絡設備は，「(ⅹ) 通信連絡設備」に記載する。 

 

(ⅹ) 通信連絡設備 

    通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ伝送設

備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備から構成する。 

    再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，制御室

等から再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業又は退避の指

示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装置及び音声等に

より行うことができる設備として，ページング装置（警報装置を含む。），

所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリの有線

回線又は無線回線による通信方式の多様性を確保した所内通信連絡

設備を設ける設計とする。また，緊急時対策所へ事故状態等の把握に

必要なデータを伝送できる所内データ伝送設備として，プロセスデー

タ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び総合防災盤

を設ける設計とする。 

    警報装置，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設備については，

非常用所内電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することに

より，外部電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

    再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，地

方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通信連絡を音

声等により行うことができる設備として，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力

防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，
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衛星携帯電話及びファクシミリの所外通信連絡設備を設ける設計と

する。また，再処理事業所内から事業所外の緊急時対策支援システム

（ＥＲＳＳ）へ必要なデータを伝送できる所外データ伝送設備として，

データ伝送設備を設ける設計とする。 

    所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，有線回線，

無線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の専

用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受けることなく常時使用で

きる設計とする。 

    所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備については，非常用所内

電源系統，無停電電源に接続又は蓄電池を内蔵することにより，外部

電源が期待できない場合でも動作可能な設計とする。 

    所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話は，廃棄物管

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

    所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原

子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びフ

ァクシミリは，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

    共用する所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備は，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

    制御室等は，「ヘ．（４）（ⅰ） 制御室等 」に，電気設備 は，「リ．（１）（ⅰ） 

電気設備 」に，緊急時対策所は，「リ．（４）（ⅸ）（ｆ） 通信連絡設備 」に

記載する。 

    重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信連

絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために，通信連絡設備及び

代替通信連絡設備を設ける設計とする。 
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    通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通

信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成する。 

    重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラ

メータを再処理事業所内の必要な場所で共有するために，所内通信連

絡設備，所内データ伝送設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とす

る。 

    重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うための代替通信連絡設備として，

代替通話系統を設置する。 

    緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送す

るための設備として，「ヘ．（４）（ⅰ）（ａ） 計測制御装置」の情報把握計装

設備の一部である情報把握計装設備用屋内伝送系統等を設置する。 

    重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うための代替通信連絡設備として，

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

を配備する。 

    緊急時対策所へ重大事故等に対処するために必要なデータを伝送す

るための設備として，「ヘ．（４）（ⅰ）（ａ） 計測制御装置」の情報把握計装

設備の一部である前処理建屋可搬型情報収集装置等，「チ．（２）（ⅱ） 放

射線監視設備」の一部及び「チ．（２）（ⅲ） 環境管理設備」の一部を配備

する。 
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    設計基準対象の施設と兼用する所内通信連絡設備のページング装

置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシミリを

常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

    また，設計基準対象の施設と兼用する所内データ伝送設備のプロセ

スデータ伝送サーバ，放射線管理用計算機，環境中継サーバ及び総合

防災盤を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

    代替通話系統は，前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プル

トニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋に設置し，可

搬型通話装置を接続して使用可能な設計とする。 

    可搬型通話装置は，制御建屋及び外部保管エリアに保管する設計と

する。 

    可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，使用済燃

料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋，緊急時対策建屋及び外部保管エリア

に保管する設計とする。 

    可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トランシーバ（屋内用）は，

ハンドセットを中央制御室，緊急時対策所並びに使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設の制御室に配備し，屋外に配備したアンテナと接続

することにより，屋内で使用できる設計とする。 

    可搬型通話装置は，乾電池で動作可能な設計とする。 

    可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型

衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）は，充電池で

動作可能な設計とする。さらに，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬

型トランシーバ（屋内用）は，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設備」
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の制御建屋可搬型発電機等又は「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策建屋電源設

備」の緊急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。 

    乾電池を用いるものについては７日間以上継続して通話ができる設

計とする。また，充電池を用いるものについては，「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 

代替電源設備」の制御建屋可搬型発電機等又は「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時

対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋用発電機にて充電，又は受電す

ることで７日間以上継続して通話ができる設計とする。 

    重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラ

メータを再処理事業所外の必要な場所で共有するために，所外通信連

絡設備，所外データ伝送設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とす

る。 

    重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うための代替通信連絡設備として，

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデ

ータ伝送設備を設置する。 

    重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡を

する必要のある場所と通信連絡を行うための代替通信連絡設備として，

可搬型衛星電話（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）を配備する。 

    設計基準対象の施設と兼用する所外通信連絡設備の統合原子力防災

ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，

統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般

携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリを常設重大事故等対処設備

として位置付ける。 
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    設計基準対象の施設と兼用する所外データ伝送設備のデータ伝送設

備を常設重大事故等対処設備として位置付ける。 

    データ伝送設備は，緊急時対策建屋に設ける設計とする。 

    可搬型衛星電話（屋内用）は，緊急時対策建屋及び外部保管エリア

に保管する設計とする。 

    可搬型衛星電話（屋外用）は，制御建屋及び外部保管エリアに保管

する設計とする。 

    可搬型衛星電話（屋内用）は，ハンドセットを緊急時対策所に配備

し，屋外に配備したアンテナと接続することにより，屋内で使用でき

る設計とする。 

    統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，

緊急時対策建屋に設ける設計とする。 

    統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及び

データ伝送設備は，「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策建屋電源設備」の緊急

時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。 

    可搬型衛星電話（屋内用）は，「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策建屋電源

設備」の緊急時対策建屋用発電機から受電し，動作可能な設計とする。 

    可搬型衛星電話（屋外用）は，代替電源として充電池で動作可能な

設計とする。 

    代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム，可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話

（屋外用）は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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    共用する代替通信連絡設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における重大事故等対処に同時に対処することを考慮し，同一の端末

を使用すること及び十分な数量を確保することで，共用によって重大

事故時の対処に影響を及ぼさない設計とする。 

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(イ)１） 多様性，位置的分散」に示す基本方針を踏まえ

以下のとおり設計する。 

代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，所外通信連絡設備のうち

一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリと共通

要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，「リ．（４）

（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋用発電機からの

給電により使用することで，電源設備に対して多様性を有する設計と

する。 

また，代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークＩＰ電

話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネッ

トワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，所外通信連絡設備

のうち一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリ

と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

有線回線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信

回線に接続することで，通信方式の多様性を有する設計とする。 

代替通信連絡設備のうち代替通話系統は，所内通信連絡設備のうち

ページング装置及び所内携帯電話と共通要因によって同時にその機能

が損なわれるおそれがないよう，当該設備と異なる系統構成で使用す

ることにより，独立性を有する設計とする。 
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所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設備及び所

外データ伝送設備は，自然現象，外部人為事象，溢水，化学薬品漏え

い及び火災に対して代替設備による機能の確保，修理等の対応により

重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 

代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，所内通信連絡設備及び所内データ伝送設

備と共通要因によって同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

「リ．（１）（ⅰ）（ｂ）（ロ）１） 代替電源設備」の制御建屋可搬型発電機並びに使

用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設可搬型発電機，「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊

急時対策建屋電源設備」の緊急時対策建屋用発電機，充電池又は乾電

池からの給電により使用することで，電源設備に対して多様性を有す

る設計とする。 

代替通信連絡設備のうち可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星

電話（屋外用）は，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備又は代

替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原

子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴ

Ｖ会議システム及びデータ伝送設備と共通要因によって同時にその機

能が損なわれるおそれがないよう，「リ．（４）（ⅸ）（ｇ） 緊急時対策建屋電

源設備」の緊急時対策建屋用発電機又は充電池からの給電により使用

することで，電源設備に対して多様性を有する設計とする。 

また，代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋

内用），可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及

び可搬型トランシーバ（屋外用）は，所内通信連絡設備，所内データ

伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備と共通要因によ
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って同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，有線回線，無線

回線又は衛星回線による通信方式の多様性を確保した構成の通信回線

に接続することで，通信方式の多様性を有する設計とする。 

代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，外部からの衝撃による損傷の防止が図ら

れた前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，

制御建屋，緊急時対策建屋又は外部保管エリア内の，所内通信連絡設

備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備

と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，前処理建屋，分離

建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高レベル廃液

ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，ユーティリティ建屋，

低レベル廃棄物処理建屋，制御建屋又は緊急時対策建屋と異なる場所

に保管する設計とする。 

また，溢水及び化学薬品の漏えいに対して代替通信連絡設備のうち

可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），可搬型トランシーバ（屋

内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型トランシーバ（屋外用）

は，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設備及び

所外データ伝送設備と同時にその機能が損なわれるおそれがないよう，

可能な限り位置的分散を図る。 

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(イ)２） 悪影響防止」に示す基本方針を踏まえ以下のと

おり設計する。 

代替通信連絡設備のうち代替通話系統は，重大事故等発生前（通常

時）の分離された状態から可搬型通話装置の接続により重大事故等対
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処設備としての系統構成とすることにより，他の設備に悪影響を及ぼ

さない設計とする。  

代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統

合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワー

クＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，安全機能を有する施設と

して使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用す

ることにより，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ロ) 個数及び容量」に示す基本方針を踏まえ以下のと

おり設計する。 

代替通話系統は，複数のアクセスルートで使用できるよう２系統を

複数のアクセスルートに確保する。 

所内データ伝送設備，所外データ伝送設備及び代替通信連絡設備の

うちデータ伝送設備は，計測等を行ったパラメータを再処理事業所外

の必要な場所に必要なデータ量を伝送することができる設計とする。 

代替通信連絡設備のうちＭＯＸ燃料加工施設と共用する統合原子

力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－Ｆ

ＡＸ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，再処理事

業所外等の通信連絡をする必要のある箇所と通信連絡を行うために必

要となる個数として，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話は１台，

統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸは１台，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システムは１台を有する設計とする。統合原子力

防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡ

Ｘ及び統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システムは，再処理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処の際，同一の端末を

使用する設計とする。 
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代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置の保有数は，必要数として

120台，予備として故障時のバックアップを120台の合計240台以上を確

保する。 

代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用いる可搬

型衛星電話（屋内用）の保有数は，必要数として13台，予備として故

障時のバックアップを13台の合計26台以上を確保する。 

代替通信連絡設備のうち可搬型トランシーバ（屋内用）の保有数は，

必要数として８台，予備として故障時のバックアップを８台の合計16

台以上を確保する。 

代替通信連絡設備のうち再処理事業所内の通信連絡に用いる可搬

型衛星電話（屋外用）の保有数は，必要数として29台，予備として故

障時のバックアップを29台の合計58台以上を確保する。 

代替通信連絡設備のうち可搬型トランシーバ（屋外用）の保有数は，

必要数として39台，予備として故障時のバックアップを39台の合計78

台以上を確保する。 

代替通信連絡設備のうちＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理事

業所外への通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋内用）の保有数は，

必要数として３台，予備として故障時のバックアップを３台の合計６

台以上を確保する。 

代替通信連絡設備のうちＭＯＸ燃料加工施設と共用する再処理事

業所外への通信連絡に用いる可搬型衛星電話（屋外用）の保有数は，

必要数として１台，予備として故障時のバックアップを１台の合計２

台以上を確保する。 

可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型衛星電話（屋外用）は，再処

理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における重大事故等対処の際，同一の
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端末を使用する設計とする。 

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ハ) 環境条件等」に示す基本方針を踏まえ以下のとお

り設計する。 

代替通信連絡設備のうち代替通話系統，統合原子力防災ネットワー

クＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力

防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，「ロ．

(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする重大事故等に対する施設の耐震設計」に

基づく設計とすることでその機能を損なわない設計とする。 

所内通信連絡設備のうち専用回線電話，一般加入電話及びファクシ

ミリ，所内データ伝送設備並びに代替通信連絡設備のうち代替通話系

統，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム及

びデータ伝送設備は，外部からの衝撃による損傷を防止できる前処理

建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋，高

レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制御建屋

及び緊急時対策所に設置し，風（台風）等により機能を損なわない設

計とする。 

所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設備及び所

外データ伝送設備は，自然現象，外部人為事象，溢水，化学薬品漏え

い及び火災に対して，代替設備による機能の確保，修理等の対応によ

り重大事故等に対処するための機能を損なわない設計とする。 

代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，外部からの衝撃による損傷を防止できる

前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建
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屋，高レベル廃液ガラス固化建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，制

御建屋，緊急時対策所及び外部保管エリアに保管し，風（台風）等に

より機能を損なわない設計とする。 

代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置，可搬型衛星電話（屋内用），

可搬型トランシーバ（屋内用），可搬型衛星電話（屋外用）及び可搬型

トランシーバ（屋外用）は，「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ホ) 地震を要因とする重大

事故等に対する施設の耐震設計」に基づく設計とすることでその機能

を損なわない設計とする。 

所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通信連絡設備，所外

データ伝送設備及び代替通信連絡設備のうち統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子

力防災ネットワークＴＶ会議システム及びデータ伝送設備は，想定さ

れる重大事故等が発生した場合においても操作に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない場所の選定又は遮蔽設備を有する中

央制御室，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室並びに緊急

時対策所で操作可能な設計とする。 

代替通信連絡設備のうち可搬型通話装置は，想定される重大事故等

が発生した場合においても代替通話系統との接続に支障がないように，

線量率の高くなるおそれの少ない設置場所の選定により，当該設備の

代替通話系統との接続が可能な設計とする。 

「ロ．(７)(ⅱ)(ｂ)(ニ)１） 操作性の確保」に示す基本方針を踏まえ以下の

とおり設計する。 

代替通信連絡設備のうち代替通話系統は，可搬型通話装置を接続し

て使用する設備であり，当該設備同士の接続は，簡便なコネクタ接続

に統一することにより，現場での接続が可能な設計とする。  
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代替通信連絡設備のうち可搬型衛星電話（屋内用）及び可搬型トラ

ンシーバ（屋内用）における機器同士の接続は，簡便なコネクタ接続

に統一することにより，現場での接続が可能な設計とする。 

    通信連絡設備及び代替通信連絡設備の一覧を以下に示す。 

   (ａ) 所内通信連絡設備 

     ページング装置（警報装置を含む。） 

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）１式 

  所内携帯電話 

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）１式 

  専用回線電話                 １式 

     一般加入電話                 １式 

  ファクシミリ                 １式 

 

   (ｃ) 所外通信連絡設備 

     統合原子力防災ネットワークＩＰ電話 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）         １式 

  統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）         １式 

  統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム 

（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）         １式 

  一般加入電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）   １式 

  一般携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）   １式 

  衛星携帯電話（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）   １式 

  ファクシミリ（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）   １式 
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1. 敷  地 

1.1  敷  地 

  敷地は，青森市の東北東約50ｋｍ，下北半島南部の太平洋側寄り（北緯

40°57′，東経 141°20′）に位置し，青森県上北郡六ヶ所村のむつ小川

原開発地区内にある。 

  敷地に近い主な都市は，三沢市（南約30ｋｍ），むつ市（北北西約40ｋ

ｍ），十和田市（南南西約40ｋｍ），八戸市（南南東約50ｋｍ）及び青森

市（西南西約50ｋｍ）である。 

  敷地は，北東側の
お

尾
ぶち

駮沼，南側の
たかほこ

鷹架沼との間にある
いやさかたい

弥栄平と呼ばれ

る標高60ｍ前後の台地にある。敷地は，北東部を一部欠き，西側が緩い円

弧状の長方形に近い部分と，その南東端から東に向かう帯状の部分からな

り，帯状の部分は途中で二股に分かれている。総面積は，帯状の部分（一

部当社濃縮・埋設事業所と共用の運搬専用道路）約30万ｍ２を含めて約39

0万ｍ２である。敷地及びその周辺の概況を第1.1－１図から第1.1－３図

に示す。 

  再処理設備及びその附属施設（以下「再処理施設」という。）の主要

な建物及び構築物は，敷地の西側を整地して設置する。敷地のほぼ中央に

主排気筒を設置し，その西側に前処理建屋，分離建屋，高レベル廃液ガラ

ス固化建屋，非常用電源建屋及び第１ガラス固化体貯蔵建屋を，その北西

側には使用済燃料輸送容器管理建屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，使用

済燃料受入れ・貯蔵管理建屋及びハル・エンド ピース貯蔵建屋を，その

北側には第１低レベル廃棄物貯蔵建屋を，その北東側には第４低レベル廃

棄物貯蔵建屋を，南東側には緊急時対策所，第１保管庫・貯水所及び第２

保管庫・貯水所を設置する。主排気筒の南西側には制御建屋，分析建屋，

低レベル廃液処理建屋，低レベル廃棄物処理建屋，チャンネル ボック
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ス・バーナブル ポイズン処理建屋及び第２低レベル廃棄物貯蔵建屋を，

その南側には精製建屋，ウラン脱硝建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，ウラン酸化物貯蔵建屋，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

及び主排気筒管理建屋を設置する。 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下階において，その南

側に隣接する形で設置されるウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施

設（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）の貯蔵容器搬送用洞道と接続

する。 

  海洋放出管は，低レベル廃液処理建屋及び使用済燃料受入れ・貯蔵管理

建屋から導かれ，敷地南側にて合流後おおむね運搬専用道路に沿い，汀線

部から沖合約３ｋｍまで敷設する。 

  主排気筒から各方向の敷地境界までの距離は，東方向に約800ｍ，西方

向に約950ｍ，南方向に約1,050ｍ及び北方向に約1,000ｍであり，最短距

離は北東方向で約600ｍである。 

  敷地内及びその周辺において，再処理施設の建設に必要な設備及び運転

に必要な付帯設備は，運搬専用道路，構内道路，荷役設備，淡水取水設備，

排水設備等がある。 

  なお，再処理施設の主要な建物及び構築物を配置する敷地は，造成高が

標高約55ｍで平坦であり，海岸からの距離も約５ｋｍと遠く，海岸は地形

的にも津波の被害が発生しにくい単調な砂浜海岸であり，また，敷地近傍

で観測された潮位は，気象庁八戸検潮所の観測記録
（１）

（1937年～2011年）

によれば，最高潮位（Ｈ．Ｈ．Ｗ．Ｌ．）が東京湾平均海面（以下「Ｔ．

Ｍ．Ｓ．Ｌ．」という。）＋1.82ｍ（1943年10月３日台風），潮汐概況
（２）

に

よれば，朔望平均満潮位（Ｈ．Ｗ．Ｌ．）が過去５年間（2007年～2011

年）においてＴ．Ｍ．Ｓ．Ｌ．＋0.673ｍである。 
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1. 安全設計

1.1 安全設計の基本方針 

1.1.1 安全機能を有する施設に関する基本方針 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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1.5.1.3.2 消火設備 

 (16) 他施設との共用 

消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給する消火水供給設備は，

廃棄物管理施設及びウラン・プルトニウム混合酸化物燃料加工施設

（以下「ＭＯＸ燃料加工施設」という。）と共用する。 

また，消火栓設備の一部及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と

共用する。 

廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備

並びに廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物

管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合においても

再処理施設で必要な容量を確保できる設計とする。また，消火水供給

設備においては，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止す

ることにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の

異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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1.5.1.4.1 火災及び爆発の影響軽減 

(１) 安全上重要な施設の火災区域の分離

再処理施設の安重機能を有する機器等を設置する火災区域は，他の

火災区域と隣接する場合は，３時間以上の耐火能力を火災耐久試験に

より確認した耐火壁によって他の区域と分離する。 

また，火災区域又は火災区画のファンネルには，他の火災区域又は

火災区画からの煙の流入防止を目的として，煙等流入防止装置を設置

する設計とする。 

ＭＯＸ燃料加工施設にて設置するＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プ

ルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区域設定

のため，火災影響軽減設備としてＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

共用する火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における火災の

発生を想定しても，影響を軽減できるよう十分な耐火能力を有する設

計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 
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1.7.14 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計 

再処理施設への人の不法な侵入等を防止するため，以下の設計とする。 

また，人の容易な侵入を防止できる柵等を 他施設と共用する場合は，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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2.3.12 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，製品貯蔵施設のウラン・

プルトニウム混合酸化物貯蔵設備等を収納する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造で，地上１階（地上高さ約14ｍ），地

下４階，平面が約56ｍ(南北方向)×約52ｍ(東西方向)の建物であり，堅固

な基礎版上に設置する。 

ＭＯＸ燃料加工施設へＭＯＸを収納する混合酸化物貯蔵容器を払い出

すため，地下４階においてＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用洞道と

接続する。また，貯蔵容器搬送用洞道及びＭＯＸ燃料加工施設の燃料加

工建屋（以下「燃料加工建屋」という。）の一部は，負圧管理の境界とし

て共用する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋機器配置図を第2.3－69図か

ら第2.3－74図に示す。 
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2.3.25 分析建屋 

分析建屋は，その他再処理設備の附属施設の分析設備，気体廃棄物の廃

棄施設の分析建屋塔槽類廃ガス処理設備等を収納する。分析建屋の一角に，

公益財団法人核物質管理センターが運営する六ヶ所保障措置分析所が設置

され，分析建屋の一部を六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

主要構造は，鉄筋コンクリート造(一部鉄骨鉄筋コンクリート造)で，地

上３階(地上高さ約18ｍ），地下３階，平面が約46ｍ(南北方向)×約104

ｍ(東西方向)の建物であり，堅固な基礎版上に設置する。 

分析建屋機器配置図を第2.3－126図から第2.3－132図に示す。 
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2.3.28 緊急時対策建屋 

緊急時対策建屋は，緊急時対策所を設置し，緊急時対策建屋情報把握

設備等を収納する。 

 主要構造は，鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造）で，

地上１階（一部地上２階建て）（地上高さ約17ｍ），地下１階，平面が約

60ｍ（南北方向）×約79ｍ（東西方向）の建物であり，堅固な基礎版上に

設置する。 

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 緊急時対策建屋機器配置図を第2.3－138図及び第2.3－139図に示す。 

188



2.3.31 その他 

敷地の北西側には，受電開閉設備を収納する開閉所，並びに給水処理設

備，圧縮空気設備等を収納するユーティリティ建屋及び北換気筒を，北側

には蒸気供給設備を収納するボイラ建屋等を，西側には電気設備を収納す

る第２ユーティリティ建屋を設置する。また，冷却水設備は，各所に配置

する。 

分離建屋の東側には，化学薬品貯蔵供給設備を収納する試薬建屋を，ウ

ラン・プルトニウム混合脱硝建屋の東側には，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備の還元ガス供給系の還元ガス供給槽を収納する還元ガス製造建屋

を，高レベル廃液ガラス固化建屋の北側には，模擬廃液受入槽を収納する

模擬廃液貯蔵庫を設置する。また，分析建屋に隣接して出入管理建屋を設

置する。出入管理建屋の一角に，核燃料物質の使用の許可を受けたバイオ

アッセイ設備を設置し，出入管理建屋の一部をバイオアッセイ設備と共用

する。 

北換気筒の東側には，北換気筒管理建屋を設置する。 

 建屋間には，放射性物質等を移送するための配管，ダクト，ケーブル等

を収納する洞道を設置する。主要な洞道は，次の洞道で構成され，その他

再処理設備の附属施設（電気設備の非常用所内電源系統の一部，圧縮空気

設備安全圧縮空気系の一部，冷却水設備安全冷却水系の一部等）等を収納

する。 
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5.3 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

5.3.1 概  要 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備は，ウラン・プルトニウム混合

脱硝設備からＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器

を受入れ，貯蔵し，払い出す設備である。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備のうち，粉末缶及び混合酸化

物貯蔵容器は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用するとともに，ＭＯＸ燃料加工

施設の洞道搬送台車は再処理施設と共用する。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設から洞道搬送台車でＭＯＸ粉末取出し後の

粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器を受け入れ，貯蔵ホールで一時保管

した後，再使用する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋とＭＯＸ燃料加工施設（洞

道）を接続する設計とする。接続部に対しては，地震，火災及び溢水によ

る影響を受けないよう，建屋間のエキスパンションジョイントによる接続，

洞道境界への３時間以上の耐火能力を有する扉の設置及び建屋内での堰の

設置を行う設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 
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5.3.2 設計方針 

(６) 共用

粉末缶，混合酸化物貯蔵容器及びＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車

は，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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5.3.3 主要設備の仕様 

  ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の仕様を第5.3－

１表に示す。また，共用するＭＯＸ燃料加工施設の主要設備の仕様を第

5.3－２表に示す。 

なお，貯蔵ホール概要図を第5.3－１図に示す。 
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5.3.4 系統構成及び主要設備 

 (２) 主要設備 

   ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の臨界安全管理を要する機

器は，形状寸法管理，質量管理及び同位体組成管理並びにこれらの組

合せにより，単一ユニットとして臨界を防止する設計とする。 

また，各単一ユニットは，適切に配置することにより，複数ユニッ

トとして臨界を防止する設計とする。
（ ３ ）

 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管

理表を第5.3－３表に示す。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の混合酸化物貯蔵容器及

び粉末缶は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。なお，共用によって仕

様（種類，容量及び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安

全の方法に変更はない。 

 

 ｂ．貯蔵容器台車 

   貯蔵容器台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌道上において取り扱い，

混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とするとともに，取り扱い時の

搬送を安全かつ確実に行うため，逸走防止のインターロック及び衝突

防止のインターロックを設ける設計とする。 

また，衝突防止のインターロックに必要となるＭＯＸ燃料加工施設

の洞道搬送台車からの信号は，再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設間で

共用する。 

 

 ｇ．洞道搬送台車 

   ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車は，混合酸化物貯蔵容器１本を軌
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道上において取り扱い，混合酸化物貯蔵容器が転倒し難い構造とする

とともに，取り扱い時の搬送を安全かつ確実に行うため，衝突防止の

インターロックを設ける設計とする。 

また，洞道搬送台車及び衝突防止のインターロックに必要となる貯

蔵容器台車からの信号は，再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設間で共用

する。 
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5.3.6 評  価 

 (６) 共用 

   粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，共用によって仕様（種類，容量及

び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全の方法に変更は

ないため，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車は，遮蔽体を設ける設計として

おり，再処理施設の遮蔽設計区分に変更はないこと，１台当たり混合

酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱うことで臨界安全設計を担保

する設計とすること及び衝突防止のインターロックを設ける設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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第5.3－１表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備 

の主要設備の仕様      

 

 (１) 粉末缶（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

    種  類   たて置円筒形 

    缶  数   １式 

    容  量   約12ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／缶 

    主要材料   アルミニウム合金 

 (２) 混合酸化物貯蔵容器（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

    種  類   たて置円筒形 

    本  数   １式 

    容  量   粉末缶３缶／貯蔵容器 

    主要材料   ステンレス鋼 
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第5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の主要設備の仕様 

（再処理施設と共用）  

 

 (１) 洞道搬送台車 

    種  類   床面軌道走行形 

    台  数   １ 

    容  量   混合酸化物貯蔵容器１本／台 
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7.2.1.5 換気設備 

7.2.1.5.1 概  要 

換気設備は，各建屋の換気・空調，排気の浄化及び空気汚染の拡大防止

を行うものであり，使用済燃料輸送容器管理建屋換気設備，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋換気設備，前処理建屋換気設備，分離建屋換気設備，精製

建屋換気設備，ウラン脱硝建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋換気設備，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備，高レ

ベル廃液ガラス固化建屋換気設備，第１ガラス固化体貯蔵建屋換気設備，

低レベル廃液処理建屋換気設備，低レベル廃棄物処理建屋換気設備，ハ

ル・エンドピース貯蔵建屋換気設備，チャンネルボックス・バーナブルポ

イズン処理建屋換気設備，分析建屋換気設備，北換気筒（使用済燃料輸送

容器管理建屋換気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エ

ンドピース及び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒）及び低レベル廃棄物処

理建屋換気筒で構成する。分析建屋換気設備の一部は，六ヶ所保障措置分

析所と共用し，北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設と共用する。 

換気設備の系統概要図を第7.2－18図に示す。 
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7.2.1.5.2 設計方針 

 (８) 共  用 

   貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉解放時には，

ＭＯＸ燃料加工施設の気体廃棄物の廃棄施設により負圧に維持する設

計とし，再処理施設境界の扉（防火戸）開放時には，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備により貯蔵容器搬送用洞道を負圧

に維持する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉及び

再処理施設境界の扉（防火戸）は，同時に開放しない設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

   六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建屋換気設備は，換気設備の排

風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とし，廃棄物管理施設と共用する北換気筒

の支持構造物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確保する設計

とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とす

る。 
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7.2.1.5.4 系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成

ｈ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備は，以下の系統で

構成する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備系統概要図を第7.

2－26図に，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備の主要

設備の仕様を第7.2－21表に示す。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，２系統の給気系

を設置する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋給気系は，ウラン・プルト

ニウム混合酸化物貯蔵建屋の管理区域へ外気を供給するため，建屋給気

ユニット，貯蔵室送風機及び建屋送風機で構成する。

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，２系統の排気系

を設置する。 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋排気系は，貯蔵室排気フィ

ルタユニット，建屋排気フィルタユニット，貯蔵室排風機及び建屋排風

機で構成する。 

貯蔵室排気フィルタユニット及び貯蔵室排風機は，ウラン・プルトニ

ウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵室の換気を行い，混合酸化物貯蔵容器か

らの崩壊熱の除去，貯蔵室の負圧維持，排気の浄化及び排気の低レベル

廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出ができる設計とする。 

建屋排気フィルタユニット及び建屋排風機は，ウラン・プルトニウム
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混合酸化物貯蔵建屋の汚染のおそれのある区域の負圧維持，排気の浄化

及び排気の低レベル廃棄物処理建屋換気筒の排気口からの排出ができる

設計とする。 

 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下階において，その

南側に隣接する形で設置される貯蔵容器搬送用洞道と接続する。これに

伴い，貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部は，負圧管理の境界

として共用する。 

 

 ｏ．分析建屋換気設備 

 分析建屋換気設備は，以下の系統で構成する。 

  分析建屋給気系 

  分析建屋排気系 

 分析建屋換気設備系統概要図を第7.2－33図に，分析建屋換気設備の 

主要設備の仕様を第7.2－28表に示す。 

 分析建屋給気系は，分析建屋及び出入管理建屋の管理区域へ外気を供

給するため，建屋給気ユニット及び建屋送風機で構成する。 

 分析建屋排気系は，４系統の排気系を設置する。 

 分析建屋排気系は，分析建屋及び出入管理建屋の汚染のおそれのある

区域の負圧維持，排気の浄化及び排気の主排気筒の排気口からの排出の

ため，建屋排気フィルタユニット，セル排気フィルタユニット，グロー

ブボックス排気フィルタユニット，フード排気フィルタユニット，建屋

排風機，セル排風機，グローブボックス排風機及びフード排風機で構成

する。 

 六ヶ所保障措置分析所は，分析建屋の中に配置されている。六ヶ所保

障措置分析所は，換気・空調を独立して設置せずに，換気・空調，排気
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の浄化及び空気汚染の拡大防止のため，分析建屋換気設備の分析建屋排

気系の一部を六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

ｐ．北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒 

北換気筒の概要図を第7.2－34図に，低レベル廃棄物処理建屋換気筒

の概要図を第7.2－35図に，北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気

筒の主要設備の仕様を第7.2－29表に示す。 

  北換気筒及び低レベル廃棄物処理建屋換気筒は，鉄塔支持形とし，北

換気筒の支持構造物については，廃棄物管理施設の筒身も支持する構造

とすることで，廃棄物管理施設と共用する。 

  また，北換気筒は，多筒集合形とし，使用済燃料輸送容器管理建屋換

気筒，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋換気筒並びにハル・エンドピース及

び第１ガラス固化体貯蔵建屋換気筒で構成する。 
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7.2.1.5.6 評  価 

 (８) 共  用 

   貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉開放時には，

ＭＯＸ燃料加工施設の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計

とし，再処理施設境界の扉（防火戸）開放時には，ウラン・プルトニウ

ム混合酸化物貯蔵建屋換気設備により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持

する設計とすること，また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉及び再処理施

設境界の扉（防火戸）は，同時に開放しない設計とすることで，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない。 

   六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建屋換気設備は，換気設備の排

風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない。また，廃棄物管理施設と共用する北換気筒の

支持構造物は，廃棄物管理施設の筒身を考慮した強度を確保する設計と

することで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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7.3.3 低レベル廃液処理設備 

7.3.3.1 概  要 

低レベル廃液処理設備は，第１低レベル廃液処理系，第２低レベル廃

液処理系，洗濯廃液処理系，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処

理系，油分除去系，及び海洋放出管理系で構成し，低レベル廃液をその性

状に応じて分類後処理し，処理後の排水は，放出管理を行って海洋へ放出

する。低レベル廃液処理設備のうち，海洋放出管理系の一部は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

 各施設の管理区域内で発生する廃液のうち高レベル廃液及び廃溶媒以外

の廃液は，低レベル廃液としてそれぞれの建屋に設けた中間貯槽に性状に

応じて分類して集め，低レベル廃液処理設備へ移送する。 

 低レベル廃液処理設備系統概要図を第7.3－５図に示す。 
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7.3.3.2 設計方針 

 (３) 共  用 

低レベル廃液処理設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設で濃度限度以下

であることを確認した排水を第１放出前貯槽に受け入れ，海洋放出管

を経て海洋に放出するまでの排水が通過する経路は，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する設計とし，ＭＯＸ燃料加工施設において故障その他の

異常が発生した場合は，排水を第１放出前貯槽に受け入れる経路上に

設置する弁を閉止することにより，ＭＯＸ燃料加工施設からの波及的

影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 
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7.3.3.4 系統構成及び主要設備 

 (１) 系統構成 

 ａ．第１低レベル廃液処理系 

 第１低レベル廃液処理系は，高レベル廃液処理設備のアルカリ廃液濃

縮缶凝縮器からの凝縮液，酸及び溶媒の回収施設の溶媒回収設備の溶媒

再生系のウラン精製系の第２洗浄器等から受け入れた廃液，その他再処

理設備の附属施設の分析設備の廃液，各施設からの床ドレン等及び六ヶ

所保障措置分析所内の，貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保障措置分析

所が法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確

認した排水を第１低レベル第１廃液受槽等に受け入れ，第１低レベル廃

液蒸発缶で蒸発濃縮する。第１低レベル廃液蒸発缶の濃縮液は，固体廃

棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物処理設備の乾燥装置へ移送し，凝

縮液は第２低レベル廃液処理系の第２低レベル廃液受槽へ移送する。 

 

 ｅ．油分除去系 

 油分除去系は，第２低レベル廃液処理系の第２低レベル廃液蒸発缶か

らの凝縮液，せん断処理施設，溶解施設，分離施設及び精製施設の試薬

ドレン，並びに再処理施設の管理区域で発生する手洗い水等の油分を含

む可能性のある放射性物質の濃度が極めて小さい廃液，また，六ヶ所保

障措置分析所内の，貯留容器にて一時貯留し，六ヶ所保障措置分析所が

法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認し

た排水を受け入れ，油分除去装置で廃液中の油分を除去する。廃液は，

油分除去後，海洋放出管理系の第１放出前貯槽へ移送する。 

 ｆ．海洋放出管理系 

 海洋放出管理系の第１放出前貯槽は，油分除去系の油分除去装置，洗
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濯廃液処理系の洗濯廃液ろ過装置並びに使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設廃液処理系の第６低レベル廃液蒸発缶又は第５低レベル廃液蒸発

缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処理済廃液を受け入れる。第２放出前貯

槽は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設廃液処理系の第６低レベル

廃液蒸発缶又は第５低レベル廃液蒸発缶及び洗濯廃液ろ過装置からの処

理済廃液を受け入れる。また，再処理施設の管理区域で発生する空調ド

レン等の放射性物質の濃度が極めて小さい廃液は，第１放出前貯槽に受

け入れる。さらに，ＭＯＸ燃料加工施設の排水口から排出された放射性

物質の濃度が線量告示に定められた濃度限度以下の排水を，第１放出前

貯槽に受け入れる。 

 第１放出前貯槽及び第２放出前貯槽では，それぞれ約370ｍ３／日及び

約70ｍ３／日で受け入れた廃液の試料採取を行い，放射線管理施設の放

出管理分析設備にて放射性物質の量及び濃度を確認した後，それぞれ第

１海洋放出ポンプ及び第２海洋放出ポンプで海洋放出管を経て海洋に放

出する。それぞれのポンプの吐出側には流量計を設置し流量を監視する

とともに，１基の貯槽から廃液を放出している間は，他の貯槽からは放

出しない設計とする。 

 第２海洋放出ポンプから導く海洋放出管は，再処理設備本体の運転開

始時には，第１海洋放出ポンプから導く海洋放出管との合流部で切り離

し，以後使用しない設計とする。 

 ＭＯＸ燃料加工施設からの排水を第１放出前貯槽に受け入れ，海洋放

出管を経て海洋に放出するまでの排水が通過する経路は，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。 

207



7.3.3.6 評  価 

 (３) 共  用 

 低レベル廃液処理設備のうち，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する経路

は，ＭＯＸ燃料加工施設において故障その他の異常が発生した場合で

も，排水を第１放出前貯槽に受け入れる経路上に設置する弁を閉止す

ることにより，ＭＯＸ燃料加工施設からの波及的影響を及ぼさない設

計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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7.4  固体廃棄物の廃棄施設 

7.4.1   概    要 

 固体廃棄物の廃棄施設は，各施設及び六ヶ所保障措置分析所（以下 7.4

では「各種施設」という。）で発生する高レベル廃液，低レベル濃縮廃液，

廃溶媒，雑固体等をそれぞれの性状に応じて固化，乾燥，熱分解，焼却等

の処置を施し容器に詰めた後，又は貯槽に受け入れた後，保管廃棄する施

設であり，以下の設備で構成する。また，ＭＯＸ燃料加工施設で発生し容

器に詰められた雑固体を保管廃棄する。 

  高レベル廃液ガラス固化設備 

  ガラス固化体貯蔵設備 

  低レベル固体廃棄物処理設備 

  低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

 なお，各種施設で発生する雑固体は，発生するそれぞれの建屋で，必要

な場合には一時集積場所を設定した上で集積・保管し，雑固体に応じた運

搬容器に収納した後，クレーン等により運搬車に載せ，低レベル廃棄物処

理建屋，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に

運搬し，クレーン等により低レベル固体廃棄物処理設備又は低レベル固体

廃棄物貯蔵設備に受け入れる。 

また，雑固体のうち，各施設から発生する廃活性炭は，水切りした後，

それぞれの建屋で，必要な場合には一時集積場所を設定した上で集積・保

管し，ドラム缶に収納した後，クレーン等により運搬車に載せ，第２低レ

ベル廃棄物貯蔵建屋，第４低レベル廃棄物貯蔵建屋等に運搬し，クレーン

等により低レベル固体廃棄物貯蔵設備に受け入れる。 

 ＭＯＸ燃料加工施設で容器に詰められ第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に運

搬された雑固体は，クレーン等により低レベル廃棄物貯蔵設備の第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系に受け入れる。 
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7.4.5   低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

7.4.5.1  概  要 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，廃樹脂貯蔵系，ハル・エンド ピース

貯蔵系，チャンネル ボックス・バーナブル ポイズン貯蔵系，第１低レベ

ル廃棄物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系，第

２低レベル廃棄物貯蔵系及び第４低レベル廃棄物貯蔵系で構成する。 

第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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7.4.5.2   設計方針 

  (３) 共  用   

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用し，ＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体の性状

に対して再処理施設で発生する雑固体と廃棄物特性が同等のものである

ことを確認して保管する。ＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体を考

慮しても約６年分の貯蔵容量を有する設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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7.4.5.3   主要設備の仕様 

 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様を第7.4－７表に示す。 

 なお，低レベル固体廃棄物貯蔵設備のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵

に必要な廃樹脂貯槽（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋），第１低レベル廃棄

物貯蔵系，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋低レベル廃棄物貯蔵系及び第２低

レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，再処理設備本体の運転開始に先立ち

使用する。 

 また，第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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7.4.5.4   系統構成及び主要設備 

(１) 系統構成

ｆ．第２低レベル廃棄物貯蔵系 

（ａ） 第１貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第１貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理

設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理

物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物等，各種施設から発生する低レベ

ル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰め

たドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体が詰められ

たドラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地上

１階に設置する。 

ドラム缶等を貯蔵する場合は，遮蔽設計及び建屋の強度設計に影響が

ないように，表面線量当量率及び質量を貯蔵前に管理するものとする。 

再処理設備本体の運転開始に先立ち第１貯蔵系を使用する場合には，

再処理設備本体の運転開始後を対象とした第２低レベル廃棄物貯蔵建屋

に係る遮蔽設計に影響がないように，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係

る施設から発生する低レベル廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処

理しない雑固体を詰めたドラム缶等の表面線量当量率を貯蔵前に管理す

るものとする。 

(ｂ)  第２貯蔵系 

第２低レベル廃棄物貯蔵系の第２貯蔵系は，低レベル固体廃棄物処理

設備の低レベル濃縮廃液処理系から発生する低レベル濃縮廃液の処理

物及び固化体，廃溶媒処理系から発生する廃溶媒の処理物，雑固体廃棄

物処理系から発生する雑固体の処理物等，各種施設から発生する低レベ
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ル固体廃棄物処理設備の雑固体廃棄物処理系で処理しない雑固体を詰め

たドラム缶等並びにＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体を詰めたド

ラム缶等を貯蔵する系であり，第２低レベル廃棄物貯蔵建屋の地下１階，

地下２階及び地下３階に設置する。ただし，よう素フィルタ等は，第２

低レベル廃棄物貯蔵建屋地下２階のフィルタ貯蔵室に貯蔵する。 
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7.4.5.6   評  価 

  (３) 共  用   

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ

燃料加工施設と共用し，ＭＯＸ燃料加工施設から発生した雑固体の性状

に対して再処理施設で発生した雑固体と廃棄物特性が同等のものである

ことを確認して保管し，ＭＯＸ燃料加工施設から発生した雑固体を考慮

しても約６年分の貯蔵容量を有する設計とすることで，共用によって再

処理施設の安全性を損なわない。 
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8. 放射線管理施設

8.1 設計基準対象の施設 

8.1.1 概  要 

放射線管理施設は，放射線業務従事者等の放射線被ばくを管理すると

ともに，周辺環境における線量当量等を監視するためのもので，出入管理

関係設備，試料分析関係設備，放射線監視設備，環境管理設備，個人管理

用設備及びその他の設備で構成する。試料分析関係設備においては，分析

用の標準試料及び放射能測定を行う機器の校正用に少量の核燃料物質を使

用する。 

放射線管理施設の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設，廃棄物管理施設及び

六ヶ所保障措置分析所と共用する。 
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8.1.2 設計方針 

(10) 放射線管理施設のうち他施設と共用する設備は，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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8.1.3 主要設備の仕様 

  放射線管理施設の主要設備の仕様を以下に示す。 

 (１) 出入管理関係設備* １式 

 (２) 試料分析関係設備** １式 

 (３) 放射線監視設備*** １式 

 (４) 環境管理設備**** １式 

 (５) 個人管理用設備***** １式 

放射線管理施設のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

再処理設備本体の運転開始に先立ち使用できる。 

  注) *印の設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

**印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

     ***印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設，廃棄物管理施設及び

六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

     ****印の設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設

と共用する。 

     *****印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用

する。 
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8.1.4.1 出入管理関係設備 

 (１) 出入管理設備 

再処理施設の管理区域への立入りは，原則としてゲート等の出入管

理設備を設けた出入管理室を通る設計とし，ここで放射線業務従事者

等の出入管理及び物品類の搬出入管理を行う。 

ただし，使用済燃料輸送容器，大型機器等の搬出入に際しては，各

施設の機器搬入口で放射線業務従事者等の出入管理及び物品類の搬出

入管理を行うこととし，必要に応じて臨時の出入管理設備を設ける。 

出入管理設備の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

共用する出入管理設備の仕様及び出入管理に係る運用を各施設で同

一とする設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

また，放射線管理に必要な各種サーベイメータを備える。 
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8.1.4.2 試料分析関係設備 

 (３) 環境試料測定設備 

周辺監視区域境界付近及び周辺地域で採取した試料の放射能測定を

行う機器を備える。 

環境試料測定設備の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

共用する環境試料測定設備は，仕様及び運用を各施設で同一とし，

周辺監視区域が同一の区域であることにより，測定結果の共有を図る

設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。 
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8.1.4.3 放射線監視設備 

 (１) 屋内モニタリング設備 

再処理施設内の作業環境の放射線レベル又は放射能レベルを監視す

るため，主要な箇所に屋内モニタリング設備を設ける。 

屋内モニタリング設備には，エリアモニタ，ダストモニタ及び臨界

警報装置がある。エリアモニタ及びダストモニタは，各施設の作業環

境の主要な箇所の線量当量率
（１）（２）

又は空気中の放射性物質の濃度を監視す

るために設ける。また，臨界事故が発生する可能性は極めて低いと考

えられるが，多数の管理方法の組合せで臨界を防止していることによ

り，臨界管理上重要な施設としている溶解施設の溶解槽並びに臨界事

故を想定した場合に，従事者に著しい放射線被ばくをもたらすおそれ

のあるセル及び室周辺にて，臨界の発生を直ちに検知するとともに，

従事者に臨界事故の発生を報知するため，臨界警報装置を設ける
（１）（２）

。 

エリアモニタ及びダストモニタは，中央制御室において表示及び記

録するとともに，放射線レベル又は放射能レベルがあらかじめ設定し

た値を超えたときは，中央制御室及び必要な箇所において警報を発す

る。エリアモニタ及びダストモニタの測定値は，緊急時対策所におい

て指示する。また，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に

おいても必要なモニタリング設備の指示及び記録を行い，放射線レベ

ル又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超えたときは，警報を

発する。 

臨界警報装置は，放射線レベルがあらかじめ設定した値を超えたと

きは，中央制御室及び必要な箇所において警報を発する。また，非常

用所内電源系統に接続できる設計とする。 

屋内モニタリング設備は，監視対象箇所で想定される放射線レベル
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又は放射能レベルを十分測定できるようにするとともに，「発電用軽

水型原子炉施設における事故時の放射線計測に関する審査指針（昭和

56年７月23日原子力安全委員会決定）」を参考にして，事故時には，

建屋立入りのための線量当量率の状況が把握できるようにする。 

屋内モニタリング設備には次のものがあり，監視対象箇所の放射線

状況に応じて適切な設備を選んで設置する。主な監視対象区域を第8.1

－１表(１)～第8.1－１表(３)に示す。 

分析建屋のダストモニタの一部は，六ヶ所保障措置分析所と共用す

る。 

共用する分析建屋のダストモニタの一部は，分析建屋及び六ヶ所保

障措置分析所の空気中の放射性物質の捕集に必要な容量を確保する設

計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計

とする。 

 ａ．エリアモニタ 

ガンマ線エリアモニタ 

中性子線エリアモニタ 

 ｂ．ダストモニタ 

ベータ線ダストモニタ 

アルファ線ダストモニタ 

ｃ．臨界警報装置 

 

 (２) 屋外モニタリング設備 

 ｃ．環境モニタリング設備 

周辺監視区域境界付近に，空間放射線量率の連続監視を行うための

モニタリングポスト及び空間放射線量測定のための積算線量計を設置
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する。 

また，空気中の放射性物質の濃度を監視するため，粒子状放射性物

質を連続的に捕集，測定するダストモニタを設ける。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，その測定値を中央制御室

及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室において指示及び

記録し，空間線量率又は放射能レベルがあらかじめ設定した値を超え

たときは，警報を発する。モニタリングポスト及びダストモニタの測

定値は，緊急時対策所において指示する。また，モニタリングポスト

及びダストモニタから中央制御室及び緊急時対策所への伝送は，有線

及び無線により，多様性を有する設計とする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，電源復旧までの期間の電源

を確保するため，非常用所内電源系統に接続する設計とする。さらに，

モニタリングポスト及びダストモニタは，短時間の停電時に電源を確保

するため，専用の無停電電源装置を有する設計とする。 

また，防火帯の外側に位置する環境モニタリング設備が，外部火災

により機能喪失した場合には，代替設備又は「8.1.4.4 環境管理設

備」に示す放射能観測車により，空間放射線量率及び空気中の放射性物

質の濃度を監視する。 

環境モニタリング設備の測定地点，測定範囲，測定方法及び測定頻度

は，「六ヶ所再処理施設周辺の環境放射線モニタリング計画について」

を参考にして定めるとともに，「発電用軽水型原子炉施設における事故

時の放射線計測に関する審査指針（昭和56年７月23日原子力安全委員会

決定）」を参考として，事故時においても周辺監視区域境界の空間放射

線量率及び空気中の放射性物質の濃度の状況が把握できるものとする。 

モニタリングポスト及びダストモニタは，ＭＯＸ燃料加工施設と共用
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する。また，積算線量計は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と

共用する。 

共用するモニタリングポスト，ダストモニタ及び積算線量計は，仕様

及び運用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であることに

より，監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 
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8.1.4.4 環境管理設備 

  平常時及び事故時に敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質

の濃度を迅速に測定するため，空間放射線量率測定器，中性子線用サーベ

イメータ，ダストサンプラ，よう素サンプラ及び放射能測定器を搭載した

無線通話装置付きの放射能観測車を備える。また，敷地周辺の公衆の線量

評価に資するため，風向，風速，日射量，放射収支量，雨量及び温度を観

測し，記録する気象観測設備を設ける。 

  気象観測設備は，その観測値を中央制御室において指示及び記録すると

ともに，緊急時対策所において指示する。 

  放射能観測車は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。また，気象観測設備

の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

  共用する放射能観測車及び気象観測設備の一部は，仕様及び運用を各施

設で同一とし，周辺監視区域等が同一の区域であることにより，測定結果

の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない設計とする。 

 

225



8.1.4.5 個人管理用設備 

  放射線業務従事者等の線量管理のため，外部被ばくに係る線量当量を測

定する個人線量計と，内部被ばくによる線量を評価するためのホールボデ

ィカウンタを備える。 

  個人線量計及びホールボディカウンタは，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄

物管理施設と共用する。 

  共用する個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運用を各施

設で統一し，必要な個数を確保する設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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8.1.6 評価 

 (10) 廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線管理施設

は，仕様及び運用を各施設で同一とする設計とし，六ヶ所保障措置分

析所と共用する放射線管理施設は，分析建屋及び六ヶ所保障措置分析

所の放射線管理施設の機能に必要な容量を確保する設計とすることで，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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9.2 電気設備 

9.2.1 設計基準対象の施設 

9.2.1.1 概要 

  再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要と

なる電力を当該安全上重要な施設に供給するため，154ｋＶ送電線２回線

で電力系統に連系した設計とする。 

 再処理施設に接続する再処理施設内開閉所の外の電力系統（以下「電

線路」という。）のうち少なくとも２回線は，電力系統と非常用所内電

源系統とを接続する外部電源系統を２つ以上設ける設計とすることによ

り，当該再処理施設において受電可能な設計とし，かつ，それにより当

該再処理施設を電力系統に連系する設計とする。 

 154ｋＶ送電線は，１回線停止時においても再処理施設及び当該送電線

を共用する施設のいずれも運転可能な送電能力を有する設計とする。 

 再処理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社電力系統の154ｋ

Ｖ送電線２回線（約30ｋｍ先の上北変電所から六ヶ所変電所を経由）か

ら受電開閉設備で受電し，受電変圧器を通して6.9ｋＶに降圧した後，再

処理施設へ給電する設計とする。 

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設並びに非常用電源建屋に非常用

ディーゼル発電機を設けるとともに，安全上重要な施設を有する建屋に

非常用蓄電池を設ける設計とする。 

 保安電源設備は，安全機能を有する施設への電力の供給が停止するこ

とがないよう，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，そ

の拡大を防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による

影響を局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。 

 外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において３相のうち
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１相の電路の開放が発生した場合，系統の電圧低下の警報により使用し

ている受電変圧器が自動で切り替わる設計とする。また，受電変圧器が

自動で切り替わらない場合には手動にて受電変圧器の切替えを実施する

設計とする。なお，受電変圧器の切替えが実施できない場合には，手動

にて１相開放故障が発生した受電変圧器を切り離すことにより，ディー

ゼル発電機を起動させ，安全機能を有する施設に電力を供給し，再処理

施設の非常用所内電源系統を安定状態に移行させる設計とする。 

 母線構成は，極力簡単にし，母線の切替操作を容易，かつ，信頼性の

高いものにするとともに，誤操作を防止するための措置を講ずる。非常

用所内電源系統には，必要に応じ環境の条件を模擬した試験により健全

性を確認したものを使用する設計とする。 

 非常用所内電源系統は，再処理施設の運転中又は停止中に定期的に試

験及び検査ができるとともに，その安全機能を健全に維持するための適

切な保守及び修理ができる設計とする。 

 非常用電源設備及びその附属設備は，多重性及び独立性を確保する設

計とする。具体的には，独立した２箇所に非常用電源設備及びその附属

設備を設置し，それぞれ必要な容量を有する非常用ディーゼル発電機に

接続する設計とするとともに，非常用の直流電源設備を独立した２箇所

に設置する設計とする。 

 非常用所内電源系統は，安全上重要な負荷等への電源として，電気的

及び物理的に相互に分離独立した電源を確保し，共通原因により機能を

失うことなく，少なくとも１系統は機能の維持及び人の接近性を確保で

きる設計とする。非常用所内電源系統のみの運転下又は外部電源系統の

みの運転下で，単一故障を仮定しても，安全上重要な施設の安全機能を

失うことのない設計とする。 
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 これらにより，その系統を構成する機器の単一故障が発生した場合に

も，機能が確保できる設計とする。なお，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

には第１非常用ディーゼル発電機及び第１非常用蓄電池を，再処理施設

（使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を除く。）には第２非常用ディ

ーゼル発電機及び第２非常用蓄電池を各々異なる区画に設置する設計と

する。 

 非常用ディーゼル発電機は，７日間の外部電源喪失を仮定しても電力

を供給できるよう，７日間以上連続運転できる燃料貯蔵設備を敷地内に

設け，非常用ディーゼル発電機の燃料油系により，運転時に連続して燃

料を供給できる設計とする。 

 再処理施設の電源構成について，6.9ｋＶ主母線は，常用４母線，運転

予備用４母線及び非常用２母線で構成し，6.9ｋＶ母線は，常用11母線，

運転予備用９母線及び非常用９母線で構成する。また，460Ｖ母線は，常

用27母線，運転予備用23母線及び非常用19母線で構成する。 

 再処理施設内の機器は，安全上重要な負荷等とその他の機器で電源が

必要な機器（以下「一般負荷」という。）に分け，それぞれ非常用母線，

常用母線に接続する設計とする。また，一般負荷のうち運転機能保護の

ために必要な負荷（以下「運転予備負荷」という。）は，運転予備用母

線に接続する設計とする。 

 ディーゼル発電機は，非常用４台及び運転予備用２台で構成する設計

とする。 

直流電源設備は，非常用20系統及び常用31系統で構成する。計測制御用

交流電源設備は，非常用の無停電交流母線16母線及び計測母線10母線並

びに常用の無停電交流母線22母線及び計測母線18母線で構成する設計と

する。 
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電気設備は，上記設備の他に照明及び作業用電源設備，ケーブル及び

電線路で構成する設計とする。 

 東北電力ネットワーク株式会社電力系統の154ｋＶ送電線２回線から受

電開閉設備で受電し，受電変圧器を通して再処理施設に給電を行ってい

るが，当該電気設備のうち，受電開閉設備，ユーティリティ建屋の１号

受電変圧器及び２号受電変圧器，所内高圧系統のうち6.9ｋＶ常用主母線

を廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，給電を行う設計と

する。また，受電開閉設備，第２ユーティリティ建屋の３号受電変圧器

及び４号受電変圧器，所内高圧系統並びに第２運転予備用ディーゼル発

電機をＭＯＸ燃料加工施設と共用し，給電を行う設計とする。なお，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設と共用する放射線監視設備のモニタリングポストは，

第１非常用ディーゼル発電機を非常用電源とする設計とすることから，

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋＶ常用母線，6.9ｋＶ非常

用母線，460Ｖ非常用母線，第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を

供給する重油タンクについても，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 また，再処理施設は廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設との共用

によって安全機能を有する施設への電力の供給が停止することがないよ

う，機器の損壊，故障その他の異常を検知した場合，常用主母線又は運

転予備用主母線の遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を局

所化し，他の安全機能への影響を限定するとともに，受電変圧器につい

ては，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設への給電を考慮しても十

分な容量を有することから，共用によって再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

照明設備は通常時に使用する照明の他に，安全避難通路にその位置を明

確かつ恒久的に表示することにより容易に識別でき，照明用の電源が喪失
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した場合においても機能を損なわない避難用照明と設計基準事故が発生し

た場合において，昼夜及び場所を問わず事故対策のための作業が生じた場

合に作業が可能となるよう，避難用の照明とは別に作業用照明を設ける設

計とする。また，現場作業の緊急性との関連において，仮設照明の準備に

時間的猶予がある場合には，可搬型照明を活用する設計とする。 
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9.2.1.2 設計方針 

(16) 電気設備のうち第１非常用ディーゼル発電機，その燃料を供給する

燃料貯蔵設備及び運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備を除く，

他施設と共用する設備は，共用する施設において，機器の破損，故障

その他の異常を検知した場合には，6.9ｋＶ常用主母線又は 6.9ｋＶ運

転予備用主母線の遮断器が開放する設計とすることで，再処理施設に

波及的影響を与えることを防止する設計とするとともに，受電変圧器

については，これらの施設への給電を考慮しても十分な容量を有する

設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設

計とする。 

(17) 電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機及び

その燃料を供給する燃料貯蔵設備は，共用によって再処理施設の安全

性を損なわない設計とする。 

(18) 電気設備のうち他施設と共用する運転予備用ディーゼル発電機の燃

料貯蔵設備は，共用する施設において，故障その他の異常が発生した

場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を局

所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止す

る設計とするとともに，他施設における使用を想定しても，再処理施

設に十分な燃料を供給できる容量を確保する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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9.2.1.4.1 受電開閉設備 

  受電開閉設備は，第9.2－１図に示すように，154ｋＶ送電線と受電

変圧器を接続する遮断器，断路器，母線及びケーブル等で構成する設

計とする。受電開閉設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

と共用する。 

受電開閉設備の碍子部分の絶縁性を維持するために洗浄が行える設

計とする。 
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9.2.1.4.2 変圧器 

  再処理施設では，次のような変圧器を使用する設計とする。 

  受電変圧器 …… 受電電圧（154ｋＶ）を高圧母線電圧（6.9ｋＶ）に

降圧する。 

  動力用変圧器 … 高圧母線電圧（6.9ｋＶ）を低圧母線電圧（460Ｖ）

に降圧する。 

  建屋内に設置する動力用変圧器は，火災・防爆対策のため，乾式を使用

する設計とする。 

  受電変圧器は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

外部電源に直接接続している受電変圧器一次側において３相のうちの

１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設への電力の供給が

不安定になったことを検知し，自動（地絡や過電流による保護継電器の動

作により）若しくは手動操作で故障箇所の隔離又は非常用母線の接続変更

その他の異常の拡大を防止する対策（手動操作による対策を含む。）を行

うことによって，安全機能を有する施設への電力の供給が停止することの

ないように，電力供給の安定性を回復できる設計とする。 

235



 

9.2.1.4.3 所内高圧系統 

  所内高圧系統は，受電変圧器，第１非常用ディーゼル発電機（使用済

燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用），第２非常用ディーゼル発電機（再

処理施設用。ただし，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設を除く。），

運転予備用ディーゼル発電機及び第２運転予備用ディーゼル発電機から

再処理施設へ給電するための高圧主系統並びに高圧系統で構成する。 

また，受電変圧器から廃棄物管理施設，受電変圧器及び第２運転予備

用ディーゼル発電機からＭＯＸ燃料加工施設へも給電する設計とする。 

 

 (１) 高圧主系統（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

   高圧主系統は，6.9ｋＶで第9.2－１図に示すように常用４母線，

運転予備用４母線及び非常用２母線の高圧主母線で構成する。 

ユーティリティ建屋の6.9ｋＶ常用主母線は，ＭＯＸ燃料加工施設

と供用する放射線監視設備のモニタリングポストへも給電する設計と

する。 

   6.9ｋＶ常用主母線 ……… 受電変圧器から受電する母線（第２

ユーティリティ建屋においてはＭＯ

Ｘ燃料加工施設，緊急時対策建屋等

を踏まえた構成とする。） 

   6.9ｋＶ運転予備用主母線… 受電変圧器，運転予備用ディーゼル

発電機又は第２運転予備用ディーゼ

ル発電機から受電する母線（第２ユ

ーティリティ建屋においてはＭＯＸ

燃料加工施設，緊急時対策建屋等を

踏まえた構成とする。） 
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   6.9ｋＶ非常用主母線 …… 受電変圧器，第２非常用ディーゼル

発電機又は6.9ｋＶ運転予備用主母

線から受電する母線 

   これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構

成し，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡

大を防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による

影響を局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。 

6.9ｋＶ常用主母線は，受電変圧器から受電し，6.9ｋＶ常用母線に

給電し，一般負荷に給電する設計とする。 

6.9ｋＶ運転予備用主母線は，外部電源が健全時には，受電変圧器

から，また，外部電源が喪失した場合には，運転予備用ディーゼル発

電機又は第２運転予備用ディーゼル発電機から受電し，6.9ｋＶ運転

予備用母線に給電し，運転予備負荷に給電する設計とする。さらに，

6.9ｋＶ非常用主母線にも給電することができ，通常時は，遮断器を

開放している。 

6.9ｋＶ非常用主母線は，6.9ｋＶ非常用母線に接続し，安全上重要

な負荷等に給電する。また，6.9ｋＶ非常用主母線は，外部電源が喪

失した場合には，第２非常用ディーゼル発電機から受電し，安全上重

要な負荷等に給電する設計とする。 

 (２) 高圧系統（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

   高圧系統は，6.9ｋＶで第9.2－２図(１)～第9.2－２図(５)に示すよう

に常用11母線，運転予備用９母線及び非常用９母線の高圧母線で構

成する。 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の6.9ｋＶ常用母線及び6.9ｋ

Ｖ非常用母線は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線監視設備のモ
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ニタリングポストへも給電する設計とする。 

 

6.9ｋＶ常用母線 ……… 6.9ｋＶ常用主母線から受電する母線 

6.9ｋＶ運転予備用母線… 6.9ｋＶ運転予備用主母線から受電する 

母線 

6.9ｋＶ非常用母線 …… 6.9ｋＶ非常用主母線から受電する母線 

ただし，使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設においては外部電源の健全時

は6.9ｋＶ常用母線から受電し，6.9ｋ

Ｖ常用母線の停電時には第１非常用デ

ィーゼル発電機から受電する母線 

これらの母線は，母線ごとに一連のメタルクラッド開閉装置で構成

し，機器の損壊，故障その他の異常を検知するとともに，その拡大を

防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障による影響を

局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。 
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9.2.1.4.4 所内低圧系統 

  所内低圧系統は，460Ｖで第9.2－１図及び第9.2－２図 (１ )～第9.2

－２図 (５ )に示すように常用27母線，運転予備用23母線及び非常用19

母線の低圧母線で構成する。使用済燃料受入れ施設及び貯蔵施設の4

60Ｖ非常用母線は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線監視設備

のモニタリングポストへも給電する設計とする。 

  460Ｖ常用母線  ……… 6.9ｋＶ常用母線から動力用変圧器を通し

て受電する母線 

ただし，受変電設備（受電開閉設備，受電

変圧器，6.9ｋＶ常用主母線，6.9ｋＶ運転

予備用主母線，6.9ｋＶ常用母線及び6.9ｋ

Ｖ運転予備用母線の総称をいう。）におい

ては6.9ｋＶ常用主母線から動力用変圧器

を通して受電する母線  

  460Ｖ運転予備用母線 … 6.9ｋＶ運転予備用母線から動力用変圧器を

通して受電する母線 

ただし，受変電設備においては6.9ｋＶ運転

予備用主母線から動力用変圧器を通して受電

する母線 

  460Ｖ非常用母線  …… 6.9ｋＶ非常用母線から動力用変圧器を通し

て受電する母線 

ただし，第２非常用ディーゼル発電機におい

ては6.9ｋＶ非常用主母線から動力用変圧器

を通して受電する母線 

  これらの母線は，一連のキュービクル（パワーセンタ，モータコントロ

ールセンタ）で構成し，機器の損壊，故障その他の異常を検知するととも

に，その拡大を防止できるよう，遮断器により故障箇所を隔離し，故障に
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よる影響を局所化し，他の安全機能への影響を限定できる構成とする。 
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9.2.1.4.5 ディーゼル発電機 

  ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，安全上重要な負荷等

に給電するための非常用所内電源設備として，第１非常用ディーゼル発電

機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台，また，外部電源が喪失した

場合に運転予備負荷に給電するための非常時の電源として，運転予備用デ

ィーゼル発電機１台及び第２運転予備用ディーゼル発電機１台で構成する

設計とする。 

第１非常用ディーゼル発電機は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する

放射線監視設備のモニタリングポストへも給電する設計とする。 

第２運転予備用ディーゼル発電機は，ＭＯＸ燃料加工施設の運転予備

負荷へも給電する設計とする。第１非常用ディーゼル発電機及び第２非

常用ディーゼル発電機の負荷容量曲線を第9.2－５図及び第9.2－６図に

示す。 

 (１) 第１非常用ディーゼル発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の第１非常用ディーゼル発電

機は，多重性及び独立性を確保する設計とする。具体的には，独立し

た２箇所に，それぞれ必要な容量を有する非常用ディーゼル発電機を

設置する設計とする。また，外部電源が７日間以上喪失した場合にお

いても電力を供給できるよう，７日間以上連続運転できる燃料貯蔵設

備を設け，非常用ディーゼル発電機の燃料油系により，運転時に連続

して燃料を供給できる設計とする。 

6.9ｋＶ非常用母線が停電すると，第１非常用ディーゼル発電機が起

動し，6.9ｋＶ非常用母線に接続している負荷は，動力用変圧器及び46

0Ｖ非常用母線に接続しているモータコントロールセンタを除いてすべ

て遮断する設計とする。その後，第１非常用ディーゼル発電機は，電
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圧及び周波数が定格値になると，6.9ｋＶ非常用母線に自動で接続され，

安全上重要な負荷が自動で順次投入する設計とする。 

また，外部電源に直接接続している受電変圧器の一次側において３

相のうちの１相の電路の開放が生じた場合，安全機能を有する施設へ

の電力の供給が不安定になったことを検知し，自動（地絡や過電流に

よる保護継電器の動作により）若しくは手動操作で故障箇所の隔離又

は非常用母線の接続変更その他の異常の拡大を防止する対策（手動操

作による対策を含む。）を行うことによって，安全機能を有する施設

への電力の供給が停止することのないように，電力供給の安定性を回

復できる設計とする。 

また，第１非常用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他

再処理設備の附属施設の安全冷却水系で行う設計とする。 

第１非常用ディーゼル発電機のそれぞれに接続する主要な負荷は，

以下の設備に属するものである。 

   ・補給水設備 

   ・プール水浄化・冷却設備 

   ・冷却水設備 

   ・制御室換気設備 

   ・放射線監視設備 

   ・蓄電池充電器 

   ・非常灯 

   ＭＯＸ燃料加工施設と共用する放射線監視設備のモニタリングポスト

は，第１非常用ディーゼル発電機を非常用電源とする設計とすること

から，第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する燃料貯蔵

設備についても，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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 (４) 第２運転予備用ディーゼル発電機（ＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

   第２運転予備用ディーゼル発電機は，外部電源が喪失した場合に，運

転予備用母線に接続する負荷の電源を確保する設備として１台設置す

る。 

また，燃料貯蔵設備を設け，第２運転予備用ディーゼル発電機の燃

料油系により，運転時に連続して燃料を供給できる設計とする。 

第２運転予備用ディーゼル発電機で発生する熱の除去は，その他再処

理設備の附属施設の一般冷却水系で行う設計とする。 

第２運転予備用ディーゼル発電機は，6.9ｋＶ運転予備用主母線を介

し，ＭＯＸ燃料加工施設にも給電する設計とする。 
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9.2.1.7 評価 

(17) 電気設備のうち第１非常用ディーゼル発電機，その燃料を供給する

燃料貯蔵設備及び運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備を除く，

他施設と共用する設備は，共用する施設において，機器の破損，故障

その他の異常を検知した場合には，6.9ｋＶ常用主母線又は6.9ｋＶ運

転予備用主母線の遮断器を開放することで，再処理施設に波及的影響

を与えることを防止する設計とするとともに，受電変圧器については，

これらの施設への給電を考慮しても十分な容量を有する設計とするこ

とで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

(18) 電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機及び

その燃料を供給する燃料貯蔵設備は，給電先が共用するモニタリング

ポストであり，必要となる電力及び燃料が増加するものではないこと

から，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

(19) 電気設備のうち他施設と共用する運転予備用ディーゼル発電機の燃

料貯蔵設備は，共用する施設において，故障その他の異常が発生した

場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を局

所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止す

る設計とするとともに，他施設における使用を想定しても，再処理施

設に十分な燃料を供給できる容量を確保する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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第 9.2－１表 受電開閉設備の主要設備の仕様

(1) 154ｋＶ母線 ＊（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）

定 格 電 圧

定 格 電 流

168ｋＶ 

800Ａ

(2) 遮断器（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）

項 目 
受電変圧器用 

遮断器 ＊ 

154ｋＶ受電用  

遮断器 ＊ 

154ｋＶ母線 

連絡用遮断器 ＊ 

定 格 電 圧 

定 格 電 流 

台 数 

168ｋＶ 

800Ａ 

２ 

168ｋＶ 

800Ａ 

２ 

168ｋＶ 

800Ａ 

１ 

項 目 
受電変圧器用 

遮断器 ＊＊ 

154ｋＶ母線 

連絡用遮断器 ＊＊ 

定 格 電 圧 

定 格 電 流 

台 数 

168ｋＶ 

800Ａ 

２ 

168ｋＶ 

800Ａ 

３ 

注１）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備である。

注２）＊印の設備は，廃棄物管理施設と共用する。

注３）＊印及び＊＊印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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（１） 受電変圧器（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

容   量 

電   圧 

相   数 

周 波 数 

台   数 

約 90,000ｋＶＡ／台 

154ｋＶ／6.9ｋＶ 

３ 

50 Ｈｚ 

２＊ 

約 36,000ｋＶＡ／台 

154ｋＶ／6.9ｋＶ 

３ 

50 Ｈｚ 

２＊＊ 

 
注１）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備である。 
注２）＊印の設備は，廃棄物管理施設と共用する。 

注３）＊印及び＊＊印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

 

第 9.2－２表 受電変圧器の主要設備の仕様 
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／
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Ｈ
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Ｈ
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注
１
）
＊

印
の

設
備

は
，

使
用

済
燃
料
の

受
入

れ
及
び
貯

蔵
に
必

要
な

設
備
で
あ

る
。

 
注
２
）

＊
印

及
び

＊
＊

印
の

設
備

は
，
Ｍ

Ｏ
Ｘ

燃
料
加
工

施
設
と

共
用

す
る
。

 

第
9
.
2
－

４
表

 
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発

電
機
の

主
要

設
備

の
仕

様
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項 目
第１非常用ディーゼル 

発 電 機 ＊ 

第２非常用ディーゼル 

発 電 機 

対 象 機 器

容 量

流体の種類

個 数

耐震クラス

重油タンク 

130ｍ3／基 

Ａ重油 

４基 

Ｓクラス 

燃料油貯蔵タンク 

165ｍ3／基 

Ａ重油 

４基 

Ｓクラス 

注１）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備である。

注２）＊印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。

第 9.2－８表 非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の主要設備の仕様 
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項   目 運転予備用ディーゼル発電機及び 

第２運転予備用ディーゼル発電機 ＊ 

対 象 機 器 

容   量 

流体の種類 

個   数 

耐震クラス 

重油タンク ＊＊ 

50ｍ3／基 

Ａ重油 

４基 

Ｃクラス 

 
注１） ＊印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

注２） ＊＊印の設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
 

第 9.2－９表 運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備 
の主要設備の仕様 
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6
.
9
ｋ

Ｖ
運
転

予
備
用

主
母
線

6
.
9
ｋ
Ｖ

運
転

予
備
用

主
母
線

第
9
.2
－
１

図
受
変

電
設
備
及

び
デ
ィ
ー

ゼ
ル
発
電

設
備
単
線

結
線
図

そ の 他 の 設 備 （ ユ ー テ ィ リ テ ィ 建 屋 ）

そ の 他 の 設 備 （ ユ ー テ ィ リ テ ィ 建 屋 ）

上
北

（
変

）

六
ヶ

所
（

変
）

1
5
4
ｋ

Ｖ
母

線

東
北

電
力

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

㈱
電

力
系

統

D
/
G

制 御 建 屋

制 御 建 屋

制 御 建 屋

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋

低 レ ベ ル 廃 棄 物 処 理 建 屋

運 転 予 備 用 母 線

4
6
0
Ｖ

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋

非 常 用 母 線

4
6
0
Ⅴ

第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

制 御 建 屋

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋

非 常 用 母 線

4
6
0
Ⅴ

第 ２ 非 常 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

運 転 予 備 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

至
青

森
（

変
）

至
岩

手
（

変
）

2
7
5
ｋ

Ｖ
送

電
線

1
5
4
ｋ

Ｖ
送

電
線

変
電

所

（
凡

例
）

（
変

）
（

凡
例

）

遮
断

器

断
路

器

進
相

コ
ン

デ
ン

サ

動
力

用
変

圧
器

本
範

囲
の

設
備

は
，
使

用
済
燃
料
の
受
入
れ
及
び

貯
蔵

に
係

る
設

備
で
あ

る
。

１
号

受
電

変
圧

器

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

主
母

線
6
.
9
ｋ

Ｖ
運

転
予

備
用

主
母

線

非
常

用
所

内
電

源
系

統
非

常
用

所
内

電
源

系
統

３
号

受
電

変
圧

器

制 御 建 屋

制 御 建 屋

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 管 理 建 屋

6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
主

母
線

廃 棄 物 管 理 施 設

ウ ラ ン ・ プ ル ト ニ ウ ム 混 合 脱 硝 建 屋

低 レ ベ ル 廃 棄 物 処 理 建 屋

使 用 済 燃 料 受 入 れ ・ 貯 蔵 管 理 建 屋

高 レ ベ ル 廃 液 ガ ラ ス 固 化 建 屋

常 用 母 線

4
6
0
Ｖ

6
.
9
ｋ
Ｖ
常
用
主
母
線

廃 棄 物 管 理 施 設

6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
主

母
線

第 ２ 運 転 予 備 用 デ ィ ー ゼ ル 発 電 機

４
号

受
電

変
圧

器

受
電

開
閉

設
備

運 転 予 備 用 母 線

4
6
0
Ｖ

常 用 母 線

4
6
0
Ⅴ

そ の 他 の 設 備 （ 事 務 建 屋 ）

そ の 他 の 設 備 （ 事 務 建 屋 ）

２
号

受
電

変
圧

器

D
/
G

6
.
9
ｋ

Ｖ
常

用
主

母
線

6
.
9
ｋ
Ｖ

運
転
予
備
用

主
母
線

1
5
4
ｋ

Ｖ
母

線

運 転 予 備 用 母 線

4
6
0
Ｖ

第 ２ ユ ー テ ィ リ テ ィ 建 屋

ユ ー テ ィ リ テ ィ 建 屋

6
.
9
ｋ

Ｖ
非

常
用

主
母

線

D
/
G

D
/
G

ハ ル ・ エ ン ド ピ ー ス 貯 蔵 建 屋

ハ ル ・ エ ン ド ピ ー ス 貯 蔵 建 屋

共 通 電 源 車 接 続 口

共 通 電 源 車 接 続 口

共
通

電
源

車
接

続
口

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設

Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設

緊 急 時 対 策 建 屋

緊 急 時 対 策 建 屋

共 通 電 源 車 接 続 口
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9.3 圧縮空気設備 

9.3.1 設計基準対象の施設 

9.3.1.1 概要 

  圧縮空気設備は，一般圧縮空気系及び安全圧縮空気系で構成し，再処理

施設内の各施設に圧縮空気を供給する設備である。 

  一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用する。 

  圧縮空気設備系統概要図を第9.3－１図に示す。 

  安全圧縮空気系系統概要図を第9.3－２図に示す。 
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9.3.1.2 設計方針 

(６) 一般圧縮空気系の一部は，廃棄物管理施設と共用し，廃棄物管理施設

における使用を想定しても，再処理施設に十分な圧縮空気を供給でき

る容量を確保し，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止す

ることにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の

異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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9.3.1.4 主要設備 

(１) 一般圧縮空気系

一般圧縮空気系は，空気圧縮機等で構成し，各施設に圧縮空気を供給

する。 

一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設と共用する。 

なお，一般圧縮空気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設

備は，予備的措置を施すことにより，再処理設備本体の運転開始に先

立ち使用できる設計とする。 
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9.3.1.6 評  価 

 (６) 一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，再

処理施設に十分な圧縮空気を供給できる容量を確保でき，故障その他

の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異

常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波

及的影響を防止する設計とすることで，共用によって再処理施設の安

全性を損なわない。 
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第9.3－１表 圧縮空気設備の主要設備の仕様 

 

(１) 一般圧縮空気系（廃棄物管理施設と一部共用） 

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

台   数 
 

 容 量 (ｍ3) 
 

 基   数 
 

約   1 
 

 １＊ 

 
 約   4 

 
 １＊ 

 

約  14 
 

 ２＊ 

 (うち１台は予備) 
 約  12 

 
 １＊ 

 

約 100 
 

 １  

 
 約 100  １  

約 130 
 

 ３  

 

 注）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 

 

(２) 安全圧縮空気系 

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

 容量 ｍ3/min[normal] 
(１台当たり) 

 台   数 
 

 容量 (ｍ3) 
 

 基数 
 

備  考 
 

約  24 
３ 

 (うち１台は予備) 

 約 35  １  水素掃気用 

 約 50  １  計測制御用 

 約 15  １  かくはん用 
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 (関連ページ 6－ 9－ 3― 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一般圧縮空気系） 

 
使用済燃料の受入れ施設 

 及び貯蔵施設  

 

再 処 理 設 備 本 体 空 気 圧 縮 機 

その他再処理設備の附属施設 

放射性廃棄物の廃棄施設 

計 測 制 御 系 統 施 設 

製 品 貯 蔵 施 設 空 気 圧 縮 機 

本範囲の一部の設備は，使用済燃料 
の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 

第9.3－1図 圧縮空気設備系統概要図 
 

（安全圧縮空気系） 

廃棄物管理施設 
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9.4  給水処理設備 

9.4.1 設計基準対象の施設 

9.4.1.1 概要 

  給水処理設備は，再処理施設の運転に必要なろ過水及び純水を確保及び

供給する設備である。 

  給水処理設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 

  給水処理設備概要図を第9.4－１図(１)及び(２)に示す。 
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9.4.1.2 設計方針 

 (３) 給水処理設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設にろ過水

を供給できる系統構成とし，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設

における使用を想定しても，再処理施設に十分なろ過水を供給できる

容量を確保し，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止する

ことにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異

常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全機能を損なわない設計とする。 
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9.4.1.4 主要設備 

  給水処理設備は，ろ過水貯槽，純水装置，純水貯槽等で構成する。 

  これらの設備は，再処理設備本体の運転開始に先立ち使用する設計とす

る。 

  また，給水処理設備の屋外機器は，必要に応じ保温材の設置等で，凍結

を防止する設計とする。 

  ろ過水貯槽は，二又川河川水を除濁ろ過したろ過水を受け入れ，貯留す

る。また，ろ過水貯槽のろ過水は，純水装置へ移送するとともに，各使用

先に供給する。 

  ろ過水貯槽は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

  純水装置は，ろ過水貯槽からろ過水を受け入れ，ろ過水を純水にする。 

  純水貯槽は，純水を純水装置から受け入れ，貯留する。また，純水貯槽

の純水は，各使用先に供給する。 
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9.4.1.5 評価 

(３) 廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設にろ過水を供給する給水処

理設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における使用を想

定しても，再処理施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保でき，

故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障

その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施

設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全機能を損なわない。 
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第9.4－１表 給水処理設備の主要設備の仕様 

 

 (１) ろ過水貯槽＊ （廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

    基  数   １ 

    容  量   約2,500m３  

 

 (２) 純水装置＊  

    基  数   ２ 

    容  量   約30m３／ｈ（１基当たり） 

 

 (３) 純水貯槽＊  

    基  数   ２ 

    容  量   約1,000m３ ／基 

 

 注) ＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 
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本範囲の設備は，使用済燃料の受入れ及び 
貯蔵に係る設備である。 

ろ 過 水 貯 槽 * 

放射線測定機器 
校正建屋 

ボイラ建屋 

分析建屋 

低レベル廃棄物処理建屋 

非常用電源建屋 

* ユーティリティ建屋南西の屋外に設置 

貯水槽から 

出入管理建屋 

ユーティリティ建屋 

運転予備用電源建屋 

開閉所 

制御建屋 

使用済燃料受入れ・ 
貯蔵管理建屋 

ＭＯＸ燃料加工施設 

廃棄物管理施設 

第 9.4－1図(１) 給水処理設備概要図    第 9.4－１図(２) 給水処理設備系統概要図  
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9.5 冷却水設備 

9.5.1 設計基準対象の施設 

9.5.1.1 概  要 

  冷却水設備は，一般冷却水系及び安全冷却水系で構成し，再処理施設内

の各施設で発生する熱を除去する設備である。 

  安全冷却水系の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

  冷却水設備系統概要図を第9.5－１図に示す。 

  一般冷却水系系統概要図を第9.5－２図(１)から第9.5－２図(５)に示す。 

  安全冷却水系系統概要図を第9.5－３図から第9.5－５図に示す。 
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9.5.1.2 設計方針 

(８) 他施設と共用する安全冷却水系の一部は，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない設計とする。 
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9.5.1.4 主要設備 

 (２) 安全冷却水系 

 ａ．使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，冷却塔に

より冷却水を除熱し，冷却水循環ポンプによって，使用済燃料の貯蔵施

設のプール水冷却系の熱交換器及びその他再処理設備の附属施設の第

１非常用ディーゼル発電機等に冷却水を供給し，発生する熱を除去する。

 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，独立した

２系列の冷却塔，冷却水循環ポンプ等により構成し，１系列の運転でも

必要とする熱除去ができる容量を有する設計とする。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設備である第

１非常用ディーゼル発電機の熱を除去するため，ＭＯＸ燃料加工施設と

共用する。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，再処理設

備本体の運転開始に先立ち使用できる設計とする。 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎

機器配置図を第9.5－６図に示す。 
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9.5.1.6 評  価 

(８) 安全冷却水系のうち，他施設と共用する使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設用の安全冷却水系は，冷却水の供給先が共用するモニタリン

グポストの非常用電源設備である第１非常用ディーゼル発電機であり，

必要となる冷却水が増加するものでないことから，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない。 
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9.6 蒸気供給設備 

9.6.1 概  要 

  蒸気供給設備は，一般蒸気系及び安全蒸気系で構成し，再処理施設内の

各施設で使用する蒸気を供給する設備である。 

  一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用し，一般蒸気系の一部はＭＯＸ燃

料加工施設と共用する。 

  蒸気供給設備系統概要図を第9.6－１図に示す。 

  一般蒸気系系統概要図を第9.6－２図に示す。 

  安全蒸気系系統概要図を第9.6－３図に示す。 
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9.6.2 設計方針 

 (７) 一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用し，廃棄物管理施設における使

用を想定しても，再処理施設に十分な蒸気を供給できる容量を確保し，

故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障

その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施

設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない設計とする。 

 (８) 一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における

使用を想定しても，再処理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保

する設計とし，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止する

ことにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異

常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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9.6.4 主要設備 

 (１) 一般蒸気系 

   一般蒸気系は，ボイラ，燃料貯蔵設備等で構成し，各施設に蒸気及び

蒸気から製造する温水を供給する。 

   復水が汚染するおそれのある設備に，ボイラから蒸気を供給する場合

には，熱交換器を介する設計とする。 

   一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用する。また，一般蒸気系のうち，

燃料貯蔵設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する 

   なお，一般蒸気系のうち使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備は，

予備的措置を施すことにより，再処理設備本体の運転開始に先立ち使

用できる設計とする。 
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9.6.6 評  価 

 (７) 一般蒸気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，再処理施

設に十分な蒸気を供給できる容量を確保でき，故障その他の異常が発

生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影

響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を

防止する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損な

わない。 

 (８) 一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加

工施設と共用し，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における使

用を想定しても，再処理施設に十分な燃料を供給できる容量を確保す

る設計とし，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止するこ

とにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常

が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用

によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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第9.6－１表 蒸気供給設備の主要設備の仕様 

ボイラ(一般蒸気系) ボイラ(安全蒸気系)＊＊ 

容   量 基   数 容   量 基   数 

約10ｔ/ｈ 
(１基当たり) 

 ２＊ 

 
約１ｔ/ｈ 
(１基当たり) 

２ 
 

約50ｔ/ｈ 
(１基当たり) 

３ 
 

  注）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 

    ＊＊印の設備は，一般蒸気系が使用できない場合に使用する。 

    一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用する。 
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第 9.6－２図 一般蒸気系系統概要図    

* ボイラ建屋内に設置 
** 第 １ ガラス固化体貯蔵建屋北西の冷却水設備 

貯蔵に係る設備である。 
本範囲の一部の設備は，使用済燃料の受入れ及び 

ボ イ ラ * 
使用済燃料受入れ 
・貯蔵管理建屋 

精製建屋 

低レベル廃液処理建屋 

ウラン・プルトニウム 
混合脱硝建屋 

高レベル廃液 
ガラス固化建屋 前処理建屋 

放射線測定機器 
校正建屋 

ウラン脱硝建屋 

ウラン・プルトニウム 
混合酸化物貯蔵建屋 

第２低レベル 
廃棄物貯蔵建屋 

チャンネルボックス・ 
バーナプルポイズン 

処理建屋 

ハル・エンド ピース 
貯蔵建屋 

分析建屋 

低レベル廃棄物処理建屋 

第１ガラス固化体 
貯蔵建屋 

使用済燃料輸送容器 
管理建屋 

分離建屋 

ユーティリティ建屋 

冷却水設備 ** 

出入管理建屋 

蒸気 

廃棄物管理施設 

ＭＯＸ燃料加工施設 

燃料貯蔵設備 

燃料 
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9.10.1.2 設計方針 

 (４) 消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給する消火水供給設備は，

廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，消火栓設備の一部

及び防火水槽の一部は，廃棄物管理施設と共用する。 

   廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備並

びに廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物管

理施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合においても再

処理施設で必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設備において

は，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより

故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生し

た施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

   また，ＭＯＸ燃料加工施設にて設置するＭＯＸ燃料加工施設とウラ

ン・プルトニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区

域設定のため，火災影響軽減設備とする設計とし，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。 

   火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における火災の発生を想

定しても，影響を軽減できるよう十分な耐火能力を有する設計とする

ことで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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9.10.1.4 主要設備 

 (３) 消火設備 

消火設備は，消火水供給設備，消火栓設備，固定式消火設備及び消火

器で構成する。消火設備の消火栓設備は，再処理施設の安重機能を有す

る機器等を設置する火災区域又は火災区画並びに放射性物質貯蔵等の

機器等を設置する火災区域の火災を早期に消火するために，消火が必

要となるすべての火災区域又は火災区画の消火活動に対処できるよう

に設置する設計とする。 

また，その他の消火設備は，火災発生時の煙の充満又は放射線の影

響による消火活動が困難な火災区域又は火災区画であるかを考慮し，

以下のとおり設置する。 

上記以外の火災区域又は火災区画については，消防法又は建築基準

法に基づく消火設備で消火する設計とする。 

消火設備の一部は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 

 

 (４) 火災影響軽減設備 

ａ．火災区域の分離を実施する設備 

 (ｂ) 火災耐久試験により３時間以上の耐火能力を有することを確認した

耐火壁 

   ＭＯＸ燃料加工施設にて設置するＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区域設定の

ため，火災影響軽減設備とする設計とし，ＭＯＸ燃料加工施設と共用

する。 
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9.10.1.6 評  価 

 (６) 廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備

並びに廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物

管理施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合においても

再処理施設で必要な容量を確保する設計とし，消火水供給設備におい

ては，故障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することによ

り故障その他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生

した施設からの波及的影響を防止する設計とすることで，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない。 

   また，共用する火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における

火災の発生を想定しても，影響を軽減できるよう十分な耐火能力を有

する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわな

い。 
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第9.10－２表 消火設備の主要設備の仕様 

(１) 消火水供給設備＊＊

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。） 

消火用水貯槽 ろ過水貯槽 

基数 １ １ 

容量 約900ｍ３ 約 2,500ｍ３ 

圧力調整用消火ポンプ 電動機駆動消火ポンプ ディーゼル駆動消火ポンプ 

台数 ２ １ １ 

容量 
約６ｍ３／ｈ 

(１台当たり) 
約 450ｍ３／ｈ 約 450ｍ３／ｈ 

(２) 緊急時対策建屋の消火水供給設備

消火水槽 消火ポンプ

基数 １ 台数 ２

容量 約 42.6ｍ３ 容量 約 360Ｌ／分 

(３) 消火栓設備＊ １式

・屋内消火栓設備

・屋外消火栓設備（廃棄物管理施設と一部共用する。）

(４) 固定式消火設備＊ １式 

種  類 
主要な 

消火剤 

消火 

方式 
設置箇所 

スプリンクラー

設備
水 － ・ボイラ建屋

水噴霧消火設備 水 － 

・分離建屋

・精製建屋

・ボイラ建屋

泡消火設備 泡消火薬剤 － 
・ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所

・試薬建屋
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種  類 
主要な 

消火剤 

消火 

方式 
設置箇所 

不活性ガス消火

設備 

二酸化炭素 

窒素 

全域放 

出方式 

・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

・分離建屋 

・精製建屋 

・ウラン・プルトニウム混合脱

硝建屋 

・低レベル廃棄物処理建屋 

・非常用電源建屋 

・火災発生時の煙の充満等によ

り消火活動が困難な火災区域

又は火災区画 

ハロゲン化物 

消火設備 

HFC-227ea 

ハロン1301 

FK-5-1-12 

全域放 

出方式 

・低レベル廃棄物処理建屋 

・火災発生時の煙の充満等によ

り消火活動が困難な火災区域

又は火災区画 
局所放 

出方式 

粉末消火設備 第三種粉末 
全域放 

出方式 
・低レベル廃棄物処理建屋 

 

(５) 消火器＊   １式 

   ・粉末消火器 

   ・二酸化炭素消火器 

   ・強化液消火器 

 

(６) 防火水槽＊           １式（廃棄物管理施設と一部共用する。） 

 

 注) ＊印の設備のうち一部は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 

   ＊＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 
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9.16 緊急時対策所 

9.16.1 設計基準対象の施設 

9.16.1.1 概要 

  設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の情報の把握等，適切

な措置をとるため，制御室以外の場所に緊急時対策所を設ける。緊急時

対策所は，異常等に対処するために必要な指示を行うための要員等を

収容でき，必要な期間にわたり安全にとどまることができることを確認

するため，可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素

酸化物濃度計を配備する。 

  緊急時対策所は，制御室の運転員を介さず設計基準事故に対処する

ために必要な再処理施設の情報を収集する設備として，データ収集装置

及びデータ表示装置を設置する。 

緊急時対策所は，再処理施設内外の必要な場所との通信連絡を行う

ため，統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワ

ークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，デ

ータ伝送設備，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシ

ミリ，ページング装置及び専用回線電話を設置又は配備する。

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処理

施設の安全性が損なわれないよう，十分な収容人数等を確保した設計と

する。 
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9.16.1.2 設計方針 

 (５) 緊急時対策所は，制御室以外の場所に設け，設計基準事故が発生し

た場合においても，対策活動ができる設計とする。 

   緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，共用によって再処

理施設の安全性が損なわれないよう，十分な収容人数等を確保した設

計とする。 
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9.16.1.4 主要設備 

 (１) 緊急時対策所 

 設計基準事故が発生した場合に必要な指示を行うための要員が，必

要な期間にわたり安全に滞在できるよう，緊急時対策所を設置する。

 緊急時対策所は，遮蔽及び換気設備を設ける。 

 緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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9.17 通信連絡設備 

9.17.1 設計基準対象の施設 

9.17.1.1 概  要 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内の従事者等に必

要な操作，作業又は退避の指示等の連絡ができるよう，警報装置及び通信

方式の多様性を確保した通信連絡設備を設置する。 

また，再処理事業所外の通信連絡をする必要がある場所と通信連絡がで

きるよう，通信方式の多様性を確保した専用通信回線に接続する。 

通信連絡設備の一部は，再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管

理施設と共用する。 
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9.17.1.2 設計方針 

 (８) 通信連絡設備のうち廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用す

る所内通信連絡設備及び所外通信連絡設備は，同一の端末を使用する設

計又は十分な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない設計とする。 
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9.17.1.4 主要設備 

 (１) 警報装置及び所内通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内の各所の者へ

の必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行う

ことができる装置及び音声等により行うことができる設備として，ペー

ジング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一般加入電話及びファクシ

ミリを設置する。 

所内通信連絡設備は，有線回線又は無線回線による通信方式の多様性

を確保した構成の回線に接続する設計とする。 

警報装置及び所内通信連絡設備は，非常用所内電源系統，無停電交流

電源に接続又は蓄電池を内蔵し，外部電源が期待できない場合でも動作

可能な設計とする。 

ページング装置及び所内携帯電話は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。 

 

 (３) 所外通信連絡設備 

設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所外の国，地方公

共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等に係る連絡を音声

等により行うことができる設備として，統合原子力防災ネットワークＩ

Ｐ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネ

ットワークＴＶ会議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯

電話及びファクシミリを設置する。 

所外通信連絡設備は，有線回線，無線回線又は衛星回線による通信方

式の多様性を確保した専用通信回線に接続し，輻輳等による制限を受け

ることなく常時使用できる設計とする。 
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また，所外通信連絡設備は，無停電交流電源に接続し，外部電源が期

待できない場合でも動作可能な設計とする。 

所外通信連絡設備は，定期的に点検を行うことにより，専用通信回線

の状態を監視し，常時使用できることを確認する。 

統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワーク

ＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一般加

入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリは，ＭＯＸ燃料

加工施設と共用する。 
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令和 2 年 4 月 13 日 R13 

１章 基準適合性 
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1-1

1. 基本方針

1.1 要求事項の整理 

安全機能を有する施設について，事業指定基準規則と再処理施設安全

審査指針の比較により，事業指定基準規則15条において追加された要

求事項を整理する。 

（第１表） 
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1
-
2

第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
5
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
１

／
６

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
十

五
条

（
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

第
十

五
条

 
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
は

、
そ

の
安

全
機

能

の
重

要
度

に
応

じ
て

、
そ

の
機

能
が

確
保

さ
れ

た
も

の
で

な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

２
 
安

全
上

重
要

な
施

設
は

、
機

械
又

は
器

具
の

単
一

故
障

（
単

一
の

原
因

に
よ

っ
て

一
つ

の
機

械
又

は
器

具
が

所
定

の

安
全

機
能

を
失

う
こ

と
（

従
属

要
因

に
よ

る
多

重
故

障
を

含

む
。

）
を

い
う

。
以

下
同

じ
。

）
が

発
生

し
た

場
合

に
お

い

て
も

そ
の

機
能

を
損

な
わ

な
い

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
解

釈
）

 

１
 

第
２

項
に

規
定

す
る

「
単

一
故

障
」

と
は

、
動

的
機

器

の
単

一
故

障
を

い
う

。
「

動
的

機
器

」
と

は
、

外
部

か
ら

の
動

力
の

供
給

を
受

け
て

、
そ

れ
を

含
む

系
統

が
本

来
の

機
能

を
果

た
す

必
要

が
あ

る
と

き
、

機
械

的
に

動
作

す
る

部
分

を
有

す
る

機
器

を
い

い
、

排
風

機
、

弁
、

ダ
ン

パ
、

ポ
ン

プ
、

遮
断

器
、

リ
レ

ー
等

を
い

う
。

 

２
 

第
２

項
に

つ
い

て
、

単
一

故
障

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、

そ
の

単
一

故
障

が
安

全
上

支
障

の
な

い
期

間
に

除
去

又
は

修
復

で
き

る
こ

と
が

確
実

で
あ

れ
ば

、
そ

の
単

一
故

障
を

仮
定

し
な

く
て

よ
い

。
 

指
針

2
2
．

系
統

の
単

一
故

障
に

対
す

る
考

慮
 

 
安

全
上

重
要

な
系

統
は

，
非

常
用

所
内

電
源

系
統

の
み

の
運

転
下

又
は

外
部

電
源

系
統

の
み

の
運

転
下

で
単

一
故

障
を

仮
定

し
て

も
，

そ
の

系
統

の
安

全
機

能
を

損
な

う
こ

と
の

な
い

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

（
解

説
）

 

指
針

2
2
．

系
統

の
単

一
故

障
 

1
．

こ
こ

で
い

う
単

一
故

障
と

は
、

動
的

機
器

の
単

一

故
障

を
い

う
。

動
的

機
器

と
は

、
外

部
か

ら
の

動

力
の

供
給

を
受

け
て

、
そ

れ
を

含
む

系
統

が
本

来

の
機

能
を

果
た

す
必

要
が

あ
る

と
き

、
機

械
的

に

動
作

す
る

部
分

を
有

す
る

機
器

を
い

い
、

具
体

例

と
し

て
は

排
風

機
、

弁
、

ダ
ン

パ
、

ポ
ン

プ
、

し

ゃ
断

器
、

リ
レ

ー
等

が
あ

げ
ら

れ
る

。

2
．

単
一

故
障

が
あ

っ
た

と
し

て
も

、
安

全
上

支
障

の

な
い

期
間

内
に

原
因

の
除

去
又

は
修

理
等

が
期

待

で
き

る
場

合
は

、
そ

の
単

一
故

障
を

想
定

し
な

く

て
よ

い
。

 

変
更

無
し
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1
-
3

第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
5
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
２

／
６

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
十

五
条

（
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

さ
ら

に
、

単
一

故
障

の
発

生
の

可
能

性
が

極
め

て
小

さ
い

こ
と

が
合

理
的

に
説

明
で

き
る

場
合

、
あ

る
い

は
、

単
一

故
障

を
仮

定
す

る
こ

と
で

系
統

の
機

能
が

失

わ
れ

る
場

合
で

あ
っ

て
も

、
他

の
系

統
を

用
い

て
、

そ

の
機

能
を

代
替

で
き

る
こ

と
が

安
全

解
析

等
に

よ
り

確

認
で

き
れ

ば
、

当
該

機
器

に
対

す
る

多
重

性
の

要
求

は

適
用

し
な

い
。

 

３
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

設
計

基
準

事
故

時
及

び

設
計

基
準

事
故

に
至

る
ま

で
の

間
に

想
定

さ
れ

る
全

て
の

環

境
条

件
に

お
い

て
、

そ
の

安
全

機
能

を
発

揮
す

る
こ

と
が

で

き
る

も
の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

 

（
解

釈
）

 

３
 

第
３

項
に

規
定

す
る

「
全

て
の

環
境

条
件

」
と

は
、

運

転
時

、
停

止
時

、
運

転
時

の
異

常
な

過
渡

変
化

時
及

び
設

計
基

準
事

故
時

に
お

い
て

、
そ

の
安

全
機

能
が

期
待

さ
れ

て
い

る
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
が

、
そ

の
間

に
さ

ら
さ

れ
る

と
考

え
ら

れ
る

全
て

の
環

境
条

件
を

い
う

。
 

※
記

載
な

し

前
記

の
と

お
り

 

追
加

要
求

事
項
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1
-
4
 

第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
5
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
３

／
６

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
十

五
条

（
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

４
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

そ
の

健
全

性
及

び
能

力

を
確

認
す

る
た

め
、

そ
の

安
全

機
能

の
重

要
度

に
応

じ
、

再
処

理
施

設
の

運
転

中
又

は
停

止
中

に
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 

（
解

釈
）

 

４
 

第
４

項
に

規
定

す
る

再
処

理
施

設
の

運
転

中
又

は
停

止

中
の

「
検

査
又

は
試

験
」

に
お

い
て

は
、

実
系

統
を

用
い

た
検

査
又

は
試

験
が

不
適

当
な

場
合

に
は

、
試

験
用

の
バ

イ
パ

ス
系

を
用

い
る

こ
と

等
を

含
む

 

５
 

第
４

項
の

規
定

に
つ

い
て

は
、

以
下

に
掲

げ
る

各
号

を

満
た

す
も

の
と

す
る

。
 

一
 

再
処

理
施

設
の

運
転

中
に

待
機

状
態

に
あ

る
安

全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

そ
の

安
全

機
能

の
重

要
度

に
応

じ
、

運
転

中
に

定
期

的
に

試
験

等
が

で
き

る
こ

と
。

た
だ

し
、

運
転

中
の

検
査

又
は

試
験

に
よ

っ
て

再
処

理
の

運
転

に
大

き
な

影
響

を
及

ぼ
す

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
は

な
い

。
ま

た
、

多
重

性
又

は
多

様
性

を
備

え
た

系
統

及
び

機
器

に
あ

っ
て

は
、

各
々

が
独

立
し

て
検

査
又

は
試

験
が

で
き

る
こ

と
。

 

 

指
針

2
1
．

検
査

、
修

理
等

に
対

す
る

考
慮

 

1
．

安
全

上
重

要
な

施
設

は
、

そ
れ

ら
の

安
全

機
能

を

確
認

す
る

た
め

に
、

必
要

に
応

じ
、

再
処

理
施

設

の
運

転
中

又
は

定
期

点
検

等
の

停
止

時
に

安
全

機

能
を

損
な

う
こ

と
な

く
適

切
な

方
法

に
よ

り
試

験

及
び

検
査

が
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

 

追
加

要
求

事
項
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1
-
5

第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
5
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
４

／
６

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
十

五
条

（
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

二
 

運
転

中
に

お
け

る
安

全
保

護
回

路
の

機
能

確
認

試

験
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
実

施
中

に
お

い
て

も
、

そ
の

機
能

自
体

が
維

持
さ

れ
て

い
る

と
同

時
に

、
運

転
を

停
止

さ
せ

る
等

の
不

必
要

な
動

作
が

発
生

し
な

い
こ

と
。

 

三
 

再
処

理
施

設
の

停
止

中
に

定
期

的
に

行
う

検
査

又

は
試

験
は

、
再

処
理

規
則

に
規

定
さ

れ
る

試
験

を
含

む
。

 

５
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

そ
の

安
全

機
能

を
健

全

に
維

持
す

る
た

め
の

適
切

な
保

守
及

び
修

理
が

で
き

る
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

指
針

2
1
．

検
査

、
修

理
等

に
対

す
る

考
慮

 

2
．

安
全

上
重

要
な

施
設

は
、

そ
れ

ら
の

安
全

機
能

を

健
全

に
維

持
す

る
た

め
の

適
切

な
保

守
及

び
修

理

が
で

き
る

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

前
記

の
と

お
り

 

追
加

要
求

事
項
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第
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事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
5
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
５

／
６

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
十

五
条

（
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

６
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

ポ
ン

プ
そ

の
他

の
機

器

又
は

配
管

の
損

壊
に

伴
う

飛
散

物
に

よ
り

、
そ

の
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

（
解

釈
）

 

６
 

第
６

項
に

規
定

す
る

「
ポ

ン
プ

そ
の

他
の

機
器

又
は

配

管
の

損
壊

に
伴

う
飛

散
物

」
と

は
、

ガ
ス

爆
発

、
重

量
機

器
の

落
下

等
に

よ
っ

て
発

生
す

る
飛

散
物

を
い

う
。

な

お
、

二
次

的
飛

散
物

、
火

災
、

化
学

反
応

、
電

気
的

損

傷
、

配
管

の
破

損
、

機
器

の
故

障
等

の
二

次
的

影
響

も
考

慮
す

る
も

の
と

す
る

。
 

７
 

第
６

項
に

規
定

す
る

「
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
も

の

で
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
」

と
は

、
再

処
理

施
設

内
部

で
発

生
が

想
定

さ
れ

る
内

部
飛

散
物

に
対

し
、

冷
却

、
水

素
掃

気
、

火
災

・
爆

発
の

防
止

、
臨

界
防

止
等

の
安

全
機

能
を

損
な

わ
な

い
こ

と
を

い
う

。
 

※
記

載
な

し
追

加
要

求
事

項
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第
１

表
 

事
業

指
定

基
準

規
則

第
1
5
条

と
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
比

較
表

（
６

／
６

）
 

事
業

指
定

基
準

規
則

 

第
十

五
条

（
安

全
機

能
を

有
す

る
施

設
）

 
再

処
理

施
設

安
全

審
査

指
針

 
備

 
考

 

７
 

安
全

機
能

を
有

す
る

施
設

は
、

二
以

上
の

原
子

力
施

設

と
共

用
す

る
場

合
に

は
、

再
処

理
施

設
の

安
全

性
を

損
な

わ
な

い
も

の
で

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
 

 （
解

釈
）

 

８
 

第
７

項
に

規
定

す
る

「
共

用
」

と
は

、
二

以
上

の
原

子

力
施

設
間

で
、

同
一

の
構

築
物

、
系

統
又

は
機

器
を

使
用

す
る

こ
と

を
い

う
。

 

  

指
針

1
9
．

共
用

に
対

す
る

考
慮

 

1
．

再
処

理
施

設
の

安
全

上
重

要
な

施
設

は
、

他
の

原

子
力

施
設

と
の

共
用

に
よ

っ
て

、
そ

の
安

全
機

能

を
失

う
こ

と
の

な
い

設
計

で
あ

る
こ

と
。

 

    

追
加

要
求

事
項
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1.2 要求事項に対する適合性 

再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全機

能を有する施設とする。 

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又は

従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公

衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性

物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等外へ放出されることを抑

制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成される施設を，安全上

重要な施設とする。 

安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能

が確保されたものとするとともに，以下の設計を満足するものとする。 

（１）安全機能を有する施設のうち，安全上重要な系統及び機器につい

ては，それらを構成する動的機器に単一故障を仮定しても，所定の

安全機能を果たし得るように多重性又は多様性を有する設計とする。 

ただし，単一故障を仮定しても，安全上支障のない期間内に運転

員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，多重化又は多

様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

（２）安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至

るまでの間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件

において，その安全機能を発揮することができる設計とする。 

（３）安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，

その安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検

査又は試験ができる設計とする。 

（４）安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するための

適切な保守及び修理ができる設計とする。 
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（５）安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の

機器又は配管の損壊に伴う飛散物によって，その安全機能を損なわ

ない設計とする。 

内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機器の落下等によって発生

する飛散物をいう。なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的

損傷，配管の損傷，機器の故障等の二次的影響も考慮するものとす

る。 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物から防護する施設

としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を

漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を

抽出し，内部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，

臨界の防止等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物の発生を

防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。 

その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対

して機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮

して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 

（６）安全機能を有する施設のうち，廃棄物管理施設，ＭＯＸ燃料加工

施設等と共用するものは，共用によって再処理施設の安全性を損な

うことのない設計とする。 

297



 

1-10 

 

1.3 規則への適合性  

「再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則」第十五条では，

以下の要求がされている。 

（安全機能を有する施設） 

第十五条 安全機能を有する施設は、その安全機能の重要度に応じて，

その機能が確保されたものでなければならない。 

２ 安全上重要な施設は、機械又は器具の単一故障（単一の原因によっ

て一つの機械又は器具が所定の安全機能を失うこと（従属要因による

多重故障を含む。）をいう。以下同じ。）が発生した場合においても

その機能を損なわないものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は、設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される全ての環境条件において，その安全機能を発揮

することができるものでなければならない。 

４ 安全機能を有する施設は、その健全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ、再処理施設の運転中又は停止中に検査又

は試験ができるものでなければならない。 

５ 安全機能を有する施設は、安全機能を健全に維持するための適切な

保守及び修理ができるものでなければならない。 

６ 安全機能を有する施設は、ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴

う飛散物により、その安全機能を損なわないものでなければならない。 

７ 安全機能を有する施設は、二以上の原子力施設と共用する場合には、

再処理施設の安全性を損なわないものでなければならない。 
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適合のための設計方針 

第１項について 

再処理施設のうち，安全機能を有する構築物，系統及び機器を安全

機能を有する施設とする。 

また，安全機能を有する施設のうち，その機能喪失により，公衆又

は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時

に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，

放射性物質又は放射線が再処理施設を設置する工場等外へ放出される

ことを抑制し又は防止する構築物，系統及び機器から構成される施設

を，安全上重要な施設とする。 

安全機能を有する施設の設計，材料の選定，製作及び検査に当たっ

ては，原則として現行国内法規に基づく規格及び基準によるものとす

る。また，これらに規定がない場合においては，必要に応じて，十分

実績があり，信頼性の高い国外の規格，基準等に準拠する。 

第２項について 

（１） 安全上重要な系統及び機器については，それらを構成する動的機

器に単一故障を仮定しても，所定の安全機能を果たし得るように多

重性又は多様性を有する設計とする。 

再処理施設の所内動力用電源は，外部電源として電力系統に接続

される154ｋＶ送電線２回線の他に，非常用所内電源として第１非常

用ディーゼル発電機２台及び第２非常用ディーゼル発電機２台を設

け，安全上重要な系統が要求される機能を果たすために必要な容量

を持つ設計とする。 

安全保護回路を含む安全上重要な施設の安全機能を維持するため

に必要な計測制御設備は，動的機器に単一故障を仮定しても，所定
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の安全機能を果たし得るよう多重化又は多様化によって対応すると

ともに，電気的・物理的な独立性を有する設計とする。 

（２） 安全上重要な系統は，単一故障を仮定しても，安全上支障のない

期間内に運転員等による原因の除去又は修理が期待できる場合は，

多重化又は多様化の配慮をしなくてもよいものとする。 

第３項について 

安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件にお

いて，その安全機能を発揮できる設計とする。 

なお，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の解析に当たって

は，工程の運転状態を考慮して解析条件を設定するとともに，その間

にさらされると考えられる圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件

について，事象が発生してから収束するまでの間の計測制御系，安全

保護回路，安全上重要な施設等の作動状況及び当直（運転員）の操作

を考慮する。また，使用するモデル及び温度，圧力，流量その他の再

処理施設の状態を示す事項は，評価の結果が，より厳しい評価になる

よう選定する。 

第４項について 

安全機能を有する施設は，必要に応じ，それらの安全機能が健全に

維持されていることを確認するために，再処理施設の運転中又は定期

点検等停止時に安全機能を損なうことなく適切な方法により試験及び

検査ができる設計とする。 

第５項について 

安全機能を有する施設は，それらの安全機能を健全に維持するため

の適切な保守及び修理ができる設計とする。 
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また，多量の放射性物質を内包する機器については，必要に応じて

ブロック閉止壁を設置する等により，それらへの接近可能性も配慮し

た設計とする。 

第６項について 

安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機

器又は配管の損壊に伴う飛散物によって，その安全機能を損なわない

設計とする。 

内部発生飛散物とは，ガス爆発，重量機器の落下等によって発生す

る飛散物をいう。なお，二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損傷，

配管の損傷，機器の故障等の二次的影響も考慮するものとする。 

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物防護対象設備として

は，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく

抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，内

部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界の防止

等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物の発生を防止すること

により，安全機能を損なわない設計とする。 

その他の安全機能を有する施設については，内部発生飛散物に対し

て機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を考慮して

代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間で

の修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その

安全機能を損なわない設計とする。 

第７項について 

安全機能を有する施設は，原子力施設間での共用によって安全性を

損なうことのない設計とする。 
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2. 安全設計の基本方針

再処理施設の安全性を確保するために，異常の発生を防止すること，仮

に異常が発生したとしてもその波及，拡大を抑制すること，さらに，異常

が拡大すると仮定してもその影響を緩和することとする「深層防護」の考

え方を適切に採用した設計とする。 

さらに，再処理施設は，重大事故等に至るおそれのある事故が発生した

場合において，重大事故等の発生の防止及びその拡大の防止，並びにその

影響を緩和するための措置を講ずる設計とする。 

また，再処理施設は，平常時において，周辺監視区域外の公衆の線量及

び放射線業務従事者の線量が「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制

に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）」に基づき定められてい

る線量限度を超えないように設計する。さらに，公衆の線量については，

合理的に達成できる限り低くなるように設計する。すなわち，施設設計の

実現可能性を考慮しつつ，周辺環境に放出する放射性物質に起因する線量

については，「発電用軽水型原子炉施設周辺の線量目標値に関する指針」

（昭和50年５月13日原子力委員会決定）」において定める線量目標値が実

効線量で年間50μＳｖであることを踏まえて，年間50μＳｖを超えないよ

う設計する。 

(１) 再処理施設のうち，「再処理施設の安全性を確保するために必要な構

築物，系統及び機器」を「安全機能を有する施設」とし，「再処理施設

の位置、構造及び設備の基準に関する規則（以下「事業指定基準規則」

という。）」に適合した設計とする。 

(２) 安全上重要な施設については，機能喪失時の公衆への線量影響等を考

慮して安全機能を有する施設から選定し，事業指定基準規則に適合した

設計とする。 
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(３) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機能

を確保するものとする。 

(４) 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障が発生した場合におい

てもその機能が失われることのない設計とする。 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至るま

での間に想定される全ての環境条件において，その安全機能を発揮でき

る設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，その

安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に試験又は検

査ができる設計とする。 

(７) 安全機能を有する施設は，安全機能を健全に維持するための適切な保

守及び修理ができる設計とする。 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施設内における溢水又は化学薬品の

漏えい及びポンプその他の機器の損壊に伴う飛散物により，安全機能を

損なわない設計とする。 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 

(10) 安全機能を有する施設は，臨界事故を防止するため技術的に見て想定

されるいかなる場合でも臨界とならない設計とする。また，万一の臨界

事故に備え，必要に応じて臨界警報装置及び可溶性中性子吸収材を注入

する設備を設置する。 

(11) 安全機能を有する施設は，運転時及び停止時において再処理施設から

の直接線及びスカイシャイン線による事業所周辺の空間線量率を十分に

低減する設計とする。 

また，安全機能を有する施設は，事業所内における外部放射線による
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放射線障害を防止する必要がある場合には，管理区域その他事業所内の

人の立ち入る場所における線量を低減できるよう，遮蔽その他適切な措

置を講ずる設計とし，放射線業務従事者が運転時の異常な過渡変化時及

び設計基準事故時において，迅速に対応するために必要な操作ができる

設計とする。 

(12) 安全機能を有する施設は，周辺環境への放射性物質の過度の放出を防

ぐため，多重性を考慮した放射性物質の閉じ込め設備を設け，万一事故

が起こった場合でも敷地周辺の公衆の安全を確保できる設計とする。 

(13) 安全機能を有する施設は，火災又は爆発により再処理施設の安全性が

損なわれないよう，可能な限り不燃性又は難燃性材料の使用，可燃性物

質を使用する系統及び機器における着火源の排除等，火災及び爆発の発

生を防止することができ，かつ，消火設備及び火災感知設備並びに火災

及び爆発の影響を軽減する機能を有する設計とする。消火設備は，破損，

誤作動又は誤操作が起きた場合においても安全上重要な施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

(14) 安全機能を有する施設は，地震力が作用した場合においても当該安全

機能を有する施設を十分に支持することができる地盤に設置するととも

に，地震力に十分に耐えることができる設計とする。この地震力は，地

震の発生により生ずるおそれがある安全機能を有する施設の安全機能の

喪失に起因する放射線による公衆への影響の程度に応じて算定する。 

また，地震（津波を含む。）の発生により，再処理施設に重大な影響

を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて再処理施設への

影響を軽減するための措置を講ずるよう手順を整備する。 

(15) 安全機能を有する施設は，想定される自然現象（地震及び津波を除

く。）が発生した場合においても安全機能を損なわない設計とする。 
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安全上重要な施設は，当該安全上重要な施設に大きな影響を及ぼすお

それがあると想定される自然現象により当該安全上重要な施設に作用す

る衝撃及び設計基準事故時に生ずる応力を適切に考慮した設計とする。

さらに，安全機能を有する施設は，敷地内又はその周辺において想定さ

れる再処理施設の安全性を損なわせる原因となるおそれがある事象であ

って人為によるもの（故意によるものを除く。）（以下「人為事象」とい

う。）に対して安全機能を損なわない設計とする。 

また，想定される自然現象及び人為事象の発生により，再処理施設に

重大な影響を及ぼすおそれがあると判断した場合は，必要に応じて使用

済燃料の再処理を停止する等，再処理施設への影響を軽減するための措

置を講ずるよう手順を整備する。 

(16) 安全機能を有する施設は，誤操作を防止するための措置を講ずる設 

計とする。また，安全上重要な施設は，容易に操作することができる設

計とする。 

(17) 安全機能を有する施設は，使用済燃料等から発生する崩壊熱等を適切

に除去する設計とする。 

(18) 再処理施設は，安全上重要な施設がその機能を維持するために必要と

なる電力を当該安全上重要な施設に供給するため，電力系統に連係した

設計とする。非常用電源設備及びその附属設備は，多重性及び独立性を

確保し，その系統を構成する機械又は器具の単一故障が発生した場合で

あっても，運転時の異常な過渡変化時又は設計基準事故時において安全

上重要な施設及び設計基準事故に対処するための設備がその機能を確保

するために十分な容量を有する設計とする。 

(19) 再処理施設は，設計，材料の選定，製作，建設，試験及び検査を通じ，

原則として現行国内法規に基づく規格及び基準により，信頼性の高いも
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のとする。ただし，外国の規格及び基準による場合又は規格及び基準で

一般的でないものを適用する場合には，それらの規格及び基準の適用の

根拠，国内法規に基づく規格及び基準との対比並びに適用の妥当性を明

らかにするものとする。 

(20) 使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る施設は，再処理設備本体の運転開

始に先立ち使用できる設計とする。 

(21) 再処理施設における放射性物質の移動は，配管，容器等によるものと

し，閉じ込め，臨界防止，遮蔽のための措置等適切な安全対策を講ずる

設計とする。
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3. 安全機能を有する施設に関する設計 

上記の基本方針の下に以下の安全設計を行う。 

(１) 再処理施設のうち，「安全機能を有する構築物，系統及び機器」を

「安全機能を有する施設」とし，「事業指定基準規則」に適合した設計

とする。 

(２) 安全機能を有する施設のうち，「その機能喪失により，公衆又は従事

者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆

又は従事者に及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性

物質又は放射線が工場等外へ放出されることを抑制し又は防止する構

築物，系統及び機器」を，「安全上重要な施設」とする。 

安全上重要な施設については，機能喪失時の公衆への線量影響等を

考慮して安全機能を有する施設から選定し，事業指定基準規則に適合

した設計とする。 

(３) 安全機能を有する施設は，その安全機能の重要度に応じて，その機

能を確保するものとする。 

(４) 安全上重要な施設は，機械又は器具の単一故障が発生した場合にお

いてもその機能が失われることのない設計とする。 

(５) 安全機能を有する施設は，設計基準事故時及び設計基準事故に至る

までの間に想定される圧力，温度，湿度，線量等各種の環境条件にお

いて，その安全機能を発揮できる設計とする。 

(６) 安全機能を有する施設は，その健全性及び能力を確認するため，そ

の安全機能の重要度に応じ，再処理施設の運転中又は停止中に検査又

は試験ができる設計とする。なお，安全上重要な機器等の健全性を確

認するため，セル壁に貫通口を設ける設計とする。 

(７) 安全機能を有する施設は，その安全機能を健全に維持するための適
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切な保守及び修理ができる設計とする。なお、安全上重要な機器等の

安全機能を維持するために，必要に応じて保守セル等を設ける設計と

する。 

(８) 安全機能を有する施設は，再処理施設内におけるポンプその他の機

器の損壊に伴う飛散物により，安全機能を損なわない設計とする。 

(９) 安全機能を有する施設は，二以上の原子力施設と共用する場合には，

再処理施設の安全性を損なわない設計とする。 
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3.1 安全上重要な施設の分類 

「安全機能を有する施設」とは，再処理施設のうち，安全機能を有す

る構築物，系統及び機器をいい，「安全上重要な施設」とは，安全機能

を有する施設のうち，その機能の喪失により，公衆又は従事者に放射線

障害を及ぼすおそれがあるもの及び設計基準事故時に公衆又は従事者に

及ぼすおそれがある放射線障害を防止するため，放射性物質又は放射線

が再処理施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防止す

る構築物，系統及び機器をいう。 

「安全機能を有する施設」のうち，下記の分類に属する施設を「安全

上重要な施設」とする。   

(１) プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵する系統及び機器

(２) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器

(３) 上記(１)及び(２)の系統及び機器の換気系統及びオフガス処理系統

(４) 上記(１)及び(２)の系統及び機器並びにせん断工程を収納するセル等

(５) 上記(４)の換気系統

(６) 上記(４)のセル等を収納する構築物及びその換気系統

(７) ウランを非密封で大量に取り扱う系統及び機器の換気系統

(８) 非常用所内電源系統及び安全上重要な施設の機能の確保に必要な圧

縮空気等の主要な動力源 

(９) 熱的，化学的又は核的制限値を維持するための系統及び機器

(10) 使用済燃料を貯蔵するための施設

(11) 高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄するための施設

(12) 安全保護回路

(13) 排気筒

(14) 制御室等及びその換気系統
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(15) その他上記各系統等の安全機能を維持するために必要な計測制御系

統，冷却水系統等 

ただし，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者に過度な放射線

被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかな場合は，安全上重要な施設か

ら除外する。 
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3.2 安全機能を有する施設の選定 

選定の具体化に当たっての主要な考え方を以下に示す。 

ａ．再処理の工程の特徴は，放射性物質を使用済燃料集合体から開放（溶

解）して処理するため，平常時は廃ガス処理設備を有した機器内（一

次閉じ込め）で処理が進み，何らかの異常で機器から放射性物質が漏

れ出た場合でも独立した換気設備を有したセル又はグローブボックス

（二次閉じ込め）で閉じ込めることにより，可能な限り公衆はもとよ

り，従事者への放射線影響を排除するよう設計する。さらに，二次閉

じ込めが損傷するような事故に発展した場合に備え，独立した換気設

備を有した建屋が三次閉じ込めの機能を果たすよう設計する。 

ｂ．3.1に示す(１)及び(２)については，プロセス設計を基に公衆影響の観点

から，以下のように設定する。 

(a) プルトニウム溶液又は高レベル廃液を処理又は貯蔵する以下の主要な

系統を安全上重要な施設とする。 

ⅰ．溶解設備の溶解槽からウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

の混合酸化物貯蔵容器まで 

ⅱ．清澄・計量設備の清澄機から高レベル廃液ガラス固化設備のガラ

ス溶融炉まで 

ⅲ．分離設備の抽出塔から高レベル廃液ガラス固化設備のガラス溶融

炉まで 

 (b) その他の塔槽類（一時貯留処理槽等）については，その閉じ込め機

能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設とす

る。 

ｃ．3.1に示す(３)，(５)及び(６)のオフガス処理系統及び換気系統については，

気体廃棄物の主要な流れを構成している施設及びその閉じ込め機能を
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維持するために必要なしゃ断弁等で隔離できる範囲の施設を，放出経

路の維持の観点で安全上重要な施設とする。また，これらの施設のう

ち，捕集・浄化機能又は排気機能を有する機器については，その機能

の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合はそれぞれの機能維持の観

点でも安全上重要な施設とする。(7)の換気系統については，その閉じ込

め機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安全上重要な施設

とする。 

ｄ．3.1に示す(４)のセル及び(６)の洞道のうち，高レベル廃液の閉じ込め機

能の観点で安全上重要な施設としたものは，しゃへい機能の観点でも

安全上重要な施設とする。 

ｅ．3.1に示す(10)については，使用済燃料集合体等の遮蔽及び崩壊熱除去

のために不可欠なプール水を保持する施設を安全上重要な施設とする。

また，使用済燃料集合体及びバスケットの落下・転倒防止機能を有す

る施設については，その機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場

合は安全上重要な施設とする。 

ｆ．3.1に示す(11)については，高レベル放射性固体廃棄物の遮蔽及び崩壊

熱除去の観点で不可欠な施設を安全上重要な施設とする。 

ｇ．3.1に示す(12)については，事業指定基準規則の要求事項を踏まえて，

運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故の事象のうち，拡大防止対

策又は影響緩和対策として期待する安全上重要な施設のインターロッ

クである以下の１５回路を安全保護回路とする。 

(１) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶加熱蒸気温度高によ

る加熱停止回路 

(２) 精製施設の逆抽出塔溶液温度高による加熱停止回路 

(３) 分離施設のウラン濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回路 
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(４) 精製施設のプルトニウム濃縮缶加熱蒸気温度高による加熱停止回

路 

(５) 酸及び溶媒の回収施設の第２酸回収系の蒸発缶加熱蒸気温度高に

よる加熱停止回路 

(６) 溶解施設の溶解槽の可溶性中性子吸収材緊急供給回路及びせん断

処理施設のせん断機のせん断停止回路 

(７) 脱硝施設の還元ガス受槽水素濃度高による還元ガス供給停止回路

(８) 分離施設のプルトニウム洗浄器中性子計数率高による工程停止回

路 

(９) 液体廃棄物の廃棄施設の高レベル廃液濃縮缶凝縮器排気出口温度

高による加熱停止回路 

(10) 脱硝施設の焙焼炉ヒータ部温度高による加熱停止回路

(11) 脱硝施設の還元炉ヒータ部温度高による加熱停止回路

(12) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（分離建屋） 

(13) 気体廃棄物の廃棄施設の外部電源喪失による建屋給気閉止ダンパ

の閉止回路（精製建屋） 

(14) 固体廃棄物の廃棄施設の固化セル移送台車上の質量高によるガラ

ス流下停止回路

(15) 気体廃棄物の廃棄施設の固化セル圧力高による固化セル隔離ダン

パの閉止回路 

ｈ．3.1に示す(13)については，設計基準事故の評価において，不可欠な影

響緩和機能を有する施設を安全上重要な施設とする。 

ｉ．3.1に示す(15)については，計測制御系統及び冷却水系統の他に，その

施設が有する安全機能の必要性を工学的に判断し，不可欠な場合は安
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全上重要な施設とする。 

 

以上の考え方に基づき選定した安全上重要な施設を第1.7.7－１表に示

す。また，第1.7.7－１表中には，各安全上重要な施設に要求される安全

機能を，第1.7.7－２表に示す安全機能の分類に従って記載する。 

なお，下記(１)から(６)は，その機能が喪失したとしても公衆及び従事者

に過度な放射線被ばくを及ぼすおそれのないことが明らかであることから，

安全上重要な施設として選定しないが，これらの施設については，安全上

重要な施設への波及的影響防止及び旧申請書の設計を維持する観点から，

安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とする。 

(１) 補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及び遮断弁 

(２) 抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及び遮断弁 

(３) 抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及び遮断弁 

(４) 第１洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及び遮断弁 

(５) プルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報 

(６) 注水槽 
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※2 一部のグローブボックスおよび二重配管

の外管について耐震クラス(A→B)見直し 

整理資料（第７条）参照 

※2 

※1 系統全体が安重であることを明確化 

 

※1 
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※4 耐震クラス 

見直し（C→S） 

整理資料（第７条） 

参照 

※4 

※3 一部のグローブボックス 

について耐震クラス(A→B)見直し 

整理資料（第 7 条）参照 

※3 
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3
-
2
1
 

 

安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
に
係
る
施
設
の
管
理

 

旧
申
請
書
等
で
の
 

安
全
機
能
 

安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
 

安
全
上
重
要
な
施
設
と
同
等
の
信
頼
性
を
維
持
す
る
施
設
と
す
る
妥
当
性
 

継
続
的
に
実
施
す
る
施
設
の
管
理
 

備
 
 
考
 

(
9
)
 

熱
的

，
化

学
的

又
は

核
的

制
限

値
を

維

持
す

る
た

め
の

系
統

及

び
機
器
 

計
測
制
御
設
備
 

分
離
施
設
に
係
る
計
測
制
御
設
備
及
び
動
作
機
器
 

・
補

助
抽

出
器

中
性

子
検

出
器

の
計

数
率

高
に

よ
る

工
程

停
止

回
路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
)
 
 
添
付
書
類
八
「
第

1
.
3
－
３
表
 
臨
界
へ
の
拡
大
に
係
る
事
象
の
比
較
」
に
お
い
て
，
「
分
離
設
備

の
第
２
洗
浄
塔
で
の

洗
浄
用
液
の
酸
濃
度
低
下
」
が
発
生
し
た
場
合
で
も
，
「
抽
出
廃
液
受
槽
に
お
け

る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃

度
は

大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
，
「
補
助
抽
出
廃
液
受
槽
に
お

け
る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

濃
度
よ
り
も
常
に
高
い
補
助
抽
出
器
第
７
段
の
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
が
，
補
助
抽

出
廃
液
受
槽
の
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
濃
度
の

大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
補
助

抽
出
器
中
性
子
検
出
器
の
計
数
率
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分

離
設
備
の
第
２
洗
浄

塔
で
の
洗
浄
用
液
の
酸
濃
度
低
下
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能

で
は
な
い
。
 

(
1
)
 
 
「
補
助

抽
出
器
中
性
子

検
出
器
の
計
数

率
高
に
よ
る
工

程
停
止
回
路
及

び
遮
断
弁
」
に

つ
い
て
は
，
定

期
的
な
イ
ン
タ

ー
ロ
ッ
ク
の

作
動
確
認
，

計
器
の
点
検
及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を

行
う
。
 

(
2
)
 
 
前
項
の

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ

ク
機
能
が
作
動

し
な
い
場
合
に

お
い
て
も
，
第

２
洗
浄
塔
へ
供

給
す
る
洗
浄
用

硝
酸
の
濃
度
は

濃
度
計
又
は

流
量
計
の
指

示
値
及
び
警
報

を
監
視
す
る
こ

と
に
よ
り
，
流

量
は
流
量
計

の
指
示
値
及

び
警
報
を
監
視

す
る
こ
と
に
よ

り
，
補
助
抽
出

器
内
の
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
濃

度
の
上
昇
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
3
)
 
 
２
系
統

を
設
置
し
て
い

る
「
補
助
抽
出

器
中
性
子
検
出

器
の
計
数
率
高

に
よ
る
工
程
停

止
回
路
及
び
遮

断
弁
」
の
う
ち

，
１
系
統
が

機
能
喪
失
し

所
定
時
間
内
に

復
旧
で
き
な
い

場
合
及
び
２
系

統
が
機
能
喪

失
し
た
場
合

に
は
分
離
施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。

 

添
付

書
類

六
の

下

記
項
目
参
照
 

 
 

4
.
4
 
分
離
施
設
 

6
.
 

計
測

制
御

系

統
施
設
 

(
1
5
)
 

そ
の

他
上

記
各

系
統

等
の

安
全

機
能

を

維
持

す
る

た
め

に
必

要

な
計

測
制

御
系

統
，

冷

却
水
系
統
等
 

計 測 制 御 設 備 

分 離 施 設 に 係 る 計 測 制 御 設 備 及 び 動 作 機 器 

・
抽

出
塔

供
給

有
機

溶
媒

液
流

量
低

に
よ

る
工

程
停

止
回
路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
)
 
 

添
付

書
類

八
「

第
1
.3
－

３
表

 
臨

界
へ

の
拡

大
に

係
る

事
象

の
比

較
」

に
お

い
て

，
「

分
離

設
備

の
抽

出
塔

で
の

有
機

溶
媒

の
流

量
低

下
」

が
発

生
し

た
場

合
で

も
，

「
抽

出
廃

液
受

槽
に

お
け

る
プ

ル

ト
ニ
ウ
ム
濃
度
は

大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の

た
め

，
抽

出
塔

供
給

有
機

溶
媒

液
流

量
低

に
よ

る
工

程
停

止
回

路
及

び
遮

断
弁

は
，

分
離

設
備

の
抽
出
塔
で
の
有
機

溶
媒
の
流
量
低
下
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
)
 
 
「
抽
出

塔
供
給
有
機
溶

媒
液
流
量
低
に

よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び
遮
断

弁
」
に
つ
い
て

は
，
定
期
的
な

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ

ク
の
作
動
確
認

，
計
器
の

点
検
及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
 
 

前
項

の
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

機
能

が
作

動
し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
，

「
第
１
洗
浄
塔

洗
浄
廃
液
密
度

高
に
よ
る
工
程

停
止
回
路
及
び

遮
断
弁
」

に
よ
り
，
抽
出

廃
液
中
の
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
濃
度

の
上
昇
を
防
止

す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

(
3
)
 
 
２
系
統

を
設
置
し
て
い

る
「
抽
出
塔
供

給
有
機
溶
媒
液

流
量
低
に
よ
る

工
程
停
止
回
路

及
び
遮
断
弁
」

の
う
ち
，
１
系

統
が
機
能
喪
失

し
所
定
時

間
内
に
復
旧
で

き
な
い
場
合
及

び
２
系
統
が
機

能
喪
失
し
た
場

合
に
は
分

離
施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

・
抽

出
塔

供
給

溶
解

液
流

量
高

に
よ

る
送

液
停

止
回

路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
)
  

添
付

書
類

八
「

第
1
.
3
－

３
表

 
臨

界
へ

の
拡

大
に

係
る

事
象

の
比

較
」

に
お

い
て

，
「

分
離

設
備

の
抽

出
塔

で
の

溶
解

液
の

流
量

増
加

」
が

発
生

し
た

場
合

で
も

，
「

抽
出

廃
液

受
槽

に
お

け
る

プ
ル

ト

ニ
ウ
ム
濃
度
は

大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の

た
め

，
抽

出
塔

供
給

溶
解

液
流

量
高

に
よ

る
送

液
停

止
回

路
及

び
遮

断
弁

は
，

分
離

設
備

の
抽

出
塔
で
の
溶
解
液
の
流
量
増
加
に
対
す
る
臨
界
防
止
機
能
と
し
て
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
)
 
 
「
抽
出

塔
供
給
溶
解
液

流
量
高
に
よ
る

送
液
停
止
回
路

及
び
遮
断
弁
」

に
つ
い
て
は
，

定
期
的
な
イ
ン

タ
ー
ロ
ッ
ク
の

作
動
確
認
，
計

器
の
点
検

及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
 
 

前
項

の
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

機
能

が
作

動
し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
，

「
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
」

に
よ
り
，
抽
出

廃
液
中
の
プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
濃
度

の
上
昇
を
防
止

す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

(
3
)
 
 
２
系
統

を
設
置
し
て
い

る
「
抽
出
塔
供

給
溶
解
液
流
量

高
に
よ
る
送
液

停
止
回
路
及
び

遮
断
弁
」
の
う

ち
，
１
系
統
が

機
能
喪
失
し
所

定
時
間
内

に
復
旧
で
き
な

い
場
合
及
び
２

系
統
が
機
能
喪

失
し
た
場
合
に

は
分
離
施

設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

・
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止

回
路
及
び
遮
断
弁
 

(
1
)
  

添
付

書
類

八
「

第
1
.
3
－

３
表

 
臨

界
へ

の
拡

大
に

係
る

事
象

の
比

較
」

に
お

い
て

，
「

分
離

設
備

の
第

１
洗

浄
塔

で
の

洗
浄

用
液

の
酸

濃
度

低
下

」
が

発
生

し
た

場
合

で
も

，
「

抽
出

廃
液

受
槽

に
お

け

る
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
度
は

大
許
容
限
度
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
 

こ
の
た
め
，
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工
程
停
止
回
路
及
び
遮
断
弁
は
，
分
離
設
備
の

第
１

洗
浄

塔
で

の
洗

浄
用

液
の

酸
濃

度
低

下
に

対
す

る
臨

界
防

止
機

能
と

し
て

必
須

な
機

能
で

は
な

い
。
 

(
1
)
 
 

「
第

1
洗

浄
塔

洗
浄

廃
液

密
度

高
に

よ
る

工
程

停
止

回
路

及
び

遮
断

弁
」
に
つ
い
て

は
，
定
期
的
な

イ
ン
タ
ー
ロ
ッ

ク
の
作
動
確
認

，
計
器
の

点
検
及
び
保
守
に
よ
り
，
機
能
及
び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
 
 

前
項

の
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

機
能

が
作

動
し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
，

「
抽

出
塔

供
給

有
機

溶
媒

液
流

量
低

に
よ

る
工

程
停

止
回

路
及

び
遮

断

弁
」
及
び
「
抽

出
塔
供
給
溶
解

液
流
量
高
に
よ

る
送
液
停
止
回

路
及
び
遮

断
弁
」
に
よ
り

，
抽
出
廃
液
中

の
プ
ル
ト
ニ
ウ

ム
濃
度
の
上
昇

を
防
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
 

(
3
)
 
 
２
系
統
を
設
置
し
て
い
る
「
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密
度
高
に
よ
る
工

程
停
止
回
路
及

び
遮
断
弁
」
の

う
ち
，
１
系
統

が
機
能
喪
失
し

所
定
時
間

内
に
復
旧
で
き

な
い
場
合
及
び

２
系
統
が
機
能

喪
失
し
た
場
合

に
は
分
離

施
設
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行
う
。
 

(
1
5
)
 

そ
の

他
上

記
各

系
統

等
の

安
全

機
能

を

維
持

す
る

た
め

に
必

要

な
計

測
制

御
系

統
，

冷

却
水
系
統
等
 

  

計
測
制
御
設
備
 

精
製
施
設
に
係
る
計
測
制
御
設
備
 

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

に
係

る
注

水
槽

の
液

位
低

に
よ

る
警

報
 

冷
却
設
備
 

 
精
製
施
設
 

・
注
水
槽
 

 

(
1
)
  

旧
申

請
書

等
に

お
い

て
，

注
水

槽
は

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
凝

縮
器

が
機

能
喪

失
し

た
場

合
に

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
の

沸
騰

を
停

止
す

る
た

め
の

機
能

を
持

つ
機

器
と

し
て

，
安

全
上

重
要

な
施

設
と

し

た
。
 

(
2
)
 
 

プ
ル

ト
ニ

ウ
ム

濃
縮

缶
凝

縮
器

の
機

能
喪

失
を

想
定

し
た

場
合

で
も

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
加

熱
停

止
後

，
高

性
能

粒
子

フ
ィ

ル
タ

の
除

染
性

能
が

維
持

可
能

な
時

間
（

約
1
4

時
間

）
よ

り
も

短
い

時
間

（
約

4
5

分
）

で
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

の
沸

騰
は

自
然

に
停

止
す

る
こ

と
を

解
析

に
よ

り
確

認

し
た
。
 

こ
の

た
め

，
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
濃

縮
缶

に
係

る
注

水
槽

の
液

位
低

に
よ

る
警

報
及

び
注

水
槽

は
，

プ
ル

ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
の

沸
騰
を
停
止
す
る
た
め
に
必
須
な
機
能
で
は
な
い
。
 

(
1
)
  

「
プ
ル
ト
ニ

ウ
ム
濃
縮
缶
に

係
る
注
水
槽
の

液
位
低
に
よ

る
警
報
」
及

び
「
注
水
槽
」

に
つ
い
て
は
，

注
水
槽
の
水
位

確
認
，
定
期

的
な
警
報
装

置
の
作
動
確
認

，
計
器
及
び
機

器
の
点
検
並
び

に
保
守
に
よ

り
，
機
能
及

び
性
能
の
維
持
を
行
う
。
 

(
2
)
  

２
系
統
を
設

置
し
て
い
る
「

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

濃
縮
缶
に
係

る
注
水
槽
の

液
位
低
に
よ
る

警
報
」
の
う
ち

，
１
系
統
が
機

能
喪
失
し
た

場
合
に
は
プ

ル
ト
ニ
ウ
ム
濃
縮
缶
に
お
け
る
処
理
運
転
の
停
止
措
置
を
行

う
。
 

添
付

書
類

六
の

下

記
項
目
参
照
 

 
 

4
.
5
 
精
製
施
設
 

6
.
 

計
測

制
御

系

統
施
設
 

 

 
 

注
）
：
本
表

は
「
3
．
2
 
安
全
機
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４．内部発生飛散物に関する設計 

安全機能を有する施設は，想定するポンプその他の機器又は配管の損

壊に伴う飛散物（以下「内部発生飛散物」という。）の影響を受ける場

合においてもその安全機能を確保するために，内部発生飛散物に対して

安全機能を損なわない設計とする。 

その上で，内部発生飛散物によってその安全機能が損なわれないこと

を確認する施設を，全ての安全機能を有する構築物，系統及び機器とす

る。内部発生飛散物から防護する施設（以下「内部発生飛散物防護対象

設備」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系

統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な構築物，系統及

び機器を抽出し，内部発生飛散物により冷却，水素掃気，火災・爆発の

防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう内部発生飛散物の発生

を防止することにより，安全機能を損なわない設計とする。ただし，安

全上重要な構築物，系統及び機器のうち，内部発生飛散物の発生要因と

なる機器又は配管と同室に設置せず内部発生飛散物の発生によって安全

機能を損なうおそれのないものは内部発生飛散物防護対象設備として抽

出しない。 

上記に含まれない安全機能を有する施設については，内部発生飛散

物に対して機能を維持すること若しくは内部発生飛散物による損傷を

考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がな

い期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ

り，その安全機能を損なわない設計とする。 
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４．１ 内部発生飛散物の発生要因の選定 

再処理施設における内部発生飛散物の発生要因を以下のとおり分類

し，選定する。 

(１) 爆発による飛散物 

爆発に起因する機器又は配管の損壊により生じる飛散物については，

水素を取り扱う設備の爆発，溶液及び有機溶媒の放射線分解により発生

する水素の爆発並びにＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応による爆発を想

定するが，爆発については，整理資料（第５条）において火災及び爆発

の発生を防止する設計としていることから，内部発生飛散物の発生要因

として考慮しない。 

(２) 重量物の落下による飛散物 

重量物の落下に起因して生じる飛散物（以下「重量物の落下による飛

散物」という。）については，通常運転時において重量物をつり上げて

搬送するクレーンその他の搬送機器からのつり荷の落下及び逸走による

クレーンその他の搬送機器の落下を発生要因として考慮する。 

(３) 回転機器の損壊による飛散物 

回転機器の損壊に起因して生じる飛散物（以下「回転機器の損壊によ

る飛散物」という。）については，回転機器の異常により回転速度が上

昇することによる回転羽根の損壊を発生要因として考慮する。 

ただし，通常運転時以外の試験操作，保守及び修理並びに改造の作

業において，重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器

による重量物の搬送又は仮設ポンプを使用した作業を行う場合であっ

て，内部発生飛散物の発生により内部発生飛散物防護対象設備の安全

機能を損なうおそれがある場合は，作業内容及び保安上必要な措置を

記載した計画書に内部発生飛散物の発生を防止することにより内部発
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生飛散物防護対象設備の安全機能を損なわないための措置について記

載し，その計画に基づき作業を実施することから，発生要因として考

慮しない。 

４．２ 内部発生飛散物防護対象設備の選定

安全機能を有する施設のうち，内部発生飛散物によってその安全機

能が損なわれないことを確認する施設を，全ての安全機能を有する構築

物，系統及び機器とする。内部発生飛散物防護対象設備としては，安全

評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から，安全上重要な構築物，系統及び機器を選定する。ただし，安全

上重要な構築物，系統及び機器のうち，通常運転時に内部発生飛散物の

発生要因となる機器又は配管と同室に設置せず内部飛散物の発生によっ

て安全機能を損なうおそれのないものは内部発生飛散物防護対象設備と

して選定しない。 

上記を踏まえ，想定する内部発生飛散物と同室にある内部発生飛散

物防護対象設備を第1..7.7－４表に示す。また，内部発生飛散物防護対

象設備配置図を第1.7.7－１図から第1.7.7－52図に示す。 

４．３ 内部発生飛散物に係る評価と設計 

内部発生飛散物の影響評価においては，想定する内部発生飛散物の

発生要因ごとに，内部発生飛散物の発生を防止できる設計であることを

確認する。 

(１) 重量物の落下による飛散物の発生防止設計

重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器は，内部発生

飛散物防護対象設備と同室に設置する重量物の落下により内部発生飛散
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物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがないよう，以下による飛散

物の発生を防止し，安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．つりワイヤ，つりベルト又はつりチェーンを二重化する設計とし，

つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

ｂ．つり上げ用の治具又はフックにはつり荷の脱落防止機構を設置する

又はつかみ不良時のつり上げ防止のインターロックを設ける設計と

し，つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

ｃ．逸走防止のインターロックを設ける設計とし，クレーンその他の搬

送機器の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

(２) 回転機器の損壊による飛散物の発生防止設計 

内部発生飛散物防護対象設備と同室に設置する回転機器の損壊により

内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがないよう，以

下による飛散物の発生を防止し，安全機能を損なわない設計とする。 

ａ．電力を駆動源とする回転機器は，誘導電動機による回転数を制御す

る機構を有することで，回転機器の過回転による回転羽根の損壊に

伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。 

ｂ．電力を駆動源とせず，駆動用の燃料を供給することで回転する回転

機器は，調速器により回転数を監視し，回転数が上限値を超えた場

合は回転機器を停止する機構を有することで，回転機器の過回転に

よる回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。 

また，上記に示す内部発生飛散物の発生を防止する設計としているこ

とから，内部発生飛散物による二次的影響はない。 

 

４．４ 内部発生飛散物に係るその他の設計 

通常運転時以外の試験操作，保守及び修理並びに改造の作業におい
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て，重量物をつり上げて搬送するクレーンその他の搬送機器による重

量物の搬送又は仮設ポンプを使用した作業を行う場合であって，内部

発生飛散物の発生により内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損

なうおそれがある場合は，作業内容及び保安上必要な措置を記載した

計画書に内部発生飛散物の発生を防止することにより内部発生飛散物

防護対象設備の安全機能を損なわないための措置について記載し，そ

の計画に基づき作業を実施する。 

【補足説明資料1-5】 
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第 1.7.7－４表(1) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（1/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

計測制御設備 

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 [ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 [ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

計測制御設備 

電気設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

[ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

電気設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

地下 

２階 
(９) 

回転機器の損壊

による飛散物 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

冷却水設備 安全冷却水系 

補給水設備 

計測制御設備 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－１図及び第 1.7.7－２図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(2) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（2/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 
(10) 

回転機器の損壊

による飛散物 

補給水設備 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

計測制御設備 

電気設備 

地上 

１階 

(11) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料取出し設備 [燃料取出しピット，燃

料仮置きピット，燃料仮置きラック] 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

電気設備 

計測制御設備 

(12) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

燃料貯蔵設備 [燃料貯蔵プール，チャン

ネル ボックス・バーナブル ポイズン取扱

ピット，燃料貯蔵ラック]

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－２図及び第 1.7.7－３図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(3) 内部発生飛散物防護対象設備 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋（3/3） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(13) 
重量物の落下に

よる飛散物 

燃料移送設備 [燃料移送水路] 

燃料送出し設備 [燃料送出しピット，バス

ケット，バスケット仮置き架台]

プール水浄化・冷却設備 プール水冷却系 

補給水設備 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

地上 

２階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

地上 

３階 
(21) 

回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－３図～第 1.7.7－５図に示す内部発生飛散物防護対

象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(4) 内部発生飛散物防護対象設備 

    使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用 

 安全冷却水系冷却塔Ｂ基礎  

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

計測制御設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

計測制御設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－６図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(5) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（1/7） 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 [空気圧縮

機] 

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 
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第 1.7.7－４表(6) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（2/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

建物（遮蔽） 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

建物（遮蔽） 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [計量・調整槽，計量補助

槽] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(7) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（3/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

溶解設備 

清澄・計量設備 [計量後中間貯槽] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [凝縮器

，ＮＯｘ吸収塔，よう素追出し塔] 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [廃ガス

洗浄塔，凝縮器，デミスタ] 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [清澄機，リサイクル槽，

不溶解残渣回収槽，計量前中間貯槽] 

溶解設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 [清澄機，リサイクル槽，

不溶解残渣回収槽，計量前中間貯槽] 

溶解設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－７図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(8) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（4/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 [建屋排風機，セル排

風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

溶解設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

建物（遮蔽） 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

清澄・計量設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

計測制御設備 

建物（遮蔽） 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－８図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室に

対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(9) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（5/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 
(24) 

回転機器の損壊

による飛散物 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地下 

２階 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

地下 

１階 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

溶解設備 

建物（遮蔽） 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 

１階 
(29) 

回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

溶解設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－８図～第 1.7.7－11 図に示す内部発生飛散物防護対

象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(10) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（6/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 [ボイラ] 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 [ボイラ] 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 
溶解設備 

地上 

２階 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 
前処理建屋換気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－11 図及び第 1.7.7－12 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(11) 内部発生飛散物防護対象設備 前処理建屋（7/7） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(38) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

(39) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 [排風機] 

電気設備 

(40) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

電気設備 

建物（遮蔽） 

地上 

３階 

(41) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(42) 
回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(43) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(44) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(45) 
回転機器の損壊

による飛散物 
圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 

４階 
(46) 

回転機器の損壊

による飛散物 

前処理建屋換気設備 [溶解槽セルＡ排風機

，溶解槽セルＢ排風機] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－12 図～第 1.7.7－14 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(12) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（1/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

安全保護回路 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 
安全保護回路 

地下 

２階 
(６) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

分離設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－15 図及び第 1.7.7－16 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(13) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（2/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

高レベル廃液濃縮設備 

計測制御設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系 

ポンプ] 

電気設備 

安全保護回路 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分配設備 

安全保護回路 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－16 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(14) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（3/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

分離設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

高レベル廃液濃縮設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

地上 

１階 
(15) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

分離設備 

分配設備 

分離建屋一時貯留処理設備 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－17 図及び第 1.7.7－18 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(15) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（4/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備 

地上 

１階 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分離建屋一時貯留処理設備 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分配設備 

溶媒再生系 分離・分配系 

計測制御設備 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

（19） 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液濃縮設備 

建物（遮蔽） 

地上 

２階 
(20) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

分離設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－18 図及び第 1.7.7－19 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。
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第1.7.7－４表(16) 内部発生飛散物防護対象設備 分離建屋（5/5） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系 [排風機] 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 [排風機]

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

分離設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

地上 

３階 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液濃縮設備 高レベル廃液濃縮系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

地上 

４階 
(27) 

回転機器の損壊

による飛散物 

分離建屋換気設備 [建屋排風機，グローブ 

ボックス・セル排風機] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

高レベル廃液濃縮設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－19 図～第 1.7.7－21 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(17) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（1/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋一時貯留処理設備 

電気設備 

精製建屋換気設備 

建物（遮蔽） 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

電気設備 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

プルトニウム精製設備 

建物（遮蔽） 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

建物（遮蔽） 

地下 

２階 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

精製建屋一時貯留処理設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋換気設備 

建物（遮蔽） 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－22 図及び第 1.7.7－23 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(18) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（2/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

プルトニウム精製設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

建物（遮蔽） 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－23 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(19) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（3/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

精製建屋一時貯留処理設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

精製建屋換気設備 

建物（遮蔽） 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

電気設備 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

プルトニウム精製設備 [ＴＢＰ洗浄器，プ

ルトニウム洗浄器]

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

地上 

１階 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－24 図及び第 1.7.7－25 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(20) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（4/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

１階 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

建物（遮蔽） 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

建物（遮蔽） 

(29) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

２階 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－25 図及び第 1.7.7－26 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(21) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（5/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

２階 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

建物（遮蔽） 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

地上 

３階 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

(38) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

地上 

４階 

(39) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

精製建屋換気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(40) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(41) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－26 図～第 1.7.7－28 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(22) 内部発生飛散物防護対象設備 精製建屋（6/6） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 

４階 

(42) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋換気設備 [建屋排風機，グローブ 

ボックス・セル排風機] 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(43) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(44) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

精製建屋換気設備 

(45) 
回転機器の損壊

による飛散物 

計測制御設備 

安全保護回路 

電気設備 

(46) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋換気設備 

(47) 
回転機器の損壊

による飛散物 
精製建屋換気設備 

(48) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

５階 

(49) 
回転機器の損壊

による飛散物 
圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(50) 
回転機器の損壊

による飛散物 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 塔槽類廃

ガス処理系（プルトニウム系） [排風機] 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 パルセー

タ廃ガス処理系 [排風機]

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－28 図及び第 1.7.7－29 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(23) 内部発生飛散物防護対象設備 ウラン脱硝建屋 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 
計測制御設備 

地上 

２階 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン脱硝設備 ウラン脱硝系 [脱硝塔]

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン脱硝設備 ウラン脱硝系 [脱硝塔]

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－30 図及び第 1.7.7－31 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(24) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（1/6）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
冷却水設備 安全冷却水系 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 
冷却水設備 安全冷却水系 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備

ウラン･プルトニウム混合脱硝系

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

[建屋排気フィルタ ユニット，グローブ ボ

ックス・セル排気フィルタ ユニット，建屋

排風機，グローブ ボックス・セル排風機]

電気設備 

計測制御設備 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[粉砕機，保管容器，固気分離器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－32 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(25) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（2/6）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[粉砕機，保管容器，固気分離器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

計測制御設備 

(８) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[粉末充てん機]

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

計測制御設備 

(９) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器]

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備 [高性能粒子フィルタ，排風

機]

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－32 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(26) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（3/6）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(11) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 溶液系

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

建物（遮蔽） 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [還元炉，固気分離器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[固気分離器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 還元ガ

ス供給系

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

安全保護回路 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(27) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（4/6）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備

ウラン･プルトニウム混合脱硝系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [焙焼炉，固気分離器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

安全保護回路 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [還元炉，固気分離器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 還元ガ

ス供給系

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

安全保護回路 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(28) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（5/6）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備

ウラン･プルトニウム混合脱硝系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系 [焙焼炉，固気分離器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

安全保護回路 

(18) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[保管容器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

* 設置室の番号は，第 1.7.7－33 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(29) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋（6/6）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

１階 

(19) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[保管容器]

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 粉体系

[混合機]

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

(21) 
回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 溶液系

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋換気設備

地上 

１階 
(22) 

回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

地上 

２階 
(23) 

回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン･プルトニウム混合脱硝設備 焙焼･

還元系

ウラン･プルトニウム混合脱硝建屋塔槽類廃

ガス処理設備［廃ガス洗浄塔，高性能粒子

フィルタ，排風機］

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－33 図～第 1.7.7－35 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(30) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（1/2）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

４階 
(１) 

回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 [貯蔵室排風機]

電気設備 

地下 

３階 

(２) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール]

(３) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール]

地下 

２階 
(４) 

回転機器の損壊

による飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備 [貯蔵室排風機，貯蔵室排気フィ

ルタ ユニット]

電気設備 

地下 

１階 

(５) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール]

(６) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋

換気設備

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器，貯蔵ホール]

(７) 
重量物の落下に

よる飛散物 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

[混合酸化物貯蔵容器]

電気設備 

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－36 図～第 1.7.7－39 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(31) 内部発生飛散物防護対象設備 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋（2/2）

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備 

地上 

１階 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 
電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－40 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。
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第1.7.7－４表(32) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（1/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
４階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

建物（遮蔽） 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

[排風機] 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [固

化セル換気系排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(５) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

[排風機] 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [固

化セル換気系排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－41 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(33) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（2/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
４階 

(６) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 [ガラス溶融

炉，固化セル移送台車] 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

[廃ガス洗浄器，ミスト フィルタ，ルテニ

ウム吸着塔，高性能粒子フィルタ，加熱器

，よう素フィルタ]

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [ミ

スト フィルタ，セル内クーラ]

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

地下 
３階 

(７) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

建物（遮蔽） 

(８) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－41 図及び第 1.7.7－42 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(34) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（3/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
３階 

(９) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

建物（遮蔽） 

(10) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯蔵

系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

安全保護回路 

建物（遮蔽） 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－42 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(35) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（4/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

３階 
(11) 

回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

計測制御設備 

高レベル廃液ガラス固化設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

建物（遮蔽） 

地下 

２階 

(12) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 不溶解残渣廃液貯

蔵系 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

安全保護回路 

電気設備 

計測制御設備 

(13) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

建物（遮蔽） 

(14) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 共用貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

建物（遮蔽） 

(15) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－42 図及び第 1.7.7－43 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(36) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（5/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(16) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

建物（遮蔽） 

(17) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液貯蔵設備 高レベル濃縮廃液

貯蔵系 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

建物（遮蔽） 

(18) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

建物（遮蔽） 

(19) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

建物（遮蔽） 

(20) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－43 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(37) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（6/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 
(21) 

回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

建物（遮蔽） 

地下 

１階 

(22) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [セ

ル排風機]

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(23) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

電気設備 

計測制御設備 

安全保護回路 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(24) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(25) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

冷却水設備 安全冷却水系 

(26) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－43 図及び第 1.7.7－44 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第 1.7.7－４表(38) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（7/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 
１階 

(27) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 [建

屋排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(28) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

[排風機] 

電気設備 

(29) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

[排風機] 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(30) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－45 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(39) 内部発生飛散物防護対象設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋（8/8） 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地上 
１階 

(31) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 [安全冷却水系

ポンプ] 

電気設備 

計測制御設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

(32) 
回転機器の損壊

による飛散物 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

(33) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

地上 
２階 

(34) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス

処理設備 高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

電気設備 

(35) 
回転機器の損壊

による飛散物 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

計測制御設備 

(36) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

(37) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

計測制御設備 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－45 図及び第 1.7.7－46 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(40) 内部発生飛散物防護対象設備 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 

２階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

（２） 
回転機器の損壊

による飛散物 
建物（遮蔽） 

地下 

１階 
(３) 

重量物の落下に

よる飛散物 
建物（遮蔽） 

地上 
１階 

(４) 
重量物の落下に

よる飛散物 
ガラス固化体貯蔵設備 [貯蔵ピット] 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－47 図～第 1.7.7－49 図に示す内部発生飛散物防護

対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。
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第1.7.7－４表(41) 内部発生飛散物防護対象設備 制御建屋 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－50 図に示す内部発生飛散物防護対象設備の設置室

に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

電気設備 

制御室換気設備 [中央制御室送風機，中央

制御室フィルタ ユニット] 
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第1.7.7－４表(42) 内部発生飛散物防護対象設備 非常用電源建屋 

* 設置室の番号は，第 1.7.7－51 図及び第 1.7.7－52 図に示す内部発生飛散物防

護対象設備の設置室に対応する。

* *内部発生飛散物防護対象設備における[ ]は，内部発生飛散物防護対象

設備のうち，主要な設備を示す。

階層 設置室* 対象飛散物 内部発生飛散物防護対象設備** 

地下 
１階 

(１) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

(２) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 [冷却水循環ポ

ンプ]

電気設備 

地上 
１階 

(３) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 

(４) 
回転機器の損壊

による飛散物 

冷却水設備 安全冷却水系 

電気設備 
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5-1 

 

 

5. 再処理施設と他施設との共用 

 (１) 共用設備の抽出 

   再処理施設の中から他施設と共用する建物・構築物並びに施設，設

備，系及び機器を図５－１に示す抽出フローに従って抽出した。 

   抽出した対象施設の一覧を表５－１(1)及び(2)に示す。 

   また，抽出した設備についての許可の状況を補足説明資料１－11

に示す。 
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5-2 

 

 

 

 

 

再処理施設の 
全ての建物・構築物， 

系統又は機器 

対象外 

＊１：「再処理事業指定申請書 添付書類六 再処理施設の構成に示される施設」及び「再処理事業

指定申請書 添付書類六 2 章に示される建物・構築物」 

＊２：他の原子力施設とは，「廃棄物管理施設」「MOX 燃料加工施設」「六ヶ所保障措置分析所

（OSL）」「バイオアッセイ設備」である。 

NO 

YES

YES 

NO

安全機能を有する施設 

対象の設備又は系 

図５－１ 共用する再処理施設の抽出フロー 

NO

YES

対象の建物又は構築物 

建物又は構築物 

設備又は系 

＊１ 

 
設備又は系において，

他の原子力施設
＊２

と共

用している機器等が含

まれているか 

 
建物又は構築物におい

て，それらの一部又は全

部を他の原子力施設
＊２

と

共用しているか 

 
他の原子力施設

＊２
と共

用する設備又は系に機

器はあるか 

対象の機器 
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ニ
ウ

ム
混

合
酸

化
物

貯
蔵

設
備

○
・
粉

末
缶

・
混

合
酸

化
物

貯
蔵

容
器

○

以
下

に
つ

い
て

も
共

用
と

な
る

。
・
洞

道
搬

送
台

車
（
M

O
X
施

設
）

(走
行

レ
ー

ル
・
イ

ン
タ

ー
ロ

ッ
ク

の
信

号
を

含
む

)

計
測

制
御

設
備

×
安

全
保

護
回

路
×

制
御

室
×

制
御

室
換

気
設

備
×

気
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

せ
ん

断
処

理
・
溶

解
廃

ガ
ス

処
理

設
備

×

表
５

－
１

(１
)　

抽
出

し
た

対
象

設
備

一
覧

使
用

済
燃

料
の

受
入

れ
施

設
及

び
貯

蔵
施

設

施
設

再
処

理
設

備
本

体

製
品

貯
蔵

施
設

計
測

制
御

系
統

施
設

放
射

性
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
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設
備

設
備

又
は

系
系

他
の

原
子

力
施

設
と

の
共

用
有

無
（
有

：
○

、
無

：
×

）

A
D

R
B

 に
記

載
の

あ
る

機
器

A
D

R
B

に
は

記
載

が
無

く
設

工
認

で
登

場
す

る
機

器

廃
棄

物
管

理
施

設
M

O
X

燃
料

加
工

施
設

六
ヶ

所
保

障
措

置
分

析
所

（
O

S
L
）

バ
イ

オ
ア

ッ
セ

イ
設

備
そ

の
他

備
考

施
設

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

前
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
×

分
離

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
×

パ
ル

セ
ー

タ
廃

ガ
ス

処
理

系
×

精
製

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（
ウ

ラ
ン

系
）

×

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
（
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
系

）
×

パ
ル

セ
ー

タ
廃

ガ
ス

処
理

系
×

溶
媒

処
理

廃
ガ

ス
処

理
系

×
ウ

ラ
ン

脱
硝

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

×

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
×

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

×

不
溶

解
残

渣
廃

液
廃

ガ
ス

処
理

系
×

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

×

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備

低
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

廃
ガ

ス
処

理
系

×

廃
溶

媒
処

理
廃

ガ
ス

処
理

系
×

雑
固

体
廃

棄
物

焼
却

処
理

廃
ガ

ス
処

理
系

×

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

系
×

チ
ャ

ン
ネ

ル
 ボ

ッ
ク

ス
・

バ
ー

ナ
ブ

ル
 ポ

イ
ズ

ン
処

理
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備

×

ハ
ル

・
エ

ン
ド

 ピ
ー

ス
貯

蔵
建

屋
塔

槽
類

廃
ガ

ス
処

理
設

備
×

分
析

建
屋

塔
槽

類
廃

ガ
ス

処
理

設
備

×

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
廃

ガ
ス

処
理

設
備

×

換
気

設
備

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
管

理
建

屋
換

気
設

備
使

用
済

燃
料

輸
送

容
器

管
理

建
屋

給
気

系
×

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
管

理
建

屋
排

気
系

×

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
換

気
設

備
使

用
済

燃
料

受
入

れ
・
貯

蔵
建

屋
給

気
系

×

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
排

気
系

×

前
処

理
建

屋
換

気
設

備
前

処
理

建
屋

給
気

系
×

前
処

理
建

屋
排

気
系

×
分

離
建

屋
換

気
設

備
分

離
建

屋
給

気
系

×
分

離
建

屋
排

気
系

×
精

製
建

屋
換

気
設

備
精

製
建

屋
給

気
系

×
精

製
建

屋
排

気
系

×
ウ

ラ
ン

脱
硝

建
屋

換
気

設
備

ウ
ラ

ン
脱

硝
建

屋
給

気
系

×

ウ
ラ

ン
脱

硝
建

屋
排

気
系

×
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
換

気
設

備
ウ

ラ
ン

・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
給

気
系

×

430



設
備

設
備

又
は

系
系

他
の

原
子

力
施

設
と

の
共

用
有

無
（
有

：
○

、
無

：
×

）

A
D

R
B

 に
記

載
の

あ
る

機
器

A
D

R
B

に
は

記
載

が
無

く
設

工
認

で
登

場
す

る
機

器

廃
棄

物
管

理
施

設
M

O
X

燃
料

加
工

施
設

六
ヶ

所
保

障
措

置
分

析
所

（
O

S
L
）

バ
イ

オ
ア

ッ
セ

イ
設

備
そ

の
他

備
考

施
設

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
排

気
系

×

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
酸

化
物

貯
蔵

建
屋

換
気

設
備

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
酸

化
物

貯
蔵

建
屋

給
気

系
×

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
酸

化
物

貯
蔵

建
屋

排
気

系
×

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
換

気
設

備
高

レ
ベ

ル
廃

液
ガ

ラ
ス

固
化

建
屋

給
気

系
×

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
排

気
系

×

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

建
屋

換
気

設
備

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

建
屋

給
気

系
×

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

建
屋

排
気

系
×

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

換
気

設
備

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

給
気

系
×

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

建
屋

排
気

系
×

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
換

気
設

備
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

処
理

建
屋

給
気

系
×

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
排

気
系

×

ハ
ル

・
エ

ン
ド

 ピ
ー

ス
貯

蔵
建

屋
換

気
設

備
ハ

ル
・
エ

ン
ド

 ピ
ー

ス
貯

蔵
建

屋
給

気
系

×

ハ
ル

・
エ

ン
ド

 ピ
ー

ス
貯

蔵
建

屋
排

気
系

×

チ
ャ

ン
ネ

ル
 ボ

ッ
ク

ス
・

バ
ー

ナ
ブ

ル
 ポ

イ
ズ

ン
処

理
建

屋
換

気
設

備

チ
ャ

ン
ネ

ル
 ボ

ッ
ク

ス
・

バ
ー

ナ
ブ

ル
 ポ

イ
ズ

ン
処

理
建

屋
給

気
系

×

チ
ャ

ン
ネ

ル
 ボ

ッ
ク

ス
・

バ
ー

ナ
ブ

ル
 ポ

イ
ズ

ン
処

理
建

屋
排

気
系

×

分
析

建
屋

換
気

設
備

分
析

建
屋

給
気

系
×

分
析

建
屋

排
気

系
○

・
建

屋
排

風
機

・
グ

ロ
ー

ブ
ボ

ッ
ク

ス
排

風
機

○
・
O

S
L
か

ら
排

気
あ

り
。

北
換

気
筒

○
○

（
支

持
構

造
物

）
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

処
理

建
屋

換
気

筒
×

主
排

気
筒

×
液

体
廃

棄
物

の
廃

棄
施

設
高

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
設

備
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
設

備
高

レ
ベ

ル
廃

液
濃

縮
系

×

ア
ル

カ
リ

廃
液

濃
縮

系
×

高
レ

ベ
ル

廃
液

貯
蔵

設
備

高
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

貯
蔵

系
×

不
溶

解
残

渣
廃

液
貯

蔵
系

×

ア
ル

カ
リ

濃
縮

廃
液

貯
蔵

系
×

共
用

貯
蔵

系
×

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

設
備

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

系
×

第
２

低
レ

ベ
ル

廃
液

処
理

系
×

洗
濯

廃
液

処
理

系
×

　
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

廃
液

処
理

系
×
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設
備

設
備

又
は

系
系

他
の

原
子

力
施

設
と

の
共

用
有

無
（
有

：
○

、
無

：
×

）

A
D

R
B

 に
記

載
の

あ
る

機
器

A
D

R
B

に
は

記
載

が
無

く
設

工
認

で
登

場
す

る
機

器

廃
棄

物
管

理
施

設
M

O
X

燃
料

加
工

施
設

六
ヶ

所
保

障
措

置
分

析
所

（
O

S
L
）

バ
イ

オ
ア

ッ
セ

イ
設

備
そ

の
他

備
考

施
設

油
分

除
去

系
×

海
洋

放
出

管
理

系
○

・
第

１
放

出
前

貯
槽

・
第

１
海

洋
放

出
ポ

ン
プ

・
海

洋
放

出
管

○
・
経

路
の

み
共

用
と

す
る

。

固
体

廃
棄

物
の

廃
棄

施
設

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
設

備
×

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

設
備

×
低

レ
ベ

ル
固

体
廃

棄
物

処
理

設
備

低
レ

ベ
ル

濃
縮

廃
液

処
理

系
×

廃
溶

媒
処

理
系

×
雑

固
体

廃
棄

物
処

理
系

×
チ

ャ
ン

ネ
ル

 ボ
ッ

ク
ス

・
バ

ー
ナ

ブ
ル

 ポ
イ

ズ
ン

処
理

系
×

低
レ

ベ
ル

固
体

廃
棄

物
貯

蔵
系

廃
樹

脂
貯

蔵
系

×

ハ
ル

・
エ

ン
ド

 ピ
ー

ス
貯

蔵
系

×

チ
ャ

ン
ネ

ル
 ボ

ッ
ク

ス
・

バ
ー

ナ
ブ

ル
 ポ

イ
ズ

ン
貯

蔵
系

×

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
系

×

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

貯
蔵

系
×

第
２

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
系

第
１

貯
蔵

系
○

○
エ

リ
ア

を
共

用

第
２

貯
蔵

系
○

○
エ

リ
ア

を
共

用
第

４
低

レ
ベ

ル
廃

棄
物

貯
蔵

系
×

出
入

管
理

関
係

設
備

出
入

管
理

設
備

○
出

入
管

理
設

備
ゲ

ー
ト

を
有

し
た

出
入

管
理

設
備

○
北

換
気

筒
管

理
建

屋
の

出
入

管
理

設
備

を
共

用
す

る
。

汚
染

管
理

設
備

×
試

料
分

析
関

係
設

備
放

出
管

理
分

析
設

備
×

放
射

能
測

定
設

備
×

環
境

試
料

測
定

設
備

○
環

境
試

料
測

定
装

置
核

種
分

析
装

置
（
申

請
予

定
）

○

放
射

線
監

視
設

備
屋

内
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
設

備
○

分
析

建
屋

の
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
の

一
部

○

屋
外

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

設
備

○
・
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

・
ダ

ス
ト

モ
ニ

タ
環

境
監

視
盤

○

・
積

算
線

量
計

○
○

放
射

線
サ

ー
ベ

イ
機

器
×

環
境

管
理

設
備

○
放

射
能

観
測

車
○

○
気

象
観

測
設

備
の

一
部

気
象

盤
○

○

個
人

管
理

用
設

備
○

・
個

人
線

量
計

・
ホ

ー
ル

ボ
デ

ィ
カ

ウ
ン

タ
○

○

電
気

設
備

受
電

開
閉

設
備

○
受

電
開

閉
設

備
○

○

変
圧

器
○

受
電

変
圧

器
○

○

所
内

高
圧

系
統

○
G

C
建

屋
6
.9

kV
常

用
主

母
線

○

○

・
G

C
2
建

屋
6
.9

kV
常

用
主

母
線

・
G

C
2
建

屋
6
.9

kV
運

転
予

備
用

主
母

線
・
F
A

建
屋

6
.9

kV
常

用
母

線
・
F
A

建
屋

6
.9

kV
非

常
用

母
線

○

放
射

線
管

理
施

設

そ
の

他
再

処
理

設
備

の
附

属
施

設
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設
備

設
備

又
は

系
系

他
の

原
子

力
施

設
と

の
共

用
有

無
（
有

：
○

、
無

：
×

）

A
D

R
B

 に
記

載
の

あ
る

機
器

A
D

R
B

に
は

記
載

が
無

く
設

工
認

で
登

場
す

る
機

器

廃
棄

物
管

理
施

設
M

O
X

燃
料

加
工

施
設

六
ヶ

所
保

障
措

置
分

析
所

（
O

S
L
）

バ
イ

オ
ア

ッ
セ

イ
設

備
そ

の
他

備
考

施
設

所
内

低
圧

系
統

〇
・
4
6
0
Ｖ

非
常

用
母

線
〇

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

○

・
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

・
第

２
運

転
予

備
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

○
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

は
，

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

ポ
ス

ト
の

非
常

用
電

源
設

備
と

し
て

共
用

す
る

。

燃
料

貯
蔵

設
備

○
燃

料
油

貯
蔵

タ
ン

ク
○

○

直
流

電
源

設
備

計
測

制
御

用
交

流
電

源
設

備

照
明

及
び

作
業

用
電

源
設

備 ケ
ー

ブ
ル

及
び

電
線

路
○

ケ
ー

ブ
ル

及
び

電
線

路
○

○

圧
縮

空
気

設
備

一
般

圧
縮

空
気

系
○

○

安
全

圧
縮

空
気

系
×

給
水

処
理

設
備

○
○

○

冷
却

水
設

備
一

般
冷

却
水

系
×

安
全

冷
却

水
系

〇
使

用
済

燃
料

の
受

入
れ

施
設

及
び

貯
蔵

施
設

用
の

安
全

冷
却

水
系

〇
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
ポ

ス
ト

の
非

常
用

電
源

設
備

（
第

１
非

常
用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

）
の

冷
却

に
必

要
な

設
備

蒸
気

供
給

設
備

一
般

蒸
気

系
○

○
○

M
O

X
は

燃
料

を
共

用

安
全

蒸
気

系
×

分
析

設
備

×

分
析

済
溶

液
処

理
系

×

化
学

薬
品

貯
蔵

供
給

設
備

化
学

薬
品

貯
蔵

供
給

系
×

窒
素

ガ
ス

製
造

供
給

系
×

酸
素

ガ
ス

製
造

供
給

系
×

火
災

防
護

設
備

○
・
消

火
水

供
給

設
備

○
○

○
・
屋

外
消

火
栓

・
防

火
水

槽
○

火
災

影
響

軽
減

設
備

○
○

・
Ｃ

Ｂ
建

屋
の

撤
去

壁
の

撤
去

後
に

共
用

す
る

。

緊
急

時
対

策
所

緊
急

時
対

策
所

（
建

屋
）

○
○

竜
巻

防
護

対
策

設
備

×
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設
備

設
備

又
は

系
系

他
の

原
子

力
施

設
と

の
共

用
有

無
（
有

：
○

、
無

：
×

）

A
D

R
B

 に
記

載
の

あ
る

機
器

A
D

R
B

に
は

記
載

が
無

く
設

工
認

で
登

場
す

る
機

器

廃
棄

物
管

理
施

設
M

O
X

燃
料

加
工

施
設

六
ヶ

所
保

障
措

置
分

析
所

（
O

S
L
）

バ
イ

オ
ア

ッ
セ

イ
設

備
そ

の
他

備
考

施
設

不
法

侵
入

等
防

止
設

備
○

・
不

正
に

爆
発

性
又

は
易

燃
性

を
有

す
る

物
件

そ
の

他
人

に
危

害
を

与
え

，
又

は
他

の
物

件
を

損
傷

す
る

お
そ

れ
が

あ
る

物
件

が
持

ち
込

ま
れ

る
こ

と
の

防
止

に
関

わ
る

設
備

・
通

信
連

絡
設

備
・
人

の
容

易
な

侵
入

等
を

防
止

で
き

る
障

壁

○
○

○
探

知
施

設
○

○
外

部
か

ら
の

不
正

ア
ク

セ
ス

を
遮

断
す

る
装

置
○

溢
水

防
護

設
備

×

通
信

連
絡

設
備

○
・
ペ

ー
ジ

ン
グ

装
置

・
所

内
携

帯
電

話
○

○

○

・
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

IP
電

話
・
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

IP
-
F
A

X
・
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

T
V

会
議

シ
ス

テ
ム

・
フ

ァ
ク

シ
ミ

リ
・
一

般
加

入
電

話
・
一

般
携

帯
電

話

○
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建
物

・
構

築
物

他
の

原
子

力
施

設
と

の
共

用
有

無
（
有

：
○

、
無

：
×

）

廃
棄

物
管

理
施

設
M

O
X

燃
料

加
工

施
設

六
ヶ

所
保

障
措

置
分

析
所

（
O

S
L
）

バ
イ

オ
ア

ッ
セ

イ
設

備
そ

の
他

備
考

使
用

済
燃

料
輸

送
容

器
管

理
建

屋
×

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
建

屋
×

使
用

済
燃

料
受

入
れ

・
貯

蔵
管

理
建

屋
×

前
処

理
建

屋
×

分
離

建
屋

×
精

製
建

屋
×

ウ
ラ

ン
脱

硝
建

屋
×

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
脱

硝
建

屋
×

ウ
ラ

ン
酸

化
物

貯
蔵

建
屋

×

ウ
ラ

ン
・
プ

ル
ト

ニ
ウ

ム
混

合
酸

化
物

貯
蔵

建
屋

×

地
下

４
階

に
て

M
O

X
燃

料
加

工
施

設
と

接
続

す
る

。
接

続
す

る
M

O
X
燃

料
加

工
施

設
の

貯
蔵

容
器

搬
送

用
洞

道
及

び
燃

料
加

工
建

屋
の

一
部

を
共

用
す

る
。

高
レ

ベ
ル

廃
液

ガ
ラ

ス
固

化
建

屋
×

第
１

ガ
ラ

ス
固

化
体

貯
蔵

建
屋

×
低

レ
ベ

ル
廃

液
処

理
建

屋
×

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
処

理
建

屋
×

チ
ャ

ン
ネ

ル
 ボ

ッ
ク

ス
・
バ

ー
ナ

ブ
ル

 ポ
イ

ズ
ン

処
理

建
屋

×
ハ

ル
・
エ

ン
ド

 ピ
ー

ス
貯

蔵
建

屋
×

第
１

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
建

屋
×

第
２

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
建

屋
×

第
４

低
レ

ベ
ル

廃
棄

物
貯

蔵
建

屋
×

（
主

排
気

筒
）

×
（
海

洋
放

出
管

）
（
○

）
○

制
御

建
屋

×

分
析

建
屋

○
○

（
建

屋
の

一
部

）
非

常
用

電
源

建
屋

×
主

排
気

筒
管

理
建

屋
×

緊
急

時
対

策
所

○
○

第
１

保
管

庫
・
貯

水
所

×
第

１
貯

水
槽

×
第

２
保

管
庫

・
貯

水
所

×
第

２
貯

水
槽

×
開

閉
所

×
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

建
屋

×

（
北

換
気

筒
）

（
○

）
○

（
支

持
構

造
物

）
ボ

イ
ラ

建
屋

×
第

２
ユ

ー
テ

ィ
リ

テ
ィ

建
屋

×
試

薬
建

屋
×

還
元

ガ
ス

製
造

建
屋

×
模

擬
廃

液
貯

蔵
庫

×

出
入

管
理

建
屋

○
○

（
建

屋
の

一
部

）
北

換
気

筒
管

理
建

屋
×

簡
易

倉
庫

×
保

管
用

コ
ン

テ
ナ

×
新

消
防

建
屋

×

表
５

－
１

(２
)　

抽
出

し
た

対
象

の
建

物
・
構

築
物

一
覧
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5.1 安全機能を有する施設の共用 

  抽出した設備について，他施設との共用によって再処理施設の安全性を

損なわないことを次項以降で確認した。 
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(１) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

(ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋は，地下４階においてＭＯ

Ｘ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用洞道（以下「貯蔵容器搬送用洞道」と

いう。）と接続し，ＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を収納した混合酸化

物貯蔵容器をＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車を用いて搬送し，ＭＯ

Ｘ燃料加工施設へ払い出す。このため，粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器

を，ＭＯＸ燃料加工施設と共用するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設の洞

道搬送台車を再処理施設と共用する。 

また，貯蔵容器台車の衝突防止のインターロックに必要となるＭＯＸ

燃料加工施設の洞道搬送台車からの信号及び洞道搬送台車の衝突防止の

インターロックに必要となる貯蔵容器台車からの信号は，再処理施設と

ＭＯＸ燃料加工施設間で共用する。 

 共用する粉末缶，混合酸化物貯蔵容器及び洞道搬送台車の概要を図

5.1－(1)－１(1)から(3)に示す。 

共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 貯蔵容器搬送用洞道との接続に伴い，貯蔵容器搬送用洞道及びＭＯＸ

燃料加工施設の燃料加工建屋（以下「燃料加工建屋」という。）の一部

は，負圧管理の境界として共用する。 

共用の範囲には，ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋と貯蔵容

器搬送用洞道との境界に設置される扉（以下「再処理施設境界の扉」と

いう。）及び貯蔵容器搬送用洞道と燃料加工建屋との境界に設置される

扉（以下「ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉」という。）を含み，再処理施

設境界の扉は，火災影響軽減設備の防火戸とする。 
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   変更範囲に関する概要図を図5.1－(1)－２に示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

 (ｂ) 共用による安全性への影響 

① 粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器 

粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器は，共用によって仕様（種類，容量及

び主要材料），遮蔽設計，閉じ込め機能及び臨界安全の方法に変更はな

いため，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。粉末缶及び混

合酸化物貯蔵容器の仕様を第 5.3－１表に，ウラン・プルトニウム混合

酸化物貯蔵設備の主要設備の臨界安全管理表を第 5.3－３表に示す。 

 

② 洞道搬送台車 

ＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車は，遮蔽体を設ける設計としてお

り，再処理施設の遮蔽設計区分に変更はないこと，また，１台当たり混

合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつ取り扱う設計とすることで臨界安全

設計を担保し，仮に２つの容器が最接近したとしても臨界にならないこ

とを評価により確認したこと及び衝突防止のインターロックを設ける設

計とすることで貯蔵容器台車と洞道搬送台車が衝突しないようにするこ

とで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。洞道搬送台車の

仕様を第 5.3－２表に，洞道搬送台車の概要図を図 5.1－(1)－１(3)に

示す。また，安全性を損なわない根拠を補足説明資料１－７に示す。 

 

③ 貯蔵容器搬送用洞道及び燃料加工建屋の一部 

貯蔵容器搬送用洞道は，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉開放時には，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の気体廃棄物の廃棄設備により負圧に維持する設計と
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し，再処理施設境界の扉（防火戸）開放時には，再処理施設の気体廃棄

物の廃棄施設により貯蔵容器搬送用洞道を負圧に維持する設計とするこ

と，また，ＭＯＸ燃料加工施設境界の扉及び再処理施設境界の扉（防火

戸）は，同時に開放しない設計とすることで，共用によって再処理施設

の安全性を損なわない。 

④ 再処理施設境界の扉

ＭＯＸ燃料加工施設にて設置する再処理施設境界の扉は，３時間以上

の耐火能力を有する火災影響軽減設備の防火戸として設計していること

から，ＭＯＸ燃料加工施設における火災の発生を想定しても，影響を軽

減できるよう十分な耐火能力を有する設計とすることで，共用によって

再処理施設の安全性を損なわない。防火戸の耐火能力を表 5.1－(1)－

３に示す。 
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第 5.3－１表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備

の主要設備の仕様 

(１) 粉 末 缶

種  類 たて置円筒形 

缶  数 １式 

容  量 約 12ｋｇ・（Ｕ＋Ｐｕ）／缶 

主要材料 アルミニウム合金

(２) 混合酸化物貯蔵容器

種  類 たて置円筒形 

本  数 １式 

容  量 粉末缶３缶／貯蔵容器 

主要材料 ステンレス鋼
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第 5.3－２表 ＭＯＸ燃料加工施設の主要設備の仕様 

 

 (１) 洞道搬送台車 

    種  類   床面軌道走行形 

    台  数   １ 

    容  量   混合酸化物貯蔵容器１本 
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第5.3－３表 ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の 

主要設備の臨界安全管理表 

臨 界 安 全 管 理 の 方 法                     

主 要 設 備 単 一 ユ ニ ッ ト          

複 数 ユ ニ ッ ト           

備 考 

形 状    濃 度    質 量    そ の 他       

粉 末 缶 ○ （１） ○ （２） ○ （３）

(1)粉末缶は，混合酸化物

貯蔵容器内に最大３缶

収納する。

(2)貯蔵ホールの臨界安全

のため粉末缶１缶の充

てん量を 13.3kg・

(U+Pu)以下とする。

(3)上流工程の脱硝施設の

混合槽でウラン濃度に

対するプルトニウムの

濃度比（プルトニウ          

ム／ウラン）が 1.5を

超えないことを確認す 

る。 

(4)貯蔵ホールの臨界安全

のため混合酸化物貯蔵

容 器 の 充 て ん 量 を          

40kg・(U+Pu)以下と

する。

混合酸化物貯蔵容器（１）   φ： 20.4 ｃｍ ○ （４） ○ （３）

貯 蔵 ホ ー ル 

 各ホールに混合酸化物 

 貯蔵容器１本を収納す 

 る。 

 混合酸化物貯蔵容器の貯 

 蔵時の面間最小距離 

： 38.5 ｃｍ 

昇 降 機

 昇降機は，１台当たり 

 混合酸化物貯蔵容器を 

 一時に１本ずつ取り扱 

 う。 

貯 蔵 台 車 

 貯蔵台車は，１台当た 

 り混合酸化物貯蔵容器 

 を一時に１本ずつ取り 

 扱う。 

貯 蔵 容 器 台 車 

 貯蔵容器台車は，１台 

 当たり混合酸化物貯蔵 

 容器を一時に１本ずつ 

 取り扱う。 

移 載 機

 移載機は，１台当たり 

 混合酸化物貯蔵容器を 

 一時に１本ずつ取り扱 

 う。 

払 出 台 車 

 払出台車は，１台当た 

 り混合酸化物貯蔵容器 

 を一時に１本ずつ取り 

 扱う。 

洞 道 搬 送 台 車 

 洞道搬送台車は，１台 

 当たり混合酸化物貯蔵 

 容器を一時に１本ずつ 

 取り扱う。 

      なお，臨界安全管理表の各欄の説明は，次のとおりである。 

主要設備  ････････････  臨界安全管理上の主要な機器の名称を示す。 

臨界安全管理の方法 ･･･  臨界安全設計上の臨界安全管理の方法又は核的制限値を示す。 

単一ユニット 

形   状  ･･････  下記の制限寸法を示す。全濃度安全形状寸法の機器には，全濃度安全形状寸法と記載する。 

φ   ･･････  円筒状機器の記号で，寸法を示すときは最大内径を示す。 

ｓ   ･･････  平板状機器の記号で，寸法を示すときは最大粉末厚みを示す。 

ａ   ･･････  環状形パルスカラム，円筒形パルスカラムの環状部又は環状形槽の記号で，寸法を示すときは環状部の最大液厚みを表す。 

濃 度 ･･････  制限濃度安全形状寸法の制限濃度又は濃度管理の核的制限値等を示す。なお，濃度の記載値には，下流側の臨界安全のために設定した値も示す。 

質 量 ･･････  質量管理の核的制限値を示す。 

そ の 他 ･･････  形状，濃度，質量以外の管理方法の内容を示す。中性子吸収材を用いる場合は，物質名及びその核的制限値を示す。 

 同位体管理を適用する場合は，その核的制限値を示す。 

複数ユニット ･･････  臨界安全設計で複数ユニットを考慮する必要がある場合は，単一ユニット相互間の最小距離，中性子吸収材の最小厚み等を示す。 

備  考   ･･････････  臨界安全管理の方法の欄で参照している特記事項を示す。
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図 5.1－(1)－１(1) 粉末缶 概要図 
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図 5.1－(1)－１(2) 混合酸化物貯蔵容器 概要図 
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図 5.1－(1)－１(3) 洞道搬送台車 概要図 
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図 5.1－(1)－２ 変更範囲に関する概要図（平面図） 
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表 5.1－(1)－３ 防火戸の耐火能力 

 

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁を構成する防火戸について，３時間

耐火性能を有していることを火災耐久試験により確認した結果を以下に示す。 

 

試験体となる防火戸（遮蔽扉と兼用）の仕様及び試験結果 

扉種別 両開き 

扉寸法 W2,720×H2,760 

板厚 1.6mm 

扉姿図 

 

判定 良 
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 (２) 気体廃棄物の廃棄施設の換気設備 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   六ヶ所保障措置分析所は分析建屋の中に配置されている。六ヶ所保障

措置分析所は，換気・空調を独立して設置せずに，換気・空調，排気の

浄化及び空気汚染の拡大防止のため，分析建屋換気設備の分析建屋排気

系の一部を六ヶ所保障措置分析所と共用する。 

   分析建屋換気設備の分析建屋排気系と六ヶ所保障措置分析所の共用範

囲を図 5.1－(2)－１に示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

   また，北換気筒は，再処理施設と廃棄物管理施設の合計４本の筒身か

ら形成され，それらの支持構造物は，鉄塔支持形であり，再処理施設の

筒身とともに廃棄物管理施設の筒身も支持する構造である。よって，支

持構造物は廃棄物管理施設と共用する。 

   北換気筒概要図を第 7.2－34 図に示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

(ｂ) 共用による安全性への影響 

 ① 分析建屋換気設備の分析建屋排気系 

   六ヶ所保障措置分析所と共用する分析建屋換気設備は，換気設備の排

風機に必要な容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なうことはない。共用する分析建屋換気設備の主要設備

の仕様を第 7.2－28 表に示す。 

 

 ② 北換気筒 

   廃棄物管理施設と共用する北換気筒の支持構造物は，廃棄物管理施設
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の筒身を考慮した強度を確保する設計とすることで，共用によって再処

理施設の安全性を損なわない。 

共用する北換気筒の主要設備の仕様を第 7.2－29 表に示す。 
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第 7.2－28 表 分析建屋換気設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 建屋排風機 

    台  数    ２ 

    容  量    約 10 万ｍ３／ｈ／台 

 (２) グローブ ボックス排風機 

    台  数    ２（うち１台は予備） 

    容  量    約１万２千ｍ３／ｈ／台 

 (３) フード排風機 

    台  数    ２ 

    容  量    約１万７千ｍ３／ｈ／台 
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第 7.2－29 表 北換気筒の主要設備の仕様 

 

 (１) 北換気筒 

    種   類  鉄塔支持形（多筒集合形） 
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：共用範囲 
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図 5.1－(2)－１ 分析建屋換気設備の分析建屋排気系の共用範囲図 
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 (３) 液体廃棄物の廃棄施設の低レベル廃液処理設備 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   ＭＯＸ燃料加工施設の排水は，再処理施設の低レベル廃液処理設備の

第１放出前貯槽に受け入れ，海洋放出管を経て海洋に放出する設計とし

ている。ＭＯＸ燃料加工施設の排水が通過する経路を，ＭＯＸ燃料加工

施設と共用する。 

   低レベル廃液処理設備の系統概要図を第 7.3－５図に示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

(ｂ) 共用による安全性への影響 

   ＭＯＸ燃料加工施設と共用する経路は，ＭＯＸ燃料加工施設において

故障その他の異常が発生した場合でも，排水を第１放出前貯槽に受け入

れる経路上に設置する弁を閉止することにより，ＭＯＸ燃料加工施設か

らの波及的影響を及ぼさない設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない。 

   共用する低レベル廃液処理設備の主要設備の仕様を第 7.3－３表に示

し，安全性を損なわない根拠を補足説明資料１－10 に示す。 
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第 7.3－３表 低レベル廃液処理設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 海洋放出管理系 

 ａ．第１放出前貯槽 

    種  類   ライニングプール式 

    基  数   ４ 

    容  量   約 600ｍ３／基 

    主要材料   ステンレス鋼 

 ｂ． 第１海洋放出ポンプ 

    種  類   うず巻式 

    台  数   ２ 

    容  量   約 100ｍ３／ｈ（１台当たり） 

    主要材料   ステンレス鋼 

 ｃ． 海洋放出管＊ 

    数  量   １ 

    管  径   陸上部 約 150 ｍｍ 

           海域部 約 200 ｍｍ 

    主要材料   陸上部 ステンレス鋼 

           海域部 炭素鋼 

    海洋放出口  １個 

           海底より約３ｍ立上げ， 

           ノズル径約 75ｍｍ 

 

 注） ＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。

455



 

5-30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

456



 

5-31 

 

 

 (４) 固体廃棄物の廃棄施設の低レベル固体廃棄物貯蔵設備 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，再処理施設から発生する低レベル廃

棄物を貯蔵するとともに，ＭＯＸ燃料加工施設から発生し容器に詰めら

れた雑固体を貯蔵する設計とする。そのため，低レベル固体廃棄物貯蔵

設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系を，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

(ｂ) 共用による安全性への影響 

   低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レベル廃棄物貯蔵系は，ＭＯＸ

燃料加工施設から発生した雑固体の性状に対して再処理施設で発生した

雑固体と廃棄物特性が同等のものであることを確認して保管し，ＭＯＸ

燃料加工施設から発生した雑固体を考慮しても約６年分の貯蔵容量を有

する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

   共用する低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様を第 7.4－７

表に示す。また，安全性を損なわない根拠を補足説明資料１－９に示す。 

 

 

457



 

5-32 

 

 

第 7.4－７表 低レベル固体廃棄物貯蔵設備の主要設備の仕様 

 

 (１) 第２低レベル廃棄物貯蔵系 

    構  造   鉄筋コンクリート造 

 ａ．第１貯蔵系 

    貯蔵能力   約 12,700 本(200ℓ ドラム缶換算) 

 ｂ．第２貯蔵系 

    貯蔵能力   約 42,500 本(200ℓ ドラム缶換算) 
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 (５) 放射線管理施設 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   放射線管理施設の一部は，ＭＯＸ燃料加工施設，廃棄物管理施設及び

六ヶ所保障措置分析所と以下のとおり共用する。 

 ａ．出入管理関係設備 

  ⅰ．出入管理設備（北換気筒管理建屋） 

    北換気筒管理建屋には，再処理施設用と廃棄物管理施設用の排気モ

ニタリング設備がそれぞれ設置されているため，再処理規則及び廃棄

物管理規則に基づき管理区域を設定している。 

    そのため，管理区域への出入管理に用いる出入管理設備を廃棄物管

理施設と共用する。 

    共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

 ｂ．試料分析関係設備 

  ⅰ．環境試料測定設備 

    環境試料測定設備は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の周辺監

視区域境界付近で採取した試料の放射能測定を行うための設備であり，

周辺監視区域が同一の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工施設と環

境試料測定設備の一部を共用する。 

    共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

 ｃ．放射線監視設備 

  ⅰ．屋内モニタリング設備 

    屋内モニタリング設備のダストモニタは，作業環境の主要な箇所の

空気中の放射性物質の濃度を監視するための設備であり，分析建屋内
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にある六ヶ所保障措置分析所の設備と分析建屋のダストモニタの一部

を共用する。 

    共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

  ⅱ．屋外モニタリング設備 

  (ⅰ) 環境モニタリング設備 

モニタリングポスト及びダストモニタは，再処理施設及びＭＯＸ燃

料加工施設の周辺監視区域境界付近の空間放射線量率及び空気中の放

射性物質の濃度の測定を行うための設備であり，周辺監視区域が同一

の区域であることから，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

また，積算線量計は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物

管理施設の周辺監視区域付近の空間放射線量測定のための設備であり，

周辺監視区域が同一の区域であることからＭＯＸ燃料加工施設及び廃

棄物管理施設と共用する。 

    共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

 ｄ．環境管理設備 

放射能観測車は，再処理施設及びＭＯＸ燃料加工施設の平常時及び事

故時に敷地周辺の空間放射線量率及び空気中の放射性物質濃度を迅速に

測定するための設備であり，敷地が同一であることから，ＭＯＸ燃料加

工施設と共用する。 

また，気象観測設備は，再処理施設，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物

管理施設の敷地内において気象を観測するための設備であり，敷地が同

一であることから，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と気象観測

設備の一部を共用する。 
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   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

 ｆ．個人管理用設備 

個人線量計及びホールボディカウンタは，再処理施設，ＭＯＸ燃料加

工施設及び廃棄物管理施設の放射線業務従事者等の線量評価のための設

備であり，ＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

(ｂ) 共用による安全性への影響 

   ＭＯＸ燃料加工施設，廃棄物管理施設及び六ヶ所保障措置分析所と共

用する放射線管理施設は，仕様及び運用を各施設で同一とし，管理区域，

周辺監視区域等が同一の区域の測定対象等の共有化や必要な容量を確保

する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

 ａ．出入管理関係設備 

  ⅰ．出入管理設備（北換気筒管理建屋） 

北換気筒管理建屋の管理区域に設置している設備は，再処理施設及

び廃棄物管理施設の排気モニタリング設備のみであり，出入管理設備

の仕様及び出入管理に係る運用を各施設で同一とする設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

 

 ｂ．試料分析関係設備 

  ⅰ．環境試料測定設備 

    環境試料測定設備は，仕様及び運用を各施設で同一とし，周辺監視

区域が同一の区域であることにより，測定結果の共有を図る設計とす

ることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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 ｃ．放射線監視設備 

  ⅰ．屋内モニタリング設備 

分析建屋のダストモニタの一部は，再処理施設及び六ヶ所保障措置

分析所の放射線管理施設の機能に必要な容量を確保する設計とするこ

とで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

 

  ⅱ．屋外モニタリング設備 

  (ⅰ) 環境モニタリング設備 

モニタリングポスト，ダストモニタ及び積算線量計は，仕様及び運

用を各施設で同一とし，周辺監視区域が同一の区域であることにより，

監視結果の共有を図る設計とすることで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない。 

 

 ｄ．環境管理設備 

   放射能観測車は及び気象観測設備は，仕様及び運用を各施設で同一と

し，周辺監視区域等が同一の区域であることにより，測定結果の共有を

図る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

 

 ｆ．個人管理用設備 

   個人線量計及びホールボディカウンタは，仕様及び運用を各施設で統

一し，必要な個数を確保する設計とすることで，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない。 
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(６) 電気設備

(ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

再処理施設の電力は，東北電力ネットワーク株式会社から 154ｋＶ送

電線２回線で受電し，所要の電圧に降圧し再処理施設へ給電するととも

に，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用し，これらの施設に

も給電する。 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用するモニタリングポストは，第１非常用デ

ィーゼル発電機を非常用電源とする設計とすることから，使用済燃料受

入れ・貯蔵建屋の 6.9ｋＶ常用母線，6.9ｋＶ非常用母線及び 460Ｖ非

常用母線並びに第１非常用ディーゼル発電機及びその燃料を供給する重

油タンクについても，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

電気設備のうち第２運転予備用ディーゼル発電機は，ＭＯＸ燃料加工

施設にも給電することから，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。また，運

転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備は，第２運転予備用ディーゼ

ル発電機へも燃料を供給すると共に，廃棄物管理施設へも燃料を供給す

ることから廃棄物管理施設と共用する。 

受変電設備及びディーゼル発電設備単線結線図を第 9.2－１図に，主

要建物内単線結線図を第 9.2－２図(1)に，燃料貯蔵設備の系統概要図

を図 5.1－(6)－１に示す。 

共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

(ｂ) 共用による安全性への影響 

電気設備のうち第１非常用ディーゼル発電機，その燃料を供給する燃

料貯蔵設備及び運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備を除く，他

施設と共用する設備は，共用する施設において，機器の破損，故障その
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他の異常を検知した場合には，6.9ｋＶ常用主母線又は 6.9ｋＶ運転予

備用主母線の遮断器が開放される設計とすることで，再処理施設に波及

的影響を与えることを防止するとともに，受電変圧器については，これ

らの施設への給電を考慮しても十分な容量を有する設計とすることで，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

   電気設備のうち他施設と共用する第１非常用ディーゼル発電機及びそ

の燃料を供給する燃料貯蔵設備は，給電先が共用するモニタリングポス

トであり，必要となる電力及び燃料が増加するものではないことから，

共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

   電気設備のうち他施設と共用する運転予備用ディーゼル発電機の燃料

貯蔵設備は，共用する施設において，故障その他の異常が発生した場合

でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を局所化し，

故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止するとともに，

他施設における使用を想定しても，再処理施設に十分な燃料を供給でき

る容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性

を損なわない。 

   受電開閉設備の主要設備の仕様を第 9.2－１表に，受電変圧器の主要

設備の仕様を第 9.2－２表に，ディーゼル発電機の主要設備の仕様を第

9.2－４表に，非常用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の主要設備の仕

様を第 9.2－８表に，運転予備用ディーゼル発電機の燃料貯蔵設備の主

要設備の仕様を第 9.2－９表にそれぞれ示し，安全性を損なわない根拠

を補足説明資料１－８に示す。 
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第 9.2－１表 受電開閉設備の主要設備の仕様 

(1) 154ｋＶ母線＊（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）

定 格 電 圧 

定 格 電 流 

168ｋＶ 

800Ａ 

(2) 遮断器（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）

項 目 
受電変圧器用 

遮断器＊ 

154ｋＶ受電用 

遮断器＊ 

154ｋＶ母線 

連絡用遮断器＊ 

定 格 電 圧 

定 格 電 流 

台 数 

168ｋＶ 

800Ａ 

２ 

168ｋＶ 

800Ａ 

２ 

168ｋＶ 

800Ａ 

１ 

項 目 
受電変圧器用 

遮断器＊＊ 

154ｋＶ母線 

連絡用遮断器＊＊ 

定 格 電 圧 

定 格 電 流 

台 数 

168ｋＶ 

800Ａ 

２ 

168ｋＶ 

800Ａ 

３ 

注１）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備である。 

注２）＊印の設備は，廃棄物管理施設と共用する。 

注３）＊印及び＊＊印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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第 9.2－２表 受電変圧器の主要設備の仕様 

（１） 受電変圧器（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用）

容 量 

電 圧 

相 数 

周 波 数 

台 数 

約 90,000kVA／台 

154kV／6.9kV 

３ 

50 Hz 

２＊ 

約 36,000kVA／台 

154kV／6.9kV 

３ 

50 Hz 

２＊＊ 

注１）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に必要な設備である。 

注２）＊印の設備は，廃棄物管理施設と共用する。 

注３）＊印及び＊＊印の設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 
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図 5.1－(6)－１ 燃料貯蔵設備の系統概要図 

 

弁を閉止することに
より隔離可能 

弁を閉止することに
より隔離可能 
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 (７) 圧縮空気設備 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   再処理施設内の各施設に圧縮空気を供給するため，圧縮空気設備を設

ける。また，圧縮空気設備の一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設へ圧縮

空気を供給する。このため，圧縮空気設備の一般圧縮空気系は，廃棄物

管理施設と共用する。 

圧縮空気設備の主要設備の仕様を第 9.3－１表に示すし，系統概要図

を第 9.3－１図に示す。  

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

  

(ｂ) 共用による安全性への影響 

   一般圧縮空気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，再処

理施設に十分な圧縮空気を供給できる容量を確保でき，故障その他の異

常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常によ

る影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響

を防止することから，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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第 9.3－１表 圧縮空気設備の主要設備の仕様 

 

(１) 一般圧縮空気系（廃棄物管理施設と一部共用） 

空 気 圧 縮 機 空 気 貯 槽 

容量 

ｍ3/min[normal] 

(１台当たり) 

台   数 容量(ｍ3) 基  数 

約   1 １＊ 約   4 １＊ 

約  14 
２＊ 

(うち１台は予備) 

約  12 

 

１＊ 

 

約 100 １ 

約 100 １ 

約 130 ３ 

 注）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 
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（一般圧縮空気系） 

 
使用済燃料の受入れ施設 

 及び貯蔵施設 

再 処 理 設 備 本 体 空 気 圧 縮 機 

その他再処理設備の附属施設 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

計 測 制 御 系 統 施 設 

製 品 貯 蔵 施 設 空 気 圧 縮 機 

本範囲の一部の設備は，使用済燃料 
の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 

第9.3－1図 圧縮空気設備系統概要図 

（安全圧縮空気系） 

廃棄物管理施設 

弁を閉止することに
より隔離可能 
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 (８) 給水処理設備 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   再処理施設の運転に必要なろ過水，純水等を確保，供給するため，給

水処理設備を設ける。また，給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設

備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設へろ過水を供給する。こ

のため，給水処理設備のうち，ろ過水を供給する設備は廃棄物管理施設

及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

給水処理設備の主要設備の仕様を第 9.4－１表に示し，給水処理設備

の系統概要図を第 9.4－１図(2)に示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

(ｂ) 共用による安全性への影響 

   廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設にろ過水を供給する給水処理

設備は，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設における使用を想定し

ても，再処理施設に十分なろ過水を供給できる容量を確保でき，故障そ

の他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の

異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波

及的影響を防止できることから，共用によって再処理施設の安全性を損

なわない。 
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第 9.4－１表 給水処理設備の主要設備の仕様 

 

 (１) ろ過水貯槽＊ 

  （廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用） 

    基  数   １ 

    容  量   約 2,500m３  

 

 注）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 
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弁を閉止することに
より隔離可能 

弁を閉止することに
より隔離可能 
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 (９) 冷却水設備 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設用の安全冷却水系は，ＭＯＸ燃

料加工施設と共用するモニタリングポストの非常用電源設備である第１

非常用ディーゼル発電機の熱を除去するため，ＭＯＸ燃料加工施設と共

用する。 

 

 (ｂ) 共用による安全性への影響 

   安全冷却水系のうち，他施設と共用する使用済燃料の受入れ施設及び

貯蔵施設用の安全冷却水系は，冷却水の供給先が共用するモニタリング

ポストの非常用電源設備である第１非常用ディーゼル発電機であり，必

要となる冷却水が増加するものでないことから，共用によって再処理施

設の安全性を損なわない。 
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 (10) 蒸気供給設備 

(ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   再処理施設の機器の加熱，液移送等に使用する蒸気を供給するため，

蒸気供給設備を設ける。また，蒸気供給設備のうち，一般蒸気系は廃棄

物管理施設へ蒸気を供給し，一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ

燃料加工施設へ燃料を供給する。このため，蒸気供給設備のうち一般蒸

気系は，廃棄物管理施設と共用し，一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

   蒸気供給設備の主要設備の仕様を第 9.6－１表に示し，蒸気供給設備

の系統概要図を第 9.6－１図及び第 9.6－２図に示す。燃料貯蔵設備の

系統概要図を図 5.1.9-1 に示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

(ｂ) 共用による安全性への影響 

一般蒸気系は，廃棄物管理施設における使用を想定しても，再処理施

設に十分な蒸気を供給できる容量を確保でき，故障その他の異常が発生

した場合でも，弁を閉止することにより故障その他の異常による影響を

局所化し，故障その他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止す

る設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

   一般蒸気系のうち燃料貯蔵設備は，ＭＯＸ燃料加工施設と共用し，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設における使用を想定しても，再処理施設に十分な燃料

を供給できる容量を確保し，故障その他の異常が発生した場合でも，弁

を閉止することにより故障その他の異常による影響を局所化し，故障そ

の他の異常が発生した施設からの波及的影響を防止する設計とすること

で，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。 

 

480



 

5-55 

 

 

第 9.6－１表 蒸気供給設備の主要設備の仕様 

 

ボイラ(一般蒸気系) ボイラ(安全蒸気系)＊＊ 

容   量 基   数 容   量 基   数 

約10ｔ/ｈ 
(１基当たり) 

 ２＊ 

 
約１ｔ/ｈ 
(１基当たり) 

２ 
 

約50ｔ/ｈ 
(１基当たり) 

３ 
 

  注）＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 

    ＊＊印の設備は，一般蒸気系が使用できない場合に使用する。 

    一般蒸気系は，廃棄物管理施設と共用する。 
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弁を閉止することに

より隔離可能 
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弁を閉止することに

より隔離可能 
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図 5.1.9-1 燃料貯蔵設備の系統概要図 

燃料貯蔵タンク ボイラ（一般蒸気系） 

ＭＯＸ燃料加工施設 

弁を閉止することに
より隔離可能 

弁を閉止することに
より隔離可能 
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 (11) 火災防護設備 

 ａ． 共用する設備，機器等の概要と状況 

 (ａ) 消火設備 

   消火用水貯槽に貯留している消火用水を供給する消火水供給設備は，

再処理施設から廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設へ供給すること

から，廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

   また，消火栓設備の一部及び防火水槽の一部は，再処理施設と廃棄物

管理施設で同じ設備を使用することから，廃棄物管理施設と共用する。 

   消火水供給設備の系統概要図を第 9.10－２図に，屋外消火栓の共用

範囲を図 5.1－(10)－１に，防火水槽の共用範囲を図 5.1－(10)－２に

示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

 (ｂ) 火災影響軽減設備 

ＭＯＸ燃料加工施設にて設置するＭＯＸ燃料加工施設とウラン・プル

トニウム混合酸化物貯蔵施設の境界の扉については，火災区域設定のた

め，火災影響軽減設備としてＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

共用する火災防護設備の主要設備の仕様を第 9.10－１表に示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

 ｂ． 共用による安全性への影響 

 (ａ) 消火設備 

   廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する消火水供給設備並

びに廃棄物管理施設と共用する消火栓設備及び防火水槽は，廃棄物管理

施設又はＭＯＸ燃料加工施設へ消火水を供給した場合においても再処理
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施設で必要な容量を確保できる。また，消火水供給設備においては，故

障その他の異常が発生した場合でも，弁を閉止することにより故障その

他の異常による影響を局所化し，故障その他の異常が発生した施設から

の波及的影響を防止する設計とすることで，共用によって再処理施設の

安全性を損なわない。 

 

(ｂ) 火災影響軽減設備 

   共用する火災影響軽減設備は，ＭＯＸ燃料加工施設における火災の発

生を想定しても，影響を軽減できるよう十分な耐火能力を有する設計と

することで，共用によって再処理施設の安全性を損なわない。防火戸の

耐火能力を表 5.1－(10)－３に示す。 
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第 9.10－１表 火災防護設備の主要設備の仕様 

(１) 消火設備

 ａ．消火水供給設備＊＊

（廃棄物管理施設及びＭＯＸ燃料加工施設と共用する。） 

圧 力 調 整 用 

消 火 ポ ン プ 

電 動 機 駆 動 

消 火 ポ ン プ 

ディーゼル駆動 

消 火 ポ ン プ 

消火用水 

貯  槽 

 台数 ２ １ １ 基数 １ 

 容量 
約６ｍ３／ｈ 

(１台当たり) 
約 450ｍ３／ｈ 約 450ｍ３／ｈ 容量 約900ｍ３

ｂ．消火栓設備＊ １式 

・屋外消火栓設備（廃棄物管理施設と一部共用する。）

ｃ．防火水槽＊           １式 

 （廃棄物管理施設と一部共用する。） 

(２) 火災影響軽減設備＊ １式 

・防火戸

（ＭＯＸ燃料加工施設と一部共用する。） 

注) ＊印の設備のうち一部は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 

＊＊印の設備は，使用済燃料の受入れ及び貯蔵に係る設備である。 
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弁を閉止する
ことにより 
隔離可能 

弁を閉止する
ことにより 
隔離可能 
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表5.1－(10)－３ 防火戸の耐火能力 

 

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁を構成する防火戸について，３時間

耐火性能を有していることを火災耐久試験により確認した結果を以下に示す。 

 

試験体となる防火戸（遮蔽扉と兼用）の仕様及び試験結果 

扉種別 両開き 

扉寸法 W2,720×H2,760 

板厚 1.6mm 

扉姿図 

 

判定 良 
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(12) 緊急時対策所

(ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

緊急時対策所は，設計基準事故が発生した場合に，再処理施設内の状

況の把握等，適切な措置をとるため，制御室以外の場所に設ける。また，

緊急時対策所は，ＭＯＸ燃料加工施設で設計基準事故が発生した場合に

も再処理施設と同じく対策活動を実施することから，ＭＯＸ燃料加工施

設と共用する。 

共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

(ｂ) 共用による安全性への影響 

緊急時対策所は，十分な収容人数等を確保した設計とすることで，共

用によって再処理施設の安全性を損なわない。 
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 (13) 通信連絡設備 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

 ａ．所内通信連絡設備 

   所内通信連絡設備のページング装置及び所内携帯電話は，ＭＯＸ燃料

加工施設及び廃棄物管理施設と共用する。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 ｂ．所外通信連絡設備 

   所外通信連絡設備の統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子

力防災ネットワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会

議システム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシ

ミリは，ＭＯＸ燃料加工施設と共用する。 

   共用する通信連絡設備の主要設備の仕様を第 9.17.1－１表に示す。 

   共用する範囲を補足説明資料１－12 に示す。 

 

 (ｂ) 共用による安全性への影響 

 ａ．所内通信連絡設備 

   共用する所内通信連絡設備は，同一の端末を使用する設計又は十分な

容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない。 

 ｂ．所外通信連絡設備 

   共用する所外通信連絡設備は，同一の端末を使用する設計又は十分な

容量を確保する設計とすることで，共用によって再処理施設の安全性を

損なわない。 
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 (14) 再処理施設への人の不法な侵入等の防止に関する設計 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   再処理施設への人の不法な侵入等並びに核燃料物質等の不法な移動又

は妨害破壊行為を核物質防護対策として防止するため，人の容易な侵入

を防止できる柵等を他施設と共用する 

 

 (ｂ) 共用による安全性への影響 

   人の容易な侵入を防止できる柵等を他施設と共用する場合は，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない 
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 (15) 分析建屋 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   分析建屋の一角に，六ヶ所保障措置分析所が設置され，他の事業に再

処理施設の一部を使用させることから，分析建屋の一部は，六ヶ所保障

措置分析所と共用する。 

   共用する分析建屋を第 2.3－127 図から第 2.3－129 図に示す。 

 

 (ｂ) 共用による安全性への影響 

共用により分析建屋の換気や遮蔽に影響を与えないため，共用によっ

て再処理施設の安全性を損なわない。 
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 (16) 出入管理建屋 

 (ａ) 共用する設備，機器等の概要と状況 

   出入管理建屋の一角に，核燃料物質の使用の許可を受けたバイオアッ

セイ設備を設置し，他の事業に再処理施設の一部を使用させることから

出入管理建屋の一部は，バイオアッセイ設備と共用する。 

共用する出入管理建屋を図 5.1－(15)－１及び図 5.1－(15)－２に示

す。 

 

 (ｂ) 共用による安全性への影響 

共用により出入管理建屋の換気や遮蔽に影響を与えないため，共用に

よって再処理施設の安全性を損なわない。 
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（分離設備 臨界関係計装及び遮断弁） 
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目次 

 

１．安全上重要な施設の選定 

２．安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設の選定結果 

３．安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とした根拠 

（別紙） 

・分離設備 臨界関係計装及びしゃ断弁に係る補足説明 

 

 

 

【凡 例】 

   ：事業変更許可申請書に記載する内容の主旨を示す範囲 

枠線なし：事業変更許可申請書に記載する内容の補足説明を示

す範囲 
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補 1-2-1 

１．安全上重要な施設の選定 

【選定方法に係る全体の考え方】 

安全上重要な施設の整理の基本方針

 安全機能を有する施設のうち、その機能喪失により、公

衆又は従事者に放射線障害を及ぼすおそれがあるもの及び

設計基準事故時に公衆又は従事者に及ぼすおそれがある放

射線障害を防止するため、放射性物質又は放射線が再処理

施設を設置する工場等外へ放出されることを抑制し又は防

止する構築物、系統及び機器から構成される施設を、安全

上重要な施設とする。 

 また、再処理施設安全審査指針にも定性的判断の拠り所

として記載のある上記の「過度の放射線被ばくを及ぼすお

それ」とは、新規制基準では「敷地周辺の公衆の実効線量

の評価値が発生事故当たり５mSv を超えること」と示され

ている。 

 さらに、「安全上重要な施設」に対して定義されている１

５分類は、再処理施設安全審査指針と新規制基準とで内容

に変更が無いことから、再処理施設安全審査指針に基づき

設定した従来の「安全上重要な施設」を対象として選定を

行う。 

安全上重要な施設の再選定の方法

 安全上重要な施設の再選定は、以下の考えで行った。

 プルトニウム溶液及び粉末や高レベル廃液を取り扱う設

備のうち、通常運転でそれらの溶液又は粉末を保有し、発
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補 1-2-2 

生事故当たり５ mSv を超える設備を含む、溶解槽から混合

酸化物貯蔵容器、清澄機からガラス溶融炉、抽出塔からガ

ラス溶融炉までの一連の設備は、公衆を放射線被ばくのリ

スクから守ることの重要性に鑑み、当該設備を内包するセ

ル等及び建屋並びに関連する換気設備と合わせて、閉じ込

め機能の観点で安全上重要な施設とすることとした。 

   閉じ込め機能を阻害又はその有効性を喪失させる事故と

して、上記以外の設備の閉じ込め機能喪失、火災・爆発、

冷却機能喪失、臨界等の事故の発生に対して、設計基準事

故等に係る従来の評価結果を変更しないことを前提に、後

述のとおり以下の設備は、安全上必須な施設ではないと考

え、安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とし

た。 

  ①  分離設備 臨界関係計装及びしゃ断弁 

  ②  プルトニウム精製設備 注水槽及び注水槽の液位低警報 

なお、安全機能を有する施設のうち、安全上重要な施設と

同等の信頼性を維持する施設は、安全上重要な施設と接続さ

れていることを踏まえて、安全上重要な施設が持つ安全機能

に対して影響を与えない設計とする。 

 

【安全上重要な施設の設計対応】 

  新規制基準の要求を踏まえ、安全機能を有する施設は、そ

の安全機能の重要度に応じて、その機能が確保された設計

とする。 
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補 1-2-3 

安全上重要な施設 

  安全上重要な施設への要求事項を踏まえた設計 

  耐震重要度に応じた設計（地震起因による安全機能の

喪失で環境への影響が大きいものについてはＳクラ

スの耐震設計） 

  自然現象により作用する衝撃及び設計基準事故時に

生じる応力の適切な考慮（事業指定基準規則第 9 条 2

項） 

  容易な操作（同規則第 13 条 2 項） 

  動的機器の単一故障の考慮（同規則第 15 条 2 項） 

  電力供給、外部電源喪失の考慮（同規則第 25 条） 

  安全機能を有する施設への要求事項を踏まえた設計（臨界

防止、遮蔽、溢水による損傷の防止等） 

  再処理施設への要求事項を踏まえた設計（規格・基準の適

用） 

 

安全機能を有する施設のうち、安全上重要な施設と同等の信頼

性を維持する施設 

  安全機能を有する施設への要求事項を踏まえた設計（臨界

防止、遮蔽、溢水による損傷の防止等） 

  再処理施設への要求事項を踏まえた設計（規格・基準の適

用） 
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補 1-2-5 

３．安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とした根拠 

①分離設備 臨界関係計装及びしゃ断弁 

・補助抽出器中性子検出器の計数率高による工程停止回路及

びしゃ断弁 

・抽出塔供給有機溶媒液流量低による工程停止回路及びしゃ

断弁 

・抽出塔供給溶解液流量高による送液停止回路及びしゃ断弁 

・第 1 洗浄塔洗浄廃液密度高による工程停止回路及びしゃ断

弁 

 

【① 分離設備 臨界関係計装及びしゃ断弁】 

○分離設備臨界関係計装及びしゃ断弁は、補助抽出器内での核

的制限値の超過及び抽出廃液における抽出廃液受槽の最大

許容限度（未臨界濃度）の超過を防止する（臨界の発生を防

止する）目的で安全上重要な施設としていた。 

○既許可申請の安全評価において既に、プロセス変動（異常）

が生じても補助抽出器内のプルトニウム濃度が核的制限値

を超えないこと、抽出塔からの抽出廃液中のプルトニウム濃

度が抽出廃液受槽の最大許容限度（未臨界濃度）を超えない

ことが確認されている（次頁参照）。 

○安全評価と安全設計（安重選定）との間の記載の整合を図る

ため、本工程停止回路等を安全上重要な施設と同等の信頼性

を維持する施設とする。また、 本工程停止回路等は、今後

も関連する設備設計及び管理を維持する。 
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補 1-2-6 

関連する設備設計及び管理

○運転時は、補助抽出器や抽出廃液の受槽での臨界防止を確実

に実施するため、以下の対応を行う。

・抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇を引き起こす溶解液

供給流量、抽出塔への有機溶媒液供給流量等の運転状況は

計測制御施設により監視し、異常な変動時に対しては修復

を行う。

・補助抽出器のプルトニウム濃度の上昇を引き起こす第２洗

浄塔の洗浄用硝酸の濃度等の運転状況は、濃度計の指示値

等により監視し、異常な変動時に対しては修復を行う。

○当該工程停止回路及びしゃ断弁は安全上重要な施設として

設計・製作・工事がなされており、これらの機能・性能の維

持（定期的なインターロックの作動確認、計器の点検）を行

う。

○２系統設置している工程停止回路及びしゃ断弁の１系統が

機能喪失し所定期間内に復旧できない場合及び２系列が機

能喪失した場合には、分離施設における処理運転の停止措置

等を行う。
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補 1-2-7 

既許可申請における申請書添付書類八の関係箇所の記載 

既許可申請での安全評価（運転時の異常な過渡変化）におい

て、臨界への拡大で分類される設計基準事象について解析評価

し、分離設備の対象事象については最大許容限度（未臨界濃度）

に至らないことを示している（下表、赤線枠内参照）。 

見直し対 象設備  
対象設備 と関連す る添付書 類八で示 し

た事象  

補 助 抽 出 器 中 性 子 検 出 器 の 計 数 率 高 に
よる工程 停止回路 及びしゃ 断弁  

第２洗浄 塔での洗 浄用液の 酸濃度低 下  

抽 出 塔 供 給 有 機 溶 媒 液 流 量 低 に よ る 工
程停止回 路及びし ゃ断弁  

抽出塔で の有機溶 媒の流量 低下  

抽 出 塔 供 給 溶 解 液 流 量 高 に よ る 送 液 停
止回路及 びしゃ断 弁  

抽出塔で の溶解液 の流量増 加  

第 １ 洗 浄 塔 洗 浄 廃 液 密 度 高 に よ る 工 程
停止回路 及びしゃ 断弁  

第１洗浄 塔での洗 浄用液の 酸濃度低 下  

２．３  臨界への 拡大に係 る設計基 準事象に ついて  

分離設備 に係る設 計基準事 象（事象 番号１～ ４）では 、濃度管 理を行う分

離設備の 抽出廃液 中間貯槽 において 、試料採 取し分析 すること により抽 出廃

液全量の プルトニ ウム濃度 を確認し た後移送 するので 、下流の 臨界安全 管理

対象外の 抽出廃液 供給槽に 対する異 常の進展 のおそれ はない。  

添 付 資 料 八  追 補  
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補 1-2-8 
 

（別紙） 

分離設備 臨界関係計装及びしゃ断弁に係る補足説明 

・分離設備 機能喪失した場合の影響 

・分離設備 計測制御設備の系統構成概要  

・分離設備においてプロセス変動（異常）が生じても補助抽出器内のプル

トニウム濃度が核的制限値を超えないこと抽出塔からの抽出廃液中のプ

ルトニウム濃度が抽出廃液受槽の最大許容限度（未臨界濃度）を超えな

いことの根拠について 
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補
1-

2-
9 

 分
離

設
備

 臨
界
関
係
計
装
及
び
し
ゃ
断
弁
に
係
る
補
足
説
明

 
・
分
離
施
設
 
機
能
喪
失
し
た
場
合
の
影
響

 

安
全

上
重

要
な

施
設

と
同

等

の
信

頼
性

を
維

持
す

る
施

設

と
し
た
設
備

 

当
初
申
請
時
の
安
全
機
能

 
機
能
喪
失
し
た
場
合
に
安
全
上
の
影
響
を
与
え
な
い
こ
と
の
説
明

 
備
 
考

 

・
補

助
抽

出
器

中
性

子
検

出

器
の

計
数

率
高

に
よ

る
工

程

停
止
回
路
及
び
し
ゃ
断
弁

 

制
限

濃
度

形
状

管
理

で
あ

る

補
助

抽
出

器
の

最
大

許
容

限

度
（

未
臨

界
濃

度
）

で
あ

る

13
g･

P
u
／
ℓ
、
及
び
抽
出
廃
液

の
最
大
許
容
限
度
（
未
臨
界
濃

度
）
で
あ
る

6.
3g

･
P

u
／

ℓに

対
し

て
の

核
的

制
限

値
P

u

濃
度

5g
･
P

u
／
ℓ
を
超
え
る
こ

と
を
防
止
す
る
。

 

本
計
測
制
御
設
備
及
び
し
ゃ
断
弁
は
、
中
性
子
検
出
器
に
よ
り

P
u
の
流
れ
の
状
態

を
監
視
し
、
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
は
警
報
を

発
し
、
工
程
を
停
止
す
る
機
能
を

有
し
て
い
る
 
。
こ
の
た
め
、
本
計
測
制
御
設
備

が
機
能
喪
失
ま
た
は
誤
作
動
に
よ

り
し
ゃ
断
弁
が
閉
止
し
た
場
合
で
も
工
程
を
停
止

す
る
方
向
に
働
く
こ
と
か
ら
、
プ

ロ
セ
ス
に
対
し
て
異
常
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な

い
。
ま
た
、
仮
に
工
程
停
止
回
路

及
び
し
ゃ
断
弁
が
作
動
せ
ず
、
異
常
が
放
置
さ
れ

た
と
し
て
も
抽
出
廃
液
中
の

P
u

濃
度
は
未
臨
界
濃
度
界
に
至
ら
な
い
。
更
に
、
本

計
測
制
御
設
備
の
回
路
は
独
立
し

て
お
り
、
機
能
喪
失
ま
た
は
誤
作
動
に
よ
り
他
の
計
測
制
御
設
備
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
な
い
と
と
も
に
、
誤
操
作
の
対
象
と
な
る

も
の
で
は
な
い
。

 

分
離

施
設

 
計

測
制

御
設

備
の
系
統
構
成
概
要

 

(１
／
２

) 
参
照

 

・
抽

出
塔

供
給

有
機

溶
媒

液

流
量

低
に

よ
る

工
程

停
止

回

路
及
び
し
ゃ
断
弁

 

・
抽

出
塔

供
給

溶
解

液
流

量

高
に

よ
る

送
液

停
止

回
路

及

び
し
ゃ
断
弁

 

・
第

1
洗
浄
塔
洗
浄
廃
液
密

度
高

に
よ

る
工

程
停

止
回

路

及
び
し
ゃ
断
弁

 

抽
出
塔
の
抽
出
廃
液
中
の

P
u

濃
度
が
、
抽
出
廃
液
受
槽
の
最

大
許
容
限
度
（
未
臨
界
濃
度
）

で
あ
る

6.
3g

･P
u
／
ℓ
を
超
え

る
こ
と
を
防
止
す
る
。

 

本
計
測
制
御
設
備
及
び
し
ゃ
断
弁
は
、
流
量
計
、
密
度
計
に
よ
り

P
u
の
流
れ
に
関

係
す
る
プ
ロ
セ
ス
状
態
（
溶
解
液
流
量
な
ど
）
を
監
視
し
、
異
常
が
発
生
し
た
場
合

に
は
警
報
を
発
し
、
工
程
を
停
止
す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
計
測

制
御

設
備

が
機

能
喪

失
ま

た
は

誤
作

動
に

よ
り

し
ゃ

断
弁

が
閉

止
し

た
場

合
で

も

工
程
を
停
止
す
る
方
向
に
働
く
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
異
常
を
発
生
さ
せ

る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
仮
に
工
程
停
止
回
路
及
び
し
ゃ
断
弁
が
作
動
せ
ず
、
異
常

が
放
置
さ
れ
た
と
し
て
も
抽
出
廃
液
中
の

P
u
濃
度
は
未
臨
界
濃
度
に
至
ら
な
い
。

更
に
、
本
計
測
制
御
設
備
の
回
路
は
独
立
し
て
お

り
、
機
能
喪
失
ま
た
は
誤
作
動
に

よ
り
他
の
計
測
制
御
設
備
に
影
響
を
与
え
る
こ
と

は
な
い
と
と
も
に
、
誤
操
作
の
対

象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
。

 

分
離

施
設

 
計

測
制

御
設

備
の
系
統
構
成
概
要

 

(２
／
２

) 
参
照
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・
分
離
施
設
 
計
測
制
御
設
備
の
系
統
構
成
概
要

 
                       

し
ゃ
断
弁
は
、
セ
ル
外
に
設
置
さ
れ
る
移
送
機
器

(エ
ア
リ
フ
ト

)の
駆
動
用
圧
縮

空
気
ラ
イ
ン
上
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
当
該
弁
の
故
障
等
に
よ
り
、

P
u
の
流
れ
に

異
常
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い

 (
工
程
停
止
す
る
こ
と
で
異
常
は
発
生
し
な

い
)。

 

本
計
測
制
御
設
備
及
び
し
ゃ
断
弁
は
、
中
性
子
検
出
器
に
よ
り

P
u
の
流
れ
の

状
態
を
監
視
し
、
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
は
警
報
を
発
し
、
工
程
を
停
止
す

る
機
能
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
計
測
制
御
設
備
が
機
能
喪
失
ま
た
は

誤
作
動
に
よ
り
し
ゃ
断
弁
が
閉
止
し
た
場
合
で
も
、
工
程
を
停
止
す
る
方
向
に

働
く
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
異
常
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
ま

た
、
仮
に
工
程
停
止
回
路
及
び
し
ゃ
断
弁
が
作
動
せ
ず
、
異
常
が
放
置
さ
れ
た

と
し
て
も
抽
出
廃
液
中
の

P
u
濃
度
は
未
臨
界
濃
度
に
至
ら
な
い
。
更
に
、
本

計
測
制
御
設
備
の
回
路
は
独
立
し
て
お
り
、
機
能
喪
失
に
よ
り
他
の
計
測
制
御

設
備
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。

 

な
お
、
中
性
子
検
出
器
の
故
障
は
補
助
抽
出
器
の
運
転
に
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
。
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本
計
測
制
御
設
備
は
、
流
量
計
、
密
度
計
に
よ
り

P
u
の
流
れ
に
関
係
す
る
プ
ロ

セ
ス
状
態
を
監
視
し
、
異
常
が
発
生
し
た
場
合
に
は
警
報
を
発
し
、
工
程
を
停
止

す
る
機
能
を
有
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
本
計
測
制
御
設
備
が
機
能
喪
失
ま
た
は

誤
作
動
に
よ
り
し
ゃ
断
弁
が
閉
止
し
た
場
合
で
も
、
工
程
を
停
止
す
る
方
向
に
働

く
こ
と
か
ら
、
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
異
常
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

仮
に
工
程
停
止
回
路
及
び
し
ゃ
断
弁
が
作
動
せ
ず
、
異
常
が
放
置
さ
れ
た
と
し
て

も
抽
出
廃
液
中
の

P
u
濃
度
は
未
臨
界
濃
度
に
至
ら
な
い
。
ま
た
、
本
計
測
制
御

設
備
の
回
路
は
独
立
し
て
お
り
、
機
能
喪
失
に
よ
り
他
の
計
測
制
御
設
備
に
影
響

を
与
え
る
こ
と
は
な
い
。

 

抽
出
塔
の
溶
解
液
流
量
は
、
ゲ
デ
オ
ン
式
流
量
計
に
よ
り
測
定
し
て
い
る
。
ゲ
デ
オ
ン
と

は
、
真
空
発
生
用
エ
ア
ジ
ェ
ッ
ト
の
負
圧
に
よ
り
揚
水
さ
れ
た
流
体
が
流
れ
る
途
中
に
オ

リ
フ
ィ
ス

 (
流
体
が
流
れ
る
断
面
積
を
小
さ
く
制
限
す
る
機
構

) 
が
設
置
さ
れ
て
お
り
、

当
該
エ
ア
ジ
ェ
ッ
ト
に
よ
り
揚
水
さ
れ
る
液
高
さ
を
制
御
す
る
こ
と
に
よ
り
流
量
を
調

整
す
る
移
送
機
器
で
あ
る
。

 

溶
解
液
流
量
は
、
こ
の
液
高
さ
を
測
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
当
該
計
装
導
圧
配
管
の

損
傷
に
よ
り
、

P
u
の
流
れ
に
異
常
を
発
生
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い

 (
ゲ
デ
オ
ン
は
、
プ

ロ
セ
ス
機
器
と
し
て
の
堅
牢
性
を
有
す
る

)。
 

し
ゃ
断
弁
は
、
セ
ル
外
に
設
置
さ
れ
る
真
空
発
生
用
エ
ア
ジ
ェ
ッ
ト
の
駆
動
用
圧
縮

空
気
ラ
イ
ン
上
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
当
該
弁
の
故
障
等
に
よ
り
、

P
u
の
流
れ
に
異

常
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
は
な
い

 (
工
程
停
止
す
る
こ
と
で
異
常
は
発
生
し
な
い

)。
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補 1-2-12 
 

・分離設備においてプロセス変動（異常）が生じても補助抽出器内のプルト

ニウム濃度が核的制限値を超えないこと、抽出塔からの抽出廃液中のプルト

ニウム濃度が抽出廃液受槽の最大許容限度（未臨界濃度）を超えないことの

根拠について 

 
１．はじめに 
 分離設備の抽出塔の抽出廃液は、ＴＢＰ洗浄塔を経て抽出廃液受槽に移送

するものと、補助抽出器を経て補助抽出廃液受槽に移送するものがある。抽

出塔及びＴＢＰ洗浄塔は全濃度安全形状寸法であるが、抽出廃液受槽は形状

による臨界安全管理をする貯槽ではなく、プルトニウムの濃度が管理された

抽出廃液を受け入れる濃度管理（未臨界濃度：6.3 gPu/L）の貯槽である。ま

た、補助抽出器については、制限濃度安全形状寸法管理（未臨界濃度：13 gPu/L）
の機器であり、補助抽出廃液受槽は濃度管理（未臨界濃度：6.3 gPu/L）の機

器である。 
 分離設備の通常運転時は、抽出廃液受槽及び補助抽出廃液受槽中のプルト

ニウム濃度が未臨界濃度を超えることはないが、プロセス条件に異常が生じ

た場合には、これらの機器に流入する抽出廃液中のプルトニウム濃度が上昇

することがある。抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇に係る設計基準事象

は以下のとおりである（図１参照）。 
①分離設備の抽出塔での有機溶媒の流量低下 
②分離設備の抽出塔での溶解液の流量増加 
③分離設備の第１洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下 
④分離設備の第２洗浄塔での洗浄用液の酸濃度低下 
抽出廃液中のプルトニウム濃度が上昇する理由は、ウラン及びプルトニウ

ムの量とＴＢＰの量とのバランスが崩れることによる。図２は、上記の①及

び②のプロセス異常が発生した場合の抽出廃液中のプルトニウム濃度の上昇

する機構を模式的に示したものである。③のプロセス異常は、第１洗浄塔内

でウラン及びプルトニウムが逆抽出されて第２洗浄塔に移行するウラン及び

プルトニウムの量が少なくなり、その分が抽出塔に戻るため、図２に示すよ

うな機構と同様な現象として扱える。④の第２洗浄塔のプロセス条件の変動

は、補助抽出器に移送する洗浄廃液を介して補助抽出器のプロセス状態に影

響し、さらに、補助抽出器から抽出塔に移送する有機溶媒を介して抽出塔及

び第１洗浄塔のプロセス状態に影響する。したがって、④のプロセス条件の

異常も、図２に示すような機構と同様な現象を引き起こす。 
 以上のプロセス条件の異常に起因する設計基準事象について、その事象が

発生した場合における抽出廃液中の最大プルトニウム濃度を解析により求め、

未臨界濃度以下となるかを評価した。 
なお、本件は既許可（平成４年１２月２４日許可）の再処理事業指定申請

書（本件は平成３年５月１５日の一部補正時に追加）及び既認可（平成１０
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年６月９日）の再処理施設に関する設計及び工事の方法の認可申請書（第６

回申請）の安全審査にて説明済みであり、その内容を整理したものである。
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令和元年 12 月 4 日 R4 

補足説明資料１－３（１５条） 
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・安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とした根拠 

補足説明資料１－２「２．安全上重要な施設と同等の信頼性

を維持する施設の選定結果 ②プルトニウム精製設備 注水槽

及び注水槽の液位低警報」 

・プルトニウム濃縮缶に係る注水槽の液位低による警報  

・注水槽 

 

【② プルトニウム精製設備 注水槽及び注水槽の液位低警報】 

○注水槽は、プルトニウム濃縮缶凝縮器において冷却機能が喪

失した場合にプルトニウム濃縮缶の沸騰を停止させるため

に設置しており、未凝縮の蒸気による塔槽類廃ガス処理系

（プルトニウム系）の高性能粒子フィルタの除染性能の低下

を防止する観点で安全上重要な施設としていた。 

○この際、未凝縮の蒸気が高性能粒子フィルタに到達し除染性

能が低下を始める前に異常を検知して沸騰を停止させる想

定であり、注水槽の液位低警報は、注水に必要な水を常に確

保し、水が不足する場合には運転員に補給を促すために安全

上重要な施設としていた。 

○今回、プルトニウム濃縮缶凝縮器の機能喪失に伴いプルトニ

ウム濃縮缶の加熱を停止した際の硝酸プルトニウム溶液の

温度推移を評価し、加熱停止から約４５分後に沸騰は自然停

止することを確認した（ 「注水槽を期待しない場合のプル

トニウム濃縮缶の温度評価」参照）。この時間は、高性能粒

子フィルタの除染性能が維持される期間（約１４時間）より

も十分に短いため、硝酸プルトニウム溶液の沸騰は、高性能
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粒子フィルタへの影響が生じる前に停止する。 

 

○以上から、既許可申請時に注水槽に期待した機能は、注水槽

がなくとも達成できるため、注水槽及び注水槽液位低警報を

安全上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設とする。ま

た、注水槽及び注水槽液位低警報は、今後も関連する設備設

計及び管理を維持する。 

 

関連する設備設計及び管理  

○注水槽及び注水槽液位低警報は安全上重要な施設として設

計・製作・工事がなされており、これらの機能・性能の維持

（定期的な警報装置の作動確認、計器の点検、注水槽の水位

確認）を行う。  

○２系列設置している注水槽液位低警報の１系統が機能喪失

した場合にはプルトニウム濃縮缶における処理運転の停止

措置を行う。  

注水槽及び注水槽の液位低による警報の概要  
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【注水槽を期待しない場合のプルトニウム濃縮缶の温度評価】 

【ＦＬＵＥＮＴ解析による温度評価】 

加熱停止後のプルトニウム濃縮缶の温度推移に関する評価 

○評価目的 

プルトニウム濃縮缶の加熱運転中に、プルトニウム濃縮缶凝

縮器が機能喪失した場合のプルトニウム濃縮缶内温度の経

時変化を確認する。 

○評価対象 

プルトニウム濃縮缶（リボイラ部、気液分離部を含む）及び

中間ポット。 

○解析条件 

(1) 想定する運転条件 

  ・プルトニウム濃縮缶の加熱はプルトニウム濃縮缶凝縮器の 

機能喪失と同時に停止。 

  ・解析結果に保守性を持たせるため、塔槽類廃ガス処理設備、 

建屋換気設備（グローブ ボックス・セル換気系、建屋換気

系）は停止状態。 

(2) 解析条件等 

  ・プルトニウム濃縮缶リボイラ部、気液分離部及び中間ポッ 

トは、機器の構造の対称性を利用して、評価対象の半分の

みをモデル化。 

  ・プルトニウム濃縮缶のリボイラ部と気液分離部の連結管は、 

プルトニウム濃縮缶内の容積と比べて非常に小さいことか

ら、モデル化の対象から除外。 

  ・プルトニウム濃縮缶での熱源としてプルトニウム濃縮液の 
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崩壊熱を考慮。 

  ・評価に当たっては評価対象内での気体及び液体内部の自然 

対流を考慮。 

  ・解析に用いた物性値等は実データではなく設計値を使用

（保守性を確保）。 

  ・評価には解析コードＦＬＵＥＮＴ※を使用。 

  ・解析コードが相変化に対応していないため、沸点を超えた 

場合にも顕熱上昇として取り扱う。 

※ＦＬＵＥＮＴは、熱流動や温度分布等の評価に用いられる
汎用解析コードであり、自動車産業をはじめ、航空・宇宙、
建築・土木、石油・ガス及び原子力などの様々な産業にお
いて使用されている。 

 

 (3)各条件の設定理由 

 (a)想定する運転条件 

・注水槽の役割は，凝縮器が機能喪失しプルトニウム濃縮缶

の停止操作を行っても沸騰が停止しない場合に加熱設備

に水を供給することで沸騰を止めることであるため，想定

運転条件としては凝縮器の機能喪失と加熱停止操作が同

時に発生するものとした。 

  ・塔槽類廃ガス処理設備が運転している場合には、プルトニ

ウム濃縮缶気相部が換気されることで蒸気が籠もること

はないことから、プルトニウム溶液温度は低下しやすくな

る。また、建屋換気設備が運転している場合には、セル内

が換気されることでプルトニウム濃縮缶の外壁面は積極

的に冷却される。建屋換気設備が停止していた場合の方が

自然対流による放熱のため、より厳しい条件となることか
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ら、塔槽類廃ガス処理設備、建屋換気設備の停止を条件と

した。 

・塔槽類廃ガス処理設備、建屋換気設備の停止は凝縮器の機

能喪失との関連性はないため通常は同時には発生しない

が，より厳しい条件での評価とするため，プルトニウム濃

縮缶凝縮器の機能喪失と同時に機能喪失とした。 

 (b)解析条件等 

  ・実機の設計図よりプルトニウム濃縮缶は円筒形で、真ん中

で切ると左右対称となることから、解析時間の短縮を目的

として解析モデルを半分とした。  

  ・連結管の削除も解析時間の短縮を目的としたものであるが、

連結管がない場合の方が以下の理由により厳しい結果を

導くことになる。  

【上部連結管】  

上部連結管はリボイラ部と気液分離部を接続するもので

あり、上部連結管の内部にはプルトニウム溶液が加熱され

ることによって発生する蒸気が通過する。  

上部連結管がないことで、リボイラ部が小容量で閉じる

形になっていることから伝熱面積が減るため、単位時間当

たりの熱拡散量が少なくなり、熱が籠もるために気相部温

度の低下が遅くなることから、より厳しい条件となってい

る。  

また、リボイラ部と気液分離部との気体の自然対流がで

きなくなり、温度の均一化が抑制されるため、気相部の最

高温度が高くなり、解析結果として沸点以上の温度の継続
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時間が長くなるため、より厳しい条件となっている。なお、

沸点以上に温度が上昇するのは、ＦＬＵＥＮＴが相変化に

対応していないためであり、顕熱としてプルトニウム溶液

の温度上昇という形で解析結果が表されている。  

【下部連結管】  

下部連結管はリボイラ部と気液分離部を接続するもので

あり、内部にはプルトニウム溶液が入っている。  

下部連結管がないことで、伝熱面積が減るため、単位時

間当たりの熱放散量が少なくなり、溶液の温度の低下が遅

くなることから、より厳しい条件となっている。  

また、リボイラ部と気液分離部との溶液の自然対流がで

きなくなり、温度の均一化が抑制されるため、液相部の最

高温度が高くなり、解析結果として沸点以上の温度の継続

時間が長くなるため、より厳しい条件となっている。なお、

上部連結管にも記載したとおり、沸点以上に温度が上昇す

るのはないが、これはＦＬＵＥＮＴの特性である。  

  ・プルトニウム濃縮缶での熱源はプルトニウム濃縮液の崩壊

熱を想定し、崩壊熱密度は設工認の値を用いており、より

厳しい条件を与えるものである。  

  ・解析に用いた物性値等は設計値を用いることで、実機と同

等の条件である。  

  ・解析コードとしてＦＬＵＥＮＴを使用した理由は、様々な

産業において使用されている汎用ソフトであり、解析実績

があることから使用した。ただし、相変化に対応しておら

ず、本来は沸点よりも高い温度に至る場合には沸騰蒸発す
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ることで潜熱となって熱は消費され、沸点以上に温度は上

昇しないが、解析では潜熱が考慮されないため顕熱として

溶液の温度上昇に寄与し、解析結果として温度が沸点以上

に上昇している。  
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プルトニウム濃縮缶温度解析モデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

解析結果 

○プルトニウム濃縮缶リボイラ部の温度は、沸騰時 114℃（沸

点）であり、加熱停止から約 45 分間後に沸点である 114℃

を下回り、沸騰が停止する。 

○プルトニウム濃縮缶気液分離部及び中間ポットの温度は、加

熱停止後速やかに低下し、加熱停止とともに沸騰も停止する。 

○注水槽を使用する場合、凝縮器の冷却機能喪失を検知してか

ら、当直員が現場に移動し、手動弁を開けて注水するまでの

時間は、日常的に現場巡視をしている運転員が手動弁の設置

セル外温 度： 29℃  
（固定）  

セ ル 内 温 度：5 0℃  

（ 加 熱 停 止 直 後 ）  

評 価 対 象 機 器 の 半 分

に つ い て モ デ ル 化

（ 図 の 実 線 部 分 ）  

Z 軸方向から見たモデル図  

連結管は モデル化 対象外  
解析モデル 鳥瞰図  
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された部屋に移動する時間及び手動弁を開操作する時間と

して実績から約 25 分と考えられる。注水槽の手動弁を開操

作すると、系統内に水が供給され、強制的にリボイラ部が冷

却されることから沸騰は速やかに停止する。注水槽を期待し

ない場合には、約 45 分間後に沸騰が停止するという解析結

果があることから、注水槽に期待する場合と期待しない場合

との差は約 20 分となり、高性能粒子フィルタの除染性能が

凝縮器の機能喪失から約 14 時間までは維持されることを考

慮すると、注水槽に期待する又は期待しないという両者の差

は有意なものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

プルトニウム濃縮缶加熱  

停止後の温度変化  

プルトニウム濃縮缶加熱停止後 

1 時間の温度変化 
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【簡易方法による温度評価】 

【プルトニウム濃縮缶の温度評価（簡易方法）に用いたモデル、

条件、計算方法】 

●想定する運転条件： 

 凝縮器の機能喪失と同時に加熱を停止する（全電源喪失を想

定）。 

 塔槽類廃ガス処理設備、建屋換気設備（グローブボックス・

セル排風機、建屋排風機）は停止状態とする。 

 

●評価モデル 

複数本の伝熱管を１本の伝熱管（内管）と見立て、熱の移動

は半径方向のみとした。 

軸方向は実機と同じ高さとした。 

内管及びプルトニウム濃縮缶加熱部の胴管（外管）の熱容量

を考慮した。 

加熱用の飽和水蒸気は、凝縮により下部排水用配管から排水

され、またベント操作（自動／手動ともに実施可能）によって

空気に置換されるが、本簡易評価では、熱の移動により温度は

低下するものの保守的に飽和水蒸気が滞留するものとする。過

飽和は考慮せず、温度低下による凝縮分は排水されるものとす

る。これは、空気よりも熱容量が大きい飽和水蒸気を用いた方

が温度は下がりにくいと判断したためである。過飽和は考慮せ

ず、温度低下による凝縮分は排水されるものとする。 

セルの壁への熱移動を考慮する。 
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 上図評価モデルにおける熱の移動模式図より、温度は以下の記

号を用いて表す。 

 Ｔ１：硝酸プルトニウム溶液温度 

 Ｔ２：内管（Ｚｒ）温度 

 Ｔ３：飽和水蒸気温度 

 Ｔ４：外管（Ｚｒ）温度 

 Ｔ５：セル空気温度 

 Ｔ６：コンクリート温度 

プルトニウム濃縮缶セルの壁の温度については、以下の要領で

初期温度を設定する。 

①プルトニウム濃縮缶が収納されたセルは、Ｂ２Ｆ～２Ｆまで

の吹き抜けのセルである。 

②セルは傾斜や凹凸を考慮せず、直方体として評価し、内部構

造物は考慮しない。 

 移 動  記 号  

崩 壊 熱  硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 の 発 熱  ①  

蒸 発 熱  
（ 潜 熱 ） 

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 の 蒸 発  
（ 系 外 へ 放 熱 ）  

②  

熱 伝 達  内 管 → 硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液  
内 管 ・ 外 管 → 飽 和 水 蒸 気  
外 管 → セ ル 空 気  
セ ル 空 気 → コ ン ク リ ー ト  

③  
④ 、⑤  
⑥  
⑦  

高 さ ： ｍ  

電 熱 管  

（ 内 管 ）  

プ ル ト ニ ウ ム  

濃 縮 缶  

加 熱 部  

（ 胴 管 ）  

（ 外 管 ）  

（ セ ル  

空 気 ）  

コ ン ク  

リ ー ト  

【 評 価 モ デ ル 概 要 図 】  

①  

③  ④  

⑤  ⑥  

⑦  

②  

【 評 価 モ デ ル に お け る 熱 の 移 動 模 式 図 】  

Ｔ1℃ Ｔ4℃ Ｔ5℃ Ｔ6℃ Ｔ2℃ Ｔ3℃ 

内管(Zr) 外管(Zr) 
飽和水蒸気 セル空気 

コンクリート 

：商 業 機 密 上 の 観 点 か ら 公 開 で き ま せ ん  

硝酸プルトニウム溶液 

注 ： T4（ 内 管 （ Zr） 温 度 ） の 初 期 温 度 は 、

定 常 状 態 の 温 度 で 飽 和 水 蒸 気 に 接 し た 部

分 の 温 度 、T5 （ 外 管（ Zr）温 度 ）の 初 期 温

度 は 、定 常 状 態 の 温 度 で 飽 和 水 蒸 気 に 接 し

た 部 分 の 温 度 と し た 。  
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③各面で長さ・厚さが異なることから、それぞれの面の体積を

求める。（ある方角におけるフロア毎の厚さは同じ） 

④各面における各フロアで温度が異なるため、壁面の平均温度

を求めるために各フロアの体積と温度から平均温度を算出

し、その面の温度とし、６面（東・西・南・北・床・天井）

それぞれの温度を求める。 

⑤６面の体積と温度から、コンクリート全体の平均温度を求め

るために、④と同様の方法で、６面の体積と温度からのコン

クリート全体の平均温度を求め、それをコンクリートの初期

温度Ｔ６とする。  

次頁に示す評価の結果、コンクリートの平均温度は 32℃とし、

これをコンクリートの初期温度Ｔ６として評価に用いる。 

  

537



補 1-3-13 

 

 

 

 

 

 

＝ｅ  

計算例 

 

 

コンクリート体積 [m3] 温度 [℃ ] 

床面  

東側  

西側  

南側  

北側  

天井  

コンクリートの平均温度 32 

注：上表は、表記上数値を切り上げし整数としているが、 
実計算では端数を含めた計算として平均温度を算出している。 

：商業機密上の観点から公開できません 

 

  

A+B+C+D を体積、e℃をある方角の 
コンクリートの平均温度とする。 

A m
3
、 a℃  

B m
3

、 b℃  

C m
3

、 c℃  

D m
3

、 d℃  

2Ｆ  

1Ｆ  

2Ｆ  

1Ｆ  

Ｂ 1Ｆ  

Ｂ 2Ｆ  

Ｂ 1Ｆ  

Ｂ 2Ｆ  

ある方  

角 の壁  

面 温 度  

e℃ 
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○ 熱伝達係数の算出に用いたデータ 

※ 実 際 の 計 算 で は 伝 熱 面 積 は 端 数 を 含 め た 数 値 を 用 い て 計 算 し て い る 。  

： 商 業 機 密 上 の 観 点 か ら 公 開 で き ま せ ん   

条 件  値  出 典  

内 管 内 径 [m ]  設 計 図 書  

内 管 肉 厚 [m ]  設 計 図 書  

内 管 本 数 [本 ] 設 計 図 書  

外 管 の 内 径 [m]  設 計 図 書  

外 管 の 肉 厚 [m]  設 計 図 書  

管 高 さ [m]  設 計 図 書  

内 管 内 面 の 伝 熱 面 積 [m 2 ]※  －  

内 管 外 面 の 伝 熱 面 積 [m 2 ]※  －  

外 管 内 面 の 伝 熱 面 積 [m 2 ]※  －  

外 管 外 面 の 伝 熱 面 積 [m 2 ]※  －  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 加 熱 量 （ 定 常 ） [k c a l / h ]  設 計 図 書  

プ ル ト ニ ウ ム 濃 縮 缶 熱 損 失 割 合 （ 定 常 ） (%)  設 計 図 書 よ り 算 出  

定 常 運 転 時 の 熱 伝 達 係 数 [kc a l / m 2  K  h ]  1 5 0 0 0  化 学 工 学 の 基 礎 （ 鈴 木 善 孝 著 ） p. 6 5  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 沸 点 [℃ ] 1 1 4  設 計 図 書  

飽 和 水 蒸 気 初 期 温 度 [℃ ] 1 3 0  設 計 図 書  

セ ル 空 気 初 期 温 度 [℃ ] 5 0  設 計 図 書  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 比 熱 [k c a l / k g  K ]  設 計 及 び 工 事 の 方 法 の 認 可 申 請 書  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 密 度 [k g / m 3 ]  設 計 図 書  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 崩 壊 熱 密 度 [W/ m 3 ]  設 計 及 び 工 事 の 方 法 の 認 可 申 請 書  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 -内 管 内 壁 の 熱 伝 達 係 数 設 計 図 書  

内 管 ・ 外 管 比 熱 [k J / k g  K ]  0 . 2 8 5  伝 熱 工 学 資 料 p.2 8 4  

内 管 ・ 外 管 密 度 [k g / m 3 ]  6 4 0 0  伝 熱 工 学 資 料 p.2 8 4  

内 管 ・ 外 管 の 熱 伝 導 率 [kc a l / m  K  h ]  2 0  伝 熱 工 学 資 料 p.2 8 4  

飽 和 水 蒸 気 比 熱 [k c a l / k g  K ]  計 算 値  伝 熱 工 学 資 料 p.2 9 1 記 載 値 を 基

に 内 挿 に よ り 算 出 し た 。 次 頁 参

照 。  飽 和 水 蒸 気 密 度 [k g / m 3 ]  計 算 値  

飽 和 水 蒸 気 粘 性 率 [μ Pa・ s]  計 算 値  

飽 和 水 蒸 気 熱 伝 導 率 [W / m K ]  計 算 値  
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○飽和水蒸気の温度に応じて、各パラメータ（下記表）の内挿に

よる算出式から値を求めた。

温度 [℃ ] 130 120 110 100 90 80 

粘性率 [μ Pa・ s] 13.30 12.96 12.61 12.27 11.93 11.59 

密度 [kg/m 3] 1.497 1.122 0.8269 0.5981 0.4239 0.2937 

定圧比熱 [kJ/kg K] 2.237 2.174 2.121 2.077 2.042 2.012 

熱伝導率 [mW/mK] 28.15 26.96 25.85 24.79 23.80 22.86 

○ 内挿による算出式 y＝ ax+b

温度範囲 
粘 性 率 [kg/m s] 密 度 [kg/m 3 ]  

定 圧 比 熱

[kcal/kg K] 

熱 伝 導 率

[cal/m K s] 

a b a b a b a b 

120～130 3.40×10-8 8.88×10-6 3.75×10-2 -3.38 1.51×10-3 3.39×10-1 2.84×10-5 3.03×10-3 

110～120 3.50×10-8 8.76×10-6 2.95×10-2 -2.42 1.27×10-3 3.67×10-1 2.65×10-5 3.26×10-3 

100～110 3.40×10-8 8.87×10-6 2.29×10-2 -1.69 1.05×10-3 3.91×10-1 2.53×10-5 3.39×10-3 

90～100 3.40×10-8 8.87×10-6 1.74×10-2 -1.14 8.36×10-4 4.13×10-1 2.37×10-5 3.56×10-3 

80～90 3.40×10-8 8.87×10-6 1.30×10-2 -7.48×10-1 7.17×10-4 4.23×10-1 2.25×10-5 3.66×10-3 

○ 熱伝達係数の算出に用いたデータ

条 件 値 出 典

セル空気 比熱 [kcal/kg K] 計算値 伝熱工学 資料 p.295、 p.296 記載値を 基
に内挿に より算出 した。次 頁参照。  

セル空気 密度 [kg/m 3] 計算値

セル空気 粘性率 [μ Pa・ s] 計算値

セル空気 熱伝導率 [W/mK] 計算値

セル空気 体積 [m3] 設計図書

コンクリ ート比熱 [kcal/kg
K]

0.23 日本建築 学会  原 子炉建屋 構造設計 指
針・同解 説  p.17 

コンクリ ート密度 [kg/m3] 2150 日本建築 学会  原 子炉建屋 構造設計 指
針・同解 説  p.17 気乾比 重より  

コンクリ ート体積 [m3] 187.1 設計図書 より算出

コンクリ ート表面 積 [m2] 224.8 設計図書 より算出

※ 実 際 の 計 算 で は 、 コ ン ク リ ー ト 表 面 積 や コ ン ク リ ー ト 体 積 は 端 数 を 含 め た 数 値 を 用 い て 計 算

し て い る 。

： 商 業 機 密 上 の 観 点 か ら 公 開 で き ま せ ん
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○空気の温度に応じて、各パラメータ（下記表）の内挿による算

出式から値を求めた。

温度[℃] 60 40 20 

粘性率[μPa・ s] 20.14 19.20 18.24 

密度[kg/m3] 1.045 1.112 1.188 

定圧比熱[kJ/kg K] 1.009 1.007 1.007 

熱伝導率[mW/mK] 28.65 27.20 25.72 

○ 内挿による算出式 y＝ ax+b

温 度 範 囲
粘 性 率 [kg/m s] 密 度 [kg/m 3 ]  

定 圧 比 熱

[kcal/kg K] 

熱 伝 導 率

[cal/m K s] 

a b a b a b a b 

6 0～ 40  4.70×10-8 1.73×10-5 -3.35×10-3 1.25 2.39×10-5 2.40×10-1 1.73×10-5 5.81×10-3 

4 0～ 20  4.80×10-8 1.73×10-5 -3.80×10-3 1.26 0 2.41×10-1 1.77×10-5 5.79×10-3 

○ 内管、外管の初期温度の設定（定常状態の評価に係る計算）

設計図書より、プルトニウム濃縮缶への加熱量、損失割合を以下

のとおりとした。 

加熱量
[kcal/h] 

損失割合
[％ ] 

内管への 熱供給量
[kcal/h] 

外管への 熱損失量
[kcal/h] 

熱伝達係数ｈを 15000[kcal/m2 h K] ※ 1 とし、飽和水蒸気温度か

ら内管への熱供給量を内管外面の伝熱面積と熱伝達係数の積で

除した値を引き、Ｔ４を算出した。また、飽和水蒸気温度から外

管への熱損失量を外管内面の伝熱面積と熱伝達係数の積で除し

た値を引き、Ｔ５を算出した。 

※ 1 代表的な場合のｈ概略値として凝縮する水蒸気（膜状凝縮）

に示されている 4000～ 15000[kcal/m2 h K] の最大値を用いた。

化学工学の基礎 p.65 より 
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Ｑ=ｈ×Ａ×ΔＴ

＝15000× ×(130－Ｔ 4) 

∴Ｔ 4＝ 129.4 

注：実際の計算では伝熱面積は端数を含めた数値を用いて計算し

ている。また、Ｔ ４ 、Ｔ ５ について、以降に述べる伝熱計算にお

いては端数を含めた数値で実際には計算している。以降のページ

での本注記は省略する。 

：商業機密上の観点から公開できません

○簡易方法による温度評価

内管及び外管（Ｚｒ）の熱容量を考慮する。初期条件を内管

は 129.4℃、外管は 129.8℃とする。硝酸プルトニウム溶液、

内管及び外管（Ｚｒ）、飽和水蒸気並びにセル空気へ移動する

熱量からそれぞれの温度を評価し、硝酸プルトニウム溶液の沸

騰が停止する時間や硝酸プルトニウム溶液への入熱量を求め

る。 

○各熱の移動量の計算方法

①崩壊熱（Ｑ ①）

②硝酸プルトニウム溶液の蒸発熱（潜熱）に係る熱移動量（Ｑ② ）

③内管から硝酸プルトニウム溶液への熱移動量（Ｑ③ ）

④内管から飽和水蒸気への熱移動量（Ｑ④）
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⑤外管から飽和水蒸気への熱移動量（Ｑ⑤） 

⑥外管からセル空気への熱移動量（Ｑ ⑥ ） 

⑦セル空気からコンクリートへの熱移動量（Ｑ⑦） 

 

Ｑ③ ～ ⑦
※ 1 ＝熱伝達係数×伝熱面積×温度差 

※ 1 硝酸プルトニウム溶液、飽和水蒸気、内管、外管、セル空

気及びコンクリートとの温度差は時間の経過とともに変

化するものとし、③～⑦は以下の熱の移動量とする。 

  ③  内管→硝酸プルトニウム溶液の熱移動量 

  ④  内管→飽和水蒸気の熱移動量 

  ⑤  外管→飽和水蒸気の熱移動量 

  ⑥  外管→セル空気の熱移動量 

  ⑦  セル空気→コンクリートの熱移動量 

注  飽和水蒸気は、凝縮した場合には下部配管より排水され

るため、外管と内管の間は空気に置換される。空気と水蒸

気では水蒸気の方が比熱は大きいことから、保守的に水蒸

気が滞留するものとして評価する。 

 

○具体的な計算方法 

  w Cp Ｑ
①

Ｑ
③

Ｑ
②
  （ 1）式 

       Ｑ
①

h A T t T t Ｑ
②
 

w Cp Ｑ
④

Ｑ
⑤
     （ 2）式 

        h A T t T t h A T t T t  

w Cp Ｑ
③

Ｑ
④

     （ 3）式 

         h A T t T t h A T t T t  

w Cp Ｑ
⑤

Ｑ
⑥

   （ 4）式 

         h A T t T t h A T t T t  

Ｑ ② ＝Ｑ ① +Ｑ ③  

（Ｑ ① +Ｑ ③ ０）  

Ｑ ② ＝ 0 

（Ｑ ① +Ｑ ③ ０） 
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w Cp Ｑ
⑥

Ｑ
⑦
         （ 5）式 

        h A T t T t h A T t T t  

w Cp Ｑ
⑦
       （ 6）式 

           h A T t T t  

w1：硝酸プルトニウム溶液重量 

w2：飽和水蒸気重量 

wZr1： Zr 重量（内管） 

wZr2： Zr 重量（外管） 

w3：セル空気重量 

wcon c：コンクリート重量 

Cp1：硝酸プルトニウム溶液比熱 

Cp2：飽和水蒸気比熱 

CpZr： Zr 比熱 

Cp3：セル空気比熱 

Cpcon c：コンクリート比熱 

A1：内管内面の伝熱面積 

A2：内管外面の伝熱面積 

A3：外管内面の伝熱面積 

A4：外管外面の伝熱面積 

A5：コンクリートの伝熱面積 

hA：硝酸プルトニウム溶液-内管間の熱伝達係数（300 一定とす

る） 

hB：内管-飽和水蒸気間の熱伝達係数 

hC：飽和水蒸気-外管間の熱伝達係数 

hD：外管-セル空気間の熱伝達係数 

hE：セル空気-コンクリート間の熱伝達係数 

T1(t)：時刻 t における硝酸プルトニウム溶液温度（T1 が 114℃

を超える場合は 114℃とする） 

T2(t)：時刻 t における飽和水蒸気温度 

T3(t)：時刻 t におけるセル空気温度 

T4(t)：時刻 t における内管温度 

T5(t)：時刻 t における外管温度（T4、 T5 は温度分布を考慮せず

一様の温度とする） 

T6(t)：時刻 t におけるコンクリート温度 

dt： 0.001 分（発散防止のため） 
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(1)式の計算について、ｄＴ１ (t)についてまとめると、式(1)-a

式に変形できる。(1)-a 式は単位時間ｄｔあたりの温度変化量ｄ

Ｔ１ (t)を表す。 

 w Cp Ｑ
①

Ｑ
③

Ｑ
②
   

 dT t ① ③ ②
     （ 1)-a 式  

硝酸プルトニウム溶液への入熱（Ｑ①＋Ｑ③ ）が０以上の時は、

沸騰が継続し、入熱は蒸発潜熱（Ｑ②）により系外へ放出される

ため、ｄＴ１＝０となり、Ｔ１＝114℃一定となる。入熱が０を下

回った時点で沸騰は停止するため、(1)-a 式の蒸発潜熱は無視す

ることができる。硝酸プルトニウム溶液の初期温度Ｔ １ (０ )＝

114℃であることから、(1)-a 式は以下の式のようになる。 

 T t T 0 ∑ d T t 114 ∑ ① ③ ②
 

 

(2)式の計算について、ｄＴ２ (t)についてまとめると、式(2)-a

式に変形できる。 

  w Cp Ｑ
④

Ｑ
⑤
  

  dT t ④ ⑤
      （ 2)-a 式  

(2)-a 式は単位時間ｄｔあたりの温度変化量ｄＴ ２ (t)を表す。

単位時間毎の変化量を算出し、逐次計算を積み重ねることで、あ

る時間におけるＴ２が計算できる。飽和水蒸気の初期温度Ｔ２

Ｑ②＝Ｑ① +Ｑ③（Ｑ① +Ｑ③ ０） 

Ｑ②＝０（Ｑ① +Ｑ③ ０） 

(1)-b 式  
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(０ )＝ 130℃であることから、(2)-a 式は以下の式のようになる。 

  T t T 0 ∑d T t 130 ∑ ④ ⑤
   （ 2)-b 式  

(3)式、(4)式の計算について、ｄＴ４ (t)、ｄＴ５ (t)について

まとめると、下式(3)-a 式、(4)-a 式に変形できる。 

  w Cp Ｑ
③

Ｑ
④

  w Cp Ｑ
⑤

Ｑ
⑥

 

  dT t ③ ④
 (3)-a 式   dT t ⑤ ⑥

 (4)-a 式  

(3)-a 式、(4)-a 式は単位時間ｄｔあたりの温度変化量ｄＴ ４

(t)、ｄＴ５ (t)を表す。単位時間毎の変化量を算出し、逐次計算

を積み重ねることで、ある時間におけるＴ４、Ｔ５が計算できる。

内管及び外管の初期温度は定常計算を行い、Ｔ４ (０)＝129.4℃、

Ｔ５ (０ )＝129.8℃とした。 

(3)-a 式、(4)-a 式は以下の式のようになる。 

  T t T 0 ∑ ③ ④ 129.4 ∑ ③ ④
  (3)-ｂ式 

  T t T 0 ∑ ⑤ ⑥ 129.8 ∑ ⑤ ⑥
  (4)-ｂ式 

(5)式、(6)式の計算について、ｄＴ ３ (t)、ｄＴ ６ (t)について

まとめると、下式(5)-a 式、 (6)-a 式に変形できる。 
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  w Cp Ｑ
⑥

Ｑ
⑦
   w Cp Ｑ

⑦
 

  dT t ⑥ ⑦
 (5)-a 式   dT t

Ｑ
⑦

 (6)-a 式  

(5)-a 式、(6)-a 式は単位時間ｄｔあたりの温度変化量ｄＴ３

(t)、ｄＴ６ (t)を表す。単位時間毎の変化量を算出し、逐次計算

を積み重ねることで、ある時間におけるＴ３、Ｔ６が計算できる。

セル空気及びコンクリートの初期温度はＴ３ (０)＝50℃、Ｔ６

(０ )＝32℃とすると、(5)-a 式、(6)-a 式は以下の式のようにな

る。 

  T t T 0 ∑ ⑥ ⑦ 50 ∑ ⑥ ⑦
   (5)-ｂ式 

 

  T t T 0 ∑ ⑦ 32 ∑ ⑦
   (6)-ｂ式 

○ ｈＢ、ｈＣ 、 ｈＤ、ｈＥの算出方法 

hB：内管外壁-飽和水蒸気間の熱伝達係数[kcal/m2 h K] 

hC：飽和水蒸気-外管内壁間の熱伝達係数[kcal/m2 h K] 

hD：外管外壁-セル空気間の熱伝達係数[kcal/m2 h K] 

hE：セル空気-コンクリート間の熱伝達係数[kcal/m2 h K] 

 

それぞれの熱伝達係数を算出するにあたり、本モデルは垂直平

板上の自然対流伝熱としてヌッセルト数を求め、熱伝達係数を算

出した。なお、相関式は以下の通り。 
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（層流） Nu 0.555 Gr Pr      10 Gr Pr 10  

（乱流） Nu 0.129 Gr Pr      10 Gr Pr 10  

   Gr
ｇ

1
273.15 T H Δ T ρ

μ
 

   Pr
Cp 1000 μ

λ
 

   ｈ
Nu λ 3600

H 1000
 

 

Gr：グラスホフ数[-] 

Pr：プラントル数[-] 

g：重力加速度（9.80665 m/s2）  

H：管高さ[m] 

ρ：密度[kg/m3] 

μ：粘性率[Pa・ s] 

λ：熱伝導率[cal/m s K] 

注記： 

hB、 hC を算出する際には、飽和水蒸気の物性（ρ、μ、λ、T）

を用いて計算する。 

hD、 hE を算出する際には、セル空気の物性（ρ、μ、λ、T）を

用いて計算する。 
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【プルトニウム濃縮缶の入力データと温度評価結果】 

入 力 デ ー タ  値  補 足 説 明  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 沸 点  T 1[℃ ] 114   

水 蒸 気 初 期 温 度  T 2[℃ ] 130   

セ ル 空 気 初 期 温 度  T 3 [℃ ] 50   

内 管 （ Zr） 初 期 温 度  T 4[℃ ] 129 . 4   

外 管 （ Zr） 初 期 温 度  T 5[℃ ] 129 . 8   

コ ン ク リ ー ト 初 期 温 度  T 6[℃ ] 32   

内 管 硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 体 積  

[m 3]  

内 管 内 半 径 ^2×円 周 率 ×管 高 さ ×内 管 本 数  

内 管 硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 重 量  

w 1 [kg] 

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 密 度 ×内 管 硝 酸 プ ル

ト ニ ウ ム 溶 液 体 積  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 発 熱 量  

Q 1 [kcal/h] 

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 崩 壊 熱 密 度 ×0.86

（ kcal/h・W）×硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 体 積  

硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 -内 管 内 壁 の

熱 伝 達 係 数  h A [kcal/m
2  K  h] 

設 計 図 書  

飽 和 水 蒸 気 体 積  [m 3 ]  （ 外 管 内 半 径 ^2－ 内 管 外 半 径 ^2×内 管 本

数 ） ×円 周 率 ×管 高 さ  

内 管 体 積  [m 3]  （ 内 管 外 半 径 ^2－ 内 管 内 半 径 ^2） ×管 高 さ

×内 管 本 数  

内 管 熱 容 量  [kcal/K]  

外 管 体 積  [m 3 ]  （ 外 管 外 半 径 ^2－ 外 管 内 半 径 ^2） ×管 高 さ

×円 周 率  

外 管 熱 容 量  [kcal/K]  

セ ル 空 気 体 積  [m 3]  設 計 図 書 よ り  

コ ン ク リ ー ト 体 積  [m 3]  187 . 1   

コ ン ク リ ー ト 表 面 積  [m 2]  224 . 8   

コ ン ク リ ー ト 熱 容 量  [kcal/K] 9 . 3×10 4   

※実際の計算では端数を含めた数値を用いて計算している。  

：商業機密上の観点から公開できません 
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○計算結果 

 以下に、加熱停止からの経過時間と各部位での温度の推移を

示す。 

小数点第２位以下は切り捨てして表示している。 

約 43 分後にＱ①＋Ｑ③＜０となり、沸騰が停止する。 

なお、粘性率、密度、定圧比熱及び熱伝導率は、補１－３－

15 以降で示した算出式を用いて都度個別に求め、Ｔ１～Ｔ６の

温度算出に使用している。 

 

 

経過時間 

[min] 
T 1[℃ ] T4[℃ ] T2[℃ ] T5[℃ ] T3[℃ ] T6[℃ ] 

0 114 129.4 130 129.8 50 32 

0.1 114 122.0 127.4 129.4 49.4 32 

1 114 114.0 117.7 125.4 45.5 32 

5 114 113.9 112.5 109.2 37.9 32 

10 114 113.9 107.6 94.0 35.3 32 

15 114 113.9 104.3 83.7 34.3 32 

30 114 113.8 99.5 68.8 33.4 32 

43 113.9 113.8 98.1 64.3 33.1 32 
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 ○まとめ 

  硝 酸 プ ル ト ニ ウ ム 溶 液 の 温 度 は 約 43 分 後 に 沸 点 で あ る

114℃を下回り、この時点で沸騰は停止する。 

 

 

硝酸プルトニウム溶液及び飽和水蒸気の温度計算結果（加熱停

止から 50 分後まで） 

 

 

【まとめ】 

注水槽は、プルトニウム濃縮缶凝縮器において、冷却機能が

喪失した場合にプルトニウム濃縮缶の沸騰を停止させるため

に設置しており、未凝縮の蒸気による塔槽類廃ガス処理系（プ

ルトニウム系）の高性能粒子フィルタの除染性能の低下を防止

する観点で安全上重要な施設としていた。 

注水槽の液位低警報は、未凝縮の蒸気が高性能粒子フィルタ

に到達し、除染性能が低下を始める前に異常を検知して沸騰を

停止させるために、注水に必要な水を常に確保し、水が不足す

る場合には運転員に補給を促すために安全上重要な施設とし
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ていた。 

本簡易評価モデルにより、補１－３－11 に示した想定条件

において、各種熱伝達により、凝縮器の機能喪失と同時に加熱

を停止後、約 43 分に硝酸プルトニウム溶液の沸騰が停止する

結果を得た。 

この時間は、高性能粒子フィルタの除染性能が維持される期

間（約 14 時間）よりも十分に短いため、硝酸プルトニウム溶

液の沸騰は、高性能粒子フィルタへの影響が生じる前に停止す

る。 

以上から、当初申請時に注水槽に期待した機能は、注水槽が

なくても達成できるため、注水槽及び注水槽液位低警報を安全

上重要な施設と同等の信頼性を維持する施設として選定する

ことは妥当である。 

 

 

 

 

552



補 1-3-28 
 

（別紙） 

プルトニウム精製設備 注水槽及び注水槽の液位低警報に係 

る補足説明 

・凝縮器の冷却機能喪失時における高性能粒子フィルタの機能

維持時間 

・実際の運転データとの比較によるＦＬＵＥＮＴ解析結果の確

認 

・プルトニウム精製設備 機能喪失した場合の影響 
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・凝縮器の冷却機能喪失時における高性能粒子フィルタの機能維

持時間 

 

○  高性能粒子フィルタの機能が維持される時間を以下のとおり

評価。 

・文献 1)によれば、水ミストが存在する環境下で、フィルタ差

圧が 250ｍｍＡｑを超えたところから高性能粒子フィルタの

リークが始まる。250ｍｍＡｑに相当する水ミスト量は、容量

2000Ｎｍ 3／ｈの高性能粒子フィルタで約 3.4ｋｇ。 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィル

タは、容量約 380Ｎｍ 3／ｈ×２段が３系列。 

（このうち 1 系列は予備）。このため、フィルタ差圧が 250ｍ

ｍＡｑに相当する水ミスト付着量は文献値との比例計算から

約 1300ｇ。 

・廃ガス中の水ミスト濃度を約 0.1ｇ／ｍ 3 とし、温度は 48℃。 

水ミスト濃度 0.1ｇ／ｍ 3 は、文献 2)によれば、爆発時にお

けるエアロゾル濃度の推奨値と同じ値であり、厳しい条件と

なっている。なお、通常時における溶液から廃ガス中への同

伴ミスト量は、文献 3)によれば、かくはんを行っている貯槽

等においてもかくはん用圧縮空気量が約 10ｍ３／ｈ・ｍ２で

あることから、10ｍｇ／ｍ３以下である。 

温度 48℃は、通常時の温度約 40℃の廃ガスに、プルトニウ

ム濃縮缶凝縮器の機能喪失によってプルトニウム濃縮缶か

ら温度 100℃の蒸気が 80ｋｇ／ｈ（凝縮器の機能喪失より、
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供給量を蒸発量とした）で混合した場合に、混合後の廃ガス

の風量を 760Ｎｍ 3／ｈ（＝380Ｎｍ 3／ｈ×２段）の温度を求

めると、約 48℃となる。 

・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系）の高性能粒子フィル

タ入り口での風量は約 760Ｎｍ 3／ｈ。 

・以上から、高性能粒子フィルタの機能が維持される時間は、

下式から約 14 時間。 

1300ｇ÷（760Ｎｍ 3／ｈ×321Ｋ／273Ｋ×0.1ｇ／ｍ 3）≒14 時間 

 

○  上記評価は、当初申請時におけるプルトニウム濃縮缶の凝縮

器の凝縮機能に関する安重選定評価に用いた手法を使用してい

る。 
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・実際の運転データとの比較によるＦＬＵＥＮＴ解析結果の確認 

 

○同一条件下での解析値と実際の運転データとの比較 

プルトニウム濃縮缶は、実際にはプルトニウム濃縮缶気液分離

部における液相温度と気相温度を監視している。この実際の運転

データとＦＬＵＥＮＴにおける解析結果を直接比較するため、プ

ルトニウム濃縮缶を停止させた際と同じ条件でプルトニウム濃

縮缶気液分離部の温度解析を行った。解析結果及び実際の運転デ

ータを下図に示す。 

 解析結果は実際の運転データよりも温度低下速度が遅くなっ

ている。このため、ＦＬＵＥＮＴによる解析結果はより厳しい結

果を与えるものであると考えられる。 
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1. 安全機能を有する施設（内部発生飛散物による損傷の防止）に係る設計基本方針 

1.1．内部発生飛散物の発生要因の選定. 

再処理施設における内部発生飛散物の発生要因を以下のとおり分類し，選定する。 

(1)爆発による飛散物 

爆発に起因する機器又は配管の損壊により生じる飛散物については，水素を取り扱う設備

の爆発，溶液及び有機溶媒の放射線分解により発生する水素の爆発及びＴＢＰ等の錯体の急

激な分解反応による爆発が想定されるが，爆発については「 火災及び爆発の防止に関する

構造」にて，火災等の発生を防止する設計としていることから，内部発生飛散物の発生要因

として考慮しない。 

(2)重量物の落下による飛散物 

重量物の落下に起因して生じる飛散物については，通常運転時において重量物をつり上げ

て搬送するクレーン等の機器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーン等の機器の落下

を内部発生飛散物の発生要因として考慮する。  

(3)回転機器の損壊による飛散物 

回転機器の損壊に起因して生じる飛散物については，ポンプ等の回転機器の異常により回

転速度が上昇することによる回転羽根の損壊を内部発生飛散物の発生要因として考慮する。 
 
1.2.  その他の発生要因に対する考慮 

通常運転時以外の作業において内部発生飛散物が発生し，安全上重要な構築物，系統及び機

器の安全機能を損なうおそれがある場合は，作業内容及び保安上必要な措置を記載した計画書

に内部発生飛散物の発生を防止するための措置を記載し，その計画に基づき作業を実施するこ

とにより，内部発生飛散物の発生を防止することから，内部発生飛散物の発生要因として考慮

しない。 

また、内部発生エネルギーの高い流体を内包する配管の破損による飛散物については，再処

理施設の運転条件が，発電炉と比較しほぼ常温・常圧での運転であり，飛散物を発生するよう

な配管の破損を生じないことから，配管の破損による飛散物は内部発生飛散物の発生要因とし

て考慮しない。 
 
1.3.  内部発生飛散物に対する防護対象設備 

安全上重要な構築物，系統及び機器は，全て内部発生飛散物防護対象設備とする。ただし，

安全上重要な構築物，系統及び機器のうち，内部発生飛散物の発生要因となる機器又は配管と

同室に設置せず，内部発生飛散物によって安全上重要な構築物，系統及び機器の安全機能を損

なうおそれがないものを内部発生飛散物防護対象設備として抽出しない。 
 
1.4.  内部発生飛散物に対する防護対象の防護設計 

内部発生飛散物防護対象設備は，内部発生飛散物の発生要因となる機器について，内部発生

飛散物の発生を防止することにより内部発生飛散物防護対象設備の安全機能を損なわない設

計とする。 
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2. 内部発生飛散物影響評価 

2.1. 安全機能を有する施設に係る規則要求 

安全機能を有する施設は，ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物により，その安

全機能を損なわないものでなければならない。 

・「ポンプその他の機器又は配管の損壊に伴う飛散物」とは，ガス爆発，重量機器の落下等に

よって発生する飛散物をいう。 

・二次的飛散物，火災，化学反応，電気的損傷，配管の破損，機器の故障等の二次的影響も

考慮するものとする。 

・「安全機能を損なわないものでなければならない」とは，再処理施設内部で発生が想定され

る内部発生飛散物に対し，冷却，水素掃気，火災・爆発の防止，臨界防止等の安全機能を

損なわないことをいう。 

 

2.2.  内部発生飛散物の発生要因の選定 

(1) 爆発による飛散物 

再処理施設における爆発の要因と爆発防止対策 

爆発の要因 対象設備 爆発防止対策 

水素を取り扱う

設備の爆発 

ウラン精製設備の

ウラナス製造設備 

ウラナス製造器内の水素ガスの濃度を可燃領域外

（約 100%）で運転することによる爆発の防止。 

ウラン・プルトニウ

ム混合脱硝設備の

還元炉 

還元ガス（窒素＋水素）の水素濃度管理（水素最

高濃度 6.0vol%）による爆発の防止 

溶液及び有機溶

媒の放射線分解

により発生する

水素の爆発 

水素掃気対象貯槽 

放射線分解により発生する水素の濃度が可燃限界

濃度（4vol%）に達するおそれのある機器のうち，

時間的余裕が小さい機器は，安全圧縮空気系から

空気を供給し，発生する水素の濃度上昇を抑制 

ＴＢＰ等の錯体

の急激な分解反

応による爆発 

分離施設，精製施

設，酸及び溶媒の回

収施設，液体廃棄物

の廃棄施設の濃縮

缶等 

濃縮缶（又は蒸発缶）の加熱蒸気の温度を 135 ℃

以下に制限，加熱蒸気温度が上昇した場合は，イ

ンターロックにより加熱を停止することで，ＴＢ

Ｐ等の錯体の急激な分解反応（レッドオイル爆発

等）の発生防止 

↓ 

「火災等の損傷の防止」において，火災等の発生を防止する設計としていることから，内部

発生飛散物の発生要因として考慮しない。 
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(2) 重量物の落下による飛散物 

重量物の落下に起因して生じる飛散物については，通常運転時において重量物をつり上げ

て搬送するクレーン等の機器からのつり荷の落下及び逸走によるクレーン等の機器の落下

を内部発生飛散物の発生要因として考慮する。 

 

(3) 回転機器の損壊による飛散物 

回転機器の損壊に起因して生じる飛散物については，ポンプ等の回転機器の異常により回

転速度が上昇することによる回転羽根の損壊を内部発生飛散物の発生要因として考慮する。 

    

なお，通常運転時以外の試験操作，保守及び修理並びに改造の作業において，クレーン等に

よる重量物をつり上げての搬送や仮設ポンプの使用により内部発生飛散物が発生し，内部発生

飛散物防護対象設備の安全機能を損なうおそれがある場合は，作業内容及び保安上必要な措置

を記載した計画書に内部発生飛散物の発生を防止することにより内部発生飛散物防護対象設備

の安全機能を損なわないための措置について記載し，その計画に基づき作業を実施することか

ら，内部発生飛散物の発生要因として考慮しない。 

 

(4) 内部発生エネルギーの高い流体を内包する配管の破損について 

再処理施設の運転条件はほぼ常温･常圧での運転である。溢水影響評価においては，内部発

生エネルギーの高い流体を内包する配管の条件は，温度 95℃以上，または圧力 1.9MPa 以上

である。再処理施設における内部発生エネルギーの高い流体を内包する配管として建屋暖房

用及び主要機器加熱用等として使用される蒸気配管が該当する。防護対象施設を有する建屋

への蒸気の供給温度は約 200℃，供給圧力は約 1.5MPa であり，温度条件により蒸気配管が

該当する。 

発電炉においては極めて高いエネルギー（配管の圧力：約 15MPa）を有する配管を内部発

生飛散物の発生要因として選定している。一方，再処理施設における蒸気配管の供給圧力は

約 1.5MPa である。再処理施設における蒸気圧力は，一般的に工場で使用される蒸気圧力で

あり，発電炉の圧力と比較しても１／１０程度小さいことから，内部発生飛散物の発生要因

として考慮しない。 

仮に蒸気配管の亀裂による蒸気漏えいが発生した場合においても各建屋の蒸気遮断弁によ

り蒸気の供給が停止するため，配管の破断に至らず，配管の飛散物が生じることはない。 

よって，再処理施設の運転条件がほぼ常温･常圧での運転であり，発電炉と比較して圧力が

十分低く，飛散物を発生するような配管の破損を生じないことから，配管の破損による飛散

物は内部発生飛散物の発生要因として考慮しない。 
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2.3.  内部発生飛散物防護対象設備の選定 

安全上重要な構築物，系統及び機器は，全て内部発生飛散物防護対象設備とする。ただし，

安全上重要な構築物，系統及び機器のうち，内部発生飛散物の発生要因となる機器又は配管と

同室に設置せず，内部発生飛散物によって安全上重要な構築物，系統及び機器の安全機能を損

なうおそれがないものを内部発生飛散物防護対象設備として抽出しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全上重要な設備 

Yes 

No 

内部発生飛散物防護対象設備 

内部発生飛散物により安

全機能を損なうおそれが

あるか*2 

Yes 

対象外 

【内部発生飛散物防護対象設備の選定フロー】 

内部発生飛散物の発生要

因となる機器と同室にあ

るか*1 

Yes 

No 

＊1：防護対象安全機能を構成する系統のうち，系統ライン上に内部

発生飛散物の発生要因となる機器と同室にある部分がある場合は防

護対象設備とし，安全機能を構成する系統全てが飛散物発生要因と

なる機器と同室にない設備は内部発生飛散物防護対象設備から除

外する。 

＊2：発生要因となる機器と同室にある場合でも，飛散物によりその安

全機能が損なわれるおそれのない設備は，内部発生飛散物防護対

象設備から除外する。 

①重量物を取り扱うクレーン類の稼動範囲外にある設備 

②形状寸法が損なわれても臨界に至る可能性のないウラン酸化物貯

蔵容器等 

○選定した内部発生飛散物防護対象設備を表に

まとめ，次頁以降に示す。 
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表 内部発生飛散物防護対象設備 （対象飛散物：回転機器） （1/6） 

 
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

使用済燃料受入れ施設及び貯蔵 

施設用安全冷却水系冷却塔基礎 

(1)プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 
 -  - 

(2)高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 
 -  - 

(3)上記(1)及び(2)の系統及び機器の換気系

統及びオフガス処理系統 
 -  - 

(4)上記(1)及び(2)の系統及び機器並びにせ

ん断工程を収納するセル等 
 -  - 

(5)上記(4)の換気系統  -  - 

(6)上記(4)のセル等を収納する構築物及び

その換気系統 
 -  - 

(7)ウランを非密封で大量に取り扱う系統及

び機器の換気系統 
 -  - 

(8)非常用所内電源系統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要

な動力源 

電気設備 電気設備 

(9)熱的，化学的又は核的制限値を維持する

ための系統及び機器（核的制限値） 
 -  - 

(10)使用済燃料を貯蔵するための施設 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設  - 

(11)高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄

するための施設 
 -  - 

(12)安全保護回路  -  - 

(13)排気筒  -  - 

(14)制御室等及びその換気空調系統  -  - 

(15)その他上記各系統等の安全機能を維持

するために必要な計測制御設備統、冷却水

系統等 

補給水設備 

プール水浄化・冷却設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

計測制御設備 

 

 

 

 

566



補-1-5-6 
 

表 内部発生飛散物防護対象設備 （対象飛散物：回転機器） （2/6） 

 
前処理建屋 分離建屋 

(1)プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 
清澄･計量設備  - 

(2)高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 
清澄･計量設備  - 

(3)上記(1)及び(2)の系統及び機器の換気系

統及びオフガス処理系統 

せん断処理・溶解廃ガス処理設備 

前処理建屋塔槽類廃ガス処理設備 

分離建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 ・塔槽類廃ガス処理系 

 ・パルセータ廃ガス処理系 

(4)上記(1)及び(2)の系統及び機器並びにせ

ん断工程を収納するセル等 
建物（遮蔽） 建物（遮蔽） 

(5)上記(4)の換気系統 前処理建屋換気設備 分離建屋換気設備 

(6)上記(4)のセル等を収納する構築物及び

その換気系統 
前処理建屋換気設備 分離建屋換気設備 

(7)ウランを非密封で大量に取り扱う系統及

び機器の換気系統 
 -  - 

(8)非常用所内電源系統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要

な動力源 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

(9)熱的，化学的又は核的制限値を維持する

ための系統及び機器（核的制限値） 
 - 

分配設備 

高レベル廃液濃縮設備 

計測制御設備 

(10)使用済燃料を貯蔵するための施設  -  - 

(11)高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄

するための施設 
 -  - 

(12)安全保護回路  - 計測制御設備 

(13)排気筒  -  - 

(14)制御室等及びその換気空調系統  -  - 

(15)その他上記各系統等の安全機能を維持

するために必要な計測制御設備統、冷却水

系統等 

清澄・計量設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

計測制御設備 

分配設備 

高レベル廃液濃縮系 

分離建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 
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表 内部発生飛散物防護対象設備 （対象飛散物：回転機器） （3/6） 

 
精製建屋 ウラン脱硝建屋 

(1)プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 
プルトニウム精製設備  - 

(2)高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 
 -  - 

(3)上記(1)及び(2)の系統及び機器の換気系

統及びオフガス処理系統 

精製建屋塔槽類廃ガス処理設備 

 ・塔槽類廃ガス処理系（プルトニウム系） 

 ・パルセータ廃ガス処理系 

 - 

(4)上記(1)及び(2)の系統及び機器並びにせ

ん断工程を収納するセル等 

上記(1)のプルトニウム精製設備を収納す

るグローブボックス 

建物（遮蔽） 

 - 

(5)上記(4)の換気系統 精製建屋換気設備  - 

(6)上記(4)のセル等を収納する構築物及び

その換気系統 
精製建屋換気設備  - 

(7)ウランを非密封で大量に取り扱う系統及

び機器の換気系統 
 -  - 

(8)非常用所内電源系統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要

な動力源 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 
 - 

(9)熱的，化学的又は核的制限値を維持する

ための系統及び機器（核的制限値） 

プルトニウム精製設備 

計測制御設備 
ウラン脱硝設備 ウラン脱硝系 

(10)使用済燃料を貯蔵するための施設  -  - 

(11)高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄

するための施設 
 -  - 

(12)安全保護回路  -  - 

(13)排気筒  -  - 

(14)制御室等及びその換気空調系統  -  - 

(15)その他上記各系統等の安全機能を維持

するために必要な計測制御設備統、冷却水

系統等 

プルトニウム精製設備 

精製建屋換気設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

 - 
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表 内部発生飛散物防護対象設備 （対象飛散物：回転機器） （4/6） 

 
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋 ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋 

(1)プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝設備 

 ・溶液系 ・ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝系 

 ・焙焼・還元系 ・粉体系 

 - 

(2)高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 
 -  - 

(3)上記(1)及び(2)の系統及び機器の換気系

統及びオフガス処理系統 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝設備 

 ・焙焼・還元系 ・粉体系 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋塔槽類廃ｶﾞｽ処

理設備 

 - 

(4)上記(1)及び(2)の系統及び機器並びにせ

ん断工程を収納するセル等 

上記(1)のｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝設備を収

納するｸﾞﾛｰﾌﾞﾎﾞｯｸｽ 

建物（遮蔽） 

 - 

(5)上記(4)の換気系統 ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋換気設備  - 

(6)上記(4)のセル等を収納する構築物及び

その換気系統 
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋換気設備  - 

(7)ウランを非密封で大量に取り扱う系統及

び機器の換気系統 
 -  - 

(8)非常用所内電源系統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要

な動力源 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 
電気設備 

(9)熱的，化学的又は核的制限値を維持する

ための系統及び機器（核的制限値） 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝設備 

 ・溶液系 ・ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝系 
 - 

(10)使用済燃料を貯蔵するための施設  -  - 

(11)高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄

するための施設 
 -  - 

(12)安全保護回路 計測制御設備  - 

(13)排気筒  -  - 

(14)制御室等及びその換気空調系統  -  - 

(15)その他上記各系統等の安全機能を維持

するために必要な計測制御設備統、冷却水

系統等 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝設備 

 ・溶液系・ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝系 

還元ｶﾞｽ供給系 

冷却水設備 安全冷却水系 

計測制御設備 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯蔵建屋換気設備 
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表 内部発生飛散物防護対象設備 （対象飛散物：回転機器） （5/6） 

高レベル廃液ガラス固化建屋 制御建屋 

(1)プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 
 -  - 

(2)高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 
高レベル廃液ガラス固化設備  - 

(3)上記(1)及び(2)の系統及び機器の換気系

統及びオフガス処理系統 

高レベル廃液ガラス固化建屋搭槽類廃ガ

ス処理設備 

 ・高レベル濃縮廃液廃ガス処理系 

 ・不溶解残渣廃液廃ガス処理系 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

 - 

(4)上記(1)及び(2)の系統及び機器並びにせ

ん断工程を収納するセル等 
建物（遮蔽）  - 

(5)上記(4)の換気系統 高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備  - 

(6)上記(4)のセル等を収納する構築物及び

その換気系統 
高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備  - 

(7)ウランを非密封で大量に取り扱う系統及

び機器の換気系統 
 -  - 

(8)非常用所内電源系統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要

な動力源 

電気設備 

圧縮空気設備 安全圧縮空気系 

蒸気供給設備 安全蒸気系 

 - 

(9)熱的，化学的又は核的制限値を維持する

ための系統及び機器（核的制限値） 
 -  - 

(10)使用済燃料を貯蔵するための施設  -  - 

(11)高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄

するための施設 
 -  - 

(12)安全保護回路 計測制御設備  - 

(13)排気筒  -  - 

(14)制御室等及びその換気空調系統  - 制御建屋中央制御室換気設備 

(15)その他上記各系統等の安全機能を維持

するために必要な計測制御設備統、冷却水

系統等 

高レベル廃液ガラス固化設備 

高レベル廃液ガラス固化建屋換気設備 

高レベル廃液ガラス固化廃ガス処理設備 

冷却水設備 安全冷却水系 

計測制御設備 
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表 内部発生飛散物防護対象設備 （対象飛散物：回転機器） （6/6） 

 
非常用電源建屋 

(1)プルトニウムを含む溶液又は粉末を内蔵

する系統及び機器 
 - 

(2)高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系

統及び機器 
 - 

(3)上記(1)及び(2)の系統及び機器の換気系

統及びオフガス処理系統 
 - 

(4)上記(1)及び(2)の系統及び機器並びにせ

ん断工程を収納するセル等 
 - 

(5)上記(4)の換気系統  - 

(6)上記(4)のセル等を収納する構築物及び

その換気系統 
 - 

(7)ウランを非密封で大量に取り扱う系統及

び機器の換気系統 
 - 

(8)非常用所内電源系統及び安全上重要な施

設の機能の確保に必要な圧縮空気等の主要

な動力源 

電気設備 

(9)熱的，化学的又は核的制限値を維持する

ための系統及び機器（核的制限値） 
 - 

(10)使用済燃料を貯蔵するための施設  - 

(11)高レベル放射性固体廃棄物を保管廃棄

するための施設 
 - 

(12)安全保護回路  - 

(13)排気筒  - 

(14)制御室等及びその換気空調系統  - 

(15)その他上記各系統等の安全機能を維持

するために必要な計測制御設備統、冷却水

系統等 

冷却水設備 安全冷却水系 
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表 内部発生飛散物防護対象設備 （対象飛散物：重量物落下）  

 

使 用 済 燃 料 受 入

れ・貯蔵建屋 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建

屋 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸

化物貯蔵建屋 

ガラス固化体貯蔵建

屋 

(1)プルトニウムを含む溶液又

は粉末を内蔵する系統及び機器 
 - 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝設備 

 ・焙焼・還元系 

 ・粉体系 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯

蔵設備 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化

物貯蔵設備 
 - 

(2)高レベル放射性液体廃棄物

を内蔵する系統及び機器 
 -  -  -  - 

(3)上記(1)及び(2)の系統及び機

器の換気系統及びオフガス処理

系統 

 -  -  -  - 

(4)上記(1)及び(2)の系統及び機

器並びにせん断工程を収納する

セル等 

 -  -  -  - 

(5)上記(4)の換気系統  - 
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋

換気設備 
 -  - 

(6)上記(4)のセル等を収納する

構築物及びその換気系統 
 - 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝建屋

換気設備 
 -  - 

(7)ウランを非密封で大量に取

り扱う系統及び機器の換気系統 
 -  -  -  - 

(8)非常用所内電源系統及び安

全上重要な施設の機能の確保に

必要な圧縮空気等の主要な動力

源 

電気設備 電気設備 電気設備  - 

(9)熱的，化学的又は核的制限値

を維持するための系統及び機器

（核的制限値） 

 - 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合脱硝設備 

 ・焙焼・還元系 

 ・粉体系 

ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化物貯

蔵設備 

 -  - 

(10)使用済燃料を貯蔵するため

の施設 

使用済燃料の受入れ施

設及び貯蔵施設 
 -  -  - 

(11)高レベル放射性固体廃棄物

を保管廃棄するための施設 
 -  -  - 

ガラス固化体貯蔵設備 

ガラス固化体貯蔵建屋 

貯蔵区域の遮蔽設備 

(12)安全保護回路  -  -  -  - 

(13)排気筒  -  -  -  - 

(14)制御室等及びその換気空調

系統 
 -  -  -  - 

(15)その他上記各系統等の安全

機能を維持するために必要な計

測制御設備統、冷却水系統等 

補給水設備 

プール水浄化・冷却設

備 

計測制御設備 
ｳﾗﾝ･ﾌﾟﾙﾄﾆｳﾑ混合酸化

物貯蔵建屋換気設備 
ガラス固化体貯蔵設備 

572



補-1-5-12 
 

2.4.  内部発生飛散物に係る評価と設計 

内部発生飛散物防護対象設備は，内部発生飛散物の発生要因となる機器について，内部発生

飛散物の発生を防止することにより安全機能を損なわない設計とする。 

 

(1) 重量物の落下による飛散物の発生防止設計 

a. 重量物をつり上げて搬送するクレーン等の機器はつりワイヤ等を二重化する設計とし，

つり荷の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

b. つり上げ用の治具又はフックにはつり荷の脱落防止機構を設置する又はつかみ不良時の

つり上げ防止のインターロックを設ける設計とし，つり荷の落下による飛散物の発生を

防止できる設計とする。 

c. 重量物をつり上げて搬送するクレーン等の機器は逸走防止のインターロックを設ける設

計とし，機器の落下による飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 

以下の落下防止対策について設工認申請書で記載する。 

・対象機器の明確化 

・脱輪防止措置 

・逸走防止のインターロック 

・吊りワイヤ等の二重化 

・フックの脱落防止機構 

・つかみ不良時の吊り上げ防止のインターロック 

・電源喪失時の吊り荷保持のフェイルセイフ機構 

 

(2) 回転機器の損壊による飛散物の発生防止設計 

a. 電力を駆動源とする回転機器は，誘導電動機による回転数を制御する機構を有すること

で，回転機器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とす

る。 

b. 電力を駆動源とせず，駆動用の燃料を供給することで回転する回転機器は，回転数を監

視し，回転数が上限値を超えた場合は回転機器を停止する機構を有することで，回転機

器の過回転による回転羽根の損壊に伴う飛散物の発生を防止できる設計とする。 

 

以下の飛散防止対策について設工認申請書で記載する。 

・対象機器の明確化 

・誘導電動機 

・回転機器を停止する機構 
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(3) 飛散物による二次的影響 

内部発生飛散物の発生要因となる重量物及び回転機器について，発生を防止する設計とし

ていることから，内部発生飛散物による二次的飛散物等の二次的影響はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防護対象設備 

重量物の落下

による飛散物 

回転機器の損壊

による飛散物 

クレーン等の搬送機器 

その他の機器 

：発生防止対策により 
 飛散物化を防止 

飛散物の二次的影響 
(二次飛散物) 

×

×

×

×

ポンプ等の 
回転機器 

×
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令和 2 年 4 月 13 日 R5 

補足説明資料１－７（１５条） 
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「安全審査 整理資料 ＭＯＸ燃料加工施設との共用及び取り合い 

に係る変更 

補足説明資料１ ＭＯＸ燃料加工施設へのＭＯＸ粉末（混合酸化物貯蔵容

器）の払い出しについて」 

の抜粋 
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１．「洞道搬送台車」を再処理施設の建屋で使用することについて 

現状、再処理事業指定申請書本文の主要な設備及び機器の種類において

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備については、混合酸化物貯蔵容

器（容量 粉末缶３缶／貯蔵容器）、貯蔵ホール、貯蔵台車について記載

し、再処理の方法においてウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵について

は、「脱硝施設のウラン・プルトニウム混合脱硝設備から混合酸化物貯蔵

容器を受け入れ、貯蔵台車を用いて貯蔵ホールに貯蔵し、払い出す。」と

している。 

従来、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の台車については、以

下の①から③のとおりである。 

①再処理事業指定申請書本文には、貯蔵ホールでの混合酸化物貯蔵容器

の貯蔵、払い出しに直接係わる台車（貯蔵台車）を記載している。 

②添付書類には、貯蔵、払い出しに直接係わる台車の他に、建屋間、建

屋内での混合酸化物貯蔵容器の搬送に係わる台車（貯蔵容器台車、払

出台車）を記載している。（ローディングドックから払い出す時に使

用する運搬容器台車については、混合酸化物貯蔵容器を収納した運搬

容器の搬送に係わるものであるため、払出台車等の等に含め、個別に

は記載していない。） 

③空の混合酸化物貯蔵容器（新品）の搬送に係わる台車（空貯蔵容器台

車）は、本文にも添付書類にも記載していない。 

 

今回共用するＭＯＸ燃料加工施設の洞道搬送台車は、混合酸化物貯蔵容

器の貯蔵、払い出しに直接係わる台車ではなく、建屋間での混合酸化物貯

蔵容器の搬送に係わる台車に該当するため、再処理事業指定申請書本文で

はなく添付書類に記載している。 
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２．「洞道搬送台車」の受け払いについて 

 (１) ＭＯＸ燃料加工施設へのＭＯＸ粉末（混合酸化物貯蔵容器）の払い出

し 

ａ．地下２階の貯蔵ホールに貯蔵されている混合酸化物貯蔵容器について

は、地下１階貯蔵室の貯蔵台車で取り出した後、地下２階台車移動室の

貯蔵容器台車（親子台車）、昇降機を用いて地下４階台車移動室の貯蔵

容器台車（親子台車）に移載する。その後、移載機、払出台車を用いて

地下４階の貯蔵容器取扱室に搬送し、貯蔵容器取扱室の検査装置で表面

汚染検査を実施する。 

ｂ．地下４階の貯蔵ホールに貯蔵されている混合酸化物貯蔵容器について

は、地下３階貯蔵室の貯蔵台車で取り出した後、地下４階台車移動室の

貯蔵容器台車（親子台車）に移載する。その後、移載機、払出台車を用

いて地下４階の貯蔵容器取扱室に搬送し、貯蔵容器取扱室の貯蔵容器検

査装置で表面汚染検査を実施する。 

ｃ．表面汚染検査実施後の混合酸化物貯蔵容器を、払出台車、移載機を用

いて地下４階台車移動室に乗り入れた洞道搬送台車に移載後、ＭＯＸ燃

料加工施設へ払い出す。 

 (２) ＭＯＸ燃料加工施設からの粉末缶を収納した混合酸化物貯蔵容器の受

け入れ 

ａ．混合酸化物貯蔵容器を積載した洞道搬送台車が地下４階台車移動室の

昇降機下部まで乗り入れる。 

ｂ．地下１階の昇降機を用いて洞道搬送台車から混合酸化物貯蔵容器を取

り出し、地下２階台車移動室の貯蔵容器台車（親子台車）、地下１階貯

蔵室の貯蔵台車を用いて地下２階の貯蔵ホールに一時保管する（一時保

管は地下２階の貯蔵ホールで実施する）。 
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なお、洞道搬送台車によるＭＯＸ粉末の払い出し、混合酸化物貯蔵容

器の受け入れは、地下４階台車移動室の貯蔵容器台車（親子台車）が、

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋側のホームポジション（ＨＰ）にあ

る時のみ行う。 

 

洞道搬送台車に関連する臨界管理安全設計については「３．「洞道搬

送台車」の臨界安全設計について」に示す。 
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３．「洞道搬送台車」の臨界安全設計について 

 (１) 洞道搬送台車に関連する臨界管理安全設計 

ａ．単一ユニットの臨界安全設計 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備で，ＭＯＸ粉末を搬送する

ために用いられる洞道搬送台車においては，台車１台当たり混合酸化物

貯蔵容器＊を一時に１本ずつしか取扱えない設計とすることで臨界安全

を担保している。 

＊ 混合酸化物貯蔵容器の直径は20.4ｃｍ。また，混合酸化物貯蔵容器は，貯蔵ホー
ルの臨界安全のため粉末缶１缶の充てん量を13.3ｋｇ（Ｕ＋Ｐｕ）以下，混合酸
化物貯蔵容器の充てん量を40ｋｇ（Ｕ＋Ｐｕ）以下に制限している。 

単一ユニットとしての実効増倍率は，別紙１のとおり算出し未臨界で

あることを確認した。 

ｂ．洞道搬送台車の臨界安全設計 

ＭＯＸ燃料加工施設にＭＯＸ粉末を搬送するために共用するＭＯＸ燃

料加工施設の洞道搬送台車についても，再処理施設における貯蔵容器台

車等と同様に１台当たり混合酸化物貯蔵容器を一時に１本ずつしか取扱

えない設計とすることで臨界を防止する。 

ｃ．移動に対する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設へＭＯＸ粉末を搬送するときは，貯蔵容器台車が

ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋側のホームポジションに待機してい

ることが確認された後，洞道搬送台車がウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵施設内の混合酸化物貯蔵容器の取合い位置に移動することから，

両台車が接近するおそれはない。 

ｄ．最接近時の臨界評価 

「ｃ．移動に対する考慮」で述べたとおり，両台車が衝突することは

考えられないが，ここでは，２つの容器が最接近したことを仮想して，
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別紙１のとおり臨界評価を行い、未臨界であることを確認した。 

なお、物理的に同一の軌道を走行する台車は２台のみであるため、混

合酸化物貯蔵容器が近接する可能性があるのは２個までである。 

３台以上の台車が同一軌道上を走行することは想定されないことから，

３個以上の混合酸化物貯蔵容器が近接する評価は不要と考える。 
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４．洞道搬送台車の耐震クラスについて 

 (１) 洞道搬送台車の耐震クラス 

洞道搬送台車は，ＭＯＸ粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を搬送す

るものであるため、台車自体が閉じ込め機能を有するものではないこと

及び台車自体が破損又は機能喪失した場合でも臨界事故をおこすおそれ

がないことから、再処理規則７条２項解説別記２に規定するＳクラス施

設に該当しない。 

また、ＭＯＸ粉末を封入した混合酸化物貯蔵容器を取り扱う設備であ

るため、Ｂクラスが妥当である。 

 

 (２) 耐震評価 

洞道搬送台車は共用であるため再処理施設としてもＢクラスに応じた

静的地震力を適用した耐震評価を行う。また，共振のおそれがある場合

は弾性設計用地震動に２分の１を乗じたものに基づく地震力を適用した

耐震評価を行う。 

また，ＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用洞道及びＭＯＸ燃料加工

施設の燃料加工建屋の一部についても共用であるため再処理施設として

も、Ｂクラスに応じた静的地震力に対しておおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えることを確認する。 
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５．混合酸化物貯蔵容器払い出し時の運転管理等について 

５．１ 運転管理について 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋の貯蔵ホールに貯蔵して

いる混合酸化物貯蔵容器を払い出す場合には、 

 

① 混合酸化物貯蔵容器を貯蔵台車で貯蔵ホールから取り出し、貯蔵

容器台車、昇降機、移載機、払出台車を用いて貯蔵容器検査装置ま

で搬送する。 

② 貯蔵容器検査装置で混合酸化物貯蔵容器の表面密度検査を行う。 

③ 移載機を用いて混合酸化物貯蔵容器を共用するＭＯＸ燃料加工施

設の洞道搬送台車へ移載した後、ＭＯＸ燃料加工施設へ払い出す。 

 

こととしている。 

これらの運転手順については、保安規定第26条（操作上の一般事

項）に基づき、手順書等に反映し管理することで計画している。 

 

５．２ 再処理施設側での表面汚染がないことの確認について 

ＭＯＸ燃料加工施設から受け入れる、ＭＯＸ粉末取り出し後の粉末

缶を収納した混合酸化物貯蔵容器（ＭＯＸ燃料加工施設と共用）又は

必要に応じ受け入れるＭＯＸ粉末充てん済みの粉末缶を収納した混合

酸化物貯蔵容器（同）については、ＭＯＸ燃料加工施設側にて払い出

し時に表面汚染検査を行い、表面汚染がないことを確認することとし

ている。 

この混合酸化物貯蔵容器のＭＯＸ燃料加工施設からの受け入れに当

たっては、同一会社における払い出し、受け入れであることから、再
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処理施設においては表面汚染がないことの確認を、ＭＯＸ燃料加工施

設側での表面汚染検査結果の記録を確認することにより行う計画とし

ている。 

 

５．３ 核燃料物質加工事業許可申請書への記載について 

ＭＯＸ燃料加工施設の事業許可申請書 添付書類六（放射線被ばく

管理）の管理区域の管理において、『管理区域については「核燃料物

質の加工の事業に関する規則」等に従って、次の措置を講ずる。』と

して、物品の搬出入管理に関しては、以下のとおり記載している。 

 

④ 物品の搬出入管理 

加工施設の管理区域への物品の持込み及び持出しは、所定の場所

で行い、ここで物品の搬出入管理を行う。 

汚染のおそれのある区域から物品を持ち出そうとする場合には、

その持ち出そうとする物品（その物品を容器に入れ又は包装した場

合には、その容器又は包装）の表面汚染検査を行う。 

 

混合酸化物貯蔵容器のＭＯＸ燃料加工施設から再処理施設への払い

出し時には、ＭＯＸ燃料加工施設において、上記物品の搬出入管理に

従って、表面汚染検査を実施し、汚染がないことを確認することとし

ている。 
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６．ＭＯＸ燃料加工施設における混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶の取扱いに

ついて 

ＭＯＸ燃料加工施設においては、ＭＯＸ粉末充てん済の粉末缶を３缶収

納した混合酸化物貯蔵容器を再処理施設より洞道搬送台車を用いて受け入

れ、開封後、取り出したＭＯＸ粉末を原料として使用することとしている。 

以下に、ＭＯＸ燃料加工施設における混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶の

開封方法の概要について示す。 

 

６．１ 混合酸化物貯蔵容器及び粉末缶の開封方法の概要について 

混合酸化物貯蔵容器の開封は原料粉末受払設備において、粉末缶の

開封は一次混合設備、分析試料採取設備において実施する。 

以下に、現時点の設計ベースにおける開封方法を示す（以下に記載

の外蓋脱着装置等については、今後設工認申請予定）。 

なお、再処理施設においては、混合酸化物貯蔵容器については蓋を

手作業にてボルト締め、粉末缶（ネジ口の缶）については蓋を電動機

械にて締め付けを行なっている。 

①混合酸化物貯蔵容器の開封方法 

オープンポートボックス内に設置された蓋を取り外すための装置

（外蓋脱着装置）により、遠隔・自動で機械的に蓋を取り外す設計

としている。概要を添付１－７－６－１に示す。 

②粉末缶の開封方法 

混合酸化物貯蔵容器から取り出された粉末缶については、グロー

ブボックス内に設置された粉末缶蓋開閉機構を有する移載装置によ

り、遠隔・自動にて機械的に開缶する設計としている。概要を添付

１－７－６－２に示す。 
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③手作業による開缶 

混合酸化物貯蔵容器、粉末缶とも遠隔・自動により機械的に蓋を

開ける設計としているが、装置による開封ができなかった場合も想

定し、手作業による開封も可能な設計としている。 
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添付１－７－６－１ 
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添付１－７－６－２ 
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７．再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設との境界に設置する扉の同時開放防

止について 

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋とＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵

容器搬送用洞道の境界に設置する扉（以下「再処理施設境界の扉」とい

う。）（防火戸）及びＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用洞道とＭＯＸ

燃料加工施設の燃料加工建屋の境界に設置する扉（以下「ＭＯＸ燃料加工

施設境界の扉」という。）については，火災防護及び負圧管理の観点から

同時に開放しない設計とする。 

添付１－７－７－１から添付１－７－７－３に再処理施設境界の扉（防

火戸）及びＭＯＸ燃料加工施設境界の扉の状態の概要を示す。 
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添付１－７－７－１ 

 

 

再処理施設境界の扉（防火戸）開放時の概要図（平面図） 
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添付１－７－７－２ 

 

 

再処理施設境界の扉（防火戸）及びＭＯＸ燃料加工施設境界の扉 

閉止時の概要図（平面図） 
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添付１－７－７－３ 

 

 

ＭＯＸ燃料加工建屋境界の扉開放時の概要図（平面図） 
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別紙１ 

 

「洞道搬送台車」の臨界安全設計 
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１．単一ユニットの臨界安全設計 

単一ユニットとしての実効増倍率は，以下に示す計算条件，計算モデ

ル等に基づき算出している。臨界評価の条件については、表１に示す。 

 (ａ) 計算条件 

  ⅰ．プルトニウムとウランの重量比：Ｐｕ／Ｕ＝1.5 

  ⅱ．プルトニウム同位体組成（239Ｐｕ：71ｗｔ％，240Ｐｕ：17ｗｔ％，

241Ｐｕ：12ｗｔ％） 

    ウラン同位体組成（235Ｕ：1.6ｗｔ％，238Ｕ：98.4ｗｔ％） 

  ⅲ．ＭＯＸ中の含水率：５ｗｔ％ 

  ⅳ．密度：4.0ｇ／ｃｍ３ 

 (ｂ) 計算モデル 

  ⅰ．核燃料物質の形状 

    円筒形状 直径：20.4ｃｍ 

         高さ：無限長 

  ⅱ．反射条件   ：水30cm 

 (ｃ) 計算コード：ＪＡＣＳコードシステム 

 (ｄ) モデル図 

2
0
.
4

原料ＭＯＸ粉末

水反射体

keff+3σ=0.863

［単位；cm］

3
0

30 20.4

立面図

平面図

鏡面反射条件

鏡面反射条件

 

 

ＭＯＸ粉末 
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 (ｅ) 算出結果 

   ｋｅｆｆ＋３σ＝0.941となり，未臨界であることが確認された。 

 

２．最接近時の臨界評価 

２つの容器が最接近したことを仮想して，臨界評価を行う。臨界評価の

条件については、表１に示す。 

 (ａ) 計算モデル 

  ⅰ．２つの混合酸化物貯蔵容器が接近して横に並んだことを想定する。

ここでは，台車の遮蔽体，粉末缶及び混合酸化物貯蔵容器の材料は、

最も厳しい値となるよう考慮しないものとする。 

  ⅱ．混合酸化物貯蔵容器の内径と質量を保存した円筒モデルとする。 

    （高さ：45.4ｋｇ・ＭＯＸ×1,000ｇ／ｋｇ／4.0ｇ／ｃｍ３／π

（20.4ｃｍ／２）２＝34.7ｃｍ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30cm

 

20.4cmφ 

30cm 

34.7cm 
：MOX 粉末

   ：水 

：水密度変化 
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 (ｂ) 計算コード：ＳＣＡＬＥ４ 

 (ｃ) 算出結果 

ｋｅｆｆ＋３σ＝0.945となり，未臨界であることが確認された。 

 

表１ 臨界評価の条件 

項 目 通常値 臨界評価値 

Ｐｕ／Ｕ 50／50注１） 60／40 

ＭＯＸ中の含水率

（wt％） 

0.2程度注１） 5.0 

粉末密度（g／cc） 2.3程度注１） 4.0 

中性子吸収材の影響 

台車に，鋼材とポリエチレ

ンによる遮蔽体有り。（約

20cm/台車×2台） 

考慮せず。 

反射条件 水没は考慮しない。 水30ｃｍ全反射。 

近接距離 

物理的に両台車の混合酸化

物貯蔵容器中のＭＯＸ粉末

が密着することはあり得な

い。注２） 

混合酸化物貯蔵容器内

の粉末缶中のＭＯＸ粉

末が密着。 

線源の形状 

密度2.3程度のMOX粉末が粉

末缶に12kgPu・U入ったもの

が3缶 

粉末缶の質量を保存

し，密度4.0の円筒形と

した。 
注１） ＪＡＥＡにおけるマイクロ波脱硝粉末の一般的な値。 
注２） 台車同士が接触した状態で，台車の構造等から貯蔵容器間の距離は３ｍ程度となる。 
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別紙２ 

防火戸の耐火能力 

 

３時間以上の耐火能力を有する耐火壁を構成する防火戸について，３時間

耐火性能を有していることを火災耐久試験により確認した結果を以下に示す。 

 

試験体となる防火戸（遮蔽扉と兼用）の仕様及び試験結果 

扉種別 両開き 

扉寸法 W2,720×H2,760 

板厚 1.6mm 

扉姿図 

 

判定 良 
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１．再処理施設、廃棄物管理施設、ＭＯＸ燃料加工施設で独立して受変電設

備を持たなくていい理由及びそれぞれの事業への相互的な影響 

電気事業法に基づく、東北電力ネットワーク（株）の定める電気供給約

款には、一構内一需要場所という規定がある。現在、再処理事業所には、

原子炉等規制法に基づく区分としては再処理施設、廃棄物管理施設、複数

の使用施設があるが、この原則に基づき、再処理事業所では共通の受変電

設備により、これら施設を含む再処理事業所内各施設に電気を供給してい

る。ＭＯＸ燃料加工施設についても同様となる。 

なお、万一、ＭＯＸ燃料加工施設側で地絡等の電気事故が起きたときに

は、ＭＯＸ燃料加工施設に給電する系統に遮断器を設置する（添付１－８

－１－１ 参照）ことから、他事業に波及することはない。逆のケースも

同様である。 
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添付１－８－１－１ 
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２．ＭＯＸ燃料加工施設への給電による再処理施設側の影響 

ＭＯＸ燃料加工施設へ給電する３号受電変圧器及び４号受電変圧器の容

量は約30,000ｋＶＡ＊であり、これに対し給電対象であるＭＯＸ燃料加工

施設の電源負荷は約16,000ｋＶＡである。 

また、ＭＯＸ燃料加工施設へは専用の遮断器を介して給電する。ＭＯＸ

燃料加工施設側にて短絡等の電気事故が発生した場合には、この遮断器が

開放されるため、再処理施設に事故が波及するおそれはない。 

なお、外部電源が喪失した場合の第２運転予備用ディーゼル発電機（容

量：約11,000ｋＶＡ）からの給電対象であるＭＯＸ燃料加工施設の電源負

荷が約4,000ｋＶＡである。 

このため、ＭＯＸ燃料加工施設へ給電しても問題はない。 

 

（参考） 

給電元 
容 量 

（ｋＶＡ） 

給電先の電源負荷 

（ｋＶＡ）＊＊ 

３号受電変圧器及び４号受電変圧器  約30,000＊ 約16,000（ＭＯＸ燃料加工施設） 

第２運転予備用ディーゼル発電機 約11,000 約 4,000（ＭＯＸ燃料加工施設） 
＊  今後設工認において約36,000ｋＶＡに変更予定 
＊＊ 現状、給電先はＭＯＸ燃料加工施設のみ 
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に係る変更 

補足説明資料３ ＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体の貯蔵」 

の抜粋 
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１．ＭＯＸ燃料加工施設からの雑固体の減容 

ＭＯＸ燃料加工施設との共用及び取り合いに係る変更（以下，「本変

更」という）においては、ＭＯＸ燃料加工施設からの雑固体は第２低レベ

ル廃棄物貯蔵系に貯蔵することとし、低レベル固体廃棄物処理設備での焼

却、圧縮減容等の処理はしない。 

低レベル固体廃棄物処理設備をＭＯＸ燃料加工施設と共用とすることに

より処理することも不可能ではないが、焼却灰等の二次廃棄物をどちらの

事業のものとして貯蔵・処分するか等の課題もあるため、本変更では貯蔵

までとしている。 
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２．ＭＯＸ燃料加工施設から受け入れる廃棄物について 

ＭＯＸ燃料加工施設から受け入れる廃棄物は、雑固体である。 

ＭＯＸ燃料加工施設から受け入れる雑固体は、再処理施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋で発生する廃棄物と同様の性状の雑固体である。

具体的には、ウェス、スミアろ紙等の可燃物、グローブ等の難燃物及びフ

ィルタ、工具等の不燃物である。 

なお、燃料加工の際に発生する研削粉等のいわゆるスクラップと呼ばれ

るものについては、ＭＯＸ燃料加工施設で適切に保管又は原料としてプロ

セスにリサイクルすることを想定しており、現状、再処理施設で保管する

ことはない。 
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３．ＭＯＸ燃料加工施設の雑固体を貯蔵した場合の貯蔵容量への影響につい

て 

今回の変更許可申請においては、低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低

レベル廃棄物貯蔵系をＭＯＸ燃料加工施設と共用とし、ＭＯＸ燃料加工施

設から発生する雑固体（推定年間発生量：約1,000本（200ℓ ドラム缶換

算）添付１－９－３－１ 参照）を貯蔵できるようにすることとしている

（貯蔵はＭＯＸ燃料加工施設との取合いに係る施設のしゅん工（令和４年

度上期）後に開始）。 

添付書類六「1.9 再処理施設に関する「再処理施設の位置，構造及び

設備の基準に関する規則」への適合性 1.9.22 保管廃棄施設」において、

低レベル固体廃棄物貯蔵設備における雑固体等の令和２年２月29日現在

以降の貯蔵容量については、以下のとおり、約６年分であるとしている。 

 

低レベル固体廃棄物貯蔵設備は，燃料被覆管せん断片及び燃料集合体端

末片を約2,000本（1,000Ｌドラム換算），チャンネルボックス及びバーナ

ブルポイズンを約7,000本（200ℓ ドラム缶換算），雑固体等を約82,630本

（200ℓ ドラム缶換算）貯蔵できる容量を有する設計とする。 

なお，雑固体等は，再処理事業の開始から47,783本貯蔵（令和２年２

月29日現在）していることから，これ以降の貯蔵容量は，再処理設備本体

の運転開始以降の雑固体等（推定年間発生量約5,700本）及びＭＯＸ燃料

加工施設の雑固体（推定年間発生量約1,000本）を考慮しても，約６年分

である。 

また，再処理設備本体の運転開始に先立ち，使用済燃料の受入れ及び貯

蔵に係る施設から発生する雑固体及び低レベル濃縮廃液の固化体は，再処

理事業の開始から24,628本貯蔵（令和２年２月29日現在）していること
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から，これ以降の貯蔵容量は約８年分である。 

 

ＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体の貯蔵（約1,000本／年）を考

慮すると、平成31年４月30日以降の貯蔵容量は、添付１－９－３－２に示

すとおり、６年７ヶ月が６年１ヶ月になるのみで、約６年分に影響を与え

るものではない。 
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１－９－３－１ 

ＭＯＸ燃料加工施設における工程別・種類別廃棄物発生量 

 

 ＭＯＸ燃料加工施設で発生する雑固体は，大きく可燃性，難燃性及び不燃

性に区分される。それぞれの発生量を，種類別廃棄物発生実績を基に想定す

ると，以下の表のとおりとなる。 

 

表 廃棄物の工程別・種類別発生量 

 粉末・ 

ペレット

工程 

棒・ 

集合体 

工程 

分析設備 
換気・ 

空調 
廊下等 合 計 

加
工
施
設
想
定 

ＧＢ内 

（区分Ⅰ） 

可燃物 

発生量 
196 19 14 9 ― 238 

難燃物 

発生量 
98 15 8 5 ― 126 

不燃物 

発生量 
56 6 8 166 ― 236 

小 計 350 40 30 180 ― 600 

ＧＢ内 

（区分Ⅰ） 

可燃物 

発生量 
114 16 44 32 19 225 

難燃物 

発生量 
106 11 26 8 21 172 

不燃物 

発生量 
0 3 0 0 0 3 

小 計 220 30 70 40 40 400 

 
合 計 570 70 100 220 40 1,000 
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添付１－９－３－２ 
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４．ＭＯＸ燃料加工施設から発生する雑固体の性状等について 

ＭＯＸ燃料加工施設の管理区域から発生する雑固体は、200ℓ ドラム缶

換算で年間約1,000本と推定している。これらはグローブボックス内から

発生するものとグローブボックス外から発生するものを合算して推定して

いる。 

このうち、グローブボックス内で発生する雑固体としては、グローブボ

ックス内のクリーンアップに用いるウェス等の可燃物、グローブ・ビニー

ルバッグ等の難燃物、照明・工具等の不燃物があり、ＭＯＸ粉末等により

汚染している。 

一方、グローブボックス外で発生する管理区域内の消耗品等については、

通常ＭＯＸ粉末等による汚染はないと考えられるが、雑固体として管理す

る。 

雑固体は可燃・難燃・不燃の分別等を行なった後、ドラム缶又は角型容

器に封入し、線量当量率の測定後、表面汚染のないことを確認し、識別番

号を付してＭＯＸ燃料加工施設の廃棄物保管第１室及び廃棄物保管第２室

（保管廃棄能力：約2,500本（200ℓ ドラム缶換算））又は共用する再処理

施設の第２低レベル廃棄物貯蔵系（保管廃棄能力：約55,200本（同））に

保管廃棄する（添付１－９－４－１ 参照）。 

なお、ＭＯＸ燃料加工施設で取扱うＭＯＸは、再処理施設のウラン・プ

ルトニウム混合脱硝建屋で生産された製品ＭＯＸであることから、ＭＯＸ

燃料加工施設から発生する雑固体の性状は、ＭＯＸ粉末を取り扱う再処理

施設のウラン・プルトニウム混合酸化物脱硝施設から発生する上記のよう

な雑固体と同等である。また、放射能レベルの観点からは、ＭＯＸ燃料加

工施設ではＵ：Ｐｕ＝１：１のＭＯＸ粉末（プルトニウム富化度50）をウ

ラン（天然ウラン以下）で希釈しプルトニウム富化度を低下させる施設で
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あることから、廃棄物中の放射能レベルは低下する。 
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添付１－９－４－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４－１ 固体廃棄物の流れ 

 約 55,200 本 
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５．ＭＯＸ燃料加工施設の雑固体を貯蔵した場合の線量評価への影響につい 

 て 

ＭＯＸ燃料加工施設と共用する低レベル固体廃棄物貯蔵設備の第２低レ

ベル廃棄物貯蔵系（第２低レベル廃棄物貯蔵建屋に収容）にＭＯＸ燃料加

工施設から発生する雑固体を貯蔵しても、ＭＯＸ燃料加工施設から発生す

る雑固体の性状がＭＯＸ粉末を取り扱うウラン・プルトニウム混合脱硝建

屋から発生する雑固体と同等であることから、線源組成がＲｕ、Ｒｈであ

る低レベル濃縮廃液の処理物等の方が施設からの放射線による線量評価の

線源として厳しい。 

このため、施設からの放射線による線源評価に用いる第２低レベル廃棄

物貯蔵建屋の線源（低レベル濃縮廃液の処理物等50,000本（200ℓ ドラム

缶換算）とする。なお、ガンマ線エネルギスペクトルとしてはスペクトル

－７を用いる。）に影響はなく、施設からの放射線（直接線及びスカイシ

ャイン線）による線量評価に変更はない。 
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１．ＭＯＸ燃料加工施設との海洋放出管理系の共用について 

第１放出前貯槽上部のヘッダ（200Ａ）に設置されている80Ａの配管に

繋ぎ込む。なお、新たに設置する配管の口径は、繋ぎ込み先の配管と同じ

80Ａとすることとしている。 
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２．ＭＯＸ燃料加工施設からの排水の受入れの影響 

ＭＯＸ燃料加工施設の排水口からの排水の推定年間発生量は3,000ｍ３で

ある（３日に１回程度で約20ｍ３／回）。現状、第１放出前貯槽で１日当

たり受け入れる廃液量は約360ｍ３であり、この排水口からの排水受け入れ

により約８ｍ３増加するため、約370ｍ３／日に変更するが、第１放出前貯

槽は約600ｍ３／基×４基であるため、受け入れても問題ない。 

（357.6ｍ３／日→365.8ｍ３／日） 

また、排水口からの廃液は濃度限度以下の排水であり、排水中に含まれ

る放射性物質の推定年間放出量も、Ｐｕ（α）が4.6×10６（Ｂｑ／ｙ）、

Ｐｕ（β）が8.0×10７（Ｂｑ／ｙ）とされている。前者は再処理施設のそ

の他核種のうちアルファ線を放出する核種の約1／800、後者はその他核種

のうちアルファ線を放出しない核種の約1／2,600で、再処理施設の海洋へ

の放射性物質の推定年間放出量に比較し十分小さいため問題ない。（添付

１－１０－２－１ 参照） 
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添付１－１０－２－１ 

 

放射性物質の推定年間放出量 

核種 
ＭＯＸ燃料加工施設 

① 
再処理施設 

②注３ 
①／② 

Ｐｕ（α）注１ 
4.6×10６ 

（Ｂｑ／ｙ） 

約3.8×10９ 

（Ｂｑ／ｙ） 
約1/800 

Ｐｕ（β）注２ 
8.0×10７ 

（Ｂｑ／ｙ） 

約2.1×10１１ 

（Ｂｑ／ｙ） 
約1/2,600 

注１：Ｐｕ－238／239／240／242、Ａｍ－241 
注２：Ｐｕ－241。 
注３：再処理施設においてはＰｕ(α)はその他核種のうちアルファ線を放出する核種、Ｐｕ

(β)はその他核種のうちアルファ線を放出しない核種に含まれるため、その他核種のう
ちアルファ線を放出する核種、その他核種のうちアルファ線を放出しない核種の推定年
間放出量を記載している。 
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３．再処理施設の平常時における公衆の線量評価の考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設は，加工施設内の排水口にて濃度限度以下であるこ

とを確認する。 

加工事業変更許可申請書 添付書類六において，海洋に放出した場合の

評価結果を示しており，液体廃棄物中の放射性物質による敷地境界外の公

衆の実効線量は，年間約６×10-4μＳｖ（６×10-7ｍＳｖ）である。 

 

再処理施設からの液体廃棄物の放出に起因する公衆の実効線量は，年間

約3.1×10-3ｍＳｖであるのに対し，ＭＯＸ燃料加工施設の液体廃棄物の放

出に起因する公衆の実効線量は年間約６×10-7ｍＳｖであり，線量影響は

非常に小さく（再処理施設より４桁小さい），ＭＯＸ燃料加工施設の液体

廃棄物を考慮しても年間約3.1×10-3ｍＳｖに変更はない。 
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４．排水の推定年間発生量 

ＭＯＸ燃料加工施設から発生する排水の推定年間発生量は、平常時に発

生する排水量を推定し、発生量の変動を考慮し合計3,000ｍ３／年としてい

る。 

ＭＯＸ燃料加工施設の分析設備においては、Ｐｕ・Ｕ含有率、Ｕ濃縮度、

不純物の分析、ペレットの溶解性試験等が実施され、分析後の廃液、器具

の洗浄廃液等が発生する。放出管理分析設備では、放出管理サンプルの分

析 （Ｐｕ(α)分析、全(α)分析等）が実施され、分析後の廃液、器具の

洗浄廃液等が発生する。 

なお、ＭＯＸ燃料加工施設からの排水は、放射性物質濃度が法令で定め

る周辺監視区域外の濃度以下のものである。また、分析サンプル中には腐

食性の不純物は含まれず、分析の溶解処理等の過程で硝酸等を用いるが、

分析済み排水の処理の過程（中和沈殿等）で除去・希釈され、ＭＯＸ燃料

加工施設から払い出す段階においては、排水中の不純物は水質汚濁防止法

等に定められた基準以下とする設計としている。 

 (１) 空調機器ドレン水等の季節による変動について 

添付１－１０－４－１に示すようにＭＯＸ燃料加工施設の管理区域内

で発生する空調機器ドレン水等の大半は、焼結炉等を設置する室のロー

カルクーラーによるドレン水である。これらの室の換気空調については

年間を通して室内温度を26℃、相対湿度が40％程度となるよう、管理区

域外の給気設備において湿度が高い時期には除湿、低い時期には加湿す

ることとしている。 

したがって、ローカルクーラーによるドレン水の年間発生量は季節に

より多少の変動は見込まれるものの、前述のようなコントロールをする

ことから3,000ｍ３／年に収まるものと見込んでいる。 
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添付１－１０－４－１ 

表１．平常時に発生する排水 

基本設計 加工事業許可申請 

発生場所 廃液の種類 年間発生量 申請書記載分類 
推定年間 

発生量 
日間発生量 処理能力 

分析第3室等 

分析済液処理

廃液 

約105ｍ３/年 分析設備の分析済液処

理装置から発生する廃

液等 
約200ｍ３/年 約0.5ｍ３/日 

 

約0.5ｍ３/日 

吸着処理装置 

器具洗浄廃液

等 

約 15ｍ３/年 

放管試料前処

理室 

器具洗浄廃液

等 
約 80ｍ３/年 

放出管理分析設備から

発生する廃液 

ペレット加工

第２室、スク

ラップ処理室 

一次冷却水 約 25ｍ３/年 

管理区域内で発生する

空調機器ドレン水等 
約1400ｍ３/年 約４ｍ３/日 

 

約５ｍ３/日 

ろ過処理装置 

ローカルクー

ラー（ペレッ

ト加工第２室

等） 

空調機器ドレン

水 
約1370ｍ３/年 

金相試験室 金相試験廃液 約 5 ｍ３/年 

 合計 約1600ｍ３/年  

平常時の評価条件：上

記の合計値に、先行施

設の実績（希釈処理

水、非定常作業＊１、ト

ラブル対応＊２、空調機

器ドレン水の発生量の

変動＊３等）を考慮し設

定。 

3,000ｍ３/年 

 

＊１ 非定常時に発生する廃液 
非定常の保守で発生する廃液（２次冷却水の交換等）。なお、建屋外から建屋内へ浸

透する湧水は、建屋外壁の防水処理、建屋外近傍へのサブドレンピットの設置等の対策
により定常的に発生することはないが、何らかの理由で地下３階下２重スラブ内での湧
水の発生。 

＊２ トラブル対応 
汚染事故による除染室からの除染水。火災発生時の消火水の放出による排水。 

＊３ 空調機器ドレン水の発生量の変動 
空調機器ドレン水の発生量については、通常運転状態から想定されるは発生量を想定

しているが、推定年間発生量の設定（3,000ｍ３／年）にあたっては、季節による空調機
器ドレン水の発生量の変動も考慮。 
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５．ＭＯＸ燃料加工施設からの濃度限度以下の廃液の許認可上の扱いについ

て 

５．１ 再処理事業変更許可申請書本文への記載について 

炉規法においては、事業指定申請書（本文）に「再処理施設の位置、

構造及び設備並びに再処理の方法」の記載を求めており、事業の指定

の基準の一つとして「再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、

使用済燃料から分離された物又はこれらによって汚染された物による

災害の防止上支障がないものであること。」となっている（変更許可

申請の場合も同様）。 

ＭＯＸ燃料加工施設からの廃液が周辺監視区域外の水中の濃度限度

以下の廃液であることから、使用済燃料、使用済燃料から分離された

物又はこれらによって汚染された物による災害防止上支障のないもの

であることは明らかである。このため、ＭＯＸ燃料加工施設からの廃

液については、申請書本文に記載する必要はないと判断している。

（濃度限度以下の廃液であること、廃液量はＭＯＸ燃料加工施設の事

業許可申請書に記載されている。） 

なお、本文には記載しないものの添付書類にはＭＯＸ燃料加工施設

からこの廃液を第１放出前貯槽に受け入れることを記載し、ＭＯＸ燃

料加工施設からの廃液を受け入れることを明確にする。 

 

５．２ 後段規制について 

ＭＯＸ燃料加工施設から廃液の受け入れに伴い配管の設置工事を伴

うことから、工事の方法を明確にする意味でも、当該配管について設

工認申請書本文に記載するものとし、使用前検査も受検する。 
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共用している設備の許可の状況 

 

 

  

629



 
 

目  次  

 

１．再処理施設と他の原子力施設とで共用する設備の許可の状況 

 

  

630



 
補 1－11－1 

１．再処理施設と他の原子力施設とで共用している設備の許可の

状況 

 再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設及び廃棄物管理施設とで共

用している許可の状況を以下に示す。 

共 用 する設 備  
ＭＯＸ 

燃 料 加 工 施 設  

廃 棄 物  

管 理 施 設  
備 考  

粉 末 缶  ○
※ 1   

混 合 酸 化 物 貯 蔵 容 器  ○
※ 1   

ＭＯＸ燃 料 加 工 施 設 の 

洞 道 搬 送 台 車  ○
※ 1  ＭＯＸ燃 料 加 工  

施 設 の設 備  

ＭＯＸ燃 料 加 工 施 設 の 

貯 蔵 容 器 搬 送 用 洞 道  

（ＭＯＸ燃 料 加 工 施 設 の貯

蔵 容 器 搬 送 用 洞 道 と 再

処 理 施 設 の境 界 に設 置 す

る扉 を含 む） 

○  ＭＯＸ燃 料 加 工  

施 設 の設 備  

ＭＯＸ燃 料 加 工 施 設 の 

燃 料 加 工 建 屋 の一 部  

（ＭＯＸ燃 料 加 工 施 設 の燃

料 加 工 建 屋 と Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料

加 工 施 設 の 貯 蔵 容 器 搬

送 用 洞 道 の境 界 に設 置 す

る扉 を含 む） 

○  ＭＯＸ燃 料 加 工  

施 設 の設 備  

北 換 気 筒 の支 持 構 造 物   ○  

低 レベル廃 液 処 理 設 備  
－ 海 洋 放 出 管 理 系  ○   

第 ２ 低 レ ベ ル 廃 棄 物 貯 蔵

系  ○
※ 1   

  ※ 1： Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 事 業 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 又 は 取 合 い に つ い
て許可を 得ている 施設  

※ 2： 廃 棄 物 管 理 事 業 変 更 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 に つ い て 許 可 を 得 てい
る施設  

凡例）     ： 既許可の 設備  
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共 用 する設 備  
ＭＯＸ 

燃 料 加 工 施 設  

廃 棄 物  

管 理 施 設  
備 考  

出 入 管 理 設 備   ○  

環 境 試 料 測 定 設 備  ○   

モニタリングポスト ○   

ダストモニタ 

（ダストサンプラ） ○
※ 1   

積 算 線 量 計  ○
※ 1 ○  

放 射 能 観 測 車  ○   

気 象 観 測 設 備  ○ ○  

個 人 線 量 計  ○ ○  

ホールボディカウンタ ○ ○  

電 気 設 備  ○
※ 1 ○

※ 2 別 紙 １ 参 照  

圧 縮 空 気 設 備   ○  

給 水 処 理 設 備  ○ ○  

蒸 気 供 給 設 備  ○ ○  

消 火 水 供 給 設 備  ○ 
○ 

MOX 燃料加工施設との

共用については記載なし 
 

 

  

※ 1： Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 事 業 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 又 は 取 合 い に つ い
て許可を 得ている 施設  

※ 2： 廃 棄 物 管 理 事 業 変 更 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 に つ い て 許 可 を 得 てい
る施設  

凡例）     ： 既許可の 設備  
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共 用 する設 備  
ＭＯＸ 

燃 料 加 工 施 設  

廃 棄 物  

管 理 施 設  
備 考  

屋 外 消 火 栓   ○  

防 火 水 槽   ○  

人 の容 易 な侵 入 を防 止 で

きる障 壁  ○ ○  

探 知 施 設  ○   

通 信 連 絡 設 備  ○ ○  

緊 急 時 対 策 所 （建 物 ） ○   

ページング装 置  ○ ○  

所 内 携 帯 電 話  ○ ○  

統 合 原 子 力 防 災 ネットワ

ーク IP 電 話  ○   

統 合 原 子 力 防 災 ネットワ

ーク IP-FAX ○   

統 合 原 子 力 防 災 ネットワ

ーク TV 会 議 ｼｽﾃﾑ ○   

一 般 加 入 電 話  ○   

一 般 携 帯 電 話  ○   

衛 星 携 帯 電 話  ○   

ファクシミリ ○   

 

  

※ 1： Ｍ Ｏ Ｘ 燃 料 加 工 施 設 事 業 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 又 は 取 合 い に つ い
て許可を 得ている 施設  

※ 2： 廃 棄 物 管 理 事 業 変 更 許 可 申 請 書 に お い て ， 共 用 に つ い て 許 可 を 得 てい
る施設  

凡例）     ： 既許可の 設備  
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 再処理施設は、分析設備の一部を核燃料物質使用施設（六ヶ所

保障措置分析所）と共用しており、共用している設備の許可の状

況を以下に示す。  

共 用 する設 備  備 考  

分 析 建 屋 換 気 設 備  –  建 屋 排 風 機
※ 1  

別 紙 ２ 参 照  分 析 建 屋 換 気 設 備  –  グローブボックス排 風 機
※ 1  

分 析 建 屋 換 気 設 備  –  フード排 風 機
※ 1  

分 析 建 屋 のダストモニタの一 部
※ 1  別 紙 ３ 参 照  

分 析 建 屋 の一 部
※ 1  別 紙 ４ 参 照  

※ 1：六ヶ所保障措置分析所の「核燃料物質の使用の許可申請書」におい

て，共 用 につい て 許可を 得 ている 施 設であ り 、既許 可 の添付 書 類六

に記載されている施設。  

 

 

 再処理施設は、出入管理建屋の一部をバイオアッセイ設備と

共用しており、共用している設備の許可の状況を以下に示す。  

共 用 する設 備  備 考  

出 入 管 理 建 屋 の一 部
※ 1  別 紙 ５ 参 照  

※ 1：「核燃料物質の使用の許可申請書」において，共用について許可を得

ている施設であり、既許可の添付書類六に記載されている施設。  

 

 

  

凡例）     ： 既許可の 設備  
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別紙１  

再処理事業指定申請書 抜粋  
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別紙２  

再処理事業指定申請書 抜粋  
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別紙３  

再処理事業指定申請書 抜粋  
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別紙４  

再処理事業指定申請書 抜粋  
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別紙５  

再処理事業指定申請書 抜粋  
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共用する設備の範囲 
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１．共用する設備の範囲 
１．１ ＭＯＸ燃料加工施設との共用 
 再処理施設の設備をＭＯＸ燃料加工施設が共用する設備の範囲を以下に示

す。 
再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備、機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備、機器等 

製品貯蔵施
設 

ウラン・プ
ルトニウム
混合酸化
物貯蔵設
備 

粉末缶 粉末缶 

混合酸化物貯蔵容器 混合酸化物貯蔵容器 

貯蔵容器搬送用洞道※ 

（ＭＯＸ燃料加工施設の貯蔵容器搬送用洞道と再処理施設の境界

に設置する扉を含む） 

貯蔵容器搬送用洞道 

燃料加工建屋の一部※ 

（ＭＯＸ燃料加工施設の燃料加工建屋とＭＯＸ燃料加工施設の貯

蔵容器搬送用洞道の境界に設置する扉を含む） 

貯蔵容器搬送用洞道か

ら貯蔵容器搬送用洞道

と燃料加工建屋の境界

の扉まで 

成形施設 

原料粉末
受入工程 
貯蔵容器
受入設備 

洞道搬送台車※ 洞道搬送台車 

液体廃棄物
の廃棄施設 

低レベル
廃液処理
設備 

海洋放出管理系（経路） 

ＭＯＸ燃料加工施設から

再処理施設へ導かれた

経路のうち、低レベル廃

液処理建屋の外壁約１

ｍから共用とし、第１放

出前貯槽、第１海洋放出

ポンプ及び海洋放出管

を通過し、海洋に放出さ

れるまでの経路 

固体廃棄物
の廃棄施設 

低レベル
固体廃棄
物貯蔵設
備 

第２低レベル廃棄物貯蔵系 

雑固体の受入れから廃

棄物としての建屋内搬

送・貯蔵に関わる第２低

レベル廃棄物貯蔵建屋

貯蔵室全域 

※ＭＯＸ燃料加工施設の設備を再処理の設備として共用する設備。 
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変更範囲に関する概要図（平面図） 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備、機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備、機器等 

放射線管理
施設 

試料分析
関係設備 

環境試料測定設備 
環境試料測定設備のうち 

アルファ線核種分析装置 

放射線監
視設備 

屋外モニタ
リング設備 

環境モニタ
リング設備 

モニタリン
グポスト 

・モニタリングポスト 
・無停電電源装置及び給電
ライン 
・モニタリングポストから制御
建屋 中央安全監視室 環境
監視盤 中央ユニット間の有
線伝送ライン 
・検出器からモニタリングポ
ストのアンテナ間の無線伝送
ライン 
・制御建屋のアンテナから環
境監視盤間の無線伝送ライ
ン 
・環境監視盤 

ダストモニ
タ 
（ダストサ
ンプラ）※ 

・ダストモニタ、無停電電源
装置及び給電ライン 
・ダストモニタから制御建屋 
中央安全監視室 環境監視
盤 中央ユニット間の有線伝
送ライン 
・検出器からダストモニタの
アンテナ間の無線伝送ライン
・制御建屋のアンテナから環
境監視盤間の無線伝送ライ
ン 
・環境監視盤 

積算線量
計 

積算線量計 

環境管理
設備 

放射能観測車 放射能観測車 

気象観測設備 

・風向風速計（超音波）、日
射計、放射収支計、雨量計
及び温度計～制御建屋 
中央安全監視室 気象盤
間の有線伝送ライン 
・気象盤 

※新規制基準対応申請への取込み時に、ダストサンプラの共用からダストモニタの共用へ

変更する。 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

放射線管理
施設 

個人管理
用設備 

個人線量計 個人線量計 

ホール ボディ カウンタ ホール ボディ カウンタ 

その他再処
理設備の附
属施設 

電気設備 

受電開閉
設備 

154kV 母線 154kV 母線 

遮断器 
154kV 受
電用遮断
器 

154kV 受電用遮断器 

154kV 連絡用遮断器 154kV 連絡用遮断器 

受電変圧器用遮断器 １号～４号受電変圧器用
遮断器 

受電変圧
器 １号～４号受電変圧器 １号～４号受電変圧器 

所内高圧
系統 

高圧主系
統 

6.9kV 常用
主母線 6.9kV 常用主母線 

6.9kV 運転
予備用主
母線 

6.9kV 運転予備用主母
線 

高圧系統 

6.9kV 常用
母線 

6.9kV 常用母線 

6.9kV 非常
用母線 

6.9kV 非常用母線 

所内低圧
系統 

460V 非常用母線 460V 非常用母線 

ディーゼル
発電機 

第１非常用ディーゼル発
電機 

第１非常用ディーゼル発
電機 

燃料貯蔵設備 
（重油タンク） 

重油タンクから第１非常
用ディーゼル発電機の
取合いの弁まで 

第２運転予備用ディーゼ
ル発電機 

第２運転予備用ディーゼ
ル発電機 

燃料貯蔵設備 
（燃料油貯蔵タンク） 

燃料油貯蔵タンクから第
２運転予備用ディーゼル
発電機の取合いの弁ま
で 
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○電気設備のうち燃料油貯蔵タンクの共用範囲 
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再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

給水処理設備 
ろ過水貯槽からＭＯＸ燃
料加工施設との取合い
の弁まで 

 

○給水処理設備の共用範囲 
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補 1－12－8 

 
再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備、機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

蒸気供給
設備 一般蒸気

系 
燃料貯蔵設備 
（燃料油貯蔵タンク） 

燃料油貯蔵タンクからＭ
ＯＸ燃料加工施設との取
合いの弁まで 

 

○蒸気供給設備のうち燃料油貯蔵タンクの共用範囲 
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補 1－12－9 

 
再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備、機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

冷却水設
備 

安全冷却
水系 

使用済燃料の受入れ施
設及び貯蔵施設用の安
全冷却水系 

第１非常用ディーゼル発
電機から使用済燃料の
受入れ施設及び貯蔵施
設用の安全冷却水系 
まで 

火災防護
設備 

消火設備 消火水供給設備 
消火用水貯槽からＭＯＸ
燃料加工施設との取合
いの弁まで 

（火災影響
軽減設備） 

（ＭＯＸ燃料加工施設の
貯蔵容器搬送用洞道の
境界に設置する扉※） 

（ＭＯＸ燃料加工施設の
貯蔵容器搬送用洞道の
境界に設置する扉） 

※ＭＯＸ燃料加工施設の設備を再処理の設備として共用する設備。  
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補 1－12－10 
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補 1－12－11 

再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設で共用する設備、機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

緊急時対策所（建物） 緊急時対策所 

通信連絡
設備 

所内通信
連絡設備 

ページング装置 

中央制御室のマイク操
作器及びＭＯＸ燃料加工
施設側へ放送信号を発
する装置 
（無停電交流電源及び
蓄電池） 

所内携帯電話 
所内携帯電話及び電話
交換機ネットワーク全て 
（蓄電池） 

所外通信
連絡設備 

統合原子力防災ネットワ

ーク 
IP 電話 

統合原子力防災ネットワ
ーク 
ＩＰ電話 
（無停電交流電源） 

統合原子力防災ネットワ

ーク 
IP-FAX 

統合原子力防災ネットワ
ーク 
IP-FAX 
（無停電交流電源） 

統合原子力防災ネットワ

ーク 
TV 会議システム 

統合原子力防災ネットワ
ーク 
ＴＶ会議システム 
（無停電交流電源） 

一般加入電話 一般加入電話 

一般携帯電話 一般携帯電話 

衛星携帯電話 衛星携帯電話 
（無停電交流電源） 

ファクシミリ ファクシミリ 
（無停電交流電源） 
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補 1－12－12 

１．２ 廃棄物管理施設との共用 
 再処理施設の設備を廃棄物施設が共用する設備の範囲を以下に示す。 
 

再処理施設と廃棄物管理施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

気体廃棄物
の廃棄施設 換気設備 北換気筒の支持構造物 北換気筒の支持構造物 

 

○北換気筒の支持構造物の共用範囲 
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補 1－12－13 

 
再処理施設と廃棄物管理施設で共用する設備、機器等 

共用範囲 
施設 設備 設備、機器等 

放射線管理
施設 

出入管理
関係設備 出入管理設備（北換気筒管理建屋） 北換気筒管理建屋の出

入管理設備 

放射線監
視設備 屋外モニタ

リング設備 環境モニタ
リング設備 積算線量

計 積算線量計 

環境管理
設備 気象観測設備 

風向風速計（超音波）及
び温度計～気象観測小
屋 気象観測装置 

個人管理
用設備 

個人線量計 個人線量計 

ホール ボディ カウンタ ホール ボディ カウンタ 
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補 1－12－14 

再処理施設と廃棄物管理施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

電気設備 

受電開閉
設備 

154kV 母線 154kV 母線 

遮断器 
154kV 受
電用遮断
器 

154kV 受電用遮断器 

154kV 連絡用遮断器 154kV 連絡用遮断器 

受電変圧器用遮断器 
（１号、２号受電変圧器
用） 

１号、２号受電変圧器用
遮断器 

受電変圧
器 

１号受電変圧器 １号受電変圧器 

２号受電変圧器 ２号受電変圧器 

所内高圧
系統 

高圧主系
統 

6.9kV 常用
主母線 6.9kV 常用主母線 

ディーゼル
発電機 

燃料貯蔵設備 
（燃料油貯蔵タンク） 

燃料油貯蔵タンクから廃
棄物管理施設との取合
いの弁まで 
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補 1－12－15 

○電気設備の燃料油貯蔵タンクの共用範囲 
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補 1－12－16 

再処理施設と廃棄物管理施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

圧縮空気設備 
空気圧縮機から廃棄物
管理施設との取合いの
弁まで 

 

○圧縮空気設備の共用範囲 
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補 1－12－17 

再処理施設と廃棄物管理施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

給水処理設備 
ろ過水貯槽から廃棄物
管理施設との取合いの
弁まで 

 

○給水処理設備の共用範囲 
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補 1－12－18 

再処理施設と廃棄物管理施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

蒸気供給設備 
ボイラから廃棄物管理施
設との取合いの弁まで 

 
燃料貯蔵設備 
（燃料油貯蔵タンク） 

燃料油貯蔵タンクからボ
イラとの取合いの弁まで 

 

○蒸気供給設備の共用範囲 
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補 1－12－19 

○蒸気供給設備のうち燃料油貯蔵タンク 
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補 1－12－20 

再処理施設と廃棄物管理施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

火災防護
設備 

消火設備 

消火水供給設備 
消火用水貯槽から廃棄
物管理施設との取合い
の弁まで 

消火栓設
備 

屋外消火
栓 

消防法及び都市計画法
にて定められた屋外消
火栓からの距離に再処
理施設及び廃棄物管理
施設が含まれる屋外消
火栓 

防火水槽 

都市計画法にて定めら
れた防火水槽からの距
離に再処理施設及び廃
棄物管理施設が含まれ
る防火水槽 
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補 1－12－22 
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補 1－12－24 

再処理施設と廃棄物管理施設で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

その他再処
理設備の附
属施設 

通信連絡
設備 所内通信

連絡設備 

ページング装置 
中央制御室のマイク操
作器、廃棄物管理施設
側に放送信号を発する
装置及び廃棄物管理施
設側から再処理施設へ
放送信号を発する装置 

所内携帯電話 所内携帯電話及び電話
交換機ネットワーク全て 
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補 1－12－25 

１．３ 核燃料物質使用施設（六ヶ所保障措置分析所）との共用 
 再処理施設の設備を核燃料物質使用施設（六ヶ所保障措置分析所）が共用

する範囲を以下に示す。 
 なお、六ヶ所保障措置分析所の「核燃料物質の使用の許可申請書」におい

て、共用について許可を得ている施設であり、既許可の添付書類六に記載さ

れている施設である。 
 

再処理施設と六ヶ所保障措置分析所で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

放射性廃棄
物の廃棄施
設 

気体廃棄
物の廃棄
施設 換気設備 分析建屋

換気設備 

建屋排風
機 

六ヶ所保障措置分析所
から分析建屋換気設備 
建屋排風機までの経路 

グローブボ
ックス排風
機 

六ヶ所保障措置分析所
から分析建屋換気設備 
グローブボックス排風機
までの経路 

フード排風
機 

六ヶ所保障措置分析所
から分析建屋換気設備 
フード排風機までの経路 
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668



補 1－12－27 

再処理施設と六ヶ所保障措置分析所で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

放射線管理
施設

放射線監
視設備

屋内モニタ
リング設備

ダストモニタ
分析建屋のダストモニタ
／エアスニファのサンプ
リングポンプ

その他再処
理設備の附
属施設

分析建屋（建物）
分析建屋の地下２階の
一部、地下１階の一部及
び地上 1 階の一部
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補 1－12－28 

○六ヶ所保障措置分析所の液体廃棄物の取り扱い

以下に記載しているとおり，核燃料物質の使用施設の許可を得て，六ヶ所

保障措置分析所にて周辺監視区域外の水中の濃度限度以下の排水を再処理施

設で受け入れる運用としている。

（六ヶ所保障措置分析所の申請書の記載より抜粋）

 六ヶ所保障措置分析所では，分析用試料の分析により，廃液が発生す

る。

これらの廃棄物は，貯蔵容器に一時貯留してその放射能濃度を測定

し，法令に定める周辺監視区域外の水中の濃度限度を下回っているこ

とを確認した上で再処理工場へ排出する。

これらの一時貯留廃液の放射能濃度が水中の濃度限度を上回った場合

は，希釈する等の措置を行う。

（再処理事業許可申請書（既許可）での記載）

 六ヶ所保障措置分析所からの排水を再処理施設の低レベル廃液処理設

備に受け入れる旨の記載はない。

 低レベル廃液処理設備の設工認申請書において、文章での記載はない

が、系統図において、六ヶ所保障措置分析所からの排水を低レベル廃

液処理設備の第１低レベル廃液処理系及び油分除去系に受け入れる旨

を示している。

 六ヶ所保障措置分析所からの排水は，六ヶ所保障措置分析所にて法令に

定める周辺監視区域外の水中の濃度限度以下であることを確認している

ことから，再処理の海洋への放射性物質の推定年間放出量に影響を及ぼ

すものではない。

 六ヶ所保障措置分析所で発生する排水を再処理施設へ排出するにあたっ

ては，所定の手続きを実施する。
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補 1－12－29 

１．４ 核燃料物質使用施設（バイオアッセイ設備）との共用

 再処理施設の設備を核燃料物質使用施設（バイオアッセイ設備）が共用す

る範囲を以下に示す。

 なお、「核燃料物質の使用の許可申請書」において、共用について許可を

得ている施設であり、既許可の添付書類六に記載されている施設である。

再処理施設とバイオアッセイ設備で共用する設備、機器等 
共用範囲 

施設 設備 設備、機器等 

出入管理建屋（建物） 出入管理建屋の一部 
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補 1－12－30 

２．再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設との共用設備等の位置
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